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報告第１号 

 

 

処分報告について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、下

記の事項について次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれ

を報告し、承認を求める。 

 

記 

 

令和６年度池田市一般会計補正予算（第８号） 

 

 

  令和７年２月２６日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

理  由 

物価高騰対策臨時特別給付金の給付を開始することに伴い、予算化する必

要が生じたので専決処分したものである。 
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専決第７号

　令和６年度池田市の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

　４６,４１７,４７３千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は､ 「第１表  歳入歳

　出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第２条　繰越明許費の追加は､「第２表　繰越明許費補正」による。

　　令和６年１２月２７日　専決処分

令和６年度池田市一般会計補正予算（第８号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪府池田市長　瀧　澤　智　子

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ ４８３,２５０千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

-
 
3
 
-



-
 
4
 
-



（単位：千円）

事　　　　業　　　　名

3 民生費 1 社会福祉費 物価高騰対策臨時特別給付金給付事業 483,211

第２表　繰越明許費補正

款 項 金　　　額

-
 
5
 
-



-
 
6
 
-



報告第１号　　説　　明

歳入歳出補正予算事項別明細書

一 般 会 計 第 ８ 号

令和６年度

-
 
7
 
-



-
 
8
 
-



歳 入-
 
9
 
-



-
 
1
0
 
-



-
 
1
1
 
-



-
 
1
2
 
-



歳 出

-
 
1
3
 
-



-
 
1
4
 
-



-
 
1
5
 
-



一 般 職

給 与 費

区 分
報 酬 給 料 職 員 手 当 計

共 済 費 合 計

( 987 ) 人 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　

( 987 ) 人

( 0 ) 人

時 間 外 勤 務 手 当

千円　

158,077  

157,524  

553  

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

(   )内は、短時間勤務職員

職  員  数

補 正 後 682  1,724,786  2,792,025  3,008,495  7,525,306  1,426,371  8,951,677  

補 正 前 1,724,786  2,792,025  3,007,942  7,524,753  682  

0  553  0  

1,426,371  8,951,124  

0  0  553  553  

増　　 減　　 事　　 由

補 正 後

　物価高騰対策臨時特別給付金給付事業に伴う増加補 正 前

比 較

比　　　較

職 員 手 当

の 内 訳

区　　 　分

-
 
1
6
 
-



参 考 資 料

-
 
1
7
 
-



-
 
1
8
 
-



-
 
1
9
 
-



-
 
2
0
 
-



-
 
2
1
 
-



-
 
2
2
 
-



-
 
2
3
 
-



-
 
2
4
 
-



（単位：千円）

補 正 前 の 額 補    正    額 計

 義 務 的 経 費 25,216,204     553     25,216,757     

人　  件　  費 9,474,413     553     9,474,966     

扶　  助　  費 11,419,546     ─  　 11,419,546     

公　  債　  費 4,322,245     ─  　 4,322,245     

 投 資 的 経 費 2,982,748     ─  　 2,982,748     

 そ　   の   　他 17,735,271     482,697     18,217,968     

物　  件　  費 7,921,847     45,658     7,967,505     

そ　  の　  他 9,813,424     437,039     10,250,463     

45,934,223     483,250     46,417,473     合 計

区 分

歳 出 性 質 別 表

-
 
2
5
 
-



-
 
2
6
 
-



-
 
2
7
 
-



（社会福祉総務費） 

《 物価高騰対策臨時特別給付金給付事業 》 

 

１．事業目的 

 物価高騰による家計への影響が大きい低所得者を支援する取組とし

て、臨時・特別の給付金を支給する。  

 

２．対 象 者 

① 住民税非課税世帯への給付 

 基準日（令和６年１２月１３日）において、世帯全員の令和６

年度分の住民税が非課税である世帯の世帯主 

※ 住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を

除く。 

② こども加算 

上記①の支給対象者（世帯主）の世帯員である１８歳以下の児童 

 

３．給 付 額 

① １世帯当たり３万円 

② 児童１人当たり２万円 

 

４．予 算 額    ４８３，２１１千円 

（内 訳） 人 件 費           ５５３千円 

      需 用 費           ３００千円 

      役 務 費         ５，３００千円 

      委 託 料        ４０，０００千円 

      使用料及び賃借料         ５８千円 

      交 付 金       ４３７，０００千円 

 

（財 源） 国庫支出金       ４７３，２５０千円 

      一 般 財 源         ９，９６１千円 
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議案第１号 

 

 

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例 

の整理に関する条例の制定について        

 

 

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を次

のように制定する。 

 

 

令和７年２月２６日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

理  由 

刑法等の一部を改正する法律の施行により、懲役及び禁錮が廃止され、こ

れらに代わり拘禁刑が創設されることに伴い、関係条例の規定の整理を行う

ため、本条例を制定するものである。 

- 29 -



 

池田市条例第  号 

 

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

（案） 

 

目次 

第１章 関係条例の一部改正（第１条―第１７条） 

第２章 経過措置 

第１節 通則（第１８条・第１９条） 

第２節 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に伴

う経過措置（第２０条―第２４条） 

第３節 その他（第２５条） 

附則 

第１章 関係条例の一部改正 

（池田市表彰条例の一部改正） 

第１条 池田市表彰条例（昭和３７年池田市条例第１７号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１４条の見出し中「取消など」を「取消し等」に改め、同条第１項第２

号中「禁固」を「拘禁刑」に改める。 

（池田市議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正） 

第２条 池田市議会の個人情報の保護に関する条例（令和５年池田市条例第１

４号）の一部を次のように改正する。 

第５２条から第５４条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

（池田市行政不服審査会条例の一部改正） 

第３条 池田市行政不服審査会条例（平成２８年池田市条例第２号）の一部を

次のように改正する。 
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第１３条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

（池田市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正） 

第４条 池田市情報公開・個人情報保護審査会条例（平成１６年池田市条例第

３号）の一部を次のように改正する。 

第１４条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

（池田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第５条 池田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年

池田市条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

第１５条第３号及び第４号並びに第１６条第１項第１号及び第５項第１号

中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

（池田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第６条 池田市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年池田市条例第１

９号）の一部を次のように改正する。 

第３３条の２第３号及び第４号並びに第３３条の３第１項第１号及び第５

項第１号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

（池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の給与に関する条例の一部改正） 

第７条 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の給与に関する条例（令和

２年池田市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

第２２条第３号及び第４号並びに第２３条第１項第１号及び第５項第１号

中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

（職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第８条 職員の退職手当に関する条例（昭和３８年池田市条例第１８号）の一

部を次のように改正する。 

第１７条第１項第１号及び第５項第２号、第１８条の見出し及び同条第１

項第１号、第１９条第１項第１号並びに第２１条第４項中「禁錮」を「拘禁

刑」に改める。 
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（池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の退職手当に関する条例の一部

改正） 

第９条 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の退職手当に関する条例

（令和２年池田市条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

第２０条第１項第１号及び第５項第２号、第２１条の見出し及び同条第１

項第１号、第２２条第１項第１号並びに第２４条第４項中「禁錮」を「拘禁

刑」に改める。 

（池田市職員退隠料及び遺族扶助料条例の一部改正） 

第１０条 池田市職員退隠料及び遺族扶助料条例（昭和２４年池田市条例第２

７号）の一部を次のように改正する。 

第１４条第１項第２号中「こえる懲役若しくは禁錮の刑」を「超える拘禁

刑」に改める。 

第１５条第１項第１号中「懲役又は禁錮の刑」を「拘禁刑」に改める。 

（元大阪府都市職員共済組合退職年金及び退職一時金に関する条例の適用を

受けていた職員の退職年金等に関する条例の一部改正） 

第１１条 元大阪府都市職員共済組合退職年金及び退職一時金に関する条例の

適用を受けていた職員の退職年金等に関する条例（昭和４５年池田市条例第

４０号）の一部を次のように改正する。 

第２８条中「禁こ」を「拘禁刑」に改める。 

（池田市指定管理者による公の施設の管理に関する条例の一部改正） 

第１２条 池田市指定管理者による公の施設の管理に関する条例（平成１８年

池田市条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

第４条第３号エ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

（池田市ラブホテル建築規制条例の一部改正） 

第１３条 池田市ラブホテル建築規制条例（昭和５８年池田市条例第２０号）

の一部を次のように改正する。 
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第１３条第１項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

（五月山景観保全条例の一部改正） 

第１４条 五月山景観保全条例（平成８年池田市条例第２２号）の一部を次の

ように改正する。 

第２１条及び第２２条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

（行進及び集団示威運動に関する条例の一部改正） 

第１５条 行進及び集団示威運動に関する条例（昭和２４年池田市条例第８号）

の一部を次のように改正する。 

第５条第１項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

（池田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正） 

第１６条 池田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（昭和５

６年池田市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

（池田市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例） 

第１７条 池田市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例（昭和３９年

池田市条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

第２章 経過措置 

第１節 通則 

（罰則の適用等に関する経過措置） 

第１８条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例に

よる。 

２ この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の

例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止

前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該

罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号。以
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下「刑法等一部改正法」という。）第２条の規定による改正前の刑法（明治

４０年法律第４５号。以下この項において「旧刑法」という。）第１２条に

規定する懲役（以下「懲役」という。）（有期のものに限る。以下この項に

おいて同じ。）、旧刑法第１３条に規定する禁錮（以下「禁錮」という。）

（有期のものに限る。以下この項において同じ。）又は旧刑法第１６条に規

定する拘留（以下「旧拘留」という。）が含まれるときは、当該刑のうち懲

役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧

拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。 

（人の資格に関する経過措置） 

第１９条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従

前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは

廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の

適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、

有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、

拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。 

第２節 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等

に伴う経過措置 

（池田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴

う経過措置） 

第２０条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関

係法律の整理等に関する法律（令和４年法律第６８号）並びにこの条例（以

下これらを「刑法等一部改正法等」という。）の施行前に犯した禁錮以上の

刑（死刑を除く。）が定められている罪につき起訴をされた者は、第５条の

規定による改正後の池田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条

例第１６条第１項（第１号に係る部分に限る。）（同条例第１８条、第２７

条及び第２９条において準用する場合を含む。）及び第５項（第３号に係る
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部分に限る。）（同条例第１８条、第２７条及び第２９条において準用する

場合を含む。）の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき

起訴をされた者とみなす。 

（池田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第２１条 刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除

く。）が定められている罪につき起訴をされた者は、第６条の規定による改

正後の池田市一般職の職員の給与に関する条例第３３条の３第１項（第１号

に係る部分に限る。）（同条例第３４条第４項において準用する場合を含

む。）及び第５項（第３号に係る部分に限る。）（同条例第３４条第４項に

おいて準用する場合を含む。）の規定の適用については、拘禁刑が定められ

ている罪につき起訴をされた者とみなす。 

（池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の給与に関する条例の一部改正

に伴う経過措置） 

第２２条 刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除

く。）が定められている罪につき起訴をされた者は、第７条の規定による改

正後の池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の給与に関する条例第２３

条第１項（第１号に係る部分に限る。）（同条例第２４条第４項において準

用する場合を含む。）及び第５項（第３号に係る部分に限る。）（同条例第

２４条第４項において準用する場合を含む。）の規定の適用については、拘

禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。 

（職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第２３条 刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除

く。）が定められている罪につき起訴をされた者は、第８条の規定による改

正後の職員の退職手当に関する条例第１７条第１項及び第５項、第１８条第

１項（第１号に係る部分に限る。）並びに第２１条第３項及び第４項の規定

の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみな
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す。 

（池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の退職手当に関する条例の一部

改正に伴う経過措置） 

第２４条 刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除

く。）が定められている罪につき起訴をされた者は、第９条の規定による改

正後の池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の退職手当に関する条例第

２０条第１項及び第５項、第２１条第１項（第１号に係る部分に限る。）並

びに第２４条第３項及び第４項の規定の適用については、拘禁刑が定められ

ている罪につき起訴をされた者とみなす。 

第３節 その他 

（経過措置の規則への委任） 

第２５条 この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要

な経過措置は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、令和７年６月１日から施行する。 
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議案第１号  説  明 

 

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例 

の整理に関する条例の制定について        

 

１ 池田市表彰条例（昭和３７年池田市条例第１７号）の一部改正〔第１条関

係〕 

被表彰者の資格の喪失に係る要件について、所要の整理を行うものである

こと。 

（第１４条関係） 

２ 池田市議会の個人情報の保護に関する条例（令和５年池田市条例第１４号）

の一部改正〔第２条関係〕 

罰則について、所要の整理を行うものであること。 

（第５２条から第５４条まで関係） 

３ 池田市行政不服審査会条例（平成２８年池田市条例第２号）の一部改正

〔第３条関係〕 

罰則について、所要の整理を行うものであること。 

（第１３条関係） 

４ 池田市情報公開・個人情報保護審査会条例（平成１６年池田市条例第３

号）の一部改正〔第４条関係〕 

罰則について、所要の整理を行うものであること。 

（第１４条関係） 

５ 池田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年池田

市条例第１４号）の一部改正〔第５条関係〕 

フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給制限及び一時差止処分に係

る要件について、所要の整理を行うものであること。 
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（第１５条及び第１６条関係） 

６ 池田市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年池田市条例第１９号）

の一部改正〔第６条関係〕 

一般職の職員の期末手当の支給制限及び一時差止処分に係る要件について、

所要の整理を行うものであること。 

（第３３条の２及び第３３条の３関係） 

７ 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の給与に関する条例（令和２年

池田市条例第３０号）の一部改正〔第７条関係〕 

池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員（以下「教育職員」という。）

の期末手当の支給制限及び一時差止処分に係る要件について、所要の整理を

行うものであること。 

（第２２条及び第２３条関係） 

８ 職員の退職手当に関する条例（昭和３８年池田市条例第１８号）の一部

改正〔第８条関係〕 

職員の退職手当の支払差止処分、支給制限、返納等に係る要件について、

所要の整理を行うものであること。 

（第１７条から第１９条まで及び第２１条関係） 

９ 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の退職手当に関する条例（令

和２年池田市条例第３１号）の一部改正〔第９条関係〕 

教育職員の退職手当の支払差止処分、支給制限、返納等に係る要件につい

て、所要の整理を行うものであること。 

（第２０条から第２２条まで及び第２４条関係） 

１０ 池田市職員退隠料及び遺族扶助料条例（昭和２４年池田市条例第２７号）

の一部改正〔第１０条関係〕 

職員の退隠料の受給権の消滅及び支給の停止に係る要件について、所要の

整理を行うものであること。 
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（第１４条及び第１５条関係） 

１１ 元大阪府都市職員共済組合退職年金及び退職一時金に関する条例の適用

を受けていた職員の退職年金等に関する条例（昭和４５年池田市条例第４０

号）の一部改正〔第１１条関係〕 

元大阪府都市職員共済組合の解散により本市が承継した退職年金等の給付

事務における当該給付の支給の制限及び停止に係る要件について、所要の整

理を行うものであること。 

（第２８条関係） 

１２ 池田市指定管理者による公の施設の管理に関する条例（平成１８年池田

市条例第２４号）の一部改正〔第１２条関係〕 

指定管理者に係る資格要件について、所要の整理を行うものであること。 

（第４条関係） 

１３ 池田市ラブホテル建築規制条例（昭和５８年池田市条例第２０号）の

一部改正〔第１３条関係〕 

罰則について、所要の整理を行うものであること。 

（第１３条関係） 

１４ 五月山景観保全条例（平成８年池田市条例第２２号）の一部改正〔第

１４条関係〕 

罰則について、所要の整理を行うものであること。 

（第２１条及び第２２条関係） 

１５ 行進及び集団示威運動に関する条例（昭和２４年池田市条例第８号）

の一部改正〔第１５条関係〕 

罰則について、所要の整理を行うものであること。 

（第５条関係） 

１６ 池田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（昭和５６年

池田市条例第１６号）の一部改正〔第１６条関係〕 
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消防団員に係る欠格条項について、所要の整理を行うものであること。 

（第４条関係） 

１７ 池田市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例（昭和３９年池田

市条例第３２号）の一部改正〔第１７条関係〕 

消防団員の退職報償金の支給制限に係る要件について、所要の整理を行う

ものであること。 

（第６条関係） 

１８ 刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号）及び刑法等の一

部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律（令和４年法

律第６８号）並びにこの条例の施行に伴い必要となる経過措置について定め

るものであること。 

（第１８条から第２５条まで関係） 

１９ この条例は、令和７年６月１日から施行するものであること。 

（附則関係） 
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 議案第１号  参  考 

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

１ 池田市表彰条例 

第１条～第１３条 （略） 

（表彰の取消など） 

第１４条 被表彰者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う

ものとする。 

(1) （略） 

(2) 禁固以上の刑に処せられたとき。 

２ （略） 

第１５条 （略） 

２ 池田市議会の個人情報の保護に関する条例 

第１条～第５１条 （略） 

第５２条 職員若しくは職員であった者、第９条第２項若しくは第１５条第５

項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は議会に

おいて個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事してい

る派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、

個人の秘密に属する事項が記録された第２条第５項第１号に係る個人情報フ

ァイル（その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。）を提供し

１ 池田市表彰条例 

第１条～第１３条 （略） 

（表彰の取消し等） 

第１４条 被表彰者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う

ものとする。 

(1) （略） 

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 

２ （略） 

第１５条 （略） 

２ 池田市議会の個人情報の保護に関する条例 

第１条～第５１条 （略） 

第５２条 職員若しくは職員であった者、第９条第２項若しくは第１５条第５

項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は議会に

おいて個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事してい

る派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、

個人の秘密に属する事項が記録された第２条第５項第１号に係る個人情報フ

ァイル（その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。）を提供し

-
 
4
1
 
-



        改        正        前         改        正        後 

たときは、２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処する。 

第５３条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自

己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、

１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

第５４条 職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目

的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集

したときは、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

第５５条・第５６条 （略） 

３ 池田市行政不服審査会条例 

第１条～第１２条 （略） 

（罰則） 

第１３条 第１０条の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の懲役又

は５０万円以下の罰金に処する。 

４ 池田市情報公開・個人情報保護審査会条例 

第１条～第１３条 （略） 

（罰則） 

第１４条 第４条第４項の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の懲

役又は５０万円以下の罰金に処する。 

５ 池田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 

たときは、２年以下の拘禁刑又は１００万円以下の罰金に処する。 

第５３条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自

己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、

１年以下の拘禁刑又は５０万円以下の罰金に処する。 

第５４条 職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目

的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集

したときは、１年以下の拘禁刑又は５０万円以下の罰金に処する。 

第５５条・第５６条 （略） 

３ 池田市行政不服審査会条例 

第１条～第１２条 （略） 

（罰則） 

第１３条 第１０条の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の拘禁刑

又は５０万円以下の罰金に処する。 

４ 池田市情報公開・個人情報保護審査会条例 

第１条～第１３条 （略） 

（罰則） 

第１４条 第４条第４項の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の拘

禁刑又は５０万円以下の罰金に処する。 

５ 池田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 

-
 
4
2
 
-



        改        正        前         改        正        後 

第１条～第１４条 （略） 

（フルタイム会計年度任用職員の期末手当に係る支給制限） 

第１５条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項の規定にかかわ

らず、当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に掲げる者にあっては、そ

の支給を一時差し止めた期末手当）は、支給しない。 

(1)・(2) （略） 

(3) 基準日前１か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日

までの間に離職したフルタイム会計年度任用職員（前２号に掲げる者を除

く。）で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑

に処せられたもの 

(4) 次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた

フルタイム会計年度任用職員（当該処分を取り消された者を除く。）で、

その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられ

たもの 

（フルタイム会計年度任用職員の期末手当に係る一時差止処分） 

第１６条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていたフルタ

イム会計年度任用職員で、当該支給日の前日までの間に離職したものが次の

各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めるこ

とができる。 

第１条～第１４条 （略） 

（フルタイム会計年度任用職員の期末手当に係る支給制限） 

第１５条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項の規定にかかわ

らず、当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に掲げる者にあっては、そ

の支給を一時差し止めた期末手当）は、支給しない。 

(1)・(2) （略） 

(3) 基準日前１か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日

までの間に離職したフルタイム会計年度任用職員（前２号に掲げる者を除

く。）で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の

刑に処せられたもの 

(4) 次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた

フルタイム会計年度任用職員（当該処分を取り消された者を除く。）で、

その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せら

れたもの 

（フルタイム会計年度任用職員の期末手当に係る一時差止処分） 

第１６条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていたフルタ

イム会計年度任用職員で、当該支給日の前日までの間に離職したものが次の

各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めるこ

とができる。 

-
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-



        改        正        前         改        正        後 

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行

為に係る刑事事件に関して、その者が起訴（当該起訴に係る犯罪について

禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法（昭和２３年法律

第１３１号）第６編に規定する略式手続によるものを除く。第５項第３号

において同じ。）をされ、その判決が確定していない場合 

(2) （略） 

２～４ （略） 

５ 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至

った場合は、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただ

し、第３号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在

職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを

取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この

限りでない。 

(1) 一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分の理由となった行為に係

る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合 

(2)・(3) （略） 

６～９ （略） 

第１７条～第３７条 （略） 

６ 池田市一般職の職員の給与に関する条例 

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行

為に係る刑事事件に関して、その者が起訴（当該起訴に係る犯罪について

拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法（昭和２３年法

律第１３１号）第６編に規定する略式手続によるものを除く。第５項第３

号において同じ。）をされ、その判決が確定していない場合 

(2) （略） 

２～４ （略） 

５ 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至

った場合は、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただ

し、第３号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在

職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを

取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この

限りでない。 

(1) 一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分の理由となった行為に係

る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合 

(2)・(3) （略） 

６～９ （略） 

第１７条～第３７条 （略） 

６ 池田市一般職の職員の給与に関する条例 

-
 
4
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-



        改        正        前         改        正        後 

第１条～第３３条 （略） 

（支給制限） 

第３３条の２ 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項の規定にか

かわらず、当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に掲げる者にあって

は、その支給を一時差し止めた期末手当）は、支給しない。 

(1)・(2) （略） 

(3) 基準日前１か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日

までの間に離職した職員（前２号に掲げる者を除く。）で、その離職した

日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの 

(4) 次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた

者（当該処分を取り消された者を除く。）で、その者の在職期間中の行為

に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの 

 （一時差止処分） 

第３３条の３ 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職

員で、当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該

当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。 

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行

為に係る刑事事件に関して、その者が起訴（当該起訴に係る犯罪について

禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法（昭和２３年法律

第１条～第３３条 （略） 

（支給制限） 

第３３条の２ 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項の規定にか

かわらず、当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に掲げる者にあって

は、その支給を一時差し止めた期末手当）は、支給しない。 

(1)・(2) （略） 

(3) 基準日前１か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日

までの間に離職した職員（前２号に掲げる者を除く。）で、その離職した

日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの 

(4) 次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた

者（当該処分を取り消された者を除く。）で、その者の在職期間中の行為

に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの 

 （一時差止処分） 

第３３条の３ 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職

員で、当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該

当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。 

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行

為に係る刑事事件に関して、その者が起訴（当該起訴に係る犯罪について

拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法（昭和２３年法

-
 
4
5
 
-



        改        正        前         改        正        後 

第１３１号）第６編に規定する略式手続によるものを除く。第５項第３号

において同じ。）をされ、その判決が確定していない場合 

(2) （略） 

２～４ （略） 

５ 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至

った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。た

だし、第３号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の

在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これ

を取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、こ

の限りでない。 

(1) 一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分の理由となった行為に係

る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合 

(2)・(3) （略） 

６～９ （略） 

第３４条～第３８条 （略） 

７ 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の給与に関する条例 

第１条～第２１条 （略） 

（期末手当の支給制限） 

第２２条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項及び第３３条

律第１３１号）第６編に規定する略式手続によるものを除く。第５項第３

号において同じ。）をされ、その判決が確定していない場合 

(2) （略） 

２～４ （略） 

５ 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至

った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。た

だし、第３号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の

在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これ

を取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、こ

の限りでない。 

(1) 一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分の理由となった行為に係

る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合 

(2)・(3) （略） 

６～９ （略） 

第３４条～第３８条 （略） 

７ 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の給与に関する条例 

第１条～第２１条 （略） 

（期末手当の支給制限） 

第２２条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項及び第３３条
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（第４項を除く。）の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当

（第４号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当）は、

支給しない。 

(1)・(2) （略） 

(3) 基準日前１か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日

までの間に離職した職員（前２号に掲げる者を除く。）で、その離職した

日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの 

(4) 次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた

職員（当該処分を取り消された者を除く。）で、その者の在職期間中の行

為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの 

（期末手当の一時差止処分） 

第２３条 教育委員会は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員

で、当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当

する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。 

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行

為に係る刑事事件に関して、その者が起訴（当該起訴に係る犯罪について

禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法（昭和２３年法律

第１３１号）第６編に規定する略式手続によるものを除く。第５項第３号

において同じ。）をされ、その判決が確定していない場合 

（第４項を除く。）の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当

（第４号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当）は、

支給しない。 

(1)・(2) （略） 

(3) 基準日前１か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日

までの間に離職した職員（前２号に掲げる者を除く。）で、その離職した

日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの 

(4) 次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた

職員（当該処分を取り消された者を除く。）で、その者の在職期間中の行

為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの 

（期末手当の一時差止処分） 

第２３条 教育委員会は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員

で、当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当

する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。 

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行

為に係る刑事事件に関して、その者が起訴（当該起訴に係る犯罪について

拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法（昭和２３年法

律第１３１号）第６編に規定する略式手続によるものを除く。第５項第３

号において同じ。）をされ、その判決が確定していない場合 
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(2) （略） 

２～４ （略） 

５ 教育委員会は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに

至った場合は、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。た

だし、第３号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の

在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これ

を取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、こ

の限りでない。 

(1) 一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分の理由となった行為に係

る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合 

(2)・(3) （略） 

６～９ （略） 

第２４条～第３９条 （略） 

８ 職員の退職手当に関する条例 

第１条～第１６条 （略） 

（退職手当の支払の差止め） 

第１７条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に

係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の

退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。 

(2) （略） 

２～４ （略） 

５ 教育委員会は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに

至った場合は、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。た

だし、第３号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の

在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これ

を取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、こ

の限りでない。 

(1) 一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分の理由となった行為に係

る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合 

(2)・(3) （略） 

６～９ （略） 

第２４条～第３９条 （略） 

８ 職員の退職手当に関する条例 

第１条～第１６条 （略） 

（退職手当の支払の差止め） 

第１７条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に

係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の

退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。 
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(1) 職員が刑事事件に関し起訴（当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑

が定められているものに限り、刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）

第６編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。）をされた場合

において、その判決の確定前に退職をしたとき。 

(2) （略） 

２～４ （略） 

５ 第１項又は第２項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関

は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差

止処分を取り消さなければならない。ただし、第３号に該当する場合におい

て、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑

事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止

処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。 

(1) （略） 

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となっ

た起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合（禁錮以上の

刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。）又は公訴を

提起しない処分があった場合であって、次条第１項の規定による処分を受

けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があ

った日から６月を経過した場合 

(1) 職員が刑事事件に関し起訴（当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の

刑が定められているものに限り、刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１

号）第６編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。）をされた

場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。 

(2) （略） 

２～４ （略） 

５ 第１項又は第２項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関

は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差

止処分を取り消さなければならない。ただし、第３号に該当する場合におい

て、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑

事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止

処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。 

(1) （略） 

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となっ

た起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合（拘禁刑以上

の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。）又は公訴

を提起しない処分があった場合であって、次条第１項の規定による処分を

受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分が

あった日から６月を経過した場合 
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(3) （略） 

６～１０ （略） 

（退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限） 

第１８条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支

払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該

退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者（第１号又は第２号に該

当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職

手当等の額の支払を受ける権利を承継した者）に対し、第１６条第１項に規

定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額

との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこ

ととする処分を行うことができる。 

(1) 当該退職をした者が刑事事件（当該退職後に起訴をされた場合にあって

は、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。）に関し当該退職後に

禁錮以上の刑に処せられたとき。 

(2)・(3) （略） 

２～６ （略） 

（退職をした者の退職手当の返納） 

第１９条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払わ

れた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退

(3) （略） 

６～１０ （略） 

（退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限） 

第１８条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支

払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該

退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者（第１号又は第２号に該

当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職

手当等の額の支払を受ける権利を承継した者）に対し、第１６条第１項に規

定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額

との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこ

ととする処分を行うことができる。 

(1) 当該退職をした者が刑事事件（当該退職後に起訴をされた場合にあって

は、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。）に関し当該退職後に

拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 

(2)・(3) （略） 

２～６ （略） 

（退職をした者の退職手当の返納） 

第１９条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払わ

れた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退
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職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第１６条第１項に規定する事

情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当

等の額（当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなけれ

ば第１４条第２項の規定による退職手当の支給を受けることができた者（次

条及び第２１条において「失業手当受給可能者」という。）であった場合に

は、これらの規定により算出される金額（次条及び第２１条において「失業

者退職手当額」という。）を除く。）の全部又は一部の返納を命ずる処分を

行うことができる。 

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以

上の刑に処せられたとき。 

(2)・(3) （略） 

２～６ （略） 

第２０条 （略） 

（退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付） 

第２１条 （略） 

２・３ （略） 

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に基礎在職期間中の行為

に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮

以上の刑に処せられた後において第１９条第１項の規定による処分を受ける

職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第１６条第１項に規定する事

情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当

等の額（当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなけれ

ば第１４条第２項の規定による退職手当の支給を受けることができた者（次

条及び第２１条において「失業手当受給可能者」という。）であった場合に

は、これらの規定により算出される金額（次条及び第２１条において「失業

者退職手当額」という。）を除く。）の全部又は一部の返納を命ずる処分を

行うことができる。 

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑

以上の刑に処せられたとき。 

(2)・(3) （略） 

２～６ （略） 

第２０条 （略） 

（退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付） 

第２１条 （略） 

２・３ （略） 

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に基礎在職期間中の行為

に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し拘禁

刑以上の刑に処せられた後において第１９条第１項の規定による処分を受け
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ことなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手

当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人

に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた

ことを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が失業手

当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一

部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

５～８ （略） 

第２２条～第２４条 （略） 

９ 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の退職手当に関する条例 

第１条～第１９条 （略） 

（退職手当の支払の差止め） 

第２０条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に

係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の

退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。 

(1) 職員が刑事事件に関し起訴（当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑

が定められているものに限り、刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）

第６編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。）をされた場合

において、その判決の確定前に退職をしたとき。 

(2) （略） 

ることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職

手当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続

人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せら

れたことを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が失

業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。）の全部又

は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

５～８ （略） 

第２２条～第２４条 （略） 

９ 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の退職手当に関する条例 

第１条～第１９条 （略） 

（退職手当の支払の差止め） 

第２０条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に

係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の

退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。 

(1) 職員が刑事事件に関し起訴（当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の

刑が定められているものに限り、刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１

号）第６編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。）をされた

場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。 

(2) （略） 
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２～４ （略） 

５ 第１項又は第２項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関

は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差

止処分を取り消さなければならない。ただし、第３号に該当する場合におい

て、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑

事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止

処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。 

(1) （略） 

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となっ

た起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合（禁錮以上の

刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。）又は公訴を

提起しない処分があった場合であって、次条第１項の規定による処分を受

けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があ

った日から６月を経過した場合 

(3) （略） 

６～１０ （略） 

（退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限） 

第２１条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支

払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該

２～４ （略） 

５ 第１項又は第２項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関

は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差

止処分を取り消さなければならない。ただし、第３号に該当する場合におい

て、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑

事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止

処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。 

(1) （略） 

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となっ

た起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合（拘禁刑以上

の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。）又は公訴

を提起しない処分があった場合であって、次条第１項の規定による処分を

受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分が

あった日から６月を経過した場合 

(3) （略） 

６～１０ （略） 

（退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限） 

第２１条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支

払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該
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退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者（第１号又は第２号に該

当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職

手当等の額の支払を受ける権利を承継した者）に対し、第１９条第１項に規

定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額

との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこ

ととする処分を行うことができる。 

(1) 当該退職をした者が刑事事件（当該退職後に起訴をされた場合にあって

は、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。）に関し当該退職後に

禁錮以上の刑に処せられたとき。 

(2)・(3) （略） 

２～６ （略） 

（退職をした者の退職手当の返納） 

第２２条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払わ

れた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退

職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第１９条第１項に規定する事

情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当

等の額（当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなけれ

ば第１７条第２項の規定による退職手当の支給を受けることができた者（次

条及び第２４条において「失業手当受給可能者」という。）であった場合に

退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者（第１号又は第２号に該

当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職

手当等の額の支払を受ける権利を承継した者）に対し、第１９条第１項に規

定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額

との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこ

ととする処分を行うことができる。 

(1) 当該退職をした者が刑事事件（当該退職後に起訴をされた場合にあって

は、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。）に関し当該退職後に

拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 

(2)・(3) （略） 

２～６ （略） 

（退職をした者の退職手当の返納） 

第２２条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払わ

れた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退

職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第１９条第１項に規定する事

情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当

等の額（当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなけれ

ば第１７条第２項の規定による退職手当の支給を受けることができた者（次

条及び第２４条において「失業手当受給可能者」という。）であった場合に
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は、これらの規定により算出される金額（次条及び第２４条において「失業

者退職手当額」という。）を除く。）の全部又は一部の返納を命ずる処分を

行うことができる。 

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以

上の刑に処せられたとき。 

(2)・(3) （略） 

２～６ （略） 

第２３条 （略） 

（退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付） 

第２４条 （略） 

２・３ （略） 

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に基礎在職期間中の行為

に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮

以上の刑に処せられた後において第２２条第１項の規定による処分を受ける

ことなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手

当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人

に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた

ことを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が失業手

当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一

は、これらの規定により算出される金額（次条及び第２４条において「失業

者退職手当額」という。）を除く。）の全部又は一部の返納を命ずる処分を

行うことができる。 

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑

以上の刑に処せられたとき。 

(2)・(3) （略） 

２～６ （略） 

第２３条 （略） 

（退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付） 

第２４条 （略） 

２・３ （略） 

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に基礎在職期間中の行為

に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し拘禁

刑以上の刑に処せられた後において第２２条第１項の規定による処分を受け

ることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職

手当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続

人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せら

れたことを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が失

業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。）の全部又
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部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

５～８ （略） 

第２５条～第２７条 （略） 

１０ 池田市職員退隠料及び遺族扶助料条例 

第１条～第１３条 （略） 

（退隠料受給権消滅の原因） 

第１４条 退隠料及び通算退職年金（通算退職年金を受ける権利を有する者に

あっては、第２号乃至第５号に該当するときを除く。）を受ける権利を有す

る者が、次の各号の１に該当するときは、その権利は消滅する。 

(1) （略） 

(2) 死刑又は無期若しくは３年をこえる懲役若しくは禁錮の刑に処せられた

とき。 

(3)～(5) （略） 

２ （略） 

（退隠料の停止） 

第１５条 退隠料は、これを受ける者が次の各号の１に該当するときは、その

間これを停止する。 

(1) ３年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられたときは、その月の翌月から刑

の執行を終り又は執行を受けなくなった月まで。ただし、刑の執行猶予の

は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

５～８ （略） 

第２５条～第２７条 （略） 

１０ 池田市職員退隠料及び遺族扶助料条例 

第１条～第１３条 （略） 

（退隠料受給権消滅の原因） 

第１４条 退隠料及び通算退職年金（通算退職年金を受ける権利を有する者に

あっては、第２号乃至第５号に該当するときを除く。）を受ける権利を有す

る者が、次の各号の１に該当するときは、その権利は消滅する。 

(1) （略） 

(2) 死刑又は無期若しくは３年を超える拘禁刑に処せられたとき。 

 

(3)～(5) （略） 

２ （略） 

（退隠料の停止） 

第１５条 退隠料は、これを受ける者が次の各号の１に該当するときは、その

間これを停止する。 

(1) ３年以下の拘禁刑に処せられたときは、その月の翌月から刑の執行を終

り又は執行を受けなくなった月まで。ただし、刑の執行猶予の言渡を受け

-
 
5
6
 
-



        改        正        前         改        正        後 

言渡を受けたときは、停止しない。その言渡を取消されたときは、取消の

月の翌月から刑の執行を終り又は執行を受けなくなった月までこれを停止

する。 

(2)・(3) （略） 

２～５ （略） 

第１６条～第２９条 （略） 

１１ 元大阪府都市職員共済組合退職年金及び退職一時金に関する条例の

適用を受けていた職員の退職年金等に関する条例 

第１条～第２７条 （略） 

第２８条 職員若しくは職員であった者が禁こ以上の刑に処せられたとき、又

は職員が懲戒処分によって退職したときは、その者には、その在職期間に係

る給付の全部又は一部を行なわないことができる。 

２ 遺族給付を受ける権利を有する者が禁こ以上の刑に処せられたときは、そ

の者には、遺族給付の一部を行なわないことができる。 

３ 禁こ以上の刑に処せられてその刑の執行を受ける者に支給すべきその在職

期間に係る年金である給付は、その刑の執行を受ける間、その支給を停止す

る。 

第２９条～第３７条 （略） 

１２ 池田市指定管理者による公の施設の管理に関する条例 

たときは、停止しない。その言渡を取消されたときは、取消の月の翌月か

ら刑の執行を終り又は執行を受けなくなった月までこれを停止する。 

 

(2)・(3) （略） 

２～５ （略） 

第１６条～第２９条 （略） 

１１ 元大阪府都市職員共済組合退職年金及び退職一時金に関する条例の

適用を受けていた職員の退職年金等に関する条例 

第１条～第２７条 （略） 

第２８条 職員若しくは職員であった者が拘禁刑以上の刑に処せられたとき、

又は職員が懲戒処分によって退職したときは、その者には、その在職期間に

係る給付の全部又は一部を行なわないことができる。 

２ 遺族給付を受ける権利を有する者が拘禁刑以上の刑に処せられたときは、

その者には、遺族給付の一部を行なわないことができる。 

３ 拘禁刑以上の刑に処せられてその刑の執行を受ける者に支給すべきその在

職期間に係る年金である給付は、その刑の執行を受ける間、その支給を停止

する。 

第２９条～第３７条 （略） 

１２ 池田市指定管理者による公の施設の管理に関する条例 
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第１条～第３条 （略） 

（指定管理者の資格） 

第４条 次の各号のいずれかに該当する団体は、指定管理者となることができ

ない。 

(1)・(2) （略） 

(3) 役員又はこれに準ずる者（以下「役員等」という。）のうちに次のいず

れかに該当する者がある団体 

ア～ウ （略） 

エ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること

がなくなった日から起算して３年を経過しない者 

第５条～第１５条 （略） 

１３ 池田市ラブホテル建築規制条例 

第１条～第１２条 （略） 

（罰則） 

第１３条 第８条の規定による市長の中止命令に違反した者は、６月以下の懲

役又は１００，０００円以下の罰金に処する。 

２ （略） 

第１４条 （略） 

１４ 五月山景観保全条例 

第１条～第３条 （略） 

（指定管理者の資格） 

第４条 次の各号のいずれかに該当する団体は、指定管理者となることができ

ない。 

(1)・(2) （略） 

(3) 役員又はこれに準ずる者（以下「役員等」という。）のうちに次のいず

れかに該当する者がある団体 

ア～ウ （略） 

エ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ

とがなくなった日から起算して３年を経過しない者 

第５条～第１５条 （略） 

１３ 池田市ラブホテル建築規制条例 

第１条～第１２条 （略） 

（罰則） 

第１３条 第８条の規定による市長の中止命令に違反した者は、６月以下の拘

禁刑又は１００，０００円以下の罰金に処する。 

２ （略） 

第１４条 （略） 

１４ 五月山景観保全条例 
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第１条～第２０条 （略） 

（罰則） 

第２１条 第１５条第１項の規定による命令に違反した者は、１年以下の懲役

又は３００，０００円以下の罰金に処する。 

第２２条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の懲役又は１００，

０００円以下の罰金に処する。 

(1)・(2) （略） 

第２３条・第２４条 （略） 

１５ 行進及び集団示威運動に関する条例 

第１条～第４条 （略） 

第５条 第１条の規定に違反して行なわれた行進又は集団示威運動を計画し若

しくはこれらに参加した者又は第３条に規定する申請書に虚偽の事項を記載

した者及び前条第３項の規定に基き公安委員会が附した条件に従わない者

は、１年以下の懲役又は５０，０００円以下の罰金に処する。 

② （略） 

第６条・第７条 （略） 

１６ 池田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例 

第１条～第３条 （略） 

（欠格条項） 

第１条～第２０条 （略） 

（罰則） 

第２１条 第１５条第１項の規定による命令に違反した者は、１年以下の拘禁

刑又は３００，０００円以下の罰金に処する。 

第２２条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の拘禁刑又は１０

０，０００円以下の罰金に処する。 

(1)・(2) （略） 

第２３条・第２４条 （略） 

１５ 行進及び集団示威運動に関する条例 

第１条～第４条 （略） 

第５条 第１条の規定に違反して行なわれた行進又は集団示威運動を計画し若

しくはこれらに参加した者又は第３条に規定する申請書に虚偽の事項を記載

した者及び前条第３項の規定に基き公安委員会が附した条件に従わない者

は、１年以下の拘禁刑又は５０，０００円以下の罰金に処する。 

② （略） 

第６条・第７条 （略） 

１６ 池田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例 

第１条～第３条 （略） 

（欠格条項） 

-
 
5
9
 
-



        改        正        前         改        正        後 

第４条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。 

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終え、又はその執行を受けること

がなくなるまでの者 

(2)～(5) （略） 

第５条～第２０条 （略） 

１７ 池田市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例 

第１条～第５条の２ （略） 

（退職報償金支給の制限） 

第６条 退職報償金は、次の各号の１に該当する者に対しては支給しない。 

(1) 禁錮以上の刑に処せられた者 

(2)～(5) （略） 

第７条・第８条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

第４条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。 

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終え、又はその執行を受けるこ

とがなくなるまでの者 

(2)～(5) （略） 

第５条～第２０条 （略） 

１７ 池田市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例 

第１条～第５条の２ （略） 

（退職報償金支給の制限） 

第６条 退職報償金は、次の各号の１に該当する者に対しては支給しない。 

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者 

(2)～(5) （略） 

第７条・第８条 （略） 

 

-
 
6
0
 
-



議案第２号 

 

 

池田市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する 

基準を定める条例の制定について         

 

 

池田市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を次の

ように制定する。 

 

 

令和７年２月２６日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

理  由 

児童福祉法の一部改正により新たに創設された乳児等通園支援事業の設備

及び運営に関する基準を定めるため、本条例を制定するものである。 
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池田市条例第  号 

 

池田市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

（案） 

 

目次 

第１章 総則（第１条―第２０条） 

第２章 乳児等通園支援事業 

  第１節 通則（第２１条） 

  第２節 一般型乳児等通園支援事業（第２２条―第２５条） 

  第３節 余裕活用型乳児等通園支援事業（第２６条・第２７条） 

第３章 雑則（第２８条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」と

いう。）第３４条の１６第１項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備

及び運営に関する基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。 

（基本理念） 

第３条 この条例で定める基準は、明るくて、衛生的な環境において、素養が

あり、かつ、適切な訓練を受けた職員（乳児等通園支援事業を行う事業所

（以下「乳児等通園支援事業所」という。）の管理者を含む。以下同じ。）

が、乳児等通園支援（乳児等通園支援事業として行う法第６条の３第２３項

の乳児又は幼児への遊び及び生活の場の提供並びにその保護者への面談及び
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当該保護者への援助をいう。以下同じ。）を提供することにより、乳児等通

園支援事業を利用している乳児又は幼児（以下「利用乳幼児」という。）が、

心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。 

（勧告等） 

第４条 市長は、池田市子ども条例（平成１７年池田市条例第６号）第１７条

第１項に規定する池田市子ども・子育て会議の意見を聴き、その監督に属す

る乳児等通園支援事業を行う者（以下「乳児等通園支援事業者」という。）

に対し、この条例で定める基準を超えて、その設備及び運営の水準を向上さ

せるように勧告することができる。 

２ 市は、この条例で定める基準を常に向上させるように努めるものとする。 

（乳児等通園支援事業における設備及び運営の水準の向上等） 

第５条 乳児等通園支援事業者は、この条例で定める基準を超えて、常に、そ

の設備及び運営の水準を向上させなければならない。 

２ この条例で定める基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている乳児等

通園支援事業者は、当該基準を理由として、その設備又は運営の水準を低下

させてはならない。 

（一般原則） 

第６条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに、

一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、地域社会との交流及び連携を図り、利用乳幼児

の保護者及び地域社会に対し、その行う乳児等通園支援事業の運営の内容を

適切に説明するよう努めなければならない。 

３ 乳児等通園支援事業者は、自らその提供する乳児等通園支援の質の評価を

行い、常にその改善を図らなければならない。 

４ 乳児等通園支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結

果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。 
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５ 乳児等通園支援事業所には、法に定める事業の目的を達成するために必要

な設備を設けなければならない。 

６ 乳児等通園支援事業所の構造設備は、採光、換気等の利用乳幼児の保健衛

生及び利用乳幼児に対する危害の防止に十分な考慮を払って設けられなけれ

ばならない。 

（乳児等通園支援事業者と非常災害） 

第７条 乳児等通園支援事業者は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非

常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、

これに対する不断の注意と訓練（次項の訓練を除く。）をするように努めな

ければならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、少なくとも毎月１回、避難及び消火に関する訓

練を行わなければならない。 

（安全計画の策定等） 

第８条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、乳児

等通園支援事業所ごとに、当該乳児等通園支援事業所の設備の安全点検、職

員、利用乳幼児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた乳児等通園支

援事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修

及び訓練その他乳児等通園支援事業所における安全に関する事項についての

計画（以下この条において「安全計画」という。）を策定し、当該安全計画

に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、職員に対し、安全計画について周知するととも

に、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連

携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について

周知しなければならない。 

４ 乳児等通園支援事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じ
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て安全計画の変更を行うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第９条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の事業所外での活動、取組等の

ための移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは、利

用乳幼児の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把

握することができる方法により、利用乳幼児の所在を確認しなければならな

い。 

２ 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車（運転者

席及びこれと並列の座席並びにこれらより１つ後方に備えられた前向きの座

席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に利

用乳幼児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。）を日常的

に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼児の見落と

しを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認（利用乳幼

児の降車の際に限る。）を行わなければならない。 

（乳児等通園支援事業者の職員の一般的条件） 

第１０条 乳児等通園支援事業者の職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性

及び倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童

福祉事業の理論及び実務について訓練を受けたものでなければならない。 

（乳児等通園支援事業者の職員の知識及び技能の向上等） 

第１１条 乳児等通園支援事業者の職員は、常に自己研鑽
さ ん

に励み、法に定める

事業の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努

めなければならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機

会を確保しなければならない。 

（他の社会福祉施設等を併せて設置する場合の設備及び職員の基準） 

第１２条 乳児等通園支援事業所は、他の社会福祉施設（社会福祉法（昭和２
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６年法律第４５号）第６２条第１項に規定する社会福祉施設をいう。以下同

じ。）等を併せて設置する場合は、その行う乳児等通園支援に支障がない場

合に限り、必要に応じ当該乳児等通園支援事業所の設備及び職員の一部を併

せて設置する他の社会福祉施設等の設備及び職員に兼ねることができる。 

（差別的取扱いの禁止） 

第１３条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の国籍、信条、社会的身分又

は利用に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはなら

ない。 

（虐待等の禁止） 

第１４条 乳児等通園支援事業者の職員は、利用乳幼児に対し、法第３３条の

１０各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行

為をしてはならない。 

（衛生管理等） 

第１５条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の使用する設備、食器等又は

飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講

じなければならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、当該乳児等通園支援事業所において感染症又は

食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒

の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止

のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。 

３ 乳児等通園支援事業所には、必要な医薬品その他の医療品を備えるととも

に、それらの管理を適正に行わなければならない。 

（食事） 

第１６条 乳児等通園支援事業者は、食事の提供を行う場合（施設外で調理し

運搬する方法により行う場合を含む。）においては、当該施設において行う

ことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなけ

- 66 -



ればならない。 

（運営規程） 

第１７条 乳児等通園支援事業者は、次に掲げる乳児等通園支援事業の運営に

ついての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

(1) 乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針 

(2) その提供する乳児等通園支援の内容 

(3) 職員の職種、員数及び職務の内容 

(4) 乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに行わない日 

(5) 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額 

(6) 乳児及び幼児の区分ごとの利用定員 

(7) 乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当

たっての留意事項 

(8) 緊急時等における対応方法 

(9) 非常災害対策 

(10)虐待の防止のための措置に関する事項 

(11)前各号に掲げるもののほか、乳児等通園支援事業の運営に関する重要事

項 

（乳児等通園支援事業所に備える帳簿） 

第１８条 乳児等通園支援事業所には、職員、財産、収支及び利用乳幼児の処

遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。 

（秘密保持等） 

第１９条 乳児等通園支援事業者の職員は、正当な理由がなく、その業務上知

り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業

務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要

な措置を講じなければならない。 
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（苦情への対応） 

第２０条 乳児等通園支援事業者は、その行った乳児等通園支援に関する利用

乳幼児又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情

を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、その行った乳児等通園支援について、市からの

指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わ

なければならない。 

第２章 乳児等通園支援事業 

第１節 通則 

（乳児等通園支援事業の区分） 

第２１条 乳児等通園支援事業は、一般型乳児等通園支援事業及び余裕活用型

乳児等通園支援事業とする。 

２ 一般型乳児等通園支援事業とは、乳児等通園支援事業であって次項に定め

るものに該当しないものをいう。 

３ 余裕活用型乳児等通園支援事業とは、保育所、認定こども園（就学前の子

どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年

法律第７７号。以下「認定こども園法」という。）第２条第６項に規定する

認定こども園をいい、保育所であるものを除く。以下同じ。）又は家庭的保

育事業等（居宅訪問型保育事業を除く。以下同じ。）を行う事業所において、

当該施設又は事業を利用する児童の数（以下この項において「利用児童数」

という。）がその施設又は事業に係る利用定員の総数に満たない場合であっ

て、当該利用定員の総数から当該利用児童数を除いた数以下の数の乳幼児を

対象として行う乳児等通園支援事業をいう。 

第２節 一般型乳児等通園支援事業 

（設備の基準） 

第２２条 一般型乳児等通園支援事業を行う事業所（以下「一般型乳児等通園
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支援事業所」という。）の設備の基準は、次のとおりとする。 

(1) 乳児又は満２歳に満たない幼児を利用させる一般型乳児等通園支援事業

所には、乳児室又はほふく室及び便所を設けること。 

(2) 乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児１人につき１．６５平方メートル

以上であること。 

(3) ほふく室の面積は、乳児又は第１号の幼児１人につき３．３平方メート

ル以上であること。 

(4) 乳児室又はほふく室には、乳児等通園支援の提供に必要な用具を備える

こと。 

(5) 満２歳以上の幼児を利用させる一般型乳児等通園支援事業所には、保育

室又は遊戯室及び便所を設けること。 

(6) 保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児１人につき１．９８平方メート

ル以上であること。 

(7) 保育室又は遊戯室には、乳児等通園支援の提供に必要な用具を備えるこ

と。 

(8) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室（以下「保育室等」という。）を

２階に設ける建物は、次のア、イ及びカの要件に、保育室等を３階以上に

設ける建物は、次に掲げる要件に該当するものであること。 

ア 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第９号の２に規定す

る耐火建築物又は同条第９号の３に規定する準耐火建築物であること。 

イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中

欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が１

以上設けられていること。 

 

 

 

階 区分 施設又は設備 

２階 常用 １ 屋内階段 

２ 屋外階段 
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 避難用 １ 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８

号）第１２３条第１項各号又は同条第３項各号に

規定する構造の屋内階段 

２ 待避上有効なバルコニー 

３ 建築基準法第２条第７号の２に規定する準耐火

構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 

４ 屋外階段 

３階 常用 １ 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は同

条第３項各号に規定する構造の屋内階段 

２ 屋外階段 

避難用 １ 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は同

条第３項各号に規定する構造の屋内階段 

２ 建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の

屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 

３ 屋外階段 

４階

以上

の階 

常用 １ 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は同

条第３項各号に規定する構造の屋内階段 

２ 建築基準法施行令第１２３条第２項各号に規定

する構造の屋外階段 

避難用 １ 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は同

条第３項各号に規定する構造の屋内階段（ただ

し、同条第１項の場合においては、当該階段の構

造は、建築物の１階から保育室等が設けられてい

る階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バル

コニー又は付室（階段室が同条第３項第２号に規

定する構造を有する場合を除き、同号に規定する
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ウ イの施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の

各部分からそのいずれかに至る歩行距離が３０メートル以下となるよう

に設けられていること。 

エ 一般型乳児等通園支援事業所に調理設備（次に掲げる要件のいずれか

に該当するものを除く。以下このエにおいて同じ。）を設ける場合には、

当該調理設備以外の部分と一般型乳児等通園支援事業所の調理設備の部

分が建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建

築基準法施行令第１１２条第１項に規定する特定防火設備で区画されて

いること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当

該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効に

ダンパーが設けられていること。 

(ｱ) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設け

られていること。 

(ｲ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動式の消火装置が設けられ、か

つ、当該調理設備の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じ

られていること。 

オ 一般型乳児等通園支援事業所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上

げを不燃材料（建築基準法第２条第９号に規定する不燃材料をいう。）

でしていること。 

  構造を有するものに限る。）を通じて連絡するこ

ととし、かつ、同条第３項第３号、第４号及び第

１０号を満たすものとする。） 

２ 建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の

屋外傾斜路 

３ 建築基準法施行令第１２３条第２項各号に規定

する構造の屋外階段 
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カ 保育室等その他乳幼児が出入りし、又は通行する場所に、乳幼児の転

落事故を防止する設備が設けられていること。 

キ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関に火災を通報する設備が

設けられていること。 

ク 一般型乳児等通園支援事業所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のも

のについて防炎処理（消防法（昭和２３年法律第１８６号）第８条の３

第１項の防炎性能を与えるための処理をいう。）が施されていること。 

（職員） 

第２３条 一般型乳児等通園支援事業所には、保育士（国家戦略特別区域限定

保育士を含む。以下この条において同じ。）その他乳児等通園支援に従事す

る職員として市長が行う研修（市長が指定する都道府県知事その他の機関が

行う研修を含む。）を修了した者（以下この条において「乳児等通園支援従

事者」という。）を置かなければならない。 

２ 乳児等通園支援従事者の数は、乳児おおむね３人につき１人以上、満１歳

以上満３歳未満の幼児おおむね６人につき１人以上とし、そのうち半数以上

は保育士とする。ただし、一般型乳児等通園支援事業所１につき２人を下る

ことはできない。 

３ 第１項に規定する乳児等通園支援従事者は、専ら当該一般型乳児等通園支

援事業に従事するものでなければならない。ただし、次の各号のいずれかに

該当する場合は、専ら当該一般型乳児等通園支援事業に従事する職員を１人

とすることができる。 

(1) 当該一般型乳児等通園支援事業と保育所、幼稚園、認定こども園その他

の施設又は事業（以下「保育所等」という。）とが一体的に運営されてい

る場合であって、当該一般型乳児等通園支援事業を行うに当たって当該保

育所等の職員（保育その他の子育て支援に従事する職員に限る。）による

支援を受けることができ、かつ、専ら当該一般型乳児等通園支援事業に従
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事する職員が保育士であるとき。 

(2) 当該一般型乳児等通園支援事業を利用している乳幼児の人数が３人以下

である場合であって、保育所等を利用している乳幼児の保育が現に行われ

ている乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室において当該一般型乳児等通

園支援事業が実施され、かつ、当該一般型乳児等通園支援事業を行うに当

たって当該保育所等の保育士による支援を受けることができるとき。 

（乳児等通園支援の内容） 

第２４条 一般型乳児等通園支援事業における乳児等通園支援は、児童福祉施

設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号）第３５条に

規定する内閣総理大臣が定める指針に準じ、乳児等通園支援事業の特性に留

意して、利用乳幼児及びその保護者の心身の状況等に応じて提供されなけれ

ばならない。 

（保護者との連絡） 

第２５条 一般型乳児等通園支援事業を行う者は、利用乳幼児の保護者と密接

な連絡をとり、乳児等通園支援の内容等につき、その保護者の理解及び協力

を得るよう努めなければならない。 

第３節 余裕活用型乳児等通園支援事業 

（設備及び職員の基準） 

第２６条 余裕活用型乳児等通園支援事業を行う事業所（以下「余裕活用型乳

児等通園支援事業所」という。）の設備及び職員の基準は、次の各号に掲げ

る施設又は事業所の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 

(1) 保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（保育所に係るもの

に限る。） 

(2) 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 認定こども園法第３条第

２項に規定する主務大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準 

(3) 幼保連携型認定こども園 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、
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設備及び運営に関する基準（平成２６年内閣府・文部科学省・厚生労働省

令第１号） 

(4) 家庭的保育事業等を行う事業所 家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準（平成２６年厚生労働省令第６１号）（居宅訪問型保育事業に係

るものを除く。） 

（準用） 

第２７条 第２４条及び第２５条の規定は、余裕活用型乳児等通園支援事業に

ついて準用する。この場合において、第２４条中「一般型乳児等通園支援事

業」とあるのは「余裕活用型乳児等通園支援事業」とし、第２５条中「一般

型乳児等通園支援事業を行う者」とあるのは「余裕活用型乳児等通園支援事

業を行う者」とする。 

第３章 雑則 

（電磁的記録） 

第２８条 乳児等通園支援事業者及びその職員は、記録、作成その他これらに

類するもののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、

抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識すること

ができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同

じ。）で行うことが規定され、又は想定されるものについては、書面に代え

て、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機

による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第２号  説  明 

 

池田市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する 

基準を定める条例の制定について 

 

１ この条例は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法

律第４７号）の規定による改正後の児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

の規定に基づき、乳児等通園支援事業（満３歳未満の乳児又は幼児（保育所

に入所している者等を除く。）について、保育所等の施設において適切な遊

び及び生活の場を与えるとともに、保護者の心身の状況及び養育環境を把握

するための保護者との面談並びに保護者に対する子育てに関する情報の提供、

助言その他の援助を行う事業をいう。以下同じ。）の設備及び運営に関する

基準を定めるものであること。 

（第１条関係） 

２ 用語の定義について定めるものであること。 

（第２条関係） 

３ この条例で定める基準の基本理念について定めるものであること。 

（第３条関係） 

４ 乳児等通園支援事業を行う者（以下「乳児等通園支援事業者」という。）

に対する設備及び運営の水準の向上に係る勧告等について定めるものである

こと。 

（第４条関係） 

５ 乳児等通園支援事業における設備及び運営の水準の向上等に係る義務につ

いて定めるものであること。 

（第５条関係） 

６ 乳児等通園支援事業者の一般原則について定めるものであること。 
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（第６条関係） 

７ 乳児等通園支援事業を行う事業所（以下「乳児等通園支援事業所」とい

う。）の非常災害対策に係る義務について定めるものであること。 

（第７条関係） 

８ 乳児等通園支援事業を利用する乳児又は幼児（以下「利用乳幼児」とい

う。）の安全に関する計画の策定等に係る義務について定めるものであるこ

と。 

（第８条関係） 

９ 利用乳幼児を送迎するため自動車を運行する場合における利用乳幼児の所

在の確認に係る義務について定めるものであること。 

（第９条関係） 

１０ 乳児等通園支援事業のうち利用乳幼児に対する遊び及び生活の場の提供

に係る業務に従事する職員の一般的な条件について定めるものであること。 

（第１０条関係） 

１１ 乳児等通園支援事業者の職員の知識及び技能の向上等の義務について定

めるものであること。 

（第１１条関係） 

１２ 乳児等通園支援事業所と他の社会福祉施設等を併せて設置する場合の設

備及び職員の基準について定めるものであること。 

（第１２条関係） 

１３ 乳児等通園支援事業者による利用乳幼児の差別的取扱いの禁止について

定めるものであること。 

（第１３条関係） 

１４ 乳児等通園支援事業者の職員による利用乳幼児の虐待等の禁止について

定めるものであること。 

（第１４条関係） 
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１５ 乳児等通園支援事業者の衛生管理等に係る基準について定めるものであ

ること。 

（第１５条関係） 

１６ 乳児等通園支援事業者が提供する食事に係る基準について定めるもので

あること。 

（第１６条関係） 

１７ 乳児等通園支援事業者による運営規程の制定に係る義務について定める

ものであること。 

（第１７条関係） 

１８ 乳児等通園支援事業所による職員、財産等及び利用乳幼児の処遇状況に

関する帳簿の整備に係る義務について定めるものであること。 

（第１８条関係） 

１９ 乳児等通園支援事業者の職員の秘密保持等に係る義務について定めるも

のであること。 

（第１９条関係） 

２０ 乳児等通園支援事業者の苦情への対応に係る基準について定めるもので

あること。 

（第２０条関係） 

２１ 乳児等通園支援事業を次のとおり区分するものであること。 

(1) 一般型乳児等通園支援事業 余裕活用型乳児等通園支援事業に該当しな

い乳児等通園支援事業をいう。 

(2) 余裕活用型乳児等通園支援事業 保育所等において、その利用する児童

の数が利用定員の総数に満たない場合に、利用定員の総数からその利用す

る児童の数を差し引いた数以下の数の乳児又は幼児を対象として行う乳児

等通園支援事業をいう。 

（第２１条関係） 
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２２ 一般型乳児等通園支援事業を行う事業所（以下「一般型乳児等通園支援

事業所」という。）の設備の基準について定めるものであること。 

（第２２条関係） 

２３ 一般型乳児等通園支援事業所の職員に係る基準について定めるものであ

ること。 

（第２３条関係） 

２４ 一般型乳児等通園支援事業を行う者（以下「一般型乳児等通園支援事業

者」という。）による乳児等通園支援事業の内容に係る基準について定める

ものであること。 

（第２４条関係） 

２５ 一般型乳児等通園支援事業者による利用乳幼児の保護者との連絡に係る

努力義務について定めるものであること。 

（第２５条関係） 

２６ 余裕活用型乳児等通園支援を行う事業所の設備及び職員に係る基準につ

いて定めるものであること。 

（第２６条関係） 

２７ 余裕活用型乳児等通園支援事業を行う者による乳児等通園支援事業の内

容に係る基準及び利用乳幼児の保護者との連絡に係る努力義務について定め

るものであること。 

（第２７条関係） 

２８ この条例の規定による記録、作成等における電磁的記録の取り扱いにつ

いて定めるものであること。 

（第２８条関係） 

２９ この条例は、令和７年４月１日から施行するものであること。 

（附則関係） 
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議案第３号 

 

 

池田市未来を見据えた学校づくりのための 

学校施設整備審議会条例の制定について  

 

 

池田市未来を見据えた学校づくりのための学校施設整備審議会条例を次のよ

うに定める。 

 

 

令和７年２月２６日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

理  由 

本市が設置する小学校、中学校及び義務教育学校の未来を見据えた学校づ

くりに向けた学校施設の整備を目的として、池田市未来を見据えた学校づく

りのための学校施設整備審議会を設置するため、本条例を制定するものであ

る。 
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池田市条例第  号 

 

池田市未来を見据えた学校づくりのための学校施設整備審議会条例（案） 

 

（設置） 

第１条 池田市立の小学校、中学校及び義務教育学校（以下「市立学校」とい

う。）について、未来を見据えた学校づくり（今後の社会情勢を見通し、進

行する教育環境の複雑化及び多様化に対応するため、長期的な展望に立った

学校づくりをいう。以下同じ。）に向けた学校施設の整備を行うため、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項に規定する附属機

関として、本市に池田市未来を見据えた学校づくりのための学校施設整備審

議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審

議し、その結果を教育委員会に答申するものとする。 

(1) 未来を見据えた学校づくりに向けた市立学校の学校施設の整備に関する

計画の策定及び見直しに関すること。 

(2) 前号の計画に基づく事業のうち教育委員会が必要と認めるものに関する

こと。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、未来を見据えた学校づくりに向けた市立学

校の学校施設の整備に関し教育委員会が必要と認めること。 

（委員） 

第３条 審議会の委員（以下「委員」という。）は、１０人以内とし、次に掲

げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。 

(1) 学識経験者 

(2) ＰＴＡ代表 
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(3) 市民 

(4) 学校園長代表 

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者 

２ 前項第３号に掲げる者のうちから委嘱すべき者は、公募により選考するも

のとする。ただし、当該選考の結果委嘱すべき者の決定がなされなかった場

合は、この限りでない。 

３ 委員は、前条の規定による調査審議及び答申が終了したときは、解嘱され、

又は解任されるものとする。 

４ 教育委員会は、委員に特別の事情があると認める場合は、当該委員を解嘱

し、又は解任することができる。 

（会長及び副会長） 

第４条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長がそ

の議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。 

４ 会議は、公開とする。ただし、会長が、会議の公正が害されるおそれがあ

ると認めるときは、公開しないことができる。 

５ 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、

説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（秘密の保持） 
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第６条 委員及び会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはなら

ない。 

（庶務） 

第７条 審議会の庶務は、管理部学校施設マネジメント課において処理する。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教

育委員会が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（会議の招集の特例） 

２ 第５条第１項の規定にかかわらず、未選出、辞任等の事由により会長が未

定の場合（第４条第３項の規定により副会長が会長の職務を代理する場合を

除く。）における会議は、教育委員会が招集する。 
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議案第３号  説  明 

 

池田市未来を見据えた学校づくりのための 

学校施設整備審議会条例の制定について  

 

１ 池田市立の小学校、中学校及び義務教育学校について、今後の社会情勢を

見通し、進行する教育環境の複雑化及び多様化に対応するため、長期的な展

望に立った学校づくりに向けた学校施設の整備を行うことを目的として、池

田市未来を見据えた学校づくりのための学校施設整備審議会（以下「審議会」

という。）を設置するものであること。 

   （第１条関係） 

２ 審議会の所掌事項について定めるものであること。 

（第２条関係） 

３ 審議会の委員について定めるものであること。 

（第３条関係） 

４ 審議会の会長及び副会長について定めるものであること。 

（第４条関係） 

５ 審議会の会議について定めるものであること。 

（第５条関係） 

６ 審議会の委員及び会議に出席した者の秘密の保持について定めるものであ

ること。 

（第６条関係） 

７ 審議会の庶務は、管理部学校施設マネジメント課において処理するもので

あること。 

（第７条関係） 

８ この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委
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員会が定めるとするものであること。 

（第８条関係） 

９ この条例は、令和７年４月１日から施行するものであること。また、審議

会の会議の招集の特例について定めるものであること。 

（附則関係） 
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議案第４号 

 

 

池田市個人番号の利用等及び特定個人情報の提供 

に関する条例の一部改正について        

 

 

池田市個人番号の利用等及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正

する条例を次のように定める。 

 

 

令和７年２月２６日 提出 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

 

理  由 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

の一部改正に伴う引用条項の整理を行うほか、準法定事務の処理における個

人番号の利用開始に備えて所要の整備を行うため、本条例の一部を改正する

ものである。 
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池田市条例第  号 

 

池田市個人番号の利用等及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を

改正する条例（案） 

 

池田市個人番号の利用等及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年

池田市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１号中「第２条第８項」を「第２条第９項」に改め、同条第２号中

「第２条第１２項」を「第２条第１３項」に改め、同条第３号中「第２条第１

４項」を「第２条第１５項」に改め、同条中第４号を第５号とし、第３号の次

に次の１号を加える。 

(4) 特定個人番号利用事務 法第１９条第８号に規定する特定個人番号利用

事務をいう。 

 第３条第１項中「法別表の下欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用事務」

に改める。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第２条中第４号を第

５号とし、第３号の次に１号を加える改正規定及び第３条第１項の改正規定は、

公布の日から施行する。 
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議案第４号  説  明 

 

池田市個人番号の利用等及び特定個人情報の提供 

に関する条例の一部改正について        

 

１ 定義規定について、次の整理を行うものであること。 

(1) 引用条項の整理を行うものであること。 

(2) 特定個人番号利用事務（法令の規定による事務であって行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法

律第２７号）の規定により個人番号を利用して処理することができること

とされるもの及び準法定事務（当該事務に準ずる事務として、当該事務と

性質が同一であること等の基準に適合する範囲において主務省令で定める

事務をいう。以下同じ。）をいう。）の定義を定めるものであること。 

（第２条関係） 

２ 市長又は教育委員会において、従来から定めるもののほか、準法定事務の

処理に必要な限度で自ら保有する特定個人情報（個人番号をその内容に含む

個人情報をいう。）を利用することができるようにするための整備を行うも

のであること。 

（第３条関係） 

３ この条例中１の(1)については令和７年４月１日から、１の(2)及び２につ

いては公布の日から施行するものであること。 

（改正条例附則関係） 
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議案第４号  参  考 

池田市個人番号の利用等及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

第１条 （略） 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(1) 特定個人情報 法第２条第８項に規定する特定個人情報をいう。 

(2) 個人番号利用事務実施者 法第２条第１２項に規定する個人番号利用事

務実施者をいう。 

(3) 情報提供ネットワークシステム 法第２条第１４項に規定する情報提供

ネットワークシステムをいう。 

 

 

(4) （略） 

（個人番号の利用等） 

第３条 法第９条第２項の条例で定める事務は、別表第１の左欄に掲げる執行

機関が行う同表の右欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行う法別表の

下欄に掲げる事務とする。 

２・３ （略） 

第１条 （略） 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(1) 特定個人情報 法第２条第９項に規定する特定個人情報をいう。 

(2) 個人番号利用事務実施者 法第２条第１３項に規定する個人番号利用事

務実施者をいう。 

(3) 情報提供ネットワークシステム 法第２条第１５項に規定する情報提供

ネットワークシステムをいう。 

(4) 特定個人番号利用事務 法第１９条第８号に規定する特定個人番号利用

事務をいう。 

(5) （略） 

（個人番号の利用等） 

第３条 法第９条第２項の条例で定める事務は、別表第１の左欄に掲げる執行

機関が行う同表の右欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行う特定個人

番号利用事務とする。 

２・３ （略） 

-
 
8
8
 
-



        改        正        前         改        正        後 

第４条・第５条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４条・第５条 （略） 

 

 

-
 
8
9
 
-



議案第５号 

 

 

職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

 

 

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

 

令和７年２月２６日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

 

 

理  由 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

の一部改正に伴い、本条例の一部を改正するものである。 
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池田市条例第  号 

 

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例（案） 

 

職員の育児休業等に関する条例（平成４年池田市条例第２号）の一部を次の

ように改正する。 

 第２０条第３項中「第６１条第３２項において読み替えて準用する同条第２

９項」を「第６１条の２第２０項」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

- 91 -



議案第５号  説  明 

 

職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

 

１ 引用条項の整理を行うものであること。 

（第２０条関係） 

２ この条例は、令和７年４月１日から施行するものであること。 

（改正条例附則関係） 
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議案第５号  参  考 

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

第１条～第１９条 （略） 

 （部分休業の承認） 

第２０条 （略） 

２ （略） 

３ 非常勤職員に対する部分休業の承認については、１日につき、当該非常勤

職員について１日につき定められた勤務時間から５時間４５分を減じた時間

を超えない範囲内（当該非常勤職員が育児時間又は育児休業、介護休業等育

児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６号）

第６１条第３２項において読み替えて準用する同条第２９項の規定による介

護をするための時間（以下「介護をするための時間」という。）の承認を受

けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、２時

間から当該育児時間又は当該介護をするための時間の承認を受けて勤務しな

い時間を減じた時間を超えない範囲内）で行うものとする。 

第２１条～第２４条 （略） 

 

 

 

第１条～第１９条 （略） 

 （部分休業の承認） 

第２０条 （略） 

２ （略） 

３ 非常勤職員に対する部分休業の承認については、１日につき、当該非常勤

職員について１日につき定められた勤務時間から５時間４５分を減じた時間

を超えない範囲内（当該非常勤職員が育児時間又は育児休業、介護休業等育

児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６号）

第６１条の２第２０項の規定による介護をするための時間（以下「介護をす

るための時間」という。）の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該

時間を超えない範囲内で、かつ、２時間から当該育児時間又は当該介護をす

るための時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲

内）で行うものとする。 

第２１条～第２４条 （略） 

 

-
 
9
3
 
-



議案第６号 

 

 

池田市みんなでつくるまちの寄付条例の一部改正について 

 

 

 池田市みんなでつくるまちの寄付条例の一部を改正する条例を次のように定

める。 

 

 

  令和７年２月２６日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子 

 

 

 

 

 

理  由 

  まち・ひと・しごと創生寄附活用事業を指定してされた企業版ふるさと納

税による寄付金に関し、池田市みんなでつくるまち推進基金による管理運用

について整備するほか、所要の規定の整備を行うため、本条例の一部を改正

するものである。 
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池田市条例第  号 

 

   池田市みんなでつくるまちの寄付条例の一部を改正する条例（案） 

 

 池田市みんなでつくるまちの寄付条例（平成２０年池田市条例第２号）の一

部を次のように改正する。 

 第１条中「、法人」を「及び法人」に、「から寄付金」を「から池田市みん

なでつくるまちの寄付金（以下「寄付金」という。）」に改める。 

 第２条中「前条に規定する」を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、地域再生法（平成１７年法律第２４号）第１３

条の３に規定する寄附による寄付金（以下「企業版ふるさと納税寄付金」と

いう。）は、同法第５条第４項第２号に規定するまち・ひと・しごと創生寄

附活用事業（以下「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」という。）に要

する経費に充てる。 

 第３条第１項中「前条各号に規定する事業に充てるために贈られた」を削り、

同条第２項中「前条各号に規定する事業に充てるために贈られた寄付金」を

「寄付金（企業版ふるさと納税寄付金を除く。次項及び次条において同

じ。）」に改め、同条第３項中「が贈られた当該」を「の歳入に係る」に、

「前条各号に規定する事業」を「前条第１項各号に掲げる事業（まち・ひと・

しごと創生寄附活用事業を除く。以下「対象事業」という。）」に改め、同条

に次の１項を加える。 

４ 第１項の規定にかかわらず、企業版ふるさと納税寄付金は、その歳入に係

る年度の翌年度以後の年度においてまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に

要する経費に充てる場合に限り、推進基金により管理運用する。 

 第４条の見出し中「寄付」を「寄付金」に改め、同条第１項中「寄付者」の

次に「（企業版ふるさと納税寄付金に係る寄付者を除く。次項及び次条におい

- 95 -



て同じ。）」を加え、「第２条各号に規定する事業」を「対象事業」に改め、

同条第２項中「この条例に基づいて贈られた」を削る。 

 第６条中「第４条」を「第３条」に、「贈られた」を「推進基金において管

理運用すべき」に改める。 

 第８条中「第２条各号に規定する事業」を「対象事業若しくはまち・ひと・

しごと創生寄附活用事業」に改める。 

 第１０条中「第２条各号に規定する事業」を「対象事業又はまち・ひと・し

ごと創生寄附活用事業」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第６号  説  明 

 

池田市みんなでつくるまちの寄付条例の一部改正について 

 

１ 文言の整備を行うものであること。 

（第１条関係） 

２ 企業版ふるさと納税寄付金（池田市地域再生計画に記載されたまち・ひ

と・しごと創生寄附活用事業を実施するため法人から受ける寄付による寄付

金をいう。以下同じ。）を活用する事業について明記するものであること。 

（第２条関係） 

３ 企業版ふるさと納税寄付金の池田市みんなでつくるまち推進基金による管

理運用について整備するほか、同基金について所要の規定の整理を行うもの

であること。 

（第３条、第４条、第６条、第８条及び第１０条関係） 

４ この条例は、公布の日から施行するものであること。 

（改正条例附則関係） 
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 議案第６号  参  考 

池田市みんなでつくるまちの寄付条例の一部を改正する条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

（目的） 

第１条 この条例は、本市のまちづくりに賛同する個人、法人その他の団体か

ら寄付金を募り、当該寄付金を財源として、地域社会の活力の増進、自然環

境及び生活環境の保全及び改善並びに教育、文化、福祉等の向上に資する事

業を実施することにより、暮らしやすく、個性豊かで活力に満ちた地域社会

の実現を図ることを目的とする。 

 

（事業の区分） 

第２条 前条に規定する寄付金を財源として実施する事業は、次に掲げる事業

とする。 

(1)～(14) （略） 

 

 

 

 

 

（寄付金の管理運用） 

（目的） 

第１条 この条例は、本市のまちづくりに賛同する個人及び法人その他の団体

から池田市みんなでつくるまちの寄付金（以下「寄付金」という。）を募

り、当該寄付金を財源として、地域社会の活力の増進、自然環境及び生活環

境の保全及び改善並びに教育、文化、福祉等の向上に資する事業を実施する

ことにより、暮らしやすく、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図る

ことを目的とする。 

（事業の区分） 

第２条 寄付金を財源として実施する事業は、次に掲げる事業とする。 

 

(1)～(14) （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、地域再生法（平成１７年法律第２４号）第１３

条の３に規定する寄附による寄付金（以下「企業版ふるさと納税寄付金」と

いう。）は、同法第５条第４項第２号に規定するまち・ひと・しごと創生寄

附活用事業（以下「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」という。）に要

する経費に充てる。 

（寄付金の管理運用） 

-
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        改        正        前         改        正        後 

第３条 前条各号に規定する事業に充てるために贈られた寄付金を適正に管理

運用するため、池田市みんなでつくるまち推進基金（以下「推進基金」とい

う。）を設置する。 

２ 前項の規定にかかわらず、前条各号に規定する事業に充てるために贈られ

た寄付金のうち、他の条例に基づき特別の目的をもって設置された基金（以

下「他の基金」という。）と同様の目的を有すると認められるものは、規則

で定めるところにより、他の基金により管理運用する。 

３ 市長は、特に必要と認める場合は、前２項及び第６条の規定にかかわら

ず、贈られた寄付金を推進基金又は他の基金（以下「基金」という。）で管

理運用しないで、寄付金が贈られた当該年度において、前条各号に規定する

事業に要する経費に充てることができる。 

 

 

 

 

（寄付を運用する事業の指定） 

第４条 寄付者は、第２条各号に規定する事業のうちから自らの寄付金を財源

として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。 

 

第３条 寄付金を適正に管理運用するため、池田市みんなでつくるまち推進基

金（以下「推進基金」という。）を設置する。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、寄付金（企業版ふるさと納税寄付金を除く。次

項及び次条において同じ。）のうち、他の条例に基づき特別の目的をもって

設置された基金（以下「他の基金」という。）と同様の目的を有すると認め

られるものは、規則で定めるところにより、他の基金により管理運用する。 

３ 市長は、特に必要と認める場合は、前２項及び第６条の規定にかかわら

ず、贈られた寄付金を推進基金又は他の基金（以下「基金」という。）で管

理運用しないで、寄付金の歳入に係る年度において、前条第１項各号に掲げ

る事業（まち・ひと・しごと創生寄附活用事業を除く。以下「対象事業」と

いう。）に要する経費に充てることができる。 

４ 第１項の規定にかかわらず、企業版ふるさと納税寄付金は、その歳入に係

る年度の翌年度以後の年度においてまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に

要する経費に充てる場合に限り、推進基金により管理運用する。 

（寄付金を運用する事業の指定） 

第４条 寄付者（企業版ふるさと納税寄付金に係る寄付者を除く。次項及び次

条において同じ。）は、対象事業のうちから自らの寄付金を財源として実施

する事業をあらかじめ指定できるものとする。 

-
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        改        正        前         改        正        後 

２ この条例に基づいて贈られた寄付金のうち、前項の規定による事業の指定

がないものについては、市長が事業を指定できるものとする。この場合にお

いて、市長は、寄付者にその内容を報告しなければならない。 

第５条 （略） 

（推進基金の積立て） 

第６条 推進基金として積み立てる額は、第４条の規定により贈られた寄付金

の額とする。 

第７条 （略） 

（推進基金の運用益金の処理） 

第８条 推進基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し

て、推進基金に編入し、又は第２条各号に規定する事業に要する経費に充て

るものとする。 

第９条 （略） 

（推進基金の処分） 

第１０条 推進基金は、第２条各号に規定する事業に要する経費に充てる場合

に限り、処分することができる。 

第１１条・第１２条 （略） 

 

 

２ 寄付金のうち、前項の規定による事業の指定がないものについては、市長

が事業を指定できるものとする。この場合において、市長は、寄付者にその

内容を報告しなければならない。 

第５条 （略） 

（推進基金の積立て） 

第６条 推進基金として積み立てる額は、第３条の規定により推進基金におい

て管理運用すべき寄付金の額とする。 

第７条 （略） 

（推進基金の運用益金の処理） 

第８条 推進基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し

て、推進基金に編入し、又は対象事業若しくはまち・ひと・しごと創生寄附

活用事業に要する経費に充てるものとする。 

第９条 （略） 

（推進基金の処分） 

第１０条 推進基金は、対象事業又はまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に

要する経費に充てる場合に限り、処分することができる。 

第１１条・第１２条 （略） 
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議案第７号 

 

 

池田市市税条例の一部改正について 

 

 

池田市市税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

 

令和７年２月２６日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

 

 

理  由 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律の一部改正に伴い、本条例の一部を改正するものである。 
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池田市条例第  号 

 

池田市市税条例の一部を改正する条例（案） 

 

池田市市税条例（平成１７年池田市条例第２２号）の一部を次のように改正

する。 

第２９条第８項中「第２条第１５項」を「第２条第１６項」に改める。 

第７２条第１項第１号中「同条第１５項」を「同条第１６項」に改める。 

第９９条第２項第２号、第１２２条第２項第１号及び第１３６条第１号中

「第２条第１５項」を「第２条第１６項」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第７号  説  明 

 

池田市市税条例の一部改正について 

 

１ 引用条項の整理を行うものであること。 

（第２９条、第７２条、第９９条、第１２２条及び第１３６条関係） 

２ この条例は、令和７年４月１日から施行するものであること。 

（改正条例附則関係） 
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. 

 議案第７号  参  考 

  池田市市税条例の一部を改正する条例（案）対照表 

改        正        前 改        正        後 

第１条～第２８条 （略） 

（市民税の申告） 

第２９条 （略） 

２～７ （略） 

８ 市長は、法人の市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、

新たに第１４条第１項第３号又は第４号に掲げる者に該当することとなった

者に、当該該当することとなった日から１０日以内に、その名称、代表者又

は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、当該市内に有する事務

所、事業所又は寮等の所在、法人番号（行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「番

号利用法」という。）第２条第１５項に規定する法人番号をいう。以下市民

税について同じ。）、当該該当することとなった日その他必要な事項を申告

させることができる。 

第３０条～第７１条 （略） 

 （施行規則第１５条の３第３項並びに第１５条の３の２第４項及び第５項の

規定による補正の方法の申出） 

第７２条 施行規則第１５条の３第３項並びに第１５条の３の２第４項及び第

第１条～第２８条 （略） 

（市民税の申告） 

第２９条 （略） 

２～７ （略） 

８ 市長は、法人の市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、

新たに第１４条第１項第３号又は第４号に掲げる者に該当することとなった

者に、当該該当することとなった日から１０日以内に、その名称、代表者又

は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、当該市内に有する事務

所、事業所又は寮等の所在、法人番号（行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「番

号利用法」という。）第２条第１６項に規定する法人番号をいう。以下市民

税について同じ。）、当該該当することとなった日その他必要な事項を申告

させることができる。 

第３０条～第７１条 （略） 

 （施行規則第１５条の３第３項並びに第１５条の３の２第４項及び第５項の

規定による補正の方法の申出） 

第７２条 施行規則第１５条の３第３項並びに第１５条の３の２第４項及び第 
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. 

改        正        前 改        正        後 

５項の規定による補正の方法の申出は、当該家屋に係る区分所有者の代表者

が毎年１月３１日までに次に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して

行わなければならない。 

(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号（番号利用法第２条第５項に

規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番

号に限る。以下固定資産税について同じ。）又は法人番号（同条第１５項

に規定する法人番号をいう。以下固定資産税について同じ。）（個人番号

又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

 (2)～(4) （略） 

２ （略） 

第７３条～第９８条 （略） 

（種別割の減免） 

第９９条 （略） 

２ 前項の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限までに、

当該軽自動車等について減免を受けようとする税額及び次に掲げる事項を記

載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に

提出しなければならない。 

 (1) （略） 

 (2) 軽自動車等の所有者等の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名

５項の規定による補正の方法の申出は、当該家屋に係る区分所有者の代表者

が毎年１月３１日までに次に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出し

て行わなければならない。 

(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号（番号利用法第２条第５項に

規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番

号に限る。以下固定資産税について同じ。）又は法人番号（同条第１６項

に規定する法人番号をいう。以下固定資産税について同じ。）（個人番号

又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

 (2)～(4) （略） 

２ （略） 

第７３条～第９８条 （略） 

（種別割の減免） 

第９９条 （略） 

２ 前項の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限までに、

当該軽自動車等について減免を受けようとする税額及び次に掲げる事項を記

載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に

提出しなければならない。 

 (1) （略） 

 (2) 軽自動車等の所有者等の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名
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. 

改        正        前 改        正        後 

又は名称及び個人番号（番号利用法第２条第５項に規定する個人番号をい

う。以下この号及び次条において同じ。）又は法人番号（番号利用法第２

条第１５項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。）（個

人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事

業所の所在地及び氏名又は名称） 

 (3)～(8) （略） 

３ （略） 

第１００条～第１２１条の２ （略） 

（特別土地保有税の減免） 

第１２２条 （略） 

２ 前項の規定により特別土地保有税の減免を受けようとする者は、納期限ま

でに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明

する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長がその申

請書及び証明する書類（以下この項において「申請書等」という。）をその

者から提出させることが大規模な災害その他これに準ずる程度の事態により

困難であると認める場合であって、その者から減免を受けようとする意思及

び申請書等に記載すべき事項を確認することができるときは、その確認をも

って申請書等の提出に代えることができる。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び法人番号（番号利用法第２条第１

又は名称及び個人番号（番号利用法第２条第５項に規定する個人番号をい

う。以下この号及び次条において同じ。）又は法人番号（番号利用法第２

条第１６項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。）（個

人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事

業所の所在地及び氏名又は名称） 

 (3)～(8) （略） 

３ （略） 

第１００条～第１２１条の２ （略） 

（特別土地保有税の減免） 

第１２２条 （略） 

２ 前項の規定により特別土地保有税の減免を受けようとする者は、納期限ま

でに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明

する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長がその申

請書及び証明する書類（以下この項において「申請書等」という。）をその

者から提出させることが大規模な災害その他これに準ずる程度の事態により

困難であると認める場合であって、その者から減免を受けようとする意思及

び申請書等に記載すべき事項を確認することができるときは、その確認をも

って申請書等の提出に代えることができる。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び法人番号（番号利用法第２条第１
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. 

改        正        前 改        正        後 

５項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。）（法人番号

を有しない者にあっては住所及び氏名又は名称） 

 (2)・(3) （略） 

３ （略） 

第１２３条～第１３５条 （略） 

（入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告） 

第１３６条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、

次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。申告した事項に異動があ

った場合においては、直ちにその旨を申告しなければならない。 

(1) 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号

（番号利用法第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下この号におい

て同じ。）又は法人番号（番号利用法第２条第１５項に規定する法人番号

をいう。以下この号において同じ。）（個人番号又は法人番号を有しない

者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名

称） 

(2)・(3) （略） 

第１３７条～第１４２条 （略） 

 

 

６項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。）（法人番号

を有しない者にあっては住所及び氏名又は名称） 

 (2)・(3) （略） 

３ （略） 

第１２３条～第１３５条 （略） 

（入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告） 

第１３６条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、

次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。申告した事項に異動があ

った場合においては、直ちにその旨を申告しなければならない。 

(1) 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号

（番号利用法第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下この号におい

て同じ。）又は法人番号（番号利用法第２条第１６項に規定する法人番号

をいう。以下この号において同じ。）（個人番号又は法人番号を有しない

者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名

称） 

(2)・(3) （略） 

第１３７条～第１４２条 （略） 
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議案第８号 

 

 

池田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営 

に関する基準を定める条例の一部改正についてててててて 

 

 

池田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

 

令和７年２月２６日 提出 

 

 

                     池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

理  由 

  特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支

援施設等の運営に関する基準の一部改正に伴い、本条例の一部を改正するも

のである。 
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池田市条例第  号 

 

池田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準 

を定める条例の一部を改正する条例（案） 

 

池田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例（平成２６年池田市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

第３６条第１項中「第４１条第３項第１号」及び「同号」を「第４１条第３

項」に改める。 

第４１条第１項中「第５項」を「第７項」に改め、同項第１号中「を行う」

を「（次項において「保育内容支援」という。）を実施する」に改め、同項第

３号中「第４項第１号」を「第６項第１号」に改め、同条中第９項を第１１項

とし、第４項から第８項までを２項ずつ繰り下げ、第３項各号列記以外の部分

を次のように改める。 

 前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる事項に係る連

携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当

該各号に定めるものをいう。 

第４１条第３項第１号中「当該特定地域型保育事業者」を「特定地域型保育

事業者」に、「小規模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内

保育事業を行う者（次号において「小規模保育事業Ａ型事業者等」とい

う。）」を「小規模保育事業Ａ型事業者等」に改め、同項を同条第５項とし、

同条第２項中「全てを満たすと認める」を「いずれかを満たす」に、「前項第

２号の」を「第１項第２号の」に改め、同項各号を次のように改める。 

(1) 特定地域型保育事業者が代替保育連携協力者を適切に確保した場合に

は、次のア及びイに掲げる要件を満たすと市長が認めること。 

ア 特定地域型保育事業者と代替保育連携協力者との間でそれぞれの役割
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の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにする

ための措置が講じられていること。 

(2) 市長が特定地域型保育事業者による代替保育連携協力者の確保の促進の

ために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が著しく

困難であること。 

 第４１条中第２項を第４項とし、第１項の次に次の２項を加える。 

２ 市長は、特定地域型保育事業者による保育内容支援の実施に係る連携施設

の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の

全てを満たすと認めるときは、前項第１号の規定を適用しないこととするこ

とができる。 

(1) 特定地域型保育事業者が保育内容支援連携協力者を適切に確保するこ

と。 

(2) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 

ア 特定地域型保育事業者と保育内容支援連携協力者との間でそれぞれの

役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないように

するための措置が講じられていること。 

３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、小規模保育事業Ａ型若しくは小

規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（第５項において「小規模

保育事業Ａ型事業者等」という。）であって、第１項第１号に掲げる事項に

係る連携協力を行うものをいう。 

 附則第４項中「１０年」を「１５年」に改める。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第８号  説  明 

 

池田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営 

に関する基準を定める条例の一部改正についてててててて 

 

１ 特定地域型保育事業者における連携施設（連携協力を行う保育所、幼稚園

又は認定こども園をいう。以下同じ。）の確保に係る基準について、次のと

おり緩和するものであること。 

(1) 保育内容支援（集団保育を体験させるための機会の設定、特定地域型保

育の適切な提供に必要な特定地域型保育事業者に対する相談、助言その他

の保育の内容に関する支援をいう。）の実施のための連携施設の確保に係

る基準について、その確保が著しく困難と認める場合には、その実施のた

めの連携協力者を所要の要件の下適切に確保することで、当該基準を適用

しないことができるとするものであること。 

(2) 代替保育（職員の病気、休暇等により特定地域型保育を提供することが

できない場合に、その特定地域型保育事業者に代わって提供する保育をい

う。）の実施のための連携施設の確保に係る基準について、従来のその実

施に係る連携協力者を確保している場合のほか、市長が必要な措置を講じ

てもなお当該連携協力者の確保が著しく困難である場合には、当該基準を

適用しないことができるとするものであること。 

（第４１条関係） 

２ 特定地域型保育事業者による連携施設の確保に係る基準にかかわらず、そ

の確保が著しく困難で、支援を行うことができると市長が認める場合には、

連携施設の確保をしないことができるとする経過措置について、その適用期

間を池田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例（平成２６年池田市条例第２１号）の施行の日から１０年が経
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過する日（令和７年３月３１日）までとしていたところ、これを１５年が経

過する日（令和１２年３月３１日）までとするものであること。 

（附則第４項関係） 

３ この条例は、令和７年４月１日から施行するものであること。 

（改正条例附則関係） 
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議案第８号  参  考 

池田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

第１条～第３５条 （略） 

 （利用定員） 

第３６条 特定地域型保育事業（事業所内保育事業を除く。）の利用定員（法

第２９条第１項の確認において定めるものに限る。以下この章において同

じ。）の数は、家庭的保育事業にあっては１人以上５人以下、小規模保育事

業Ａ型（池田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２６年池田市条例第２２号）第２９条に規定する小規模保育事業Ａ型

をいう。第４１条第３項第１号において同じ。）及び小規模保育事業Ｂ型

（同条例第２９条に規定する小規模保育事業Ｂ型をいう。同号において同

じ。）にあっては６人以上１９人以下、小規模保育事業Ｃ型（同条例第２９

条に規定する小規模保育事業Ｃ型をいう。）にあっては同条例第３７条に規

定する数、居宅訪問型保育事業にあっては１人とする。 

２ （略） 

第３７条～第４０条 （略） 

 （連携施設の確保等） 

第４１条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型保育事業を行う者を除く。以下

この項から第５項までにおいて同じ。）は、特定地域型保育が適正かつ確実

第１条～第３５条 （略） 

 （利用定員） 

第３６条 特定地域型保育事業（事業所内保育事業を除く。）の利用定員（法

第２９条第１項の確認において定めるものに限る。以下この章において同

じ。）の数は、家庭的保育事業にあっては１人以上５人以下、小規模保育事

業Ａ型（池田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２６年池田市条例第２２号）第２９条に規定する小規模保育事業Ａ型

をいう。第４１条第３項において同じ。）及び小規模保育事業Ｂ型（同条例

第２９条に規定する小規模保育事業Ｂ型をいう。第４１条第３項において同

じ。）にあっては６人以上１９人以下、小規模保育事業Ｃ型（同条例第２９

条に規定する小規模保育事業Ｃ型をいう。）にあっては同条例第３７条に規

定する数、居宅訪問型保育事業にあっては１人とする。 

２ （略） 

第３７条～第４０条 （略） 

 （連携施設の確保等） 

第４１条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型保育事業を行う者を除く。以下

この項から第７項までにおいて同じ。）は、特定地域型保育が適正かつ確実

-
 
1
1
3
 
-



        改        正        前         改        正        後 

に実施され、かつ、必要な教育及び保育が継続的に提供されるよう、次に掲

げる事項に係る連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こども園（以下「連

携施設」という。）を適切に確保しなければならない。ただし、連携施設の

確保が著しく困難であると市長が認める地域において特定地域型保育事業

（居宅訪問型保育事業を除く。）を行う特定地域型保育事業者については、

この限りでない。 

(1) 特定地域型保育の提供を受けている満３歳未満保育認定子どもに集団保

育を体験させるための機会の設定、特定地域型保育の適切な提供に必要な

特定地域型保育事業者に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支

援を行うこと。 

(2) （略） 

(3) 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供を受けていた満

３歳未満保育認定子ども（事業所内保育事業を利用する満３歳未満保育認

定子どもにあっては、第３６条第２項に規定するその他の小学校就学前子

どもに限る。以下この号及び第４項第１号において同じ。）を、当該特定

地域型保育の提供の終了に際して、当該満３歳未満保育認定子どもに係る

教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設におい

て受け入れて教育及び保育を提供すること。 

 

に実施され、かつ、必要な教育及び保育が継続的に提供されるよう、次に掲

げる事項に係る連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こども園（以下「連

携施設」という。）を適切に確保しなければならない。ただし、連携施設の

確保が著しく困難であると市長が認める地域において特定地域型保育事業

（居宅訪問型保育事業を除く。）を行う特定地域型保育事業者については、

この限りでない。 

(1) 特定地域型保育の提供を受けている満３歳未満保育認定子どもに集団保

育を体験させるための機会の設定、特定地域型保育の適切な提供に必要な

特定地域型保育事業者に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支

援（次項において「保育内容支援」という。）を実施すること。 

(2) （略） 

(3) 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供を受けていた満

３歳未満保育認定子ども（事業所内保育事業を利用する満３歳未満保育認

定子どもにあっては、第３６条第２項に規定するその他の小学校就学前子

どもに限る。以下この号及び第６項第１号において同じ。）を、当該特定

地域型保育の提供の終了に際して、当該満３歳未満保育認定子どもに係る

教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設におい

て受け入れて教育及び保育を提供すること。 

２ 市長は、特定地域型保育事業者による保育内容支援の実施に係る連携施設

-
 
1
1
4
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 市長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携施設の確

保が著しく困難であると認める場合であって、次に掲げる要件の全てを満た

すと認めるときは、前項第２号の規定を適用しないこととすることができ

る。 

 (1) 特定地域型保育事業者と前項第２号に掲げる事項に係る連携協力を行う

の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の

全てを満たすと認めるときは、前項第１号の規定を適用しないこととするこ

とができる。 

 (1) 特定地域型保育事業者が保育内容支援連携協力者を適切に確保するこ

と。 

 (2) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 

ア 特定地域型保育事業者と保育内容支援連携協力者との間でそれぞれの

役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないように

するための措置が講じられていること。 

３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、小規模保育事業Ａ型若しくは小

規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（第５項において「小規模

保育事業Ａ型事業者等」という。）であって、第１項第１号に掲げる事項に

係る連携協力を行うものをいう。 

４ 市長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携施設の確

保が著しく困難であると認める場合であって、次に掲げる要件のいずれかを

満たすときは、第１項第２号の規定を適用しないこととすることができる。 

 

 (1) 特定地域型保育事業者が代替保育連携協力者を適切に確保した場合に

-
 
1
1
5
 
-



        改        正        前         改        正        後 

者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されているこ

と。 

 (2) 前項第２号に掲げる事項に係る連携協力を行う者の本来の業務の遂行に

支障が生じないようにするための措置が講じられていること。 

 

 

 

 

３ 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、次の各号に掲げる場合の

区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を第１項第２号に掲げる事項に係

る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。 

 (1) 当該特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所又は事業所

（次号において「事業実施場所」という。）以外の場所又は事業所におい

て代替保育が提供される場合 小規模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事

業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（次号において「小規模保育事業Ａ

型事業者等」という。） 

 (2) （略） 

４～９ （略） 

第４２条～第５２条 （略） 

は、次のア及びイに掲げる要件を満たすと市長が認めること。 

ア 特定地域型保育事業者と代替保育連携協力者との間でそれぞれの役割

の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにする

ための措置が講じられていること。 

 (2) 市長が特定地域型保育事業者による代替保育連携協力者の確保の促進の

ために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が著しく

困難であること。 

５ 前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる事項に係る連

携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当

該各号に定めるものをいう。 

 (1) 特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所又は事業所（次

号において「事業実施場所」という。）以外の場所又は事業所において代

替保育が提供される場合 小規模保育事業Ａ型事業者等 

 

 

 (2) （略） 

６～１１ （略） 

第４２条～第５２条 （略） 

-
 
1
1
6
 
-



        改        正        前         改        正        後 

附 則 

１～３ （略） 

 （連携施設に関する経過措置） 

４ 特定地域型保育事業者（特例保育所型事業所内保育事業者を除く。）は、

連携施設の確保が著しく困難であって、法第５９条第４号に規定する事業に

よる支援その他の必要かつ適切な支援を行うことができると市長が認める場

合は、第４１条第１項本文の規定にかかわらず、この条例の施行の日から起

算して１０年を経過する日までの間、連携施設を確保しないことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

１～３ （略） 

 （連携施設に関する経過措置） 

４ 特定地域型保育事業者（特例保育所型事業所内保育事業者を除く。）は、

連携施設の確保が著しく困難であって、法第５９条第４号に規定する事業に

よる支援その他の必要かつ適切な支援を行うことができると市長が認める場

合は、第４１条第１項本文の規定にかかわらず、この条例の施行の日から起

算して１５年を経過する日までの間、連携施設を確保しないことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-
 
1
1
7
 
-



議案第９号 

 

 

池田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する 

基準を定める条例の一部改正についてあああああ 

 

 

池田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例を次のように定める。 

 

 

令和７年２月２６日 提出 

 

 

                     池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

理  由 

  家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、本条例

の一部を改正するものである。 
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池田市条例第  号 

 

池田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例（案） 

 

池田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２

６年池田市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２項中「市長」を「市」に改める。 

第７条第１項第１号中「を行う」を「（次項において「保育内容支援」とい

う。）を実施する」に改め、同項第３号中「第４項第１号」を「第６項第１号」

に改め、同条中第５項を第７項とし、第４項を第６項とし、第３項各号列記以

外の部分を次のように改める。 

 前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる事項に係る連

携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当

該各号に定めるものをいう。 

第７条第３項第１号中「当該家庭的保育事業者等」を「家庭的保育事業者等」

に、「第２９条に規定する小規模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型を

行う者又は第４４条に規定する事業所内保育事業を行う者（次号においてこれ

らを「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。）」を「小規模保育事業Ａ型事

業者等」に改め、同項を同条第５項とし、同条第２項中「全てを満たすと認め

る」を「いずれかを満たす」に、「前項第２号」を「第１項第２号」に改め、

同項各号を次のように改める。 

(1) 家庭的保育事業者等が代替保育連携協力者を適切に確保した場合には、

次のア及びイに掲げる要件を満たすと市長が認めること。 

ア 家庭的保育事業者等と代替保育連携協力者との間でそれぞれの役割の

分担及び責任の所在が明確化されていること。 
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イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにする

ための措置が講じられていること。 

(2) 市長が家庭的保育事業者等による代替保育連携協力者の確保の促進のた

めに必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が著しく困

難であること。 

 第７条中第２項を第４項とし、第１項の次に次の２項を加える。 

２ 市長は、家庭的保育事業者等による保育内容支援の実施に係る連携施設の

確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全

てを満たすと認めるときは、前項第１号の規定を適用しないこととすること

ができる。 

(1) 家庭的保育事業者等が保育内容支援連携協力者を適切に確保すること。 

(2) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 

ア 家庭的保育事業者等と保育内容支援連携協力者との間でそれぞれの役

割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないように

するための措置が講じられていること。 

３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、第２９条に規定する小規模保育

事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（第５

項において「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。）であって、第１項第

１号に掲げる事項に係る連携協力を行うものをいう。 

第８条の見出しを「（家庭的保育事業者等と非常災害）」に改め、同条第１

項中「、非常災害に備え」を削り、「消火器等」を「軽便消火器等」に、「そ

の他の災害対策」を「その他非常災害」に、「災害対策に関する具体的な計画」

を「非常災害に対する具体的計画」に、「作成し」を「立て」に、「注意を払

い、及び」を「注意と」に、「行う」を「する」に改める。 

第１３条中「家庭的保育事業所等と」を「家庭的保育事業所等は、」に、
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「とを併せて」を「を併せて」に、「社会福祉施設等」を「他の社会福祉施設

等」に改める。 

第１６条第１項中「食器、飲用水等」を「食器等又は飲用に供する水」に改

め、同条第３項中「、衛生材料、医療機器等」を「その他の医療品」に改める。 

第１８条第１項第２号中「栄養士」の次に「又は管理栄養士」を加える。 

第２１条の見出しを「（家庭的保育事業所等に備える帳簿）」に改め、同条

中「家庭的保育事業所等は」を「家庭的保育事業所等には」に、「台帳等」を

「帳簿」に改める。 

第２２条第２項中「職務上」を「業務上」に改める。 

第３０条第７号ク中「床敷物」を「敷物」に改める。 

附則第４項中「１０年」を「１５年」に改める。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第９号  説  明 

 

池田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する 

基準を定める条例の一部改正について      

 

１ 文言の整備を行うものであること。 

（第４条、第８条、第１３条、第１６条、第２１条、 

第２２条及び第３０条関係） 

 

２ 家庭的保育事業者等における連携施設（連携協力を行う保育所、幼稚園又

は認定こども園をいう。以下同じ。）の確保に係る基準について、次のとお

り緩和するものであること。 

(1) 保育内容支援（集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な

提供に必要な家庭的保育事業者等に対する相談、助言その他の保育の内容

に関する支援をいう。）の実施のための連携施設の確保に係る基準につい

て、その確保が著しく困難と認める場合には、その実施のための連携協力

者を所要の要件の下適切に確保することで、当該基準を適用しないことが

できるとするものであること。 

(2) 代替保育（職員の病気、休暇等により保育を提供することができない場

合に、その家庭的保育事業者等に代わって提供する保育をいう。）の実施

のための連携施設の確保に係る基準について、従来のその実施に係る連携

協力者を確保している場合のほか、市長が必要な措置を講じてもなお当該

連携協力者の確保が著しく困難である場合には、当該基準を適用しないこ

とができるとするものであること。 

（第７条関係） 

３ 家庭的保育事業者等の利用乳幼児に対する食事の提供について、搬入施設
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において調理し家庭的保育事業所等に搬入する方法により行うことができる

場合の要件として、栄養士による必要な配慮が行われることとしていたとこ

ろ、栄養士法（昭和２２年法律第２４５号）の一部改正により管理栄養士国

家試験の受験資格である栄養士免許の取得が管理栄養士養成施設卒業者にあ

っては不要となったことから、管理栄養士による必要な配慮が行われる場合

においても当該要件を満たすものとするものであること。 

（第１８条関係） 

４ 家庭的保育事業者等による連携施設の確保に係る基準にかかわらず、その

確保が著しく困難で、支援を行うことができると市長が認める場合には、連

携施設の確保をしないことができるとする経過措置について、その適用期間

を池田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年池田市条例第２２号）の施行の日から１０年が経過する日（令和７年

３月３１日）までとしていたところ、これを１５年が経過する日（令和１２

年３月３１日）までとするものであること。 

（附則第４項関係） 

５ この条例は、令和７年４月１日から施行するものであること。 

（改正条例附則関係） 
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議案第９号  参  考 

池田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

第１条～第３条 （略） 

 （勧告等） 

第４条 （略） 

２ 市長は、この条例で定める基準を常に向上させるように努めるものとす

る。 

第５条・第６条 （略） 

 （連携施設の確保） 

第７条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う者（以下「居宅訪問

型保育事業者」という。）を除く。以下この条において同じ。）は、利用乳

幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び家庭的保育事業者等による

保育の提供の終了後も満３歳以上の児童に対して必要な教育（教育基本法

（平成１８年法律第１２０号）第６条第１項に規定する法律に定める学校に

おいて行われる教育をいう。以下この条において同じ。）又は保育が継続的

に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う保育所、幼稚園又

は認定こども園（以下「連携施設」という。）を適切に確保しなければなら

ない。ただし、連携施設の確保が著しく困難であると市長が認める地域にお

いて家庭的保育事業等（居宅訪問型保育事業を除く。）を行う家庭的保育事

第１条～第３条 （略） 

 （勧告等） 

第４条 （略） 

２ 市は、この条例で定める基準を常に向上させるように努めるものとする。 

 

第５条・第６条 （略） 

 （連携施設の確保） 

第７条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う者（以下「居宅訪問

型保育事業者」という。）を除く。以下この条において同じ。）は、利用乳

幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び家庭的保育事業者等による

保育の提供の終了後も満３歳以上の児童に対して必要な教育（教育基本法

（平成１８年法律第１２０号）第６条第１項に規定する法律に定める学校に

おいて行われる教育をいう。以下この条において同じ。）又は保育が継続的

に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う保育所、幼稚園又

は認定こども園（以下「連携施設」という。）を適切に確保しなければなら

ない。ただし、連携施設の確保が著しく困難であると市長が認める地域にお

いて家庭的保育事業等（居宅訪問型保育事業を除く。）を行う家庭的保育事

-
 
1
2
4
 
-



        改        正        前         改        正        後 

業者等については、この限りでない。 

 (1) 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な提

供に必要な家庭的保育事業者等に対する相談、助言その他の保育の内容に

関する支援を行うこと。 

(2) （略） 

(3) 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児（事

業所内保育事業の利用乳幼児にあっては、第４４条に規定するその他の乳

児又は幼児に限る。以下この号及び第４項第１号において同じ。）を、当

該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づ

き、引き続き当該連携施設において受け入れて教育又は保育を提供するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

業者等については、この限りでない。 

 (1) 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な提

供に必要な家庭的保育事業者等に対する相談、助言その他の保育の内容に

関する支援（次項において「保育内容支援」という。）を実施すること。 

(2) （略） 

(3) 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児（事

業所内保育事業の利用乳幼児にあっては、第４４条に規定するその他の乳

児又は幼児に限る。以下この号及び第６項第１号において同じ。）を、当

該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づ

き、引き続き当該連携施設において受け入れて教育又は保育を提供するこ

と。 

２ 市長は、家庭的保育事業者等による保育内容支援の実施に係る連携施設の

確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全

てを満たすと認めるときは、前項第１号の規定を適用しないこととすること

ができる。 

(1) 家庭的保育事業者等が保育内容支援連携協力者を適切に確保すること。 

(2) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 

ア 家庭的保育事業者等と保育内容支援連携協力者との間でそれぞれの役

割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

-
 
1
2
5
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

２ 市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確保

が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを

満たすと認めるときは、前項第２号の規定を適用しないこととすることがで

きる。 

 (1) 家庭的保育事業者等と次項の連携協力を行う者との間でそれぞれの役割

の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

(2) 次項の連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにす

るための措置が講じられていること。 

 

 

 

 

 

イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないように

するための措置が講じられていること。 

３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、第２９条に規定する小規模保育

事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（第５

項において「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。）であって、第１項第

１号に掲げる事項に係る連携協力を行うものをいう。 

４ 市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確保

が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件のいずれ

かを満たすときは、第１項第２号の規定を適用しないこととすることができ

る。 

 (1) 家庭的保育事業者等が代替保育連携協力者を適切に確保した場合には、

次のア及びイに掲げる要件を満たすと市長が認めること。 

  ア 家庭的保育事業者等と代替保育連携協力者との間でそれぞれの役割の

分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにする

ための措置が講じられていること。 

(2) 市長が家庭的保育事業者等による代替保育連携協力者の確保の促進のた

めに必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が著しく困

難であること。 

-
 
1
2
6
 
-



        改        正        前         改        正        後 

３ 前項の場合において、家庭的保育事業者等は、次の各号に掲げる場合の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を第１項第２号に掲げる事項に係る

連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。 

 (1) 当該家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所又は事業所（次

号において「事業実施場所」という。）以外の場所又は事業所において代

替保育が提供される場合 第２９条に規定する小規模保育事業Ａ型若しく

は小規模保育事業Ｂ型を行う者又は第４４条に規定する事業所内保育事業

を行う者（次号においてこれらを「小規模保育事業Ａ型事業者等」とい

う。） 

 (2) （略） 

４・５ （略） 

 （非常災害対策） 

第８条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業者を除く。）は、非常災害

に備え、消火器等の消火用具、非常口その他の災害対策に必要な設備を設け

るとともに、災害対策に関する具体的な計画を作成し、これに対する不断の

注意を払い、及び訓練を行うように努めなければならない。 

２ （略） 

第９条～第１２条 （略） 

 （他の社会福祉施設等を併せて設置する場合の設備及び職員の基準） 

５ 前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる事項に係る連

携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当

該各号に定めるものをいう。 

 (1) 家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所又は事業所（次号に

おいて「事業実施場所」という。）以外の場所又は事業所において代替保

育が提供される場合 小規模保育事業Ａ型事業者等 

 

 

 

 (2) （略） 

６・７ （略） 

 （家庭的保育事業者等と非常災害） 

第８条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業者を除く。）は、軽便消火

器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非

常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするよ

うに努めなければならない。 

２ （略） 

第９条～第１２条 （略） 

 （他の社会福祉施設等を併せて設置する場合の設備及び職員の基準） 

-
 
1
2
7
 
-



        改        正        前         改        正        後 

第１３条 家庭的保育事業所等と他の社会福祉施設（社会福祉法（昭和２６年

法律第４５号）第６２条第１項に規定する社会福祉施設をいう。以下同

じ。）等とを併せて設置する場合は、その行う保育に支障がない場合に限

り、必要に応じ当該家庭的保育事業所等の設備及び職員の一部を併せて設置

する社会福祉施設等の設備及び職員に兼ねることができる。 

第１４条・第１５条 （略） 

 （衛生管理等） 

第１６条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業者を除く。）は、利用乳

幼児の使用する設備、食器、飲用水等について、衛生的な管理に努め、又は

衛生上必要な措置を講じなければならない。 

２ （略） 

３ 家庭的保育事業所等（居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。）には、必

要な医薬品、衛生材料、医療機器等を備えるとともに、それらの管理を適正

に行わなければならない。 

４・５ （略） 

第１７条 （略） 

（食事の提供の特例） 

第１８条 次に掲げる要件を満たす家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業

者を除く。この条において同じ。）は、前条第１項の規定にかかわらず、当

第１３条 家庭的保育事業所等は、他の社会福祉施設（社会福祉法（昭和２６

年法律第４５号）第６２条第１項に規定する社会福祉施設をいう。以下同

じ。）等を併せて設置する場合は、その行う保育に支障がない場合に限り、

必要に応じ当該家庭的保育事業所等の設備及び職員の一部を併せて設置する

他の社会福祉施設等の設備及び職員に兼ねることができる。 

第１４条・第１５条 （略） 

 （衛生管理等） 

第１６条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業者を除く。）は、利用乳

幼児の使用する設備、食器等又は飲用に供する水について、衛生的な管理に

努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 

２ （略） 

３ 家庭的保育事業所等（居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。）には、必

要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わな

ければならない。 

４・５ （略） 

第１７条 （略） 

（食事の提供の特例） 

第１８条 次に掲げる要件を満たす家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業

者を除く。この条において同じ。）は、前条第１項の規定にかかわらず、当

-
 
1
2
8
 
-



        改        正        前         改        正        後 

該家庭的保育事業者等の利用乳幼児に対する食事の提供について、次項に規

定する施設（以下「搬入施設」という。）において調理し家庭的保育事業所

等（居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。この項において同じ。）に搬入

する方法により行うことができる。この場合において、当該家庭的保育事業

者等は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該家庭

的保育事業所等において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理

機能を有する設備を備えなければならない。 

(1) （略） 

(2) 当該家庭的保育事業所等又は他の施設、保健所、市等の栄養士により、

献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士

による必要な配慮が行われること。 

(3)～(5) （略） 

２ （略） 

第１９条・第２０条 （略） 

 （台帳等の整備） 

第２１条 家庭的保育事業所等は、職員、財産、収支及び利用乳幼児の処遇の

状況を明らかにする台帳等を整備しておかなければならない。 

 （秘密保持等） 

第２２条 （略） 

該家庭的保育事業者等の利用乳幼児に対する食事の提供について、次項に規

定する施設（以下「搬入施設」という。）において調理し家庭的保育事業所

等（居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。この項において同じ。）に搬入

する方法により行うことができる。この場合において、当該家庭的保育事業

者等は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該家庭

的保育事業所等において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理

機能を有する設備を備えなければならない。 

(1) （略） 

(2) 当該家庭的保育事業所等又は他の施設、保健所、市等の栄養士又は管理

栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制に

ある等、栄養士又は管理栄養士による必要な配慮が行われること。 

(3)～(5) （略） 

２ （略） 

第１９条・第２０条 （略） 

（家庭的保育事業所等に備える帳簿） 

第２１条 家庭的保育事業所等には、職員、財産、収支及び利用乳幼児の処遇

の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。 

 （秘密保持等） 

第２２条 （略） 

-
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        改        正        前         改        正        後 

２ 家庭的保育事業者等は、職員であった者が、正当な理由がなく、その職務

上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な

措置を講じなければならない。 

第２３条～第２９条 （略） 

 （設備の基準） 

第３０条 小規模保育事業Ａ型を行う事業所（以下「小規模保育事業所Ａ型」

という。）の設備の基準は、次のとおりとする。 

 (1)～(6) （略） 

 (7) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室（以下「保育室等」という。）を

２階に設ける建物は、次のア、イ及びカの要件に、保育室等を３階以上に

設ける建物は、次に掲げる要件に該当するものであること。 

  ア～キ （略） 

  ク 小規模保育事業所Ａ型のカーテン、床敷物、建具等で可燃性のものに

ついて防炎処理（消防法（昭和２３年法律第１８６号）第８条の３第１

項の防炎性能を与えるための処理をいう。）が施されていること。 

第３１条～第５１条 （略） 

附 則 

１～３ （略） 

（連携施設に関する経過措置） 

２ 家庭的保育事業者等は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務

上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な

措置を講じなければならない。 

第２３条～第２９条 （略） 

 （設備の基準） 

第３０条 小規模保育事業Ａ型を行う事業所（以下「小規模保育事業所Ａ型」

という。）の設備の基準は、次のとおりとする。 

 (1)～(6) （略） 

 (7) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室（以下「保育室等」という。）を

２階に設ける建物は、次のア、イ及びカの要件に、保育室等を３階以上に

設ける建物は、次に掲げる要件に該当するものであること。 

  ア～キ （略） 

  ク 小規模保育事業所Ａ型のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものにつ

いて防炎処理（消防法（昭和２３年法律第１８６号）第８条の３第１項

の防炎性能を与えるための処理をいう。）が施されていること。 

第３１条～第５１条 （略） 

附 則 

１～３ （略） 

（連携施設に関する経過措置） 

-
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        改        正        前         改        正        後 

４ 家庭的保育事業者等（特例保育所型事業所内保育事業者を除く。）は、連

携施設の確保が著しく困難であって、子ども・子育て支援法第５９条第４号

に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことができると

市長が認める場合は、第７条第１項本文の規定にかかわらず、施行日から起

算して１０年を経過する日までの間、連携施設の確保をしないことができ

る。 

５～１０ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 家庭的保育事業者等（特例保育所型事業所内保育事業者を除く。）は、連

携施設の確保が著しく困難であって、子ども・子育て支援法第５９条第４号

に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことができると

市長が認める場合は、第７条第１項本文の規定にかかわらず、施行日から起

算して１５年を経過する日までの間、連携施設の確保をしないことができ

る。 

５～１０ （略） 
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議案第１０号 

 

 

池田市国民健康保険条例の一部改正について 

 

 

池田市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

 

令和７年２月２６日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

 

 

理  由 

国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、低所得者に対する保険料の軽減

措置における所得判定基準を引き上げるため、本条例の一部を改正するもの

である。 

 

 

 

- 132 -



池田市条例第  号 

 

   池田市国民健康保険条例の一部を改正する条例（案） 

 

 池田市国民健康保険条例（昭和３５年池田市条例第２５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第１７条の２第１項第２号中「２９５，０００円」を「３０５，０００円」

に改め、同項第３号中「５４５，０００円」を「５６０，０００円」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第１７条の２の規定は、令和７年度以後の年度分

の保険料について適用し、令和６年度以前の年度分の保険料については、な

お従前の例による。 
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議案第１０号  説  明 

 

池田市国民健康保険条例の一部改正について 

 

１ 低所得者に対する保険料の軽減措置における所得判定基準について、被保

険者及び特定同一世帯所属者の数に乗ずる金額を、５割軽減の世帯にあって

は２９５，０００円から３０５，０００円に、２割軽減の世帯にあっては５

４５，０００円から５６０，０００円に引き上げるものであること。 

（第１７条の２関係） 

２ この条例は、令和７年４月１日から施行するものであること。また、所要

の経過措置を設けるものであること。 

（改正条例附則関係） 
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議案第１０号  参  考 

池田市国民健康保険条例の一部を改正する条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

第１条～第１７条 （略） 

（低所得者の保険料の減額） 

第１７条の２ 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額

のうち基礎賦課額は、第１１条の基礎賦課額から、それぞれ、当該各号に定

める額を減額して得た額（当該減額して得た額が第１３条の５の規定により

基礎賦課額の限度として定める額を超える場合には、当該基礎賦課額の限度

として定める額）とする。 

(1) （略） 

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して

計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１号

に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあって

は、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万

円を乗じて得た金額を加えた金額）に２９５，０００円に当該年度の保険

料の賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発

生した日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同

一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯

に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する者以外のもの アに掲

第１条～第１７条 （略） 

（低所得者の保険料の減額） 

第１７条の２ 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額

のうち基礎賦課額は、第１１条の基礎賦課額から、それぞれ、当該各号に定

める額を減額して得た額（当該減額して得た額が第１３条の５の規定により

基礎賦課額の限度として定める額を超える場合には、当該基礎賦課額の限度

として定める額）とする。 

(1) （略） 

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して

計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１号

に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあって

は、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万

円を乗じて得た金額を加えた金額）に３０５，０００円に当該年度の保険

料の賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発

生した日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同

一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯

に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する者以外のもの アに掲

-
 
1
3
5
 
-



        改        正        前         改        正        後 

げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保

険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる

額とを合算した額 

ア・イ （略） 

(3) 第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分し

て計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１

号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっ

ては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０

万円を乗じて得た金額を加えた金額）に５４５，０００円に当該年度の保

険料の賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその

発生した日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定

同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世

帯に係る保険料の納付義務者であって前２号に該当する者以外のもの ア

に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の

被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲

げる額とを合算した額 

ア・イ （略） 

２～５ （略） 

第１７条の３～第３１条 （略） 

げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保

険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる

額とを合算した額 

ア・イ （略） 

(3) 第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分し

て計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１

号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっ

ては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０

万円を乗じて得た金額を加えた金額）に５６０，０００円に当該年度の保

険料の賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその

発生した日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定

同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世

帯に係る保険料の納付義務者であって前２号に該当する者以外のもの ア

に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の

被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲

げる額とを合算した額 

ア・イ （略） 

２～５ （略） 

第１７条の３～第３１条 （略） 
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議案第１１号 

 

 

五月山霊園使用条例の一部改正について 

 

 

五月山霊園使用条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

 

令和７年２月２６日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

 

 

理  由 

五月山霊園において、多数の焼骨を合同して埋蔵するための施設として合

葬式墓地を新たに設置するため、本条例の一部を改正するものである。 
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池田市条例第  号 

 

五月山霊園使用条例の一部を改正する条例（案） 

 

五月山霊園使用条例（昭和４３年池田市条例第１８号）の一部を次のように

改正する。 

題名の次に次の目次及び章名を付する。 

目次 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 霊園の管理及び使用 

第１節 指定管理者による管理（第４条―第７条） 

第２節 区画墓地の使用（第８条―第２１条） 

第３節 合葬式墓地の使用（第２２条―第２９条） 

第３章 雑則（第３０条・第３１条） 

附則 

第１章 総則 

第３条を次のように改める。 

（施設） 

第３条 霊園の施設は、次のとおりとする。 

(1) 区画墓地 焼骨（これに類するものを含む。以下同じ。）を埋蔵する墳

墓を設けるために区画された墓地をいう。 

(2) 合葬式墓地 多数の焼骨を合同して埋蔵するための墓地をいう。 

(3) 管理施設 霊園の管理上必要な施設をいう。 

２ 区画墓地は、別表第１の区分の欄に掲げる面積により区画する。ただし、

市長が霊園の管理上必要と認めるときは、この限りでない。 

３ 合葬式墓地は、合葬室（多数の焼骨を合同して埋蔵するための墳墓をい
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う。以下同じ。）、記名板（合葬室に埋蔵した者の氏名等を刻字して表示す

る板をいう。以下同じ。）及び祭壇をもって構成する。 

第３条の次に次の章名及び節名を付する。 

第２章 霊園の管理及び使用 

第１節 指定管理者による管理 

第４条を削る。 

第５条第２項第１号中「区画墓地を使用する権利（以下「使用権」とい

う。）」を「使用権」に改め、同項第２号中「管理施設」を「霊園の施設（使

用中の区画墓地を除く。）」に改め、同号を同項第３号とし、同項第１号の次

に次の１号を加える。 

(2) 合葬式墓地の使用の許可及び合葬式墓地への焼骨の埋蔵に関すること。 

第５条を第４条とし、第６条を第５条とし、第７条を第６条とする。 

第８条第１項第３号中「第５条第２項各号の」を「第４条第２項各号に掲げ

る」に改め、同条を第７条とし、同条の次に次の節名を付する。 

第２節 区画墓地の使用 

第９条の見出しを「（使用許可）」に改め、同条中「以下」の次に「この節

において」を加え、同条に次の１項を加える。 

２ 指定管理者は、前項の許可（以下この節において「使用許可」という。）

を決定したときは、その申請をした者に対し、使用許可証を交付する。 

第９条を第８条とし、同条の次に次の１条を加える。 

（使用許可の基準） 

第９条 指定管理者は、使用希望者が指定管理者が指定する日において次に掲

げる要件のいずれにも該当する場合において、使用許可を与えることができ

る。 

(1) 世帯主であること。 

(2) 引き続き１年以上住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の規定に
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基づき本市の住民基本台帳に記録されていること。 

(3) 自己及びその同一世帯人（住民基本台帳法の規定に基づく住民票上同一

の世帯に属する者をいう。）が次のいずれにも該当しないこと。 

ア 他の区画墓地について使用許可の申請中である者（次条第１項の公募

に参加し当該申請をすることができる状態にある者を含む。 ）又は使

用許可（第１５条第１項の承認を含む。第１１条第３項、第１７条第１

項第２号及び第１９条を除き、以下この節において同じ。）を受けてい

る者（以下これらを「区画墓地使用者等」という。） 

イ 池田市立桃園墓地使用条例（昭和１４年池田市条例第３号）第９条の

許可の申請中である者（同条例第１１条第１項の公募に参加し当該申請

をすることができる状態にある者を含む。）又は同条例第９条の許可

（同条例第１７条第３項の規定による承認を含む。）を受けている者

（以下これらを「桃園墓地使用者等」という。） 

第１０条を削る。 

第１１条の見出し中「区画墓地の」を削り、同条第２項を次のように改め

る。 

２ 前項の場合において、１の区画墓地に係る募集に対し参加した者の数が２

以上であったときは、抽選により使用希望者を選定する。 

第１１条を第１０条とし、同条の次に次の１条を加える。 

（永代使用料及び管理料） 

第１１条 区画墓地を使用する者は、別表第１に定める永代使用料及び管理料

を納入しなければならない。 

２ 前項の規定による永代使用料の納入は、使用許可証の交付の際に行わなけ

ればならない。 

３ 第１項の規定による管理料の納入は、５年又は２０年のうちから当該区画

墓地を使用する者が選択した期間ごとに前納によらなければならない。この
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場合において、第１回目の納入は、使用許可証の交付の際に行うものとし、

第２回目以降の納入の期限は、それぞれ使用許可を受けた日（以下この項に

おいて「許可日」という。）から５年後又は２０年後ごとに到来する年にお

ける許可日に応当する日（応当する日がない場合は、当該年における許可日

の属する月に応当する月の末日。第１７条第１項第３号において「基準日」

という。）から起算して２月が経過する日までとする。 

第１２条及び第１３条を削る。 

第１４条の見出しを「（使用制限）」に改め、同条第１項中「前条第１項の

区画墓地を使用する者及び第１７条第３項の規定による使用権の承継の承認」

を「使用許可」に改め、「以下」の次に「この節において」を加え、「対し、

その」を「対し、霊園の施設の」に改め、同条第３項中「焼骨」の次に「及び

遺品」を加え、同条に次の２項を加える。 

４ 区画墓地に設置する墓石、まき石、碑石、形像その他の墓地設備（以下

「墓石等」という。）は、規則で定める基準に適合しなければならない。 

５ 区画墓地の使用権は、譲渡し、転売し、又は転貸することができない。 

第１４条を第１２条とする。 

第１５条の見出し中「区画墓地の」を削り、同条を第１３条とする。 

第１６条の見出し中「設置」の次に「、焼骨の埋蔵」を加え、同条中「使用

の許可（次条第３項の規定による使用権の承継の承認を含む。第１９条第１項

第２号及び第２１条を除き、以下同じ。）」を「使用許可」に、「、墓石、ま

き石、碑石、形像その他の墓地設備（以下「墓石等」という。）を設置しよう

とするとき又は」を「墓石等を設置し、又は設置した墓石等の」に、「行お

う」を「しよう」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 使用者は、使用許可を受けた区画墓地に親族の焼骨を埋蔵しようとすると

きは、あらかじめ、指定管理者に届け出なければならない。 

第１６条を第１４条とする。 
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第１７条第１項中「使用権は、」を「区画墓地の使用権は、規則で定める者

のうち」に、「祭祀」を「祭祀
し

」に、「者がこれを承継する場合」を「もの」

に、「移転する」を「指定管理者の承認を得てこれを承継する」に改め、同条

第２項中「を承継する者（当該承継する権利を有する者が複数あるときは、そ

の代表者）は、当該事由により使用権を承継しようとするとき」を「の承継の

承認を受けようとする者」に改め、同条第３項中「ときは」の次に「、第１項

に定める要件に該当するほか」を加え、同条に次の１項を加える。 

４ 指定管理者は、前項の規定により使用権の承継を承認したときは、当該使

用権の承継を受けた者に対し、使用許可証を交付する。 

第１７条を第１５条とする。 

第１８条の見出し中「区画墓地の」を削り、同条中「使用の許可」を「使用

許可」に改め、同条を第１６条とする。 

第１９条第１項各号列記以外の部分中「使用者が」を「指定管理者は、使用

者が」に、「指定管理者は、区画墓地の使用の許可」を「使用許可」に改め、

同項第１号及び第２号中「使用の許可」を「使用許可」に改め、同項中第３号

を削り、第４号を第３号とし、同号の次に次の１号を加える。 

(4) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。 

第１９条第１項第５号中「指示」を「規則等の規定」に改め、同項第７号中

「である」を「が法人の場合にあっては、」に改め、同条第２項中「使用者が

使用の許可」を「使用許可」に、「とき」を「者」に改め、同条第３項中「使

用の許可」を「使用許可」に、「使用者」を「者」に改め、同条を第１７条と

する。 

第２０条第１項中「使用権を」を「使用者が死亡その他の理由により欠けた

場合において、当該使用者に係る区画墓地の使用権を」に改め、同条第２項中

「使用権が」を「前項の規定により使用権が」に改め、「当該使用権」の次に

「の消滅」を加え、同条を第１８条とする。 
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第２１条ただし書中「使用の許可」を「使用許可」に、「以後３年以内に指

定管理者に届出を行うことにより」を「から起算して３年が経過する日までに

第１６条の規定により区画墓地の」に改め、同条を第１９条とする。 

第２２条第２項中「市長は」を「前項の場合において」に、「について」を

「については、市が」に改め、同条を第２０条とする。 

第２５条を第３１条とする。 

第２４条ただし書中「使用者」を「霊園を使用する者」に改め、同条第５号

中「（使用者の利便性を図るための行為であると市長が認める行為であって、

指定管理者があらかじめ市長の承認を得ているものを除く。）」を削り、同条

を第３０条とする。 

第２３条中「及び」を「又は」に改め、同条を第２１条とし、同条の次に次

の１節及び章名を加える。 

第３節 合葬式墓地の使用 

（使用資格） 

第２２条 合葬式墓地を使用することができる者は、現に所持する次に掲げる

親族の焼骨を埋蔵し、又は死後に自己の焼骨を埋蔵しようとする者（区画墓

地使用者等又は桃園墓地使用者等でない者に限る。）とする。 

(1) 配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある

者を含む。） 

(2) ４親等内の血族 

(3) 養親又は養子 

(4) 前３号に掲げるもののほか、墓地、埋葬等に関する法律第５条の規定に

よる改葬の許可を受ける関係にある者 

２ 前項に定めるもののほか、合葬式墓地のうち合葬室のみを使用した場合に

は、その使用に係る焼骨の埋蔵を行った後であっても、その埋蔵された者の

祭祀を主宰する者に限り、当該埋蔵された者の氏名等を刻字するために当該
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合葬式墓地の記名板を使用することができる。 

（使用許可） 

第２３条 合葬式墓地を使用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の許

可を受けなければならない。 

２ 前項の許可（以下この節及び別表第２において「使用許可」という。）

は、合葬式墓地に埋蔵する焼骨及び当該焼骨を埋蔵する者を指定して行うも

のとする。この場合において、当該埋蔵する焼骨の指定を変更することはで

きない。 

３ １の使用許可につき、１体の焼骨を埋蔵することができる。 

４ 指定管理者は、使用許可を決定したときは、その申請をした者に対し、使

用許可証を交付する。 

（合葬室使用料及び記名板使用料） 

第２４条 合葬式墓地を使用する者は、使用許可証の交付の際、別表第２に定

める合葬室使用料を納入しなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、合葬式墓地の記名板を使用する者は、使用許可

証の交付の際、別表第２に定める記名板使用料を納入しなければならない。 

（使用制限） 

第２５条 合葬式墓地には、使用許可に係る焼骨その他市長が必要と認めるも

の以外のものを埋蔵することができない。 

２ 合葬式墓地に埋蔵した焼骨その他合葬式墓地の埋蔵物は、いかなる理由が

あっても返還しない。 

３ 合葬式墓地の使用権は、譲渡し、転売し、若しくは転貸し、又は承継する

ことができない。 

（焼骨の埋蔵） 

第２６条 使用許可を受けた者（以下この節及び別表第２において「使用者」

という。）（死後に自己の焼骨を埋蔵することを目的としてされた使用許可
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の場合は、第２３条第２項の規定により指定された者（以下「指定埋蔵実施

者」という。））は、当該使用許可に係る焼骨を埋蔵するときは、あらかじ

め、その旨を指定管理者に届け出なければならない。 

２ 死後に自己の焼骨を埋蔵することを目的として使用許可を受けた者は、そ

の死後において、指定埋蔵実施者により自己の焼骨が埋蔵されるようあらか

じめ必要な措置を講じておかなければならない。 

（使用の取りやめ） 

第２７条 使用者は、合葬式墓地に焼骨を埋蔵する前において、使用許可を受

けた合葬式墓地の使用が不要になったときは、その旨を指定管理者に届け出

なければならない。 

（使用許可の取消し） 

第２８条 指定管理者は、使用者（死後に自己の焼骨を埋蔵することを目的と

してされた使用許可の場合は、指定埋蔵実施者を含む。）が合葬式墓地に焼

骨を埋蔵する前において次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を

取り消すことができる。 

(1) 使用許可に係る焼骨以外のものを合葬式墓地に埋蔵しようとしたとき。 

(2) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。 

(3) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則等の規定に違反したと

き。 

（合葬室使用料及び記名板使用料の不還付） 

第２９条 既納の合葬室使用料及び記名板使用料は、還付しない。 

第３章 雑則 

別表中「第４条、第１２条関係」を「第３条、第１１条関係」に改め、同表

を別表第１とし、同表の次に次の１表を加える。 

別表第２（第２４条関係） 

 区分 合葬室使用料 記名板使用料 
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備考 上表において「市民」とは、使用許可の申請をした日において住民基

本台帳法の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている使用者をい

う。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（池田市立桃園墓地使用条例の一部改正） 

２ 池田市立桃園墓地使用条例（昭和１４年池田市条例第３号）の一部を次の

ように改正する。 

第１０条各号列記以外の部分中「において」の次に「、世帯主であり、か

つ、」を加え、「本市に住民登録をしているもの（」を削り、「基づき」の

次に「本市の住民基本台帳に」を加え、「をいう。）」を削り、同条第１号

中「住民基本台帳法上」を「住民基本台帳法」に改め、「この条例に基づ

く」を削り、「現に」を「許可の」に改め、「申請中」の次に「（次条第１

項の公募に参加し当該申請をすることができる状態を含む。）」を加え、

「使用の」を削り、「次条第２項」を「第１７条第３項」に、「決定」を

「承認」に改め、同条第２号中「に基づく」を「の規定に基づく」に改め、

「現に使用の」を削り、「申請中」の次に「（同条例第１０条第１項の公募

に参加し当該申請をすることができる状態を含む。）」を加え、「又は使用

の」を「又は」に、「第１１条第２項の規定による決定」を「第１５条第１

項の承認」に改める。 

市民 （円） 

５５，０００ 

（円） 

５５，０００ 

市民以外 ８２，５００ ８２，５００ 
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議案第１１号  説  明 

 

五月山霊園使用条例の一部改正について 

 

１ 五月山霊園の施設として合葬式墓地を定めるほか、所要の規定の整備を行

うものであること。 

（第３条関係） 

２ 指定管理者の業務について、合葬式墓地に関する業務を定めるほか、所要

の規定の整備を行うものであること。 

（第４条関係） 

３ 区画墓地に係る規定について、合葬式墓地の設置に伴う整備その他所要の

整備を行うものであること。 

（第８条から第２１条まで及び別表第１関係） 

４ 合葬式墓地の使用資格について定めるものであること。 

（第２２条関係） 

５ 合葬式墓地の使用許可について定めるものであること。 

（第２３条関係） 

６ 合葬式墓地の使用料の納入について定めるものであること。 

（第２４条関係） 

７ 合葬式墓地の使用における制限について定めるものであること。 

（第２５条関係） 

８ 合葬式墓地における焼骨の埋蔵に係る手続等について定めるものであるこ

と。 

（第２６条関係） 

９ 合葬式墓地の使用の取りやめについて定めるものであること。 

（第２７条関係） 
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１０ 合葬式墓地の使用許可の取消しについて定めるものであること。 

（第２８条関係） 

１１ 合葬式墓地の使用料の不還付について定めるものであること。 

（第２９条関係） 

１２ 五月山霊園における禁止行為に係る規定について、合葬式墓地の設置に

伴う整備その他所要の整備を行うものであること。 

（第３０条関係） 

１３ 合葬式墓地の使用料の額を定めるものであること。 

（別表第２関係） 

１４ この条例は、令和７年４月１日から施行するものであること。また、関

係条例の規定を整理するものであること。 

（改正条例附則関係） 
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議案第１１号  参  考 

五月山霊園使用条例の一部を改正する条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

１ 五月山霊園使用条例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１条・第２条 （略） 

（施設） 

第３条 霊園の施設は、区画墓地（１の墳墓ごとに区画された焼骨を埋蔵する

施設をいう。第１０条第２号を除き、以下同じ。）及び霊園の管理上必要な

施設（以下「管理施設」という。）とする。 

 

 

１ 五月山霊園使用条例 

目次 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 霊園の管理及び使用 

第１節 指定管理者による管理（第４条―第７条） 

第２節 区画墓地の使用（第８条―第２１条） 

第３節 合葬式墓地の使用（第２２条―第２９条） 

第３章 雑則（第３０条・第３１条） 

附則 

第１章 総則 

第１条・第２条 （略） 

（施設） 

第３条 霊園の施設は、次のとおりとする。 

(1) 区画墓地 焼骨（これに類するものを含む。以下同じ。）を埋蔵する墳

墓を設けるために区画された墓地をいう。 

(2) 合葬式墓地 多数の焼骨を合同して埋蔵するための墓地をいう。 

(3) 管理施設 霊園の管理上必要な施設をいう。 

-
 
1
4
9
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

（区画墓地の面積及び制限） 

第４条 使用することができる区画墓地の面積は、別表区分の欄に掲げる面積

とし、その使用は、使用する者１人につき１区画とする。ただし、市長が区

画墓地の施設の管理上必要と認めたときは、この限りでない。 

 

 

（指定管理者による管理） 

第５条 （略） 

２ 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。 

(1) 区画墓地の使用の許可及び区画墓地を使用する権利（以下「使用権」と

いう。）の承継に関すること。 

 

(2) 管理施設の維持管理に関すること。 

第６条・第７条 （略） 

２ 区画墓地は、別表第１の区分の欄に掲げる面積により区画する。ただし、

市長が霊園の管理上必要と認めるときは、この限りでない。 

３ 合葬式墓地は、合葬室（多数の焼骨を合同して埋蔵するための墳墓をい

う。以下同じ。）、記名板（合葬室に埋蔵した者の氏名等を刻字して表示す

る板をいう。以下同じ。）及び祭壇をもって構成する。 

 

 

 

 

第２章 霊園の管理及び使用 

第１節 指定管理者による管理 

（指定管理者による管理） 

第４条 （略） 

２ 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。 

(1) 区画墓地の使用の許可及び使用権の承継に関すること。 

 

(2) 合葬式墓地の使用の許可及び合葬式墓地への焼骨の埋蔵に関すること。 

(3) 霊園の施設（使用中の区画墓地を除く。）の維持管理に関すること。 

第５条・第６条 （略） 
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        改        正        前         改        正        後 

（指定の取消し等） 

第８条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、その指定を取り消し、又は期間を定めて当該管理に係る業務の全部若し

くは一部の停止を命ずることができる。 

(1)・(2) （略） 

(3) 第５条第２項各号の業務を適正に行うことができなくなったとき。 

 

(4) （略） 

２ （略） 

 

（区画墓地の使用の許可） 

第９条 区画墓地を使用しようとする者（以下「使用希望者」という。）は、

あらかじめ、指定管理者の許可を受けなければならない。 

 

 

 

 

 

 

（指定の取消し等） 

第７条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、その指定を取り消し、又は期間を定めて当該管理に係る業務の全部若し

くは一部の停止を命ずることができる。 

(1)・(2) （略） 

(3) 第４条第２項各号に掲げる業務を適正に行うことができなくなったと

き。 

(4) （略） 

２ （略） 

第２節 区画墓地の使用 

（使用許可） 

第８条 区画墓地を使用しようとする者（以下この節において「使用希望者」

という。）は、あらかじめ、指定管理者の許可を受けなければならない。 

２ 指定管理者は、前項の許可（以下この節において「使用許可」という。）

を決定したときは、その申請をした者に対し、使用許可証を交付する。 

（使用許可の基準） 

第９条 指定管理者は、使用希望者が指定管理者が指定する日において次に掲

げる要件のいずれにも該当する場合において、使用許可を与えることができ

る。 
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        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（区画墓地の使用資格） 

第１０条 次条の規定により区画墓地を使用することができる者（第１７条第

３項の規定による使用権の承継の承認を受け、区画墓地を使用することがで

きる者を除く。）は、使用希望者のうち、区画墓地の使用の許可に係る申請

(1) 世帯主であること。 

(2) 引き続き１年以上住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の規定に

基づき本市の住民基本台帳に記録されていること。 

(3) 自己及びその同一世帯人（住民基本台帳法の規定に基づく住民票上同一

の世帯に属する者をいう。）が次のいずれにも該当しないこと。 

ア 他の区画墓地について使用許可の申請中である者（次条第１項の公募

に参加し当該申請をすることができる状態にある者を含む。 ）又は使

用許可（第１５条第１項の承認を含む。第１１条第３項、第１７条第１

項第２号及び第１９条を除き、以下この節において同じ。）を受けてい

る者（以下これらを「区画墓地使用者等」という。） 

イ 池田市立桃園墓地使用条例（昭和１４年池田市条例第３号）第９条の

許可の申請中である者（同条例第１１条第１項の公募に参加し当該申請

をすることができる状態にある者を含む。）又は同条例第９条の許可

（同条例第１７条第３項の規定による承認を含む。）を受けている者

（以下これらを「桃園墓地使用者等」という。） 
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        改        正        前         改        正        後 

（以下「申請」という。）をしようとする日において引き続き１年以上本市

に住民登録をしているもの（住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の

規定に基づき記録されている者をいう。）であって、次の各号のいずれにも

該当するものとする。 

(1) 申請をしようとする日において、使用希望者及び当該使用希望者と住民

基本台帳法上の規定に基づく住民票上同一の世帯に属する者（以下「使用

希望者等」という。）が、この条例に基づく区画墓地の使用に関し、現に

申請中でなく、又は使用の許可（次条第２項の規定による決定を含む。）

を受けていないこと。 

(2) 申請をしようとする日において、使用希望者等が、池田市立桃園墓地使

用条例（昭和１４年池田市条例第３号）に基づく池田市立桃園墓地の区画

墓地の使用に関し、現に使用の許可の申請中でなく、又は使用の許可（同

条例第１１条第２項の規定による決定を含む。）を受けていないこと。 

（区画墓地の使用希望者の募集） 

第１１条 （略） 

２ 指定管理者は、前項の規定による募集を行った場合において、１の区画墓

地に対し、申請をした使用希望者の数が２以上であったときは、抽選により

当該区画墓地を使用させる者を決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（使用希望者の募集） 

第１０条 （略） 

２ 前項の場合において、１の区画墓地に係る募集に対し参加した者の数が２

以上であったときは、抽選により使用希望者を選定する。 

 

（永代使用料及び管理料） 
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        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（永代使用料及び管理料） 

第１２条 区画墓地の使用に係る永代使用料及び管理料は、別表に定めるとお

りとする。 

２ 前項の永代使用料は、前条第２項の規定による決定を受けた日以後速やか

にこれを一括して納入しなければならない。 

３ 第１項の管理料のうち第１回目の納入については、前条第２項の規定によ

る決定を受けた日以後速やかに、第２回目以降の納入については、基準日

第１１条 区画墓地を使用する者は、別表第１に定める永代使用料及び管理料

を納入しなければならない。 

２ 前項の規定による永代使用料の納入は、使用許可証の交付の際に行わなけ

ればならない。 

３ 第１項の規定による管理料の納入は、５年又は２０年のうちから当該区画

墓地を使用する者が選択した期間ごとに前納によらなければならない。この

場合において、第１回目の納入は、使用許可証の交付の際に行うものとし、

第２回目以降の納入の期限は、それぞれ使用許可を受けた日（以下この項に

おいて「許可日」という。）から５年後又は２０年後ごとに到来する年にお

ける許可日に応当する日（応当する日がない場合は、当該年における許可日

の属する月に応当する月の末日。第１７条第１項第３号において「基準日」

という。）から起算して２月が経過する日までとする。 
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        改        正        前         改        正        後 

（区画墓地の使用の許可を受けた日から５年前納の場合は５年後ごと、２０

年前納の場合は２０年後ごとに到来する応当日をいう。以下同じ。）から起

算して５年前納の場合については５年間の分、２０年前納の場合については

２０年間の分を、各基準日から起算して２月後までに一括して納入しなけれ

ばならない。 

４ 前項の規定は、現に区画墓地を使用している者から当該区画墓地の使用権

の承継があった場合における管理料の納入について準用する。この場合にお

いて、当該承継があった日前に、当該承継前に区画墓地を使用していた者が

承継のあった日が属する期間における管理料を既に納入しているときは、前

項の規定中「のうち第１回目の納入については、前条第２項の規定による決

定を受けた日以後速やかに、第２回目以降の納入については、基準日（」と

あるのは「は、当該承継があった日以後に到来する直近の基準日（」と、

「から起算して５年前納の場合については５年間の分、２０年前納の場合に

ついては２０年間」とあるのは「以降各基準日から起算して５年前納の場合

については５年間の分、２０年前納の場合については２０年間」と読み替え

るものとする。 

（使用許可証の交付等） 

第１３条 指定管理者は、前条の規定により永代使用料及び第１回目の管理料

を納入した区画墓地を使用する者に対して、使用許可証を交付する。 
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        改        正        前         改        正        後 

２ 区画墓地を承継により使用するとき又は前項の使用許可証を紛失し、若し

くは汚損したときは、指定管理者から使用許可証の再交付を受けなければな

らない。 

（区画墓地の使用制限等） 

第１４条 指定管理者は、前条第１項の区画墓地を使用する者及び第１７条第

３項の規定による使用権の承継の承認を受けた者（以下「使用者」とい

う。）に対し、その維持管理上必要があると認めたときは、その使用に関し

制限し、又は条件を付し、若しくは必要な措置を命ずることができる。 

２ （略） 

３ 区画墓地には、使用者の親族の焼骨以外のものを埋蔵することはできな

い。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。 

 

 

 

 

（区画墓地の管理） 

第１５条 （略） 

（墓石等の設置等の届出） 

第１６条 使用者は、使用の許可（次条第３項の規定による使用権の承継の承

 

 

 

（使用制限） 

第１２条 指定管理者は、使用許可を受けた者（以下この節において「使用

者」という。）に対し、霊園の施設の維持管理上必要があると認めたとき

は、その使用に関し制限し、又は条件を付し、若しくは必要な措置を命ずる

ことができる。 

２ （略） 

３ 区画墓地には、使用者の親族の焼骨及び遺品以外のものを埋蔵することは

できない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでな

い。 

４ 区画墓地に設置する墓石、まき石、碑石、形像その他の墓地設備（以下

「墓石等」という。）は、規則で定める基準に適合しなければならない。 

５ 区画墓地の使用権は、譲渡し、転売し、又は転貸することができない。 

（管理） 

第１３条 （略） 

（墓石等の設置、焼骨の埋蔵等の届出） 

第１４条 使用者は、使用許可を受けた区画墓地に墓石等を設置し、又は設置
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認を含む。第１９条第１項第２号及び第２１条を除き、以下同じ。）を受け

た区画墓地に、墓石、まき石、碑石、形像その他の墓地設備（以下「墓石

等」という。）を設置しようとするとき又は改修等を行おうとするときは、

あらかじめ、指定管理者に届け出なければならない。 

 

 

（使用権の承継） 

第１７条 使用権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継す

る場合に限り、移転することができる。 

 

２ 前項の規定により使用権を承継する者（当該承継する権利を有する者が複

数あるときは、その代表者）は、当該事由により使用権を承継しようとする

ときは、遅滞なく、その旨を指定管理者に届け出なければならない。 

３ 指定管理者は、前項の規定による届出があったときは、法令又はこの条例

若しくはこの条例に基づく規則等の規定に違反しない限り、当該届出に係る

使用権の承継を承認するものとする。 

 

 

（区画墓地の返還） 

した墓石等の改修等をしようとするときは、あらかじめ、指定管理者に届け

出なければならない。 

 

 

２ 使用者は、使用許可を受けた区画墓地に親族の焼骨を埋蔵しようとすると

きは、あらかじめ、指定管理者に届け出なければならない。 

（使用権の承継） 

第１５条 区画墓地の使用権は、規則で定める者のうち慣習に従って祖先の祭

祀
し

を主宰すべきものに限り、指定管理者の承認を得てこれを承継することが

できる。 

２ 前項の規定により使用権の承継の承認を受けようとする者は、遅滞なく、

その旨を指定管理者に届け出なければならない。 

 

３ 指定管理者は、前項の規定による届出があったときは、第１項に定める要

件に該当するほか、法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則等の規

定に違反しない限り、当該届出に係る使用権の承継を承認するものとする。 

４ 指定管理者は、前項の規定により使用権の承継を承認したときは、当該使

用権の承継を受けた者に対し、使用許可証を交付する。 

（返還） 
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        改        正        前         改        正        後 

第１８条 使用者は、使用の許可を受けた区画墓地の使用が不要になったとき

は、直ちに指定管理者に届け出て、当該区画墓地を原状に回復し、返還しな

ければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、

現状のままこれを返還することができる。 

（使用許可の取消し等） 

第１９条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、区

画墓地の使用の許可を取り消すことができる。 

(1) 使用の許可を受けた目的以外に使用したとき。 

(2) 使用の許可を受けた日から使用をなさず３年を経過したとき。 

(3) 使用権を譲渡し、転売し、又は転貸したとき。 

(4) （略） 

 

(5) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく指示に違反したとき。 

 

(6) （略） 

(7) 使用者である法人が解散したとき。 

２ 前項の規定により使用者が使用の許可を取り消されたときは、直ちに当該

区画墓地を原状に回復し、市長に返還しなければならない。 

３ 第１項の規定により使用の許可を取り消された使用者が前項の規定による

第１６条 使用者は、使用許可を受けた区画墓地の使用が不要になったとき

は、直ちに指定管理者に届け出て、当該区画墓地を原状に回復し、返還しな

ければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、

現状のままこれを返還することができる。 

（使用許可の取消し等） 

第１７条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使

用許可を取り消すことができる。 

(1) 使用許可を受けた目的以外に使用したとき。 

(2) 使用許可を受けた日から使用をなさず３年を経過したとき。 

 

(3) （略） 

(4) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。 

(5) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則等の規定に違反したと

き。 

(6) （略） 

(7) 使用者が法人の場合にあっては、法人が解散したとき。 

２ 前項の規定により使用許可を取り消された者は、直ちに当該区画墓地を原

状に回復し、市長に返還しなければならない。 

３ 第１項の規定により使用許可を取り消された者が前項の規定による原状回
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原状回復の義務を履行しないときは、市長は、自らこれを執行し、その費用

を当該使用者から徴収することができる。 

（使用権の消滅） 

第２０条 使用権を承継する者がいないときは、当該使用権は、消滅する。 

 

 

２ 使用権が消滅した場合において、指定管理者は、当該使用権に係る区画墓

地を改葬し、墓石等を移転し、当該区画墓地を原状に回復することができ

る。 

（永代使用料及び管理料の不還付） 

第２１条 既納の永代使用料及び管理料は、還付しない。ただし、使用者が、

墓石等を設置することなく、使用の許可を受けた日以後３年以内に指定管理

者に届出を行うことにより使用権を返還したときは、既納の永代使用料の額

の３分の１に相当する額を還付する。 

（公益上の改葬等） 

第２２条 （略） 

２ 市長は、改葬等に要する費用及び改葬等により生じた損失について補償す

るものとする。 

（永代使用料及び管理料の減免） 

復の義務を履行しないときは、市長は、自らこれを執行し、その費用を当該

者から徴収することができる。 

（使用権の消滅） 

第１８条 使用者が死亡その他の理由により欠けた場合において、当該使用者

に係る区画墓地の使用権を承継する者がいないときは、当該使用権は、消滅

する。 

２ 前項の規定により使用権が消滅した場合において、指定管理者は、当該使

用権の消滅に係る区画墓地を改葬し、墓石等を移転し、当該区画墓地を原状

に回復することができる。 

（永代使用料及び管理料の不還付） 

第１９条 既納の永代使用料及び管理料は、還付しない。ただし、使用者が、

墓石等を設置することなく、使用許可を受けた日から起算して３年が経過す

る日までに第１６条の規定により区画墓地の使用権を返還したときは、既納

の永代使用料の額の３分の１に相当する額を還付する。 

（公益上の改葬等） 

第２０条 （略） 

２ 前項の場合において、改葬等に要する費用及び改葬等により生じた損失に

ついては、市が補償するものとする。 

（永代使用料及び管理料の減免） 

-
 
1
5
9
 
-



        改        正        前         改        正        後 

第２３条 市長は、災害その他特別の事由により必要があると認めるときは、

区画墓地の永代使用料及び管理料を減額し、又は免除することができる。 

２ 市長は、前項の規定により永代使用料及び管理料を減額し、又は免除した

後、その事由が消滅したときは、所定の永代使用料及び管理料を徴収する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２１条 市長は、災害その他特別の事由により必要があると認めるときは、

区画墓地の永代使用料又は管理料を減額し、又は免除することができる。 

２ 市長は、前項の規定により永代使用料又は管理料を減額し、又は免除した

後、その事由が消滅したときは、所定の永代使用料又は管理料を徴収する。 

第３節 合葬式墓地の使用 

（使用資格） 

第２２条 合葬式墓地を使用することができる者は、現に所持する次に掲げる

親族の焼骨を埋蔵し、又は死後に自己の焼骨を埋蔵しようとする者（区画墓

地使用者等又は桃園墓地使用者等でない者に限る。）とする。 

(1) 配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある

者を含む。） 

(2) ４親等内の血族 

(3) 養親又は養子 

(4) 前３号に掲げるもののほか、墓地、埋葬等に関する法律第５条の規定に

よる改葬の許可を受ける関係にある者 

２ 前項に定めるもののほか、合葬式墓地のうち合葬室のみを使用した場合に

は、その使用に係る焼骨の埋蔵を行った後であっても、その埋蔵された者の

祭祀を主宰する者に限り、当該埋蔵された者の氏名等を刻字するために当該

合葬式墓地の記名板を使用することができる。 
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        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（使用許可） 

第２３条 合葬式墓地を使用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の許

可を受けなければならない。 

２ 前項の許可（以下この節及び別表第２において「使用許可」という。）

は、合葬式墓地に埋蔵する焼骨及び当該焼骨を埋蔵する者を指定して行うも

のとする。この場合において、当該埋蔵する焼骨の指定を変更することはで

きない。 

３ １の使用許可につき、１体の焼骨を埋蔵することができる。 

４ 指定管理者は、使用許可を決定したときは、その申請をした者に対し、使

用許可証を交付する。 

（合葬室使用料及び記名板使用料） 

第２４条 合葬式墓地を使用する者は、使用許可証の交付の際、別表第２に定

める合葬室使用料を納入しなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、合葬式墓地の記名板を使用する者は、使用許可

証の交付の際、別表第２に定める記名板使用料を納入しなければならない。 

（使用制限） 

第２５条 合葬式墓地には、使用許可に係る焼骨その他市長が必要と認めるも

の以外のものを埋蔵することができない。 

２ 合葬式墓地に埋蔵した焼骨その他合葬式墓地の埋蔵物は、いかなる理由が
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        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あっても返還しない。 

３ 合葬式墓地の使用権は、譲渡し、転売し、若しくは転貸し、又は承継する

ことができない。 

（焼骨の埋蔵） 

第２６条 使用許可を受けた者（以下この節及び別表第２において「使用者」

という。）（死後に自己の焼骨を埋蔵することを目的としてされた使用許可

の場合は、第２３条第２項の規定により指定された者（以下「指定埋蔵実施

者」という。））は、当該使用許可に係る焼骨を埋蔵するときは、あらかじ

め、その旨を指定管理者に届け出なければならない。 

２ 死後に自己の焼骨を埋蔵することを目的として使用許可を受けた者は、そ

の死後において、指定埋蔵実施者により自己の焼骨が埋蔵されるようあらか

じめ必要な措置を講じておかなければならない。 

（使用の取りやめ） 

第２７条 使用者は、合葬式墓地に焼骨を埋蔵する前において、使用許可を受

けた合葬式墓地の使用が不要になったときは、その旨を指定管理者に届け出

なければならない。 

（使用許可の取消し） 

第２８条 指定管理者は、使用者（死後に自己の焼骨を埋蔵することを目的と

してされた使用許可の場合は、指定埋蔵実施者を含む。）が合葬式墓地に焼
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        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（禁止行為） 

第２４条 霊園内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、使

用者の利便性を図るための行為であると市長が認める行為であって、指定管

理者があらかじめ市長の承認を得ているものについては、この限りでない。 

 

(1)～(4) （略） 

(5) 物品等の販売及び勧誘その他これらに類する行為（使用者の利便性を図

るための行為であると市長が認める行為であって、指定管理者があらかじ

め市長の承認を得ているものを除く。） 

(6)～(10) （略） 

骨を埋蔵する前において次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を

取り消すことができる。 

(1) 使用許可に係る焼骨以外のものを合葬式墓地に埋蔵しようとしたとき。 

(2) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。 

(3) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則等の規定に違反したと

き。 

（合葬室使用料及び記名板使用料の不還付） 

第２９条 既納の合葬室使用料及び記名板使用料は、還付しない。 

第３章 雑則 

（禁止行為） 

第３０条 霊園内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、霊

園を使用する者の利便性を図るための行為であると市長が認める行為であっ

て、指定管理者があらかじめ市長の承認を得ているものについては、この限

りでない。 

(1)～(4) （略） 

(5) 物品等の販売及び勧誘その他これらに類する行為 

 

 

(6)～(10) （略） 
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        改        正        前         改        正        後 

第２５条 （略） 

別表（第４条、第１２条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 池田市立桃園墓地使用条例 

第１条～第９条 （略） 

（区画墓地の使用資格） 

第１０条 次条の規定により区画墓地を使用することができる者（第１７条第

３項の規定による使用権の承継の承認を受け、区画墓地を使用することがで

きる者を除く。）は、使用希望者のうち、区画墓地の使用の許可に係る申請

（以下「申請」という。）をしようとする日において引き続き１年以上本市

に住民登録をしているもの（住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の

第３１条 （略） 

別表第１（第３条、第１１条関係） 

 

別表第２（第２４条関係） 

 

 

 

 

備考 上表において「市民」とは、使用許可の申請をした日において住民基

本台帳法の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている使用者をい

う。 

２ 池田市立桃園墓地使用条例 

第１条～第９条 （略） 

（区画墓地の使用資格） 

第１０条 次条の規定により区画墓地を使用することができる者（第１７条第

３項の規定による使用権の承継の承認を受け、区画墓地を使用することがで

きる者を除く。）は、使用希望者のうち、区画墓地の使用の許可に係る申請

（以下「申請」という。）をしようとする日において、世帯主であり、か

つ、引き続き１年以上住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の規定に

（略） （略） 

区分 合葬室使用料 記名板使用料 

市民 （円） 

５５，０００ 

（円） 

５５，０００ 

市民以外 ８２，５００ ８２，５００ 
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        改        正        前         改        正        後 

規定に基づき記録されている者をいう。）であって、次の各号のいずれにも

該当するものとする。 

(1) 申請をしようとする日において、使用希望者及び当該使用希望者と住民

基本台帳法上の規定に基づく住民票上同一の世帯に属する者（以下「使用

希望者等」という。）が、この条例に基づく区画墓地の使用に関し、現に

申請中でなく、又は使用の許可（次条第２項の規定による決定を含む。）

を受けていないこと。 

 

(2) 申請をしようとする日において、使用希望者等が、五月山霊園使用条例

（昭和４３年池田市条例第１８号）に基づく五月山霊園の区画墓地の使用

に関し、現に使用の許可の申請中でなく、又は使用の許可（同条例第１１

条第２項の規定による決定を含む。）を受けていないこと。 

 

第１１条～第２５条 （略） 

 

 

 

 

 

基づき本市の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれ

にも該当するものとする。 

(1) 申請をしようとする日において、使用希望者及び当該使用希望者と住民

基本台帳法の規定に基づく住民票上同一の世帯に属する者（以下「使用希

望者等」という。）が、区画墓地の使用に関し、許可の申請中（次条第１

項の公募に参加し当該申請をすることができる状態を含む。）でなく、又

は許可（第１７条第３項の規定による承認を含む。）を受けていないこ

と。 

(2) 申請をしようとする日において、使用希望者等が、五月山霊園使用条例

（昭和４３年池田市条例第１８号）の規定に基づく五月山霊園の区画墓地

の使用に関し、許可の申請中（同条例第１０条第１項の公募に参加し当該

申請をすることができる状態を含む。）でなく、又は許可（同条例第１５

条第１項の承認を含む。）を受けていないこと。 

第１１条～第２５条 （略） 
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議案第１２号 

 

 

池田市地域包括支援センターの職員及び運営に 

関する基準を定める条例の一部改正についてあ 

 

 

池田市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例を次のように定める。 

 

 

令和７年２月２６日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

理  由 

介護保険法施行規則の一部改正に伴い、柔軟な職員の配置を可能とすべく、

地域包括支援センターの職員及びその員数に係る基準を緩和するため、本条

例の一部を改正するものである。 
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池田市条例第  号 

 

池田市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例（案） 

 

池田市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例（平

成２６年池田市条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項中「一の」を「１の」に改め、同条第２項中「前項の」を「第

１項の」に、「一の」を「１の」に改め、「（池田市地域包括支援センター運

営協議会条例（平成３１年池田市条例第３号）第１条に規定する池田市地域包

括支援センター運営協議会をいう。以下同じ。）」を削り、同項の表の右欄中

「前項各号」を「第１項各号」に、「前項第１号」を「第１項第１号」に改

め、同項を同条第４項とし、同条第１項の次に次の２項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、池田市地域包括支援センター運営協議会（池田

市地域包括支援センター運営協議会条例（平成３１年池田市条例第３号）第

１条に規定する池田市地域包括支援センター運営協議会をいう。以下同

じ。）が地域包括支援センターの効果的な運営に資すると認めるときは、複

数の担当区域を１の区域として、当該区域内の第１号被保険者の数につい

て、おおむね３，０００人以上６，０００人未満ごとに同項各号に掲げる常

勤の職員の員数を当該複数の地域包括支援センターに配置することにより、

当該区域内の１の地域包括支援センターがそれぞれ同項の基準を満たすもの

とする。この場合において、当該区域内の１の地域包括支援センターに置く

べき常勤の職員の員数の基準は、同項各号に掲げる者のうちから２人とす

る。 

３ 前２項の場合において、地域包括支援センターの常勤の職員の員数は、池

田市地域包括支援センター運営協議会が第１号被保険者の数及び地域包括支
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援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方

法（当該地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援セ

ンターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地

域包括支援センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をい

う。）によることができる。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１２号  説  明 

 

池田市地域包括支援センターの職員及び運営に 

関する基準を定める条例の一部改正について  

 

１ 地域包括支援センター（以下「センター」という。）の担当区域ごとに常

勤の職員として保健師、社会福祉士及び主任介護支援専門員の３職種の職員

を置くべきとする原則の基準について、次の整備を行うものであること。 

(1) 池田市地域包括支援センター運営協議会（以下「協議会」という。）が

センターの効果的な運営に資すると認めるときは、複数の担当区域を１の

区域として当該３職種の職員を置くことによってその基準を満たすものと

すること。この場合において、１のセンターに置くべき常勤の職員は、当

該３職種のうち２職種の職員とすること。 

(2) (1)の場合を含め、協議会が第１号被保険者の数及びセンターの運営の

状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤の職員の員数は、常勤換

算方法（当該センターの職員の勤務延時間数を当該センターにおいて常勤

の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該センターの職員の員

数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。）により算出することがで

きるものとすること。 

（第３条関係） 

２ この条例は、公布の日から施行するものであること。 

（改正条例附則関係） 
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議案第１２号  参  考 

池田市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

第１条・第２条 （略） 

 （職員に係る基準及び当該職員の員数） 

第３条 一の地域包括支援センターが担当する区域（以下「担当区域」とい

う。）における第１号被保険者（法第９条第１号に規定する第１号被保険者

をいう。以下同じ。）の数がおおむね３，０００人以上６，０００人未満ご

とに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次の

とおりとする。 

 (1)～(3) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１条・第２条 （略） 

 （職員に係る基準及び当該職員の員数） 

第３条 １の地域包括支援センターが担当する区域（以下「担当区域」とい

う。）における第１号被保険者（法第９条第１号に規定する第１号被保険者

をいう。以下同じ。）の数がおおむね３，０００人以上６，０００人未満ご

とに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次の

とおりとする。 

 (1)～(3) （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、池田市地域包括支援センター運営協議会（池田

市地域包括支援センター運営協議会条例（平成３１年池田市条例第３号）第

１条に規定する池田市地域包括支援センター運営協議会をいう。以下同

じ。）が地域包括支援センターの効果的な運営に資すると認めるときは、複

数の担当区域を１の区域として、当該区域内の第１号被保険者の数につい

て、おおむね３，０００人以上６，０００人未満ごとに同項各号に掲げる常

勤の職員の員数を当該複数の地域包括支援センターに配置することにより、

当該区域内の１の地域包括支援センターがそれぞれ同項の基準を満たすもの

とする。この場合において、当該区域内の１の地域包括支援センターに置く
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        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活

圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると池田市地域

包括支援センター運営協議会（池田市地域包括支援センター運営協議会条例

（平成３１年池田市条例第３号）第１条に規定する池田市地域包括支援セン

ター運営協議会をいう。以下同じ。）において認められた場合には、地域包

括支援センターの人員配置基準は、次の表の左欄に掲げる担当区域における

第１号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる人員配置基準に定

めるとおりとする。 

 

 

べき常勤の職員の員数の基準は、同項各号に掲げる者のうちから２人とす

る。 

３ 前２項の場合において、地域包括支援センターの常勤の職員の員数は、池

田市地域包括支援センター運営協議会が第１号被保険者の数及び地域包括支

援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方

法（当該地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援セ

ンターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地

域包括支援センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をい

う。）によることができる。 

４ 第１項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生

活圏域に１の地域包括支援センターを設置することが必要であると池田市地

域包括支援センター運営協議会において認められた場合には、地域包括支援

センターの人員配置基準は、次の表の左欄に掲げる担当区域における第１号

被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる人員配置基準に定めると

おりとする。 

 

 

 

 

担当区域における第１号被

保険者の数 
人員配置基準 

担当区域における第１号被

保険者の数 
人員配置基準 

-
 
1
7
1
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４条・第５条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４条・第５条 （略） 

 

おおむね１，０００人未満 前項各号に掲げる者のうちから１人又は２人 

 

おおむね１，０００人以上

２，０００人未満 

前項各号に掲げる者のうちから２人（うち１

人は専らその職務に従事する常勤の職員とす

る。） 

おおむね２，０００人以上

３，０００人未満 

前項第１号に掲げる者（専らその職務に従事

する常勤の職員に限る。）１人及び同項第２

号又は第３号に掲げる者（専らその職務に従

事する常勤の職員に限る。）いずれか１人 

おおむね１，０００人未満 第１項各号に掲げる者のうちから１人又は２

人 

おおむね１，０００人以上

２，０００人未満 

第１項各号に掲げる者のうちから２人（うち

１人は専らその職務に従事する常勤の職員と

する。） 

おおむね２，０００人以上

３，０００人未満 

第１項第１号に掲げる者（専らその職務に従

事する常勤の職員に限る。）１人及び同項第

２号又は第３号に掲げる者（専らその職務に

従事する常勤の職員に限る。）いずれか１人 

-
 
1
7
2
 
-



議案第１３号 

 

 

池田市北部大阪都市計画国道１７６号沿道地区地区計画の区域内 

における建築物の制限に関する条例の一部改正について     

 

 

 池田市北部大阪都市計画国道１７６号沿道地区地区計画の区域内における建

築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

 

  令和７年２月２６日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

理  由 

  高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部改正

に伴い、本条例の一部を改正するものである。 
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池田市条例第  号 

 

池田市北部大阪都市計画国道１７６号沿道地区地区計画の区域内におけ

る建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例（案） 

 

池田市北部大阪都市計画国道１７６号沿道地区地区計画の区域内における建

築物の制限に関する条例（平成２４年池田市条例第３号）の一部を次のように

改正する。 

第４条第３項第９号中「第２６条」を「第２７条」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和７年６月１日から施行する。 
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議案第１３号  説  明 

 

池田市北部大阪都市計画国道１７６号沿道地区地区計画の区域内 

における建築物の制限に関する条例の一部改正について     

 

１ 引用条項の整理を行うものであること。 

(第４条関係） 

２ この条例は、令和７年６月１日から施行するものであること。 

(改正条例附則関係） 
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議案第１３号  参  考 

池田市北部大阪都市計画国道１７６号沿道地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

第１条～第３条 （略） 

 （建築物の容積率の最高限度） 

第４条 （略） 

２ （略） 

３ 第１項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に

掲げる部分又は施設の床面積は算入しないものとする。 

 (1)～(8) （略） 

 (9) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法

律第９１号）第１７条第３項の認定を受けた計画（同法第１８条第１項の

規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの）に係る特定建

築物（同法第２条第１８号の特定建築物をいう。）の建築物特定施設（同

法第２条第２０号の建築物特定施設をいう。以下同じ。）の床面積のう

ち、移動等円滑化（同法第２条第２号の移動等円滑化をいう。）の措置を

とることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとな

る場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施

行令（平成１８年政令第３７９号）第２６条に定める部分 

 (10) （略） 

第１条～第３条 （略） 

 （建築物の容積率の最高限度） 

第４条 （略） 

２ （略） 

３ 第１項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に

掲げる部分又は施設の床面積は算入しないものとする。 

 (1)～(8) （略） 

 (9) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法

律第９１号）第１７条第３項の認定を受けた計画（同法第１８条第１項の

規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの）に係る特定建

築物（同法第２条第１８号の特定建築物をいう。）の建築物特定施設（同

法第２条第２０号の建築物特定施設をいう。以下同じ。）の床面積のう

ち、移動等円滑化（同法第２条第２号の移動等円滑化をいう。）の措置を

とることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとな

る場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施

行令（平成１８年政令第３７９号）第２７条に定める部分 

 (10) （略） 

-
 
1
7
6
 
-



        改        正        前         改        正        後 

４ （略） 

第５条～第１７条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ （略） 

第５条～第１７条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-
 
1
7
7
 
-



議案第１４号 

 

 

池田市建築基準法施行条例の一部改正について 

           ああ 

 

 池田市建築基準法施行条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

 

  令和７年２月２６日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

 

 

理  由 

  脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律等の一部を改正する法律による建築基準法及び建築物のエネルギー

消費性能の向上等に関する法律の一部改正等に伴い、本条例の一部を改正す

るものである。 
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池田市条例第  号 

 

   池田市建築基準法施行条例の一部を改正する条例（案） 

 

池田市建築基準法施行条例（平成１３年池田市条例第２２号）の一部を次の

ように改正する。 

第５条中「を申請」の次に「又は通知」を加え、「申請者」を「当該申請又

は通知をする者」に改める。 

 別表の１の項中「第６条第１項」の次に「（法第８７条第１項において準用

する場合を含む。）」を加え、「確認（以下」を「確認（付表１において」

に、「（法第８７条第１項において準用する場合を含む。）の申請」を「の申

請」に改め、「第１８条第２項」の次に「（法第８７条第１項において準用す

る場合を含む。）」を加え、「計画の通知（以下」を「通知（同表において」

に、「という。）（法第８７条第１項において準用する場合を含む。）」を

「という。）」に改め、同表の２の項中「法第６条の３第１項ただし書又は第

１８条第５項ただし書の規定による建築主事の」を「建築主事が行う法第６条

の３第１項各号に掲げる確認審査（同項に規定する確認審査をいう。）又は法

第１８条第５項各号に掲げる」に、「確認の」を「法第６条第１項の規定によ

る確認（５６の項及び６７の項並びに付表２及び付表７の１の表において「確

認」という。）の」に、「計画の通知」を「法第１８条第２項の規定による通

知（５６の項及び６７の項並びに付表２及び付表７の１の表において「計画の

通知」という。）」に、「付表１」を「１の項」に、「額に」を「額のほ

か、」に改め、「を加算した額」を削り、同表の３の項中「規定による完了検

査」を「検査（５８の項及び６８の項並びに付表７の３の表において「完了検

査」という。）」に、「工事を完了した旨の通知」を「通知（５８の項及び６

８の項並びに同表において「工事を完了した旨の通知」という。）」に改め、
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同表の４の項中「規定による中間検査」を「検査（以下「中間検査」とい

う。）」に、「特定工程に係る工事を終えた旨の通知」を「通知（以下「特定

工程に係る工事を終えた旨の通知」という。）」に改め、同表の５３の項中

「第２項」を「同条第２項において準用する法第８６条の８第３項」に改め、

同表中６５の項を削り、６４の項を６６の項とし、６１の項から６３の項まで

を２項ずつ繰り下げ、同表の６０の項中「建築基準法施行令（昭和２５年政令

第３３８号。以下「令」という。）」を「令」に改め、同項を同表の６２の項

とし、同表の５９の項中「及び」を「若しくは」に、「規定による完了検査」

を「検査（付表８の２の表において「完了検査」という。）」に改め、「又

は」の次に「法第８８条第１項若しくは第２項において準用する」を加え、

「工事を完了した旨の通知」を「通知（同表において「工事を完了した旨の通

知」という。）」に、「付表８に」を「付表８の２の表に」に改め、同項を同

表の６１の項とし、同表の５８の項中「及び」を「若しくは」に、「確認」を

「法第６条第１項の規定による確認（付表８の１の表において「確認」とい

う。）」に、「計画の通知」を「法第８８条第１項若しくは第２項において準

用する法第１８条第２項の規定による通知（同表において「計画の通知」とい

う。）」に、「付表８に」を「付表８の１の表に」に改め、同項を同表の６０

の項とし、同表の５７の項中「規定による完了検査（法第８７条の４の昇降機

に係る部分が法第７条第１項の規定による完了検査の申請に含まれる場合にあ

っては、当該昇降機に係る部分についての同項の規定による完了検査をいう」

を「検査（付表７の４の表において「完了検査」という」に、「工事を完了し

た旨の通知（法第８７条の４の昇降機に係る部分が同項の規定による工事を完

了した旨の通知に含まれる場合にあっては、当該昇降機に係る部分についての

同項の規定による工事を完了した旨の通知をいう」を「通知（同表において

「工事を完了した旨の通知」という。）（以下「法第８７条の４に基づく完了

検査の申請等」という」に、「付表７に」を「付表７の４の表に」に改め、同
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項を同表の５９の項とし、同表の５６の項中「確認（同条の昇降機に係る部分

が確認の申請に含まれる場合にあっては、当該昇降機に係る部分についての確

認をいう」を「法第６条第１項の規定による確認（付表７の２の表において

「確認」という」に、「計画の通知（同条の昇降機に係る部分が計画の通知に

含まれる場合にあっては、当該昇降機に係る部分についての計画の通知をい

う」を「法第８７条の４において準用する法第１８条第２項の規定による通知

（同表において「計画の通知」という。）（以下「法第８７条の４に基づく確

認の申請等」という」に、「付表７に」を「付表７の２の表に」に改め、同項

を同表の５７の項とし、同項の次に次のように加える。 

 

 

 

別表の５５の項の次に次のように加える。 

 

 

 

 

 

別表の６６の項の次に次のように加える。 

 

 

 

 

 

 

 

５８ 昇降機又は小荷物専用昇降機に係る部分を含む完了

検査の申請又は工事を完了した旨の通知 

３の項に掲げる額

のほか、付表７の

３の表に掲げる額 

 

５６ 昇降機（建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３

８号。以下「令」という。）第１４６条第１項第１

号に掲げるものに限る。以下同じ。）又は小荷物専

用昇降機（令第１４６条第１項第２号に掲げるもの

に限る。以下同じ。）に係る部分を含む確認の申請

又は計画の通知 

１の項に掲げる額

のほか、付表７の

１の表に掲げる額 

 

６７ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

（平成２７年法律第５３号。以下「建築物省エネル

ギー法」という。）第１１条第１項に規定する要確

認特定建築行為（建築物のエネルギー消費性能の向

上等に関する法律施行規則（平成２８年国土交通省

令第５号。以下「建築物省エネルギー法施行規則」

という。）第２条第１項第１号に該当するものに限

る。付表１０において「要確認特定建築行為」とい

う。）を含む確認の申請又は建築物省エネルギー法

第１２条第２項に規定する要通知特定建築行為（同

１の項に掲げる額

のほか、付表１０

に掲げる額 
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別表の付表１の表中「３３，０００円」を「３８，０００円」に、「４４，

０００円」を「５０，０００円」に、「５００平方メートル」を「３００平方

メートル」に、「６０，０００円」を「７２，０００円」に、「８７，０００

円」を「９７，０００円」に、「１１６，０００円」を「１３０，０００円」

に、「２７５，０００円」を「３０７，０００円」に、「４７０，０００円」

を「５２４，０００円」に、「７３０，０００円」を「８１４，０００円」に

改め、同表備考第１項第２号中「。ただし、次のいずれかに該当する場合は、

当該増築に係る部分の床面積の合計」を削り、同号ア及びイを削り、同項第３

号中「。ただし、既存の建築物が、平成１２年６月１日以後に確認済証の交付

を受けたものである場合は、当該修繕等に係る部分の床面積の合計に０．５を

乗じて得た面積」を削り、同表備考第４項を削り、別表の付表２備考を次のよ

うに改める。 

備考 

１ 「床面積の合計」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該

各号に定める面積とする。 

(1) 確認の申請又は計画の通知をする場合 当該構造計算適合性審査

に係る１の建築物ごとの床面積の合計 

(2) 構造計算適合性審査を要する確認を受けた建築物又は計画の通知

に係る確認済証の交付を受けた建築物の計画を変更して建築物を建

 号に該当するものに限る。付表１０において「要通

知特定建築行為」という。）を含む計画の通知 

 

６８ 建築物省エネルギー法第１１条第１項に規定する要

確認特定建築行為（付表１１において「要確認特定

建築行為」という。）を含む完了検査の申請又は建

築物省エネルギー法第１２条第２項に規定する要通

知特定建築行為（付表１１において「要通知特定建

築行為」という。）を含む工事を完了した旨の通知 

３の項に掲げる額

のほか、付表１１

に掲げる額 
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築し、大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合 当該構造

計算適合性審査に係る建築物の床面積の合計に０．５を乗じて得た

面積とし、床面積の合計の算定方法については別に規則で定めると

ころによる。 

２ この表に定める金額は、構造計算適合性審査を要する１の建築物ご

と（建築基準法第２０条第２項に規定する建築物の部分にあっては、

当該建築物の部分ごと）の額とする。 

 別表の付表３の１の表中「法第７条の３第１項の規定による」及び「法第１

８条第２８項の規定による」を削り、「２２，０００円」を「２５，０００

円」に、「２６，０００円」を「２９，０００円」に、「５００平方メート

ル」を「３００平方メートル」に、「３２，０００円」を「３６，０００円」

に、「５５，０００円」を「６０，０００円」に、「７６，０００円」を「８

４，０００円」に、「２０９，０００円」を「２２９，０００円」に、「３０

８，０００円」を「３３６，０００円」に、「５１８，０００円」を「５６

６，０００円」に改め、同表備考中「付表１備考第１項第１号から第３号ま

で」を「付表１備考第１項（第４号を除く。）」に、「について」を「につい

ても」に改め、別表の付表３の２の表中「法第７条の３第１項の規定による」

及び「法第１８条第２８項の規定による」を削り、「２０，０００円」を「２

２，０００円」に、「２４，０００円」を「２６，０００円」に、「５００平

方メートル」を「３００平方メートル」に、「３０，０００円」を「３３，０

００円」に、「５２，０００円」を「５７，０００円」に、「７１，０００

円」を「７８，０００円」に、「１９９，０００円」を「２１８，０００円」

に、「２８８，０００円」を「３１５，０００円」に、「４７８，０００円」

を「５２３，０００円」に改め、同表備考中「付表１備考第１項第１号から第

３号まで」を「付表１備考第１項（第４号を除く。）」に、「について」を

「についても」に改め、別表の付表４中「中間検査の申請又は特定工程の工事
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を終えた旨の通知手数料表」を「中間検査の申請又は特定工程に係る工事を終

えた旨の通知手数料表」に、「１８，０００円」を「２０，０００円」に、

「２１，０００円」を「２３，０００円」に、「５００平方メートル」を「３

００平方メートル」に、「２７，０００円」を「２９，０００円」に、「４

６，０００円」を「５０，０００円」に、「６２，０００円」を「６８，００

０円」に、「１６８，０００円」を「１８４，０００円」に、「２５５，００

０円」を「２７９，０００円」に、「４３０，０００円」を「４７０，０００

円」に改め、別表の付表５の表中「全体計画認定の申請手数料表」を「全体計

画の認定の申請手数料表」に、「３３，０００円」を「３８，０００円」に、

「４４，０００円」を「５０，０００円」に、「５００平方メートル」を「３

００平方メートル」に、「６０，０００円」を「７２，０００円」に、「８

７，０００円」を「９７，０００円」に、「１１６，０００円」を「１３０，

０００円」に、「２７５，０００円」を「３０７，０００円」に、「４７０，

０００円」を「５２４，０００円」に、「７３０，０００円」を「８１４，０

００円」に改め、同表備考第１項第１号中「全体計画認定申請」を「申請」

に、「一の」を「１の」に改め、同表備考第２項中「２１，０００円」を「２

３，０００円」に改め、別表の付表６の表中「３３，０００円」を「３８，０

００円」に、「４４，０００円」を「５０，０００円」に、「５００平方メー

トル」を「３００平方メートル」に、「６０，０００円」を「７２，０００

円」に、「８７，０００円」を「９７，０００円」に、「１１６，０００円」

を「１３０，０００円」に、「２７５，０００円」を「３０７，０００円」

に、「４７０，０００円」を「５２４，０００円」に、「７３０，０００円」

を「８１４，０００円」に改め、同表備考第１項第１号中「当該全体計画の認

定の」を「当該」に、「一の」を「１の」に改め、同項第２号中「の規定によ

り準用する」を「において準用する法第８６条の８第３項の規定による」に改

め、同表備考第２項中「２１，０００円」を「２３，０００円」に改め、別表
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の付表７の１の表を次のように改める。 

１ 確認の申請又は計画の通知に係るもの 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 この表に定める金額は、１の昇降機又は小荷物専用昇降機ごとの

額とする。 

 別表の付表７の２の表中「完了検査の申請又は工事を完了した旨の通知」を

「法第８７条の４に基づく完了検査の申請等」に改め、「（小荷物専用昇降機

を除く。）」を削り、「１８，０００円」を「２０，０００円」に、「１０，

０００円」を「１１，０００円」に改め、同表備考を次のように改める。 

備考 ２の表備考の規定は、この表についても適用する。 

別表の付表７中２の表を４の表とし、１の表の次に次の２表を加える。 

２ 法第８７条の４に基づく確認の申請等に係るもの 

    

 

 

 

 

区分 金額 

昇降機を設置する場合（次の項に規定する場合を除

く。） 

２４，０００円 

確認を受けた昇降機又は計画の通知に係る確認済証

の交付を受けた昇降機の計画を変更して昇降機を設

置する場合 

１５，０００円 

小荷物専用昇降機を設置する場合（次の項に規定す

る場合を除く。） 

１３，０００円 

確認を受けた小荷物専用昇降機又は計画の通知に係

る確認済証の交付を受けた小荷物専用昇降機の計画

を変更して小荷物専用昇降機を設置する場合 

１０，０００円 

区分 金額 

法第８７条の４の政令で指定する建築設備（小荷物

専用昇降機を除く。以下「建築設備」という。）を

設置する場合（次の項に規定する場合を除く。） 

２４，０００円 

確認を受けた建築設備又は計画の通知に係る確認済 １５，０００円 
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備考 この表に定める金額は、１の建築設備又は小荷物専用昇降機ごと

の額とする。 

３ 完了検査の申請又は工事を完了した旨の通知に係るもの 

    

 

 

備考 １の表備考の規定は、この表についても適用する。 

別表の付表８の１の表中「１８，０００円」を「２１，０００円」に、「１

０，０００円」を「１２，０００円」に改め、同表備考を次のように改める。 

備考 この表に定める金額は、１の工作物ごとの額とする。 

別表の付表８の２の表中「１２，０００円」を「１４，０００円」に改め、

別表の付表９の表中「２７，０００円」を「３１，０００円」に、「３６，０

００円」を「４０，０００円」に、「５００平方メートル」を「３００平方メ

ートル」に、「４９，０００円」を「５８，０００円」に、「７０，０００

円」を「７７，０００円」に、「９３，０００円」を「１０４，０００円」

に、「２２０，０００円」を「２４５，０００円」に、「３７７，０００円」

を「４１９，０００円」に、「５８４，０００円」を「６５１，０００円」に

改め、別表の付表１０中「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

第１１条第１項の規定による特定建築行為を含む完了検査の申請又は工事を完

了した旨の通知の手数料に加算する手数料表」を「要確認特定建築行為を含む

証の交付を受けた建築設備の計画を変更して建築設

備を設置する場合 

 

小荷物専用昇降機を設置する場合（次の項に規定す

る場合を除く。） 

１３，０００円 

確認を受けた小荷物専用昇降機又は計画の通知に係

る確認済証の交付を受けた小荷物専用昇降機の計画

を変更して小荷物専用昇降機を設置する場合 

１０，０００円 

 

区分 金額 

昇降機である場合 ２０，０００円 

小荷物専用昇降機である場合 １１，０００円 
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完了検査の申請又は要通知特定建築行為を含む工事を完了した旨の通知手数料

表」に改め、同表の１の表中「建築物の用途が工場等」を「建築物省エネルギ

ー法第１１条第１項の規定により建築物省エネルギー法第２条第１項第３号に

規定する建築物エネルギー消費性能基準（以下「消費性能基準」という。）に

適合させなければならない建築物の部分の用途（以下付表１１において「建築

物の用途」という。）が工場等（工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、

水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場、と畜場、汚物

処理場、ごみ焼却場その他これらに類するものをいう。以下同じ。）」に、 

 

                                  を 

 
 

「 

 

                                  に、 

 

                                 」 

「２７，９００円」を「２９，０００円」に、「７０，２００円」を「７３，６

００円」に、「１０５，４００円」を「１１０，７００円」に、「１３１，６０

０円」を「１３８，２００円」に、「１６３，３００円」を「１７１，７００

円」に、「２２６，９００円」を「２３８，６００円」に改め、同表備考第１項

及び第２項を削り、同表備考第３項中「（増築又は改築（以下「増築等」とい

う。）をする場合であって、当該増築等に係る建築物について建築物エネルギー

消費性能基準等を定める省令（平成２８年経済産業省、国土交通省令第１号。以

下「基準省令」という。）第１条第１項第１号ただし書に規定する国土交通大臣

がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法により一次エネルギ

ー消費量（基準省令第１条第１項第１号イの一次エネルギー消費量をいう。）に

係る計算を要しない既存部分があるときは、当該既存部分の床面積を除いた床面

積）」及びただし書を削り、同項を同表備考第１項とし、同表備考第４項中「特

」 
１，０００平方メートル未満のもの １９，５００円 

「 

３００平方メートル未満のもの ８，９００円 

３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満の

もの 

２０，１００円 
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定建築物（建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第１１条第１項

に規定する特定建築物をいう。）」を「１の建築物」に改め、同項を同表備考

第２項とし、別表の付表１０の２の表中「が工場等のみ」を「が住宅以外の用

途のみ」に、「以外の場合」を「（工場等のみの場合を除く。）」に改め、 

 

                                  を 

 
 

「 

 

                                  に、 

 

                                 」 

「１１２，８００円」を「１１３，０００円」に、「１８１，３００円」を

「１８３，６００円」に、「２３５，４００円」を「２３９，３００円」に、

「２８２，５００円」を「２８７，６００円」に、「３３１，５００円」を

「３３８，１００円」に、「４２８，１００円」を「４３７，７００円」に改

め、同表備考中「付表１０の１の表備考」を「１の表備考」に改め、別表の付

表１０に次の３表を加える。 

  ３ 建築物の用途が一戸建ての住宅の場合 

 

 

 

備考 １の表備考の規定は、この表についても適用する。 

  ４ 建築物の用途が共同住宅等の場合 

 

 

 

 

床面積の合計 金額 

２００平方メートル未満のもの ７，４００円 

２００平方メートル以上のもの ８，２００円 

床面積の合計 金額 

３００平方メートル未満のもの １４，１００円 

３００平方メートル以上２，０００平方メー

トル未満のもの 

２５，３００円 

」 
１，０００平方メートル未満のもの ８５，５００円 

「 

３００平方メートル未満のもの ４３，１００円 

３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満の

もの 

８５，５００円 

- 188 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 １の表備考の規定は、この表についても適用する。 

５ 建築物の用途が複合建築物（住宅の用途以外に供する部分及び住宅の

用途に供する部分から成る建築物をいう。）の場合 住宅以外の用途に

供する部分を工場等のみの用途又は住宅以外の用途（工場等のみの場合

を除く。）に供する建築物とみなした場合における１の表又は２の表に

掲げる額に、住宅の用途に供する部分を一戸建ての住宅又は共同住宅等

の用途に供する建築物とみなした場合における３の表又は４の表に掲げ

る額を加算した額 

 別表中付表１０を付表１１とし、付表９の次に次の１表を加える。 

付表１０ 

 要確認特定建築行為を含む確認の申請又は要通知特定建築行為を含む計画

の通知手数料表 

１ 建築する部分の用途が住宅（人の居住の用のみに供する建築物（共用

部分を含む。）をいう。以下同じ。）である一戸建ての住宅の場合 

 

    

 

床面積の合計 金額 

２００平方メートル未満のもの ２０，６００円 

２００平方メートル以上のもの ２２，１００円 

２，０００平方メートル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

４５，３００円 

５，０００平方メートル以上１０，０００平

方メートル未満のもの 

６９，１００円 

１０，０００平方メートル以上２５，０００

平方メートル未満のもの 

１２７，１００円 

２５，０００平方メートル以上５０，０００

平方メートル未満のもの 

２１４，８００円 

５０，０００平方メートル以上のもの ３７７，５００円 
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    備考 

１ 「床面積の合計」とは、消費性能基準に適合させなければならな

い建築物の部分の床面積の合計をいう。 

２ この表に定める金額は、１の建築物ごとの額とする。 

２ 建築する部分の用途が住宅である共同住宅等（共同住宅、長屋その他

の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下同じ。）の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 １の表備考の規定は、この表についても適用する。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

床面積の合計 金額 

３００平方メートル未満のもの ３８，４００円 

３００平方メートル以上２，０００平方メー

トル未満のもの 

６６，２００円 

２，０００平方メートル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１１９，６００円 

５，０００平方メートル以上１０，０００平

方メートル未満のもの 

１８０，７００円 

１０，０００平方メートル以上２５，０００

平方メートル未満のもの 

３３１，５００円 

２５，０００平方メートル以上５０，０００

平方メートル未満のもの 

５６０，４００円 

５０，０００平方メートル以上のもの ９８２，６００円 
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議案第１４号  説  明 

 

池田市建築基準法施行条例の一部改正について 

 

１ 文言の整備を行うものであること。 

（第５条関係） 

２ 各種手数料について次の整備を行うほか、文言の整備その他所要の規定の

整備を行うものであること。 

(1) 次の手数料について、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）の一部

改正により建築確認の審査又は完了検査等の項目が増えたことに伴う金額

の改定その他見直しを行うものであること。 

ア 建築確認の申請及び建築主事への建築計画の通知に係る手数料 

イ 完了検査の申請及び工事を完了した旨の通知に係る手数料 

ウ 中間検査の申請及び特定工程の工事を終えた旨の通知に係る手数料 

エ 全体計画の認定の申請に係る手数料 

オ 用途の変更に伴う全体計画の認定の申請に係る手数料 

カ 建築設備に係る確認の申請及び設置計画の通知並びに完了検査の申請

及び工事を完了した旨の通知に係る手数料 

キ 工作物に係る確認の申請及び築造計画の通知並びに完了検査の申請及

び工事を完了した旨の通知に係る手数料 

ク 移転の認定の申請に係る手数料 

(2) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成２７年法律第

５３号）の一部改正により建築確認の審査に含めて建築物エネルギー消費

性能基準への適合に係る審査を行うことができることとされたことに伴

い、要確認特定建築行為（建築物エネルギー消費性能基準に適合しなけれ

ばならない建築物の建築（以下「特定建築行為」という。）であって、建
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築確認を要するものをいう。以下同じ。）を含む確認の申請及び要通知特

定建築行為（特定建築行為であって、建築計画の通知を要するものをい

う。以下同じ。）を含む建築計画の通知に係る手数料を定めるものである

こと。 

(3) 要確認特定建築行為を含む完了検査の申請及び要通知特定建築行為を含

む工事を完了した旨の通知に係る手数料について、建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関する法律の一部改正により建築物エネルギー消費性能

基準に適合しなければならない建築物の対象が追加されたことに伴う当該

建築物に係る手数料を定めるものであること。 

（別表関係） 

３ この条例は、令和７年４月１日から施行するものであること。 

（改正条例附則関係） 
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議案第１４号  参  考 

池田市建築基準法施行条例の一部を改正する条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

第１条～第４条 （略） 

（手数料の徴収） 

第５条 市長は、別表の中欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の右欄に掲

げる金額の手数料を申請の際に申請者から徴収する。 

 

第６条～第９条 （略） 

別表（第５条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１条～第４条 （略） 

（手数料の徴収） 

第５条 市長は、別表の中欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の右欄に掲

げる金額の手数料を申請又は通知の際に当該申請又は通知をする者から徴収

する。 

第６条～第９条 （略） 

別表（第５条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 区分 金額 

１ 法第６条第１項の規定による確認（以下「確

認」という。）（法第８７条第１項において準

用する場合を含む。）の申請又は法第１８条第

２項の規定による計画の通知（以下「計画の通

知」という。）（法第８７条第１項において準

用する場合を含む。） 

（略） 

２ 法第６条の３第１項ただし書又は第１８条第５

項ただし書の規定による建築主事の審査（以下

「構造計算適合性審査」という。）を要する確

認の申請又は計画の通知 

付表１に掲げる

額に付表２に掲

げる額を加算し

た額 

 区分 金額 

１ 法第６条第１項（法第８７条第１項において準

用する場合を含む。）の規定による確認（付表

１において「確認」という。）の申請又は法第

１８条第２項（法第８７条第１項において準用

する場合を含む。）の規定による通知（同表に

おいて「計画の通知」という。） 

（略） 

２ 建築主事が行う法第６条の３第１項各号に掲げ

る確認審査（同項に規定する確認審査をい

う。）又は法第１８条第５項各号に掲げる審査

（以下「構造計算適合性審査」という。）を要

１の項に掲げる

額のほか、付表

２に掲げる額 

-
 
1
9
3
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

３ 法第７条第１項の規定による完了検査の申請又

は法第１８条第２０項の規定による工事を完了

した旨の通知 

 

 （略） 

４ 法第７条の３第１項の規定による中間検査の申

請又は法第１８条第２８項の規定による特定工

程に係る工事を終えた旨の通知 

 

５～５

２ 
（略） 

５３ 法第８７条の２第１項又は第２項の規定による

認定の申請 

 

（略） 

５４・

５５ 
（略） 

 する法第６条第１項の規定による確認（５６の

項及び６７の項並びに付表２及び付表７の１の

表において「確認」という。）の申請又は法第

１８条第２項の規定による通知（５６の項及び

６７の項並びに付表２及び付表７の１の表にお

いて「計画の通知」という。） 

 

３ 法第７条第１項の検査（５８の項及び６８の項

並びに付表７の３の表において「完了検査」と

いう。）の申請又は法第１８条第２０項の規定

による通知（５８の項及び６８の項並びに同表

において「工事を完了した旨の通知」という。） （略） 

４ 法第７条の３第１項の検査（以下「中間検査」

という。）の申請又は法第１８条第２８項の規

定による通知（以下「特定工程に係る工事を終

えた旨の通知」という。） 

５～５

２ 
（略） 

５３ 法第８７条の２第１項又は同条第２項において

準用する法第８６条の８第３項の規定による認

定の申請 

（略） 

５４・

５５ 
（略） 

-
 
1
9
4
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５６ 法第８７条の４において準用する確認（同条の

昇降機に係る部分が確認の申請に含まれる場合

にあっては、当該昇降機に係る部分についての

確認をいう。）の申請又は計画の通知（同条の

昇降機に係る部分が計画の通知に含まれる場合

にあっては、当該昇降機に係る部分についての

計画の通知をいう。） 

付表７に掲げる

額 

 

 

 

 

５７ 法第８７条の４において準用する法第７条第１

項の規定による完了検査（法第８７条の４の昇

降機に係る部分が法第７条第１項の規定による

完了検査の申請に含まれる場合にあっては、当

付表７に掲げる

額 

５６ 昇降機（建築基準法施行令（昭和２５年政令第

３３８号。以下「令」という。）第１４６条第

１項第１号に掲げるものに限る。以下同じ。）

又は小荷物専用昇降機（令第１４６条第１項第

２号に掲げるものに限る。以下同じ。）に係る

部分を含む確認の申請又は計画の通知 

１の項に掲げる

額のほか、付表

７の１の表に掲

げる額 

５７ 法第８７条の４において準用する法第６条第１

項の規定による確認（付表７の２の表において

「確認」という。）の申請又は法第８７条の４

において準用する法第１８条第２項の規定によ

る通知（同表において「計画の通知」とい

う。）（以下「法第８７条の４に基づく確認の

申請等」という。） 

付表７の２の表

に掲げる額 

５８ 昇降機又は小荷物専用昇降機に係る部分を含む

完了検査の申請又は工事を完了した旨の通知 

３の項に掲げる

額のほか、付表

７の３の表に掲

げる額 

５９ 法第８７条の４において準用する法第７条第１

項の検査（付表７の４の表において「完了検

査」という。）の申請又は法第１８条第２０項

の規定による通知（同表において「工事を完了

付表７の４の表

に掲げる額 

-
 
1
9
5
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 該昇降機に係る部分についての同項の規定によ

る完了検査をいう。）の申請又は法第１８条第

２０項の規定による工事を完了した旨の通知

（法第８７条の４の昇降機に係る部分が同項の

規定による工事を完了した旨の通知に含まれる

場合にあっては、当該昇降機に係る部分につい

ての同項の規定による工事を完了した旨の通知

をいう。） 

 

５８ 法第８８条第１項及び第２項において準用する

確認の申請又は計画の通知 

 

 

 

 

付表８に掲げる

額 

５９ 法第８８条第１項及び第２項において準用する

法第７条第１項の規定による完了検査の申請又

は法第１８条第２０項の規定による工事を完了

した旨の通知 

 

 

付表８に掲げる

額 

６０ 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８

 した旨の通知」という。）（以下「法第８７条

の４に基づく完了検査の申請等」という。） 

 

 

 

 

 

 

 

６０ 法第８８条第１項若しくは第２項において準用

する法第６条第１項の規定による確認（付表８

の１の表において「確認」という。）の申請又

は法第８８条第１項若しくは第２項において準

用する法第１８条第２項の規定による通知（同

表において「計画の通知」という。） 

付表８の１の表

に掲げる額 

６１ 法第８８条第１項若しくは第２項において準用

する法第７条第１項の検査（付表８の２の表に

おいて「完了検査」という。）の申請又は法第

８８条第１項若しくは第２項において準用する

法第１８条第２０項の規定による通知（同表に

おいて「工事を完了した旨の通知」という。） 

付表８の２の表

に掲げる額 

６２ 令第１３１条の２第２項又は第３項の規定によ

-
 
1
9
6
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 る認定の申請 

 

（略） 

６３～

６６ 
（略） 

 

 

 

 

 

 

 

６７ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する

法律（平成２７年法律第５３号。以下「建築物

省エネルギー法」という。）第１１条第１項に

規定する要確認特定建築行為（建築物のエネル

ギー消費性能の向上等に関する法律施行規則

（平成２８年国土交通省令第５号。以下「建築

物省エネルギー法施行規則」という。）第２条

第１項第１号に該当するものに限る。付表１０

において「要確認特定建築行為」という。）を

含む確認の申請又は建築物省エネルギー法第１

１の項に掲げる

額のほか、付表

１０に掲げる額 

 号。以下「令」という。）第１３１条の２第２

項又は第３項の規定による認定の申請 

（略） 

６１～

６４ 
（略） 

６５ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する

法律（平成２７年法律第５３号）第１１条第１

項の規定による特定建築行為（同法附則第３条

第１項の規定による特定増改築を除く。）を含

む法第７条第１項の規定による完了検査の申請

又は法第１８条第２０項の規定による工事を完

了した旨の通知 

付表３に掲げる

額に付表１０に

掲げる額を加算

した額 

 

-
 
1
9
7
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 （略） 

付表１ 

確認の申請又は計画の通知手数料表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 （略） 

付表１ 

確認の申請又は計画の通知手数料表 

 

 

 

 

 

 

 ２条第２項に規定する要通知特定建築行為（同

号に該当するものに限る。付表１０において

「要通知特定建築行為」という。）を含む計画

の通知 

 

６８ 建築物省エネルギー法第１１条第１項に規定す

る要確認特定建築行為（付表１１において「要

確認特定建築行為」という。）を含む完了検査

の申請又は建築物省エネルギー法第１２条第２

項に規定する要通知特定建築行為（付表１１に

おいて「要通知特定建築行為」という。）を含

む工事を完了した旨の通知 

３の項に掲げる

額のほか、付表

１１に掲げる額 

床面積の合計 金額 

１００平方メートル以下のもの ３３，０００円 

１００平方メートルを超え２００平方メートル以下のもの ４４，０００円 

２００平方メートルを超え５００平方メートル以下のもの ６０，０００円 

５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以下のもの ８７，０００円 

１，０００平方メートルを超え２，０００平方メートル以下の １１６，０００円 

床面積の合計 金額 

１００平方メートル以下のもの ３８，０００円 

１００平方メートルを超え２００平方メートル以下のもの ５０，０００円 

２００平方メートルを超え３００平方メートル以下のもの ７２，０００円 

３００平方メートルを超え１，０００平方メートル以下のもの ９７，０００円 

１，０００平方メートルを超え２，０００平方メートル以下の １３０，０００円 

-
 
1
9
8
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

備考 

１ 「床面積の合計」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各

号に定める面積とする。 

(1) （略） 

(2) 既存建築物に同一棟として増築する場合 当該増築に係る部分の床

面積の合計に、当該増築に係る部分以外の部分（以下この号において

「既存部分」という。）の床面積の合計に０．１を乗じて得た面積を

合計した面積。ただし、次のいずれかに該当する場合は、当該増築に

係る部分の床面積の合計 

ア 既存の建築物が、平成１２年６月１日以後に確認済証の交付を受

けたものである場合 

イ 住宅（長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿を含む。）のエレベータ

ーの設置を目的とした増築であって、当該増築に係る部分の床面積

 

 

 

 

 

 

備考 

１ 「床面積の合計」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各

号に定める面積とする。 

(1) （略） 

(2) 既存建築物に同一棟として増築する場合 当該増築に係る部分の床

面積の合計に、当該増築に係る部分以外の部分（以下この号において

「既存部分」という。）の床面積の合計に０．１を乗じて得た面積を

合計した面積 

 

 

 

 

 

もの  

２，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以下

のもの 

２７５，０００円 

１０，０００平方メートルを超え５０，０００平方メートル以

下のもの 

４７０，０００円 

５０，０００平方メートルを超えるもの ７３０，０００円 

もの  

２，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以下

のもの 

３０７，０００円 

１０，０００平方メートルを超え５０，０００平方メートル以

下のもの 

５２４，０００円 

５０，０００平方メートルを超えるもの ８１４，０００円 

-
 
1
9
9
 
-



        改        正        前         改        正        後 

の合計が、既存部分の床面積の合計の２０分の１以下、かつ、５０

平方メートル以下であり、既存部分の構造耐力上の危険性が増大し

ないものである場合（アに掲げる場合を除く。） 

(3) 大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又は建築物の用途を変

更する場合 当該修繕、模様替又は用途の変更（以下この号において

「当該修繕等」という。）に係る部分の床面積の合計に０．５を乗じ

て得た面積に、当該修繕等に係る部分以外の床面積の合計に０．１を

乗じて得た面積を合計した面積。ただし、既存の建築物が、平成１２

年６月１日以後に確認済証の交付を受けたものである場合は、当該修

繕等に係る部分の床面積の合計に０．５を乗じて得た面積 

(4) （略） 

２・３ （略） 

４ この表は、書類又は図書のみにより申請を行う場合に適用するものと

し、磁気ディスク等により申請を行う場合においては、それぞれこの表

に定める額から２，０００円を減じた額とする。 

付表２ 

構造計算適合性審査手数料表 

 

備考 「床面積の合計」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各

 

 

 

(3) 大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又は建築物の用途を変

更する場合 当該修繕、模様替又は用途の変更（以下この号において

「当該修繕等」という。）に係る部分の床面積の合計に０．５を乗じ

て得た面積に、当該修繕等に係る部分以外の床面積の合計に０．１を

乗じて得た面積を合計した面積 

 

 

(4) （略） 

２・３ （略） 

 

 

 

付表２ 

構造計算適合性審査手数料表 

 

備考 

（略） （略） 

-
 
2
0
0
 
-



        改        正        前         改        正        後 

号に定める面積とする。ただし、当該手数料は、建築物の２以上の部分が

エキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみ

で接している場合は、それぞれ別の建築物とみなし、建築物ごとに合算し

て得た額とする。 

(1) 確認の申請又は計画の通知をする場合 当該構造計算適合性審査に係

る１の建築物ごとの床面積の合計 

(2) 構造計算適合性審査を要する確認を受けた建築物又は計画の通知に

係る確認済証の交付を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築し、

大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合 当該構造計算適合性

審査に係る建築物の床面積の合計に０．５を乗じて得た面積とし、床面

積の合計の算定方法については別に規則で定めるところによる。 

 

 

付表３ 

完了検査の申請又は工事を完了した旨の通知手数料表 

１ 法第７条の３第１項の規定による中間検査の申請又は法第１８条第２８

項の規定による特定工程に係る工事を終えた旨の通知に対する検査を受け

ていない場合 

 

１ 「床面積の合計」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各

号に定める面積とする。 

(1) 確認の申請又は計画の通知をする場合 当該構造計算適合性審査に

係る１の建築物ごとの床面積の合計 

(2) 構造計算適合性審査を要する確認を受けた建築物又は計画の通知に

係る確認済証の交付を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築

し、大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合 当該構造計算

適合性審査に係る建築物の床面積の合計に０．５を乗じて得た面積と

し、床面積の合計の算定方法については別に規則で定めるところによ

る。 

２ この表に定める金額は、構造計算適合性審査を要する１の建築物ごと

（建築基準法第２０条第２項に規定する建築物の部分にあっては、当該

建築物の部分ごと）の額とする。 

付表３ 

完了検査の申請又は工事を完了した旨の通知手数料表 

１ 中間検査の申請又は特定工程に係る工事を終えた旨の通知に対する検査

を受けていない場合 

 

 床面積の合計 金額 床面積の合計 金額 

-
 
2
0
1
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 付表１備考第１項第１号から第３号までの規定は、この表について

適用する。 

２ 法第７条の３第１項の規定による中間検査の申請又は法第１８条第２８

項の規定による特定工程に係る工事を終えた旨の通知に対する検査を受け

ている場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 付表１備考第１項（第４号を除く。）の規定は、この表についても

適用する。 

２ 中間検査の申請又は特定工程に係る工事を終えた旨の通知に対する検査

を受けている場合 

 

 

 

１００平方メートル以下のもの ２２，０００円 

１００平方メートルを超え２００平方メートル以下のもの ２６，０００円 

２００平方メートルを超え５００平方メートル以下のもの ３２，０００円 

５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以下の

もの 

５５，０００円 

１，０００平方メートルを超え２，０００平方メートル以

下のもの 

７６，０００円 

２，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル

以下のもの 

２０９，０００円 

１０，０００平方メートルを超え５０，０００平方メート

ル以下のもの 

３０８，０００円 

５０，０００平方メートルを超えるもの ５１８，０００円 

１００平方メートル以下のもの ２５，０００円 

１００平方メートルを超え２００平方メートル以下のもの ２９，０００円 

２００平方メートルを超え３００平方メートル以下のもの ３６，０００円 

３００平方メートルを超え１，０００平方メートル以下の

もの 

６０，０００円 

１，０００平方メートルを超え２，０００平方メートル以

下のもの 

８４，０００円 

２，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル

以下のもの 

２２９，０００円 

１０，０００平方メートルを超え５０，０００平方メート

ル以下のもの 

３３６，０００円 

５０，０００平方メートルを超えるもの ５６６，０００円 

床面積の合計 金額 

１００平方メートル以下のもの ２０，０００円 

床面積の合計 金額 

１００平方メートル以下のもの ２２，０００円 

-
 
2
0
2
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 付表１備考第１項第１号から第３号までの規定は、この表について

適用する。 

付表４ 

中間検査の申請又は特定工程の工事を終えた旨の通知手数料表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 付表１備考第１項（第４号を除く。）の規定は、この表について 

も適用する。 

付表４ 

中間検査の申請又は特定工程に係る工事を終えた旨の通知手数料表 

 

 

 

 

１００平方メートルを超え２００平方メートル以下のもの ２４，０００円 

２００平方メートルを超え５００平方メートル以下のもの ３０，０００円 

５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以下の

もの 

５２，０００円 

１，０００平方メートルを超え２，０００平方メートル以

下のもの 

７１，０００円 

２，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル

以下のもの 

１９９，０００円 

１０，０００平方メートルを超え５０，０００平方メート

ル以下のもの 

２８８，０００円 

５０，０００平方メートルを超えるもの ４７８，０００円 

１００平方メートルを超え２００平方メートル以下のもの ２６，０００円 

２００平方メートルを超え３００平方メートル以下のもの ３３，０００円 

３００平方メートルを超え１，０００平方メートル以下の

もの 

５７，０００円 

１，０００平方メートルを超え２，０００平方メートル以

下のもの 

７８，０００円 

２，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル

以下のもの 

２１８，０００円 

１０，０００平方メートルを超え５０，０００平方メート

ル以下のもの 

３１５，０００円 

５０，０００平方メートルを超えるもの ５２３，０００円 

中間検査を行う部分の床面積の合計 金額 

１００平方メートル以下のもの １８，０００円 

１００平方メートルを超え２００平方メートル以下のもの ２１，０００円 

２００平方メートルを超え５００平方メートル以下のもの ２７，０００円 

中間検査を行う部分の床面積の合計 金額 

１００平方メートル以下のもの ２０，０００円 

１００平方メートルを超え２００平方メートル以下のもの ２３，０００円 

２００平方メートルを超え３００平方メートル以下のもの ２９，０００円 

-
 
2
0
3
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

付表５ 

全体計画認定の申請手数料表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付表５ 

全体計画の認定の申請手数料表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以下のもの ４６，０００円 

１，０００平方メートルを超え２，０００平方メートル以下の

もの 

６２，０００円 

２，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以下

のもの 

１６８，０００円 

１０，０００平方メートルを超え５０，０００平方メートル以

下のもの 

２５５，０００円 

５０，０００平方メートルを超えるもの ４３０，０００円 

３００平方メートルを超え１，０００平方メートル以下のもの ５０，０００円 

１，０００平方メートルを超え２，０００平方メートル以下の

もの 

６８，０００円 

２，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以下

のもの 

１８４，０００円 

１０，０００平方メートルを超え５０，０００平方メートル以

下のもの 

２７９，０００円 

５０，０００平方メートルを超えるもの ４７０，０００円 

床面積の合計 金額 

１００平方メートル以下のもの ３３，０００円 

１００平方メートルを超え２００平方メートル以下のもの ４４，０００円 

２００平方メートルを超え５００平方メートル以下のもの ６０，０００円 

５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以下のもの ８７，０００円 

１，０００平方メートルを超え２，０００平方メートル以下の

もの 

１１６，０００円 

２，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以下

のもの 

２７５，０００円 

床面積の合計 金額 

１００平方メートル以下のもの ３８，０００円 

１００平方メートルを超え２００平方メートル以下のもの ５０，０００円 

２００平方メートルを超え３００平方メートル以下のもの ７２，０００円 

３００平方メートルを超え１，０００平方メートル以下のもの ９７，０００円 

１，０００平方メートルを超え２，０００平方メートル以下の

もの 

１３０，０００円 

２，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以下

のもの 

３０７，０００円 

-
 
2
0
4
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

備考 

１ 「床面積の合計」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各

号に定める面積とする。 

(1) 法第８６条の８第１項の規定による全体計画の認定を申請する場合

当該全体計画認定申請に係る一の建築物の床面積の合計 

(2) （略） 

２ 工事期間のみの変更に伴う全体計画変更認定の申請に係る手数料は、

２１，０００円とする。 

付表６ 

用途の変更に伴う全体計画の認定の申請手数料表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

１ 「床面積の合計」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各

号に定める面積とする。 

(1) 法第８６条の８第１項の規定による全体計画の認定を申請する場合

当該申請に係る１の建築物の床面積の合計 

(2) （略） 

２ 工事期間のみの変更に伴う全体計画変更認定の申請に係る手数料は、

２３，０００円とする。 

付表６ 

用途の変更に伴う全体計画の認定の申請手数料表 

 

 

 

 

 

 

１０，０００平方メートルを超え５０，０００平方メートル以

下のもの 

４７０，０００円 

５０，０００平方メートルを超えるもの ７３０，０００円 

１０，０００平方メートルを超え５０，０００平方メートル以

下のもの 

５２４，０００円 

５０，０００平方メートルを超えるもの ８１４，０００円 

床面積の合計 金額 

１００平方メートル以下のもの ３３，０００円 

１００平方メートルを超え２００平方メートル以下のもの ４４，０００円 

２００平方メートルを超え５００平方メートル以下のもの ６０，０００円 

５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以下のもの ８７，０００円 

１，０００平方メートルを超え２，０００平方メートル以下の １１６，０００円 

床面積の合計 金額 

１００平方メートル以下のもの ３８，０００円 

１００平方メートルを超え２００平方メートル以下のもの ５０，０００円 

２００平方メートルを超え３００平方メートル以下のもの ７２，０００円 

３００平方メートルを超え１，０００平方メートル以下のもの ９７，０００円 

１，０００平方メートルを超え２，０００平方メートル以下の １３０，０００円 

-
 
2
0
5
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

備考 

１ 「床面積の合計」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各

号に定める面積とする。 

(1) 法第８７条の２第１項の規定による用途の変更に伴う全体計画の認

定の申請をする場合 当該全体計画の認定の申請に係る一の建築物の

床面積の合計 

(2) 法第８７条の２第２項の規定により準用する用途の変更に伴う全体

計画の変更の認定（次項において「用途の変更に伴う全体計画変更認

定」という。）の申請をする場合 当該全体計画を変更する部分の床

面積の合計に０．５を乗じて得た面積とし、全体計画を変更する部分

の床面積の合計の算定方法については、別に規則で定めるところによ

る。 

２ 工事期間のみの用途の変更に伴う全体計画変更認定の申請に係る手数

 

 

 

 

 

 

備考 

１ 「床面積の合計」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各

号に定める面積とする。 

(1) 法第８７条の２第１項の規定による用途の変更に伴う全体計画の認

定の申請をする場合 当該申請に係る１の建築物の床面積の合計 

 

(2) 法第８７条の２第２項において準用する法第８６条の８第３項の規

定による用途の変更に伴う全体計画の変更の認定（次項において「用

途の変更に伴う全体計画変更認定」という。）の申請をする場合 当

該全体計画を変更する部分の床面積の合計に０．５を乗じて得た面積

とし、全体計画を変更する部分の床面積の合計の算定方法について

は、別に規則で定めるところによる。 

２ 工事期間のみの用途の変更に伴う全体計画変更認定の申請に係る手数

もの  

２，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以下

のもの 

２７５，０００円 

１０，０００平方メートルを超え５０，０００平方メートル以

下のもの 

４７０，０００円 

５０，０００平方メートルを超えるもの ７３０，０００円 

もの  

２，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以下

のもの 

３０７，０００円 

１０，０００平方メートルを超え５０，０００平方メートル以

下のもの 

５２４，０００円 

５０，０００平方メートルを超えるもの ８１４，０００円 

-
 
2
0
6
 
-



        改        正        前         改        正        後 

料の額は、２１，０００円とする。 

付表７ 

建築設備に係る確認の申請、計画の通知等手数料表 

１ 確認の申請又は計画の通知に係るもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

１ この表に定める額は、１の建築設備ごとの額とする。 

２ 付表１備考第４項の規定は、この表について適用する。 

 

 

 

料の額は、２３，０００円とする。 

付表７ 

建築設備に係る確認の申請、計画の通知等手数料表 

１ 確認の申請又は計画の通知に係るもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 この表に定める金額は、１の昇降機又は小荷物専用昇降機ごとの額

とする。 

２ 法第８７条の４に基づく確認の申請等に係るもの 

 

 

区分 金額 

昇降機を設置する場合（次の項に規定する場合を除

く。） 

２４，０００円 

確認を受けた昇降機又は計画の通知に係る確認済証

の交付を受けた昇降機の計画を変更して昇降機を設

置する場合 

１５，０００円 

小荷物専用昇降機を設置する場合（次の項に規定す

る場合を除く。） 

１３，０００円 

確認を受けた小荷物専用昇降機又は計画の通知に係

る確認済証の交付を受けた小荷物専用昇降機の計画

を変更して小荷物専用昇降機を設置する場合 

１０，０００円 

区分 金額 

法第８７条の４の政令で指定する建築設備（小荷物 ２４，０００円 

区分 金額 

建築設備（小荷物専用昇降機を除く。以下この表に

おいて同じ。）を設置する場合 

２１，０００円 

確認を受けた建築設備又は計画の通知に係る確認済

証の交付を受けた建築設備の計画を変更して建築設

備を設置する場合 

１３，０００円 

小荷物専用昇降機を設置する場合 １１，０００円 

確認を受けた小荷物専用昇降機又は計画の通知に係

る確認済証の交付を受けた小荷物専用昇降機の計画

を変更して小荷物専用昇降機を設置する場合 

９，０００円 

-
 
2
0
7
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 完了検査の申請又は工事を完了した旨の通知に係るもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 この表に定める金額は、１の建築設備又は小荷物専用昇降機ごとの

額とする。 

３ 完了検査の申請又は工事を完了した旨の通知に係るもの 

 

 

 

備考 １の表備考の規定は、この表についても適用する。 

４ 法第８７条の４に基づく完了検査の申請等に係るもの 

 

 

専用昇降機を除く。以下「建築設備」という。）を

設置する場合（次の項に規定する場合を除く。） 

 

確認を受けた建築設備又は計画の通知に係る確認済

証の交付を受けた建築設備の計画を変更して建築設

備を設置する場合 

１５，０００円 

小荷物専用昇降機を設置する場合（次の項に規定す

る場合を除く。） 

１３，０００円 

確認を受けた小荷物専用昇降機又は計画の通知に係

る確認済証の交付を受けた小荷物専用昇降機の計画

を変更して小荷物専用昇降機を設置する場合 

１０，０００円 

区分 金額 

昇降機である場合 ２０，０００円 

小荷物専用昇降機である場合 １１，０００円 

 

区分 金額 

建築設備である場合 ２０，０００円 

区分 金額 

建築設備（小荷物専用昇降機を除く。）である場合 １８，０００円 

-
 
2
0
8
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

備考 この表に定める額は、１の建築設備ごとの額とする。 

付表８ 

工作物に係る確認の申請、計画の通知等手数料表 

１ 確認の申請又は計画の通知に係るもの 

 

 

 

 

備考 

１ この表に定める額は、１の工作物ごとの額とする。 

２ 付表１備考第４項の規定は、この表について適用する。 

２ 完了検査の申請又は工事を完了した旨の通知に係るもの １の工作物ご

とに１２，０００円 

付表９ 

移転の認定の申請手数料表 

 

 

 

 

備考 ２の表備考の規定は、この表についても適用する。 

付表８ 

工作物に係る確認の申請、計画の通知等手数料表 

１ 確認の申請又は計画の通知に係るもの 

 

 

 

 

備考 この表に定める金額は、１の工作物ごとの額とする。 

 

 

２ 完了検査の申請又は工事を完了した旨の通知に係るもの １の工作物ご

とに１４，０００円 

付表９ 

移転の認定の申請手数料表 

 

 

 

区分 金額 

工作物を築造する場合 １８，０００円 

確認を受けた工作物又は計画の通知に係る確認済証の交付

を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合 

１０，０００円 

小荷物専用昇降機である場合 １０，０００円 小荷物専用昇降機である場合 １１，０００円 

区分 金額 

工作物を築造する場合 ２１，０００円 

確認を受けた工作物又は計画の通知に係る確認済証の交付

を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合 

１２，０００円 

床面積の合計 金額 

１００平方メートル以下のもの ２７，０００円 

１００平方メートルを超え２００平方メートル以下のもの ３６，０００円 

床面積の合計 金額 

１００平方メートル以下のもの ３１，０００円 

１００平方メートルを超え２００平方メートル以下のもの ４０，０００円 

-
 
2
0
9
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 （略） 

付表１０ 

要確認特定建築行為を含む確認の申請又は要通知特定建築行為を含む計画の

通知手数料表 

１ 建築する部分の用途が住宅（人の居住の用のみに供する建築物（共用部

分を含む。）をいう。以下同じ。）である一戸建ての住宅の場合 

 

 

 

備考 

２００平方メートルを超え５００平方メートル以下のもの ４９，０００円 

５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以下のもの ７０，０００円 

１，０００平方メートルを超え２，０００平方メートル以下の

もの 

９３，０００円 

２，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以下

のもの 

２２０，０００円 

１０，０００平方メートルを超え５０，０００平方メートル以

下のもの 

３７７，０００円 

５０，０００平方メートルを超えるもの ５８４，０００円 

２００平方メートルを超え３００平方メートル以下のもの ５８，０００円 

３００平方メートルを超え１，０００平方メートル以下のもの ７７，０００円 

１，０００平方メートルを超え２，０００平方メートル以下の

もの 

１０４，０００円 

２，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以下

のもの 

２４５，０００円 

１０，０００平方メートルを超え５０，０００平方メートル以

下のもの 

４１９，０００円 

５０，０００平方メートルを超えるもの ６５１，０００円 

床面積の合計 金額 

２００平方メートル未満のもの ２０，６００円 

２００平方メートル以上のもの ２２，１００円 

-
 
2
1
0
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 「床面積の合計」とは、消費性能基準に適合させなければならない

建築物の部分の床面積の合計をいう。 

２ この表に定める金額は、１の建築物ごとの額とする。 

２ 建築する部分の用途が住宅である共同住宅等（共同住宅、長屋その他の

一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下同じ。）の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 １の表備考の規定は、この表についても適用する。 

床面積の合計 金額 

３００平方メートル未満のもの ３８，４００円 

３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のも

の 

６６，２００円 

２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満

のもの 

１１９，６００円 

５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未

満のもの 

１８０，７００円 

１０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル

未満のもの 

３３１，５００円 

２５，０００平方メートル以上５０，０００平方メートル

未満のもの 

５６０，４００円 

５０，０００平方メートル以上のもの ９８２，６００円 

-
 
2
1
1
 
-



        改        正        前         改        正        後 

付表１０ 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第１１条第１項の規定に

よる特定建築行為を含む完了検査の申請又は工事を完了した旨の通知の手数

料に加算する手数料表 

１ 建築物の用途が工場等のみの場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付表１１ 

要確認特定建築行為を含む完了検査の申請又は要通知特定建築行為を含む工

事を完了した旨の通知手数料表 

 

１ 建築物省エネルギー法第１１条第１項の規定により建築物省エネルギー

法第２条第１項第３号に規定する建築物エネルギー消費性能基準（以下

「消費性能基準」という。）に適合させなければならない建築物の部分の

用途（以下付表１１において「建築物の用途」という。）が工場等（工

場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物の増殖場又は養殖場、倉

庫、卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに

類するものをいう。以下同じ。）のみの場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

床面積の合計 金額 

３００平方メートル未満のもの ８，９００円 

３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満のも

の 

２０，１００円 

１，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未満

のもの 

２９，０００円 

２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満

のもの 

７３，６００円 

床面積の合計 金額 

１，０００平方メートル未満のもの 

 

 

１９，５００円 

１，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未満

のもの 

２７，９００円 

２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満

のもの 

７０，２００円 

-
 
2
1
2
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

１ 「建築物の用途」とは、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関

する法律第１１条第１項の規定により同法第２条第１項第３号に規定

する建築物エネルギー消費性能基準（以下「消費性能基準」とい

う。）に適合させなければならない建築物の部分の用途をいう。 

２ 「工場等」とは、工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産

物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理

場、ごみ焼却場その他これらに類するものをいう。 

３ 「床面積の合計」とは、消費性能基準に適合させなければならない

建築物の部分の床面積（増築又は改築（以下「増築等」という。）を

する場合であって、当該増築等に係る建築物について建築物エネルギ

ー消費性能基準等を定める省令（平成２８年経済産業省、国土交通省

 

 

 

 

 

 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

 

１ 「床面積の合計」とは、消費性能基準に適合させなければならない

建築物の部分の床面積の合計をいう。 

 

 

５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未

満のもの 

１１０，７００円 

１０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル

未満のもの 

１３８，２００円 

２５，０００平方メートル以上５０，０００平方メートル

未満のもの 

１７１，７００円 

５０，０００平方メートル以上のもの ２３８，６００円 

５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未

満のもの 

１０５，４００円 

１０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル

未満のもの 

１３１，６００円 

２５，０００平方メートル以上５０，０００平方メートル

未満のもの 

１６３，３００円 

５０，０００平方メートル以上のもの ２２６，９００円 

-
 
2
1
3
 
-



        改        正        前         改        正        後 

令第１号。以下「基準省令」という。）第１条第１項第１号ただし書

に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方

法と認める方法により一次エネルギー消費量（基準省令第１条第１項

第１号イの一次エネルギー消費量をいう。）に係る計算を要しない既

存部分があるときは、当該既存部分の床面積を除いた床面積）の合計

をいう。ただし、建築物の増築をする場合（増築後に既存の建築物と

当該増築に係る部分が一の建築物となる場合に限る。）で、都市の低

炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４号）第５５条第１

項又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第３６条第

１項の規定による変更の認定を受け、かつ、これらの認定を同法第１

２条第３項の規定により同条第６項に規定する適合判定通知書の交付

を受けたものとみなしたときは、当該増築に係る部分の床面積の合計

に、当該増築に係る部分以外の部分の床面積の合計に０．５を乗じて

得た面積を加えた面積とする。 

４ この表に定める金額は、特定建築物（建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律第１１条第１項に規定する特定建築物をい

う。）ごとの額とする。 

 ２ 建築物の用途が工場等のみの場合以外の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ この表に定める金額は、１の建築物ごとの額とする。 

 

 

２ 建築物の用途が住宅以外の用途のみの場合（工場等のみの場合を除

く。） 

-
 
2
1
4
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 付表１０の１の表備考の規定は、この表についても適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 １の表備考の規定は、この表についても適用する。 

３ 建築物の用途が一戸建ての住宅の場合 

 

 

床面積の合計 金額 

１，０００平方メートル未満のもの 

 

 

８５，５００円 

１，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未満

のもの 

１１２，８００円 

２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満

のもの 

１８１，３００円 

５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未

満のもの 

２３５，４００円 

１０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル

未満のもの 

２８２，５００円 

２５，０００平方メートル以上５０，０００平方メートル

未満のもの 

３３１，５００円 

５０，０００平方メートル以上のもの ４２８，１００円 

床面積の合計 金額 

３００平方メートル未満のもの ４３，１００円 

３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満のも

の 

８５，５００円 

１，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未満

のもの 

１１３，０００円 

２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満

のもの 

１８３，６００円 

５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未

満のもの 

２３９，３００円 

１０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル

未満のもの 

２８７，６００円 

２５，０００平方メートル以上５０，０００平方メートル

未満のもの 

３３８，１００円 

５０，０００平方メートル以上のもの ４３７，７００円 

床面積の合計 金額 

２００平方メートル未満のもの ７，４００円 

-
 
2
1
5
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

備考 １の表備考の規定は、この表についても適用する。 

４ 建築物の用途が共同住宅等の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 １の表備考の規定は、この表についても適用する。 

５ 建築物の用途が複合建築物（住宅の用途以外に供する部分及び住宅の用

途に供する部分から成る建築物をいう。）の場合 住宅以外の用途に供す

２００平方メートル以上のもの ８，２００円 

床面積の合計 金額 

３００平方メートル未満のもの １４，１００円 

３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のも

の 

２５，３００円 

２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満

のもの 

４５，３００円 

５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未

満のもの 

６９，１００円 

１０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル

未満のもの 

１２７，１００円 

２５，０００平方メートル以上５０，０００平方メートル

未満のもの 

２１４，８００円 

５０，０００平方メートル以上のもの ３７７，５００円 

-
 
2
1
6
 
-



        改        正        前         改        正        後 

る部分を工場等のみの用途又は住宅以外の用途（工場等のみの場合を除

く。）に供する建築物とみなした場合における１の表又は２の表に掲げる

額に、住宅の用途に供する部分を一戸建ての住宅又は共同住宅等の用途に

供する建築物とみなした場合における３の表又は４の表に掲げる額を加算

した額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-
 
2
1
7
 
-



議案第１５号 

 

 

池田市長期優良住宅の普及の促進に関する 

法律に係る手数料条例の一部改正について 

 

 

 池田市長期優良住宅の普及の促進に関する法律に係る手数料条例の一部を改

正する条例を次のように定める。 

 

 

令和７年２月２６日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

理  由 

  脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律等の一部を改正する法律による建築基準法の一部改正等に伴い、本

条例の一部を改正するものである。 
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池田市条例第  号 

 

   池田市長期優良住宅の普及の促進に関する法律に係る手数料条例の一部

を改正する条例（案） 

 

池田市長期優良住宅の普及の促進に関する法律に係る手数料条例（平成２１

年池田市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

第２条に次の１項を加える。 

２ 前項に定めるもののほか、この条例において、次の各号に掲げる用語の意

義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 確認書等 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８

１号）第６条の２第５項に規定する確認書又は住宅性能評価書をいう。 

(2) 併用住宅 人の居住の用以外の用途に供する部分及び人の居住の用に供

する部分から成る一戸の住宅で、床面積の合計のうち人の居住の用以外の

用途に供する部分の床面積が５０平方メートル以下のものをいう。 

(3) 一戸建ての住宅等 一戸建ての住宅（人の居住の用以外の用途に供する

部分を有しないものに限る。）又は併用住宅をいう。 

(4) 床面積 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第２条第１項

第３号に定めるところにより算定した床面積をいう。 

(5) 構造計算適合性判定 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条

の３第１項に規定する構造計算適合性判定をいう。 

(6) 適合判定通知書 建築基準法第６条の３第７項に規定する適合判定通知

書をいう。 

(7) 構造計算適合性審査 建築主事が行う建築基準法第６条の３第１項各号

に掲げる確認審査（同項に規定する確認審査をいう。）又は同法第１８条

第５項各号に掲げる審査をいう。 
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(8) 確認済証の交付 建築基準法第６条第１項の確認済証の交付又は同法第

１８条第３項の規定による確認済証の交付をいう。 

(9) 大規模修繕等 建築基準法第２条第１４号に規定する大規模の修繕、同

条第１５号に規定する大規模の模様替又は建築物の用途の変更をいう。 

(10)構造計算 建築基準法第６条の３第１項に規定する構造計算をいう。 

(11)大臣認定プログラム 建築基準法第２０条第１項第２号イ又は第３号イ

に規定するプログラムをいう。 

(12)小荷物専用昇降機 建築基準法施行令第１２９条の３第１項第３号に規

定する小荷物専用昇降機をいう。 

第３条第１項中「次表」を「次の表」に改め、同項の表備考を次のように改

める。 

備考 床面積の合計は、当該申請に係る住宅の床面積（当該住宅が建築物の

部分である場合は、当該住宅を有する建築物の床面積）を合計して算定す

る。 

 第３条第２項中「以下同じ。）の規定」を「）の規定」に、「次表」を「次

の表」に、「申請の際に申請者」を「申出の際に申出者」に改め、「（建築基

準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「基準法」という。）第６条の３第１

項の規定による構造計算適合性判定（以下「構造計算適合性判定」という。）

を要するものの手数料の徴収は、基準法第６条の３第７項の規定による適合判

定通知書（以下「適合判定通知書」という。）の提出がない場合及び基準法第

６条の３第１項ただし書又は第１８条第５項ただし書の規定による建築主事の

審査（以下「構造計算適合性審査」という。）を行わない場合に限る。）」を

削り、同項の表を次のように改める。 

   

 

 

床面積の合計 金額 

１００平方メートル以下のもの ３８，０００円 

１００平方メートルを超え２００平方メートル ５０，０００円 
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備考 床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定

めるところにより算定する。ただし、建築基準法第８６条の８第１項又は

第３項の規定による認定を受けた住宅にあっては、その算定した面積に

０．５を乗じて得た面積とする。 

(1) 住宅の建築をする場合（次号に掲げる場合を除く。） 当該建築に係

る部分の床面積の合計 

(2) 建築物の増築をする場合（増築後に既存の建築物と当該増築に係る部

分が１の建築物となる場合に限る。） 当該増築に係る部分の床面積の

合計に、当該増築に係る部分以外の部分の床面積の合計に０．１を乗じ

て得た面積を加えた面積 

(3) 大規模修繕等をする場合 当該大規模修繕等に係る部分の床面積の合

計に０．５を乗じて得た面積に、当該大規模修繕等に係る部分以外の部

分の床面積の合計に０．１を乗じて得た面積を加えた面積 

(4) 確認済証の交付を受けた住宅の計画を変更して住宅を建築する場合 

当該計画を変更する部分について次のア又はイに掲げる場合の区分に応

以下のもの  

２００平方メートルを超え３００平方メートル

以下のもの 

７２，０００円 

３００平方メートルを超え１，０００平方メー

トル以下のもの 

９７，０００円 

１，０００平方メートルを超え２，０００平方

メートル以下のもの 

１３０，０００円 

２，０００平方メートルを超え１０，０００平

方メートル以下のもの 

３０７，０００円 

１０，０００平方メートルを超え５０，０００

平方メートル以下のもの 

５２４，０００円 

５０，０００平方メートルを超えるもの ８１４，０００円 
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じ、当該ア又はイに定めるところにより算定した床面積に０．５を乗じ

て得た面積 

ア 床面積の増加する部分がない場合 次に掲げる面積の合計（変更前

の床面積の合計を超える場合にあっては、変更前の床面積の合計） 

(ｱ) 計画を変更する階の変更前の床面積 

(ｲ) 敷地又は基礎を変更する場合にあっては、変更後の建築面積 

(ｳ) 面積を算定することが困難な変更部分がある場合にあっては、１

００平方メートル 

イ 床面積の増加する部分がある場合 次に掲げる面積の合計 

(ｱ) 床面積の増加する部分を除いた部分につきアに定める面積の算定

方法により算定された面積の合計 

(ｲ) 床面積の増加する部分の床面積の合計に２を乗じて得られる面積 

 第３条第３項中「行う法第６条第２項」を「要する法第６条第２項（法第８

条第２項において準用する場合を含む。）」に、「次表」を「構造計算適合性

審査を要する１の建築物ごと（建築基準法第２０条第２項に規定する建築物の

部分にあっては、当該建築物の部分ごと）に次の表」に、「申請の際に申請

者」を「申出の際に申出者」に改め、同項の表備考を次のように改める。 

備考 床面積の合計は、構造計算適合性審査に係る建築物の床面積を合計し

て算定する。ただし、確認済証の交付を受けた住宅の計画を変更して住宅

を建築する場合については、前項の表の備考第４号の規定の例により算定

した面積とする。 

 第３条第４項中「行う法第６条第２項の規定による申出」を「要する法第６

条第２項（法第８条第２項において準用する場合を含む。）の規定による申出

（申出の際に適合判定通知書の提出がない場合に限る。）」に、「次表」を

「構造計算適合性判定を要する１の建築物ごと（建築基準法第２０条第２項に

規定する建築物の部分にあっては、当該建築物の部分ごと）に次の表」に改
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め、「掲げる金額」の次に「に３，３００円を加えた金額」を加え、「申請の

際に申請者」を「申出の際に申出者」に改め、「（適合判定通知書の提出がな

い場合に限る。）」を削り、同項の表備考を次のように改める。 

備考 床面積の合計は、構造計算適合性判定に係る建築物の床面積を合計し

て算定する。ただし、確認済証の交付を受けた住宅の計画を変更して住宅

を建築する場合については、第２項の表の備考第４号の規定の例により算

定した面積とする。 

 第３条第５項中「基準法第８７条の４に規定する昇降機」を「昇降機（建築

基準法施行令第１４６条第１項第１号に掲げるものに限る。以下同じ。）又は

小荷物専用昇降機（同項第２号に掲げるものに限る。以下同じ。）」に改め、

「含む法第６条第２項」の次に「（法第８条第２項において準用する場合を含

む。）」を加え、「前４項」を「前各項」に、「次表」を「次の表」に、「申

請の際に申請者」を「申出の際に申出者」に改め、同項の表を次のように改め

る。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 この表に定める金額は、１の昇降機又は小荷物専用昇降機ごとの額と

区分 金額 

昇降機を設置する場合（次の項に規定する場合を除

く。） 

２４，０００円 

確認済証の交付があった昇降機の計画（法第６条第５項

の規定により確認済証の交付があったものとみなされる

ものを含む。）を変更して昇降機を設置する場合 

１５，０００円 

小荷物専用昇降機を設置する場合（次の項に規定する場

合を除く。） 

１３，０００円 

確認済証の交付があった小荷物専用昇降機の計画（法第

６条第５項の規定により確認済証の交付があったものと

みなされるものを含む。）を変更して小荷物専用昇降機

を設置する場合 

１０，０００円 
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する。 

第３条第６項中「次表」を「次の表」に改める。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

- 224 -



議案第１５号  説  明 

 

池田市長期優良住宅の普及の促進に関する 

法律に係る手数料条例の一部改正について 

 

１ 定義規定の整備を行うものであること。 

（第２条関係） 

２ 長期優良住宅建築等計画等が建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）等

の関係法令の規定に適合するかどうかの審査を受けるため当該長期優良住宅

建築等計画等の認定の申請の際に行われる申出に係る手数料について、同法

の一部改正により当該審査の項目が増えたことに伴う手数料の金額の改定そ

の他見直しを行うものであること。また、文言の整備その他所要の規定の整

備を行うものであること。 

（第３条関係） 

３ この条例は、令和７年４月１日から施行するものであること。 

（改正条例附則関係） 
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議案第１５号  参  考 

池田市長期優良住宅の普及の促進に関する法律に係る手数料条例の一部を改正する条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

第１条 （略） 

（定義） 

第２条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１条 （略） 

（定義） 

第２条 （略） 

２ 前項に定めるもののほか、この条例において、次の各号に掲げる用語の意

義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 確認書等 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８

１号）第６条の２第５項に規定する確認書又は住宅性能評価書をいう。 

(2) 併用住宅 人の居住の用以外の用途に供する部分及び人の居住の用に供

する部分から成る一戸の住宅で、床面積の合計のうち人の居住の用以外の

用途に供する部分の床面積が５０平方メートル以下のものをいう。 

(3) 一戸建ての住宅等 一戸建ての住宅（人の居住の用以外の用途に供する

部分を有しないものに限る。）又は併用住宅をいう。 

(4) 床面積 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第２条第１項

第３号に定めるところにより算定した床面積をいう。 

(5) 構造計算適合性判定 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条

の３第１項に規定する構造計算適合性判定をいう。 

(6) 適合判定通知書 建築基準法第６条の３第７項に規定する適合判定通知

-
 
2
2
6
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（手数料の徴収） 

第３条 法第５条第１項から第７項までの規定による認定の申請にあっては、

次表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額の手数料

を申請の際に申請者から徴収する。 

 

備考 

書をいう。 

(7) 構造計算適合性審査 建築主事が行う建築基準法第６条の３第１項各号

に掲げる確認審査（同項に規定する確認審査をいう。）又は同法第１８条

第５項各号に掲げる審査をいう。 

(8) 確認済証の交付 建築基準法第６条第１項の確認済証の交付又は同法第

１８条第３項の規定による確認済証の交付をいう。 

(9) 大規模修繕等 建築基準法第２条第１４号に規定する大規模の修繕、同

条第１５号に規定する大規模の模様替又は建築物の用途の変更をいう。 

(10)構造計算 建築基準法第６条の３第１項に規定する構造計算をいう。 

(11)大臣認定プログラム 建築基準法第２０条第１項第２号イ又は第３号イ

に規定するプログラムをいう。 

(12)小荷物専用昇降機 建築基準法施行令第１２９条の３第１項第３号に規

定する小荷物専用昇降機をいう。 

（手数料の徴収） 

第３条 法第５条第１項から第７項までの規定による認定の申請にあっては、

次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額の手数

料を申請の際に申請者から徴収する。 

 

備考 床面積の合計は、当該申請に係る住宅の床面積（当該住宅が建築物の

（略） （略） 

-
 
2
2
7
 
-



        改        正        前         改        正        後 

１ 「床面積の合計」とは、当該申請に係る住宅の床面積（建築基準法施

行令（昭和２５年政令第３３８号）第２条第１項第３号に定めるところ

により算定した床面積をいう。以下この表、次項の表備考第１項各号、

第３項の表備考第１号及び第４項の表備考第１項第１号において同

じ。）の合計（当該住宅が建築物の部分である場合は、当該住宅を有す

る建築物の床面積の合計）とする。 

２ 「確認書等」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１

年法律第８１号）第６条の２第５項に規定する確認書又は住宅性能評価

書とする。 

３ 「併用住宅」とは、人の居住の用以外の用途に供する部分及び人の居

住の用に供する部分から成る一戸の住宅で、床面積の合計のうち人の居

住の用以外の用途に供する部分の床面積が５０平方メートル以下のもの

とする。 

４ 「一戸建ての住宅等」とは、一戸建ての住宅（人の居住の用以外の用

途に供する部分を有しないものをいう。）又は併用住宅とする。 

２ 法第６条第２項（法第８条第２項において準用する場合を含む。以下同

じ。）の規定による申出にあっては、前項の手数料（法第８条第２項におい

て準用する法第６条第２項の規定による申出にあっては、第６項の手数料）

のほか、次表の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右

部分である場合は、当該住宅を有する建築物の床面積）を合計して算定す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 法第６条第２項（法第８条第２項において準用する場合を含む。）の規定

による申出にあっては、前項の手数料（法第８条第２項において準用する法

第６条第２項の規定による申出にあっては、第６項の手数料）のほか、次の

表の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる

-
 
2
2
8
 
-



        改        正        前         改        正        後 

欄に掲げる金額の手数料を申請の際に申請者から徴収する（建築基準法（昭

和２５年法律第２０１号。以下「基準法」という。）第６条の３第１項の規

定による構造計算適合性判定（以下「構造計算適合性判定」という。）を要

するものの手数料の徴収は、基準法第６条の３第７項の規定による適合判定

通知書（以下「適合判定通知書」という。）の提出がない場合及び基準法第

６条の３第１項ただし書又は第１８条第５項ただし書の規定による建築主事

の審査（以下「構造計算適合性審査」という。）を行わない場合に限

る。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額の手数料を申出の際に申出者から徴収する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

床面積の合計 金額 

１００平方メートル以下のもの ３３，０００円（構造計算適合性判定を要す

るものにあっては、３６，３００円） 

１００平方メートルを超え２０

０平方メートル以下のもの 

４４，０００円（構造計算適合性判定を要す

るものにあっては、４７，３００円） 

２００平方メートルを超え５０

０平方メートル以下のもの 

６０，０００円（構造計算適合性判定を要す

るものにあっては、６３，３００円） 

５００平方メートルを超え１，

０００平方メートル以下のもの 

８７，０００円（構造計算適合性判定を要す

るものにあっては、９０，３００円） 

１，０００平方メートルを超え

２，０００平方メートル以下の

もの 

１１６，０００円（構造計算適合性判定を要

するものにあっては、１１９，３００円） 

２，０００平方メートルを超え ２７５，０００円（構造計算適合性判定を要

床面積の合計 金額 

１００平方メートル以下のもの ３８，０００円 

１００平方メートルを超え２００平方メートル

以下のもの 

５０，０００円 

２００平方メートルを超え３００平方メートル

以下のもの 

７２，０００円 

３００平方メートルを超え１，０００平方メー

トル以下のもの 

９７，０００円 

１，０００平方メートルを超え２，０００平方

メートル以下のもの 

１３０，０００円 

２，０００平方メートルを超え１０，０００平

方メートル以下のもの 

３０７，０００円 

１０，０００平方メートルを超え５０，０００ ５２４，０００円 

-
 
2
2
9
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

備考 

１ 「床面積の合計」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各

号に定める面積とする。 

(1) 住宅の建築をする場合（次号に掲げる場合を除く。） 当該建築に

係る部分の床面積 

(2) 既存の建築物に同一棟として増築する場合 当該増築に係る部分の

床面積に、当該増築に係る部分以外の部分の床面積に０．１を乗じて

得た面積を合計した面積。ただし、次のいずれかに該当する場合は、

当該増築に係る部分の床面積 

ア 既存の建築物が、平成１２年６月１日以後に、基準法第６条第１

項の確認済証の交付又は同法第１８条第３項の規定による確認済証

の交付（以下「確認済証の交付」という。）があった場合（法第６

条第５項（法第８条第２項において準用する場合を含む。以下同

 

 

備考 床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定

めるところにより算定する。ただし、建築基準法第８６条の８第１項又は

第３項の規定による認定を受けた住宅にあっては、その算定した面積に

０．５を乗じて得た面積とする。 

(1) 住宅の建築をする場合（次号に掲げる場合を除く。） 当該建築に係

る部分の床面積の合計 

(2) 建築物の増築をする場合（増築後に既存の建築物と当該増築に係る部

分が１の建築物となる場合に限る。） 当該増築に係る部分の床面積の

合計に、当該増築に係る部分以外の部分の床面積の合計に０．１を乗じ

て得た面積を加えた面積 

(3) 大規模修繕等をする場合 当該大規模修繕等に係る部分の床面積の合

計に０．５を乗じて得た面積に、当該大規模修繕等に係る部分以外の部

分の床面積の合計に０．１を乗じて得た面積を加えた面積 

(4) 確認済証の交付を受けた住宅の計画を変更して住宅を建築する場合 

当該計画を変更する部分について次のア又はイに掲げる場合の区分に応

じ、当該ア又はイに定めるところにより算定した床面積に０．５を乗じ

て得た面積 

１０，０００平方メートル以下

のもの 

するものにあっては、２７８，３００円） 

１０，０００平方メートルを超

え５０，０００平方メートル以

下のもの 

４７０，０００円（構造計算適合性判定を要

するものにあっては、４７３，３００円） 

５０，０００平方メートルを超

えるもの 

７３０，０００円（構造計算適合性判定を要

するものにあっては、７３３，３００円） 

平方メートル以下のもの  

５０，０００平方メートルを超えるもの ８１４，０００円 

-
 
2
3
0
 
-



        改        正        前         改        正        後 

じ。）により確認済証の交付があったものとみなされる場合を含

む。） 

イ 住宅（長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿を含む。）のエレベータ

ーの設置を目的とした増築のうち、当該増築に係る部分の床面積

が、当該増築に係る部分以外の部分の床面積の２０分の１以下であ

り、かつ、５０平方メートル以下であるもので、当該増築に係る部

分以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないものである場合

（アに掲げる場合を除く。） 

(3) 大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又は建築物の用途を変

更する場合 当該修繕、模様替又は用途の変更（以下「当該修繕等」

という。）に係る部分の床面積に０．５を乗じて得た面積に、当該修

繕等に係る部分以外の部分の床面積に０．１を乗じて得た面積を合計

した面積。ただし、既存の建築物について、平成１２年６月１日以後

に確認済証の交付があった場合は、当該修繕等に係る部分の床面積に

０．５を乗じて得た面積 

(4) 確認済証の交付を受けた住宅の計画を変更して住宅を建築する場合

 当該計画を変更する部分の床面積（次のいずれかにより算定した床

面積）に０．５を乗じて得た面積 

イ 床面積の増加する部分がない場合 次に掲げる面積の合計（変更

ア 床面積の増加する部分がない場合 次に掲げる面積の合計（変更前

の床面積の合計を超える場合にあっては、変更前の床面積の合計） 

(ｱ) 計画を変更する階の変更前の床面積 

(ｲ) 敷地又は基礎を変更する場合にあっては、変更後の建築面積 

(ｳ) 面積を算定することが困難な変更部分がある場合にあっては、１

００平方メートル 

イ 床面積の増加する部分がある場合 次に掲げる面積の合計 

(ｱ) 床面積の増加する部分を除いた部分につきアに定める面積の算定

方法により算定された面積の合計 

(ｲ) 床面積の増加する部分の床面積の合計に２を乗じて得られる面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-
 
2
3
1
 
-



        改        正        前         改        正        後 

前の床面積の合計を超える場合にあっては、変更前の床面積の合

計） 

(ｱ) 計画を変更する階の変更前の床面積 

(ｲ) 敷地又は基礎を変更する場合にあっては、変更後の建築面積 

(ｳ) 面積を算定することが困難な変更部分がある場合にあっては、

１００平方メートル 

ロ 床面積の増加する部分がある場合 次に掲げる面積の合計 

(ｱ) 床面積の増加する部分を除いた部分につきイに定める面積の算

定方法により算定された面積の合計 

(ｲ) 床面積の増加する部分の床面積の合計に２を乗じて得られる面

積 

２ 住宅が基準法第８６条の８第１項又は第３項の規定による認定を受け

たものにあっては、備考第１項に定める面積に０．５を乗じて得た面積

を床面積の合計とする。 

３ この表は、書類又は図書のみにより申出を行う場合に適用するものと

し、磁気ディスク等により申出を行う場合においては、それぞれこの表

に定める金額から２，０００円を減じた額とする。 

３ 構造計算適合性審査を行う法第６条第２項の規定による申出にあっては、

前２項の手数料（法第８条第２項において準用する法第６条第２項の規定に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 構造計算適合性審査を要する法第６条第２項（法第８条第２項において準

用する場合を含む。）の規定による申出にあっては、前２項の手数料（法第

-
 
2
3
2
 
-



        改        正        前         改        正        後 

よる申出にあっては、前項及び第６項の手数料）のほか、次表の左欄に掲げ

る床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額の手数料を

申請の際に申請者から徴収する。 

 

 

 

備考 「床面積の合計」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各

号に定める面積とする。ただし、当該手数料は、建築物の２以上の部分が

エキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみ

で接している場合は、それぞれ別の建築物とみなし、建築物ごとに合算し

て得た額とする。 

(1) 住宅の建築をする場合 当該構造計算適合性審査に係る一の住宅ごと

の床面積 

(2) 確認済証の交付を受けた住宅の計画を変更して住宅を建築する場合 

前項の表の備考第１項第４号の規定により算定した面積 

４ 構造計算適合性判定を行う法第６条第２項の規定による申出にあっては、

第１項及び第２項の手数料（法第８条第２項において準用する法第６条第２

項の規定による申出にあっては、第２項及び第６項の手数料）のほか、次表

の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額の手数料を申

８条第２項において準用する法第６条第２項の規定による申出にあっては、

前項及び第６項の手数料）のほか、構造計算適合性審査を要する１の建築物

ごと（建築基準法第２０条第２項に規定する建築物の部分にあっては、当該

建築物の部分ごと）に次の表の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる金額の手数料を申出の際に申出者から徴収する。 

 

備考 床面積の合計は、構造計算適合性審査に係る建築物の床面積を合計し

て算定する。ただし、確認済証の交付を受けた住宅の計画を変更して住宅

を建築する場合については、前項の表の備考第４号の規定の例により算定

した面積とする。 

 

 

 

 

 

４ 構造計算適合性判定を要する法第６条第２項（法第８条第２項において準

用する場合を含む。）の規定による申出（申出の際に適合判定通知書の提出

がない場合に限る。）にあっては、第１項及び第２項の手数料（法第８条第

２項において準用する法第６条第２項の規定による申出にあっては、第２項

（略） （略） 

-
 
2
3
3
 
-



        改        正        前         改        正        後 

請の際に申請者から徴収する（適合判定通知書の提出がない場合に限

る。）。 

 

 

 

 

備考 

１ 「床面積の合計」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各

号に定める面積とする。ただし、当該手数料は、建築物の２以上の部分

がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法

のみで接している場合は、それぞれ別の建築物とみなし、建築物ごとに

合算して得た額とする。 

(1) 住宅の建築をする場合 当該構造計算適合性判定に係る一の住宅ご

との床面積 

(2) 確認済証の交付を受けた住宅の計画を変更して住宅を建築する場合 

第２項の表の備考第１項第４号の規定により算定した面積 

２ 「大臣認定プログラム」とは、基準法第２０条第１項第２号イ又は第

３号イに規定するプログラムをいう。 

５ 基準法第８７条の４に規定する昇降機に係る部分を含む法第６条第２項の

及び第６項の手数料）のほか、構造計算適合性判定を要する１の建築物ごと

（建築基準法第２０条第２項に規定する建築物の部分にあっては、当該建築

物の部分ごと）に次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に

掲げる金額に３，３００円を加えた金額の手数料を申出の際に申出者から徴

収する。 

 

備考 床面積の合計は、構造計算適合性判定に係る建築物の床面積を合計し

て算定する。ただし、確認済証の交付を受けた住宅の計画を変更して住宅

を建築する場合については、第２項の表の備考第４号の規定の例により算

定した面積とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 昇降機（建築基準法施行令第１４６条第１項第１号に掲げるものに限る。

（略） （略） 

-
 
2
3
4
 
-



        改        正        前         改        正        後 

規定による申出にあっては、前４項の手数料（法第８条第２項において準用

する法第６条第２項の規定による申出にあっては、前３項及び次項の手数

料）のほか、次表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる

金額の手数料を申請の際に申請者から徴収する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

１ この表に定める金額は、一の昇降機又は小荷物専用昇降機ごとの額と

する。 

２ 第２項の表の備考第３項の規定は、この表についても適用する。 

６ 法第８条第１項の規定による変更の認定の申請にあっては、次表の中欄に

掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額の手数料を申請の際に

以下同じ。）又は小荷物専用昇降機（同項第２号に掲げるものに限る。以下

同じ。）に係る部分を含む法第６条第２項（法第８条第２項において準用す

る場合を含む。）の規定による申出にあっては、前各項の手数料（法第８条

第２項において準用する法第６条第２項の規定による申出にあっては、前３

項及び次項の手数料）のほか、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ

同表の右欄に掲げる金額の手数料を申出の際に申出者から徴収する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 この表に定める金額は、１の昇降機又は小荷物専用昇降機ごとの額と

する。 

６ 法第８条第１項の規定による変更の認定の申請にあっては、次の表の中欄

に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額の手数料を申請の際

区分 金額 

昇降機（小荷物専用昇降機を除く。以下同じ。）を設置

する場合 

２１，０００円 

確認済証の交付があった昇降機の計画を変更して昇降機

を設置する場合 

１３，０００円 

小荷物専用昇降機を設置する場合 １１，０００円 

確認済証の交付があった小荷物専用昇降機の計画を変更

して小荷物専用昇降機を設置する場合 

９，０００円 

区分 金額 

昇降機を設置する場合（次の項に規定する場合を除

く。） 

２４，０００円 

確認済証の交付があった昇降機の計画（法第６条第５項

の規定により確認済証の交付があったものとみなされる

ものを含む。）を変更して昇降機を設置する場合 

１５，０００円 

小荷物専用昇降機を設置する場合（次の項に規定する場

合を除く。） 

１３，０００円 

確認済証の交付があった小荷物専用昇降機の計画（法第

６条第５項の規定により確認済証の交付があったものと

みなされるものを含む。）を変更して小荷物専用昇降機

を設置する場合 

１０，０００円 

 

-
 
2
3
5
 
-



        改        正        前         改        正        後 

申請者から徴収する。ただし、同表３の項、４の項、８の項又は９の項に掲

げる区分に該当する場合で、変更の内容が認定した住宅の住戸全体に及ばな

いときの手数料の額は、当該同表の右欄に掲げる金額を認定した住宅の全て

の住戸の数で除して得た額（その額に１００円未満の端数があるときは、当

該端数を１００円に切り上げた額）に変更の認定の申請をする住戸の数を乗

じて得た額（その額が当該同表の右欄に掲げる金額を超えるときは、当該同

表の右欄に掲げる金額）とする。 

 

備考 （略） 

７～１０ （略） 

第４条～第６条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

に申請者から徴収する。ただし、同表３の項、４の項、８の項又は９の項に

掲げる区分に該当する場合で、変更の内容が認定した住宅の住戸全体に及ば

ないときの手数料の額は、当該同表の右欄に掲げる金額を認定した住宅の全

ての住戸の数で除して得た額（その額に１００円未満の端数があるときは、

当該端数を１００円に切り上げた額）に変更の認定の申請をする住戸の数を

乗じて得た額（その額が当該同表の右欄に掲げる金額を超えるときは、当該

同表の右欄に掲げる金額）とする。 

 

備考 （略） 

７～１０ （略） 

第４条～第６条 （略） 

 

（略） （略） 

-
 
2
3
6
 
-



議案第１６号 

 

 

池田市都市の低炭素化の促進に関する法律 

に係る手数料条例の一部改正についてああ 

 

 

 池田市都市の低炭素化の促進に関する法律に係る手数料条例の一部を改正す

る条例を次のように定める。 

 

 

  令和７年２月２６日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

理  由 

  脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律等の一部を改正する法律による建築物のエネルギー消費性能の向上

等に関する法律及び建築基準法の一部改正等に伴い、本条例の一部を改正す

るものである。 
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池田市条例第  号 

 

池田市都市の低炭素化の促進に関する法律に係る手数料条例の一部を改

正する条例（案） 

 

池田市都市の低炭素化の促進に関する法律に係る手数料条例（平成２５年池

田市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

第２条に次の１項を加える。 

２ 前項に定めるもののほか、この条例において、次の各号に掲げる用語の意

義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 認定等 法第５３条第１項の規定による認定（次条第１項において「認

定」という。）又は法第５５条第１項の規定による変更の認定（以下「変

更認定」という。）をいう。 

(2) 評価手法 低炭素建築物新築等計画又は認定低炭素建築物新築等計画が

技術的基準に適合するかどうかの評価の方法をいう。 

(3) 技術的基準 法第５４条第１項各号に掲げる基準をいう。 

(4) 床面積 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第２条第１項

第３号に定めるところにより算定した床面積をいう。 

(5) 住宅 人の居住の用のみに供する建築物（共用部を含む。）をいう。 

(6) 非住宅建築物 住宅以外の用途のみに供する建築物をいう。 

(7) 共同住宅等 共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をい

う。 

(8) 複合建築物 住宅以外の用途に供する部分及び住宅の用途に供する部分

から成る建築物をいう。 

(9) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関等 認定等に係る建築物につい

て建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う登録建築物エネルギー消費
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性能判定機関（当該建築物が住宅の場合にあっては、登録建築物エネルギ

ー消費性能判定機関又は住宅性能評価を行う登録住宅性能評価機関）をい

う。 

(10)モデル建物法 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成２

８年経済産業省、国土交通省令第１号。以下「基準省令」という。）第１

０条第１号イ(2)及びロ(2)に定める基準による評価の方法をいう。 

(11)誘導仕様基準 住宅の用途に供する部分を基準省令第１０条第２号イ

(2)及びロ(2)に定める基準により評価する方法をいう。 

(12)誘導基準併用法 基準省令第１０条第２号イ(1)及びロ(2)又は同号イ

(2)及びロ(1)に定める基準による評価の方法をいう。 

(13)構造計算適合性判定 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条

の３第１項の規定による構造計算適合性判定をいう。 

(14)適合判定通知書 建築基準法第６条の３第７項の規定による適合判定通

知書をいう。 

(15)構造計算適合性審査 建築主事が行う建築基準法第６条の３第１項各号

に掲げる確認審査（同項に規定する確認審査をいう。）又は同法第１８条

第５項各号に掲げる審査をいう。 

(16)建築 建築基準法第２条第１３号に規定する建築をいう。 

(17)大規模修繕等 建築基準法第２条第１４号に規定する大規模の修繕又は

同条第１５号に規定する大規模の模様替をいう。 

(18)確認済証の交付 建築基準法第６条第１項の確認済証の交付又は同法第

１８条第３項の規定による確認済証の交付をいう。 

(19)構造計算 建築基準法第６条の３第１項に規定する構造計算をいう。 

(20)大臣認定プログラム 建築基準法第２０条第１項第２号イ又は第３号イ

に規定するプログラムをいう。 

(21)小荷物専用昇降機 建築基準法施行令第１２９条の３第１項第３号に規
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定する小荷物専用昇降機をいう。 

第３条第１項中「法第５３条第１項の規定による」を削り、「法第５５条第

１項の変更の認定（以下この条において「変更認定」という。）」を「変更認

定」に改め、「（法第５３条第１項に規定する低炭素建築物新築等計画をい

う。以下この条において同じ。）」及び「（低炭素建築物新築等計画又は認定

低炭素建築物新築等計画（法第５６条に規定する認定低炭素建築物新築等計画

をいう。以下この条において同じ。）が法第５４条第１項各号に掲げる基準

（以下この条において「技術的基準」という。）に適合するかどうかの評価の

方法をいう。以下この条において同じ。）」を削り、「法第５３条第１項の認

定若しくは変更認定（以下この条において「認定等」という。）」を「認定

等」に改め、「（次表備考第１項に規定する床面積の合計をいう。）」を削

り、「限る。）にあっては、同表」を「係るものに限る。）にあっては、次の

表」に改め、同項の表を次のように改める。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 区分 金額 

認定等の

申請に係

る建築物 

認定等に係る

評価手法 

床面積の合計 

１ 非住宅建

築物 

登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

等が技術的基

準に適合する

と認めたもの 

300平方メートル未満のもの 11,300円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

19,400円 

1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

31,400円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

93,300円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

147,400円 

10,000平方メートル以上25,000 186,100円 
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  平方メートル未満のもの  

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

232,500円 

50,000平方メートル以上のもの 325,300円 

そ

の

他

の

も

の 

モデル建

物法によ

るもの 

300平方メートル未満のもの 103,400円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

130,800円 

1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

171,400円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

275,800円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

359,300円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

431,300円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

505,500円 

50,000平方メートル以上のもの 654,000円 

その他の

もの 

300平方メートル未満のもの 265,800円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

332,300円 

1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

428,200円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

609,900円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

750,600円 
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    10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

886,700円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

1,011,300円 

50,000平方メートル以上のもの 1,260,300円 

２ 一戸建て

の住宅 

登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

等が技術的基

準に適合する

と認めたもの 

― 5,900円 

そ

の

他

の

も

の 

誘導仕様

基準によ

るもの 

200平方メートル未満のもの 22,900円 

200平方メートル以上のもの 24,500円 

誘導基準

併用法に

よるもの 

200平方メートル未満のもの 32,200円 

200平方メートル以上のもの 35,300円 

その他の

もの 

200平方メートル未満のもの 42,300円 

200平方メートル以上のもの 46,900円 

３ 共同住宅

等 

登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

等が技術的基

準に適合する

と認めたもの 

300平方メートル未満のもの 11,300円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

23,700円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

52,300円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

93,300円 

10,000平方メートル以上25,000 149,800円 
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  平方メートル未満のもの  

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

226,300円 

50,000平方メートル以上のもの 343,100円 

そ

の

他

の

も

の 

誘導仕様

基準によ

るもの 

300平方メートル未満のもの 40,700円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

68,500円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

121,900円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

183,000円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

333,800円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

562,700円 

50,000平方メートル以上のもの 985,000円 

誘導基準

併用法に

よるもの 

300平方メートル未満のもの 61,600円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

101,800円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

175,300円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

254,900円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

487,700円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

848,100円 

50,000平方メートル以上のもの 1,533,200円 
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備考 床面積の合計は、認定等の申請に係る建築物の部分の床面積を合計し

て算定する。ただし、変更認定の申請（当該変更認定の申請に係る建築物

の部分の床面積の合計の増加を含む場合に限る。）をする場合にあって

   その他の

もの 

300平方メートル未満のもの 82,500円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

135,800円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

229,400円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

327,600円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

642,400円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

1,134,200円 

50,000平方メートル以上のもの 2,082,300円 

４ 複合建築物 住宅以外の用

途に供する部

分を１の項の

非住宅建築物

とみなして中

欄に掲げる区

分に応じそれ

ぞれ右欄に定

める金額に、

住宅の用途に

供する部分を

２の項の一戸

建ての住宅又

は３の項の共

同住宅等とみ

なして中欄に

掲げる区分に

応じそれぞれ

右欄に定める

金額を加算し

た額 
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は、当該増加に係る部分の床面積の合計に、当該増加に係る部分以外の部

分の床面積の合計に０．５を乗じて得た面積を加えた面積とする。 

 第３条第２項中「含む場合」の次に「に係るもの」を加え、「次表」を「次の

表」に、「申請の際に申請者」を「申出の際に申出者」に改め、「（建築基準法

（昭和２５年法律第２０１号）第６条の３第１項の規定による構造計算適合性判

定（以下「構造計算適合性判定」という。）を要するものの手数料の徴収は、建

築基準法第６条の３第７項の規定による適合判定通知書（以下「適合判定通知書」

という。）の提出がない場合及び建築基準法第６条の３第１項ただし書又は第１

８条第５項ただし書の規定による建築主事の審査（以下「構造計算適合性審査」

という。）を行わない場合に限る。）」を削り、同項の表を次のように改める。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定

めるところにより算定する。ただし、建築基準法第８６条の８第１項及び

床面積の合計 金額 

１００平方メートル以下のもの ３８，０００円 

１００平方メートルを超え２００平方メートル

以下のもの 

５０，０００円 

２００平方メートルを超え３００平方メートル

以下のもの 

７２，０００円 

３００平方メートルを超え１，０００平方メー

トル以下のもの 

９７，０００円 

１，０００平方メートルを超え２，０００平方

メートル以下のもの 

１３０，０００円 

２，０００平方メートルを超え１０，０００平

方メートル以下のもの 

３０７，０００円 

１０，０００平方メートルを超え５０，０００

平方メートル以下のもの 

５２４，０００円 

５０，０００平方メートルを超えるもの ８１４，０００円 
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第３項の規定による認定に係る建築物にあっては、その算定した面積に

０．５を乗じて得た面積とする。 

(1) 建築物の建築をする場合（次号に掲げる場合を除く。） 当該建築に

係る部分の床面積の合計 

(2) 建築物の増築をする場合（増築後に既存の建築物と当該増築に係る部

分が１の建築物となる場合に限る。） 当該増築に係る部分の床面積の

合計に、当該増築に係る部分以外の部分の床面積の合計に０．１を乗じ

て得た面積を加えた面積 

(3) 大規模修繕等又は建築物の用途の変更（以下「用途変更」という。）

をする場合 当該大規模修繕等又は用途変更に係る部分の床面積の合計

に０．５を乗じて得た面積に、当該大規模修繕等又は用途変更に係る部

分以外の部分の床面積の合計に０．１を乗じて得た面積を加えた面積 

(4) 確認済証の交付を受けた建築物の計画を変更して建築物の建築、大規

模修繕等又は用途変更をする場合 当該計画を変更する部分について池

田市建築基準法施行条例（平成１３年池田市条例第２２号）別表付表１

備考第１項第４号の規定の例により算定した床面積の合計に０．５を乗

じて得た面積 

 第３条第３項中「含む場合」の次に「に係るもの」を加え、「一の」を「１の」

に、「建築物の２以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力

を伝えない構造方法のみで接している場合は、それぞれ別の建築物とみなす。）

に次表」を「建築基準法第２０条第２項に規定する建築物の部分にあっては、当

該建築物の部分ごと）に次の表」に、「合算して申請の際に申請者」を「申出の

際に申出者」に改め、同項の表備考中「「床面積の合計」とは」を「床面積の合

計は」に、「の合計をいう」を「を合計して算定する」に改め、同表備考ただし

書中「を建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替」を「の建築又は大

規模修繕等」に改め、同条第４項中「）の規定による申出」の次に「（申出の際
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に適合判定通知書の提出がない場合に限る。）」を、「含む場合」の次に「に係

るもの」を加え、「一の」を「１の」に、「建築物の２以上の部分がエキスパン

ションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合

は、それぞれ別の建築物とみなす。）に次表」を「建築基準法第２０条第２項に

規定する建築物の部分にあっては、当該建築物の部分ごと）に次の表」に改め、

「掲げる金額」の次に「に３，３００円を加えた金額」を加え、「合算して申請

の際に申請者」を「申出の際に申出者」に改め、「（適合判定通知書の提出がな

い場合に限る。）」を削り、同項の表備考を次のように改める。 

備考 床面積の合計は、構造計算適合性判定に係る建築物の床面積を合計し

て算定する。ただし、確認済証の交付があった構造計算適合性判定を要す

る建築物の計画又は法第５４条第５項の規定により確認済証の交付があっ

たものとみなされる構造計算適合性判定を行う低炭素建築物新築等計画を

変更して建築物の建築又は大規模修繕等をする場合については、構造計算

適合性判定に係る建築物の床面積の合計（床面積の合計の増加する部分が

ある場合にあっては、当該増加に係る部分の床面積の合計に２を乗じて得

た面積に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積の合計を加えた面積）

に０．５を乗じて得た面積とする。 

第３条第５項中「建築基準法第８７条の４に規定する昇降機」を「昇降機

（建築基準法施行令第１４６条第１項第１号に掲げるものに限る。以下同

じ。）又は小荷物専用昇降機（同項第２号に掲げるものに限る。以下同

じ。）」に、「前４項」を「前各項」に改め、「含む場合」の次に「に係るも

の」を加え、「一の」を「１の」に、「次表」を「次の表」に、「申請の際に

申請者」を「申出の際に申出者」に改め、同項の表を次のように改める。 

 

 

 

区分 金額 

昇降機を設置する場合（次の項に規定する場合を除

く。） 

２４，０００円 
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備考 この表に定める金額は、１の昇降機又は小荷物専用昇降機ごとの額と

する。 

第３条第６項中「申請にあっては、次表」を「申請」に改め、「（同表備考

第１項に規定する変更認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計をい

う。）」を削り、「を除く。）」を「に係るものを除く。）にあっては、次の

表」に改め、同項の表を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確認済証の交付があった昇降機の計画（法第５４条第５

項の規定により確認済証の交付があったものとみなされ

るものを含む。）を変更して昇降機を設置する場合 

１５，０００円 

小荷物専用昇降機を設置する場合（次の項に規定する場

合を除く。） 

１３，０００円 

確認済証の交付があった小荷物専用昇降機の計画（法第

５４条第５項の規定により確認済証の交付があったもの

とみなされるものを含む。）を変更して小荷物専用昇降

機を設置する場合 

１０，０００円 

項 区分 金額 

変更認定

の申請に

係る建築

物 

変 更 認 定 に

係 る 評 価 手

法 

変更認定の申請に係る建築物の

部分の床面積の合計 

１ 非住宅建

築物 

登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

等が技術的基

準に適合する

と認めたもの 

300平方メートル未満のもの 6,400円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

10,400円 

1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

16,400円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

47,400円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

74,400円 
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  10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

93,800円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

117,000円 

50,000平方メートル以上のもの 163,400円 

そ

の

他

の

も

の 

モデル建

物法によ

るもの 

300平方メートル未満のもの 52,400円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

66,100円 

1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

86,400円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

138,600円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

180,400円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

216,300円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

253,500円 

50,000平方メートル以上のもの 327,700円 

その他の

もの 

300平方メートル未満のもの 133,600円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

166,800円 

1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

214,800円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

305,700円 

5,000平方メートル以上10,000 376,000円 
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    平方メートル未満のもの  

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

444,100円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

506,300円 

50,000平方メートル以上のもの 630,800円 

２ 一戸建て

の住宅 

登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

等が技術的基

準に適合する

と認めたもの 

― 3,700円 

そ

の

他

の

も

の 

誘導仕様

基準によ

るもの 

200平方メートル未満のもの 12,200円 

200平方メートル以上のもの 12,900円 

誘導基準

併用法に

よるもの 

200平方メートル未満のもの 16,800円 

200平方メートル以上のもの 18,400円 

その他の

もの 

200平方メートル未満のもの 21,800円 

200平方メートル以上のもの 24,200円 

３ 共同住宅

等 

登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

等が技術的基

準に適合する

と認めたもの 

300平方メートル未満のもの 6,400円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

12,600円 

2,000平方メートル以上5,000

平方メートル未満のもの 

26,900円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

47,400円 
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  10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

75,500円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

113,900円 

50,000平方メートル以上のもの 172,200円 

そ

の

他

の

も

の 

誘導仕様

基準によ

るもの 

300平方メートル未満のもの 21,100円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

35,000円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

61,700円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

92,200円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

167,500円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

282,100円 

50,000平方メートル以上のもの 493,200円 

誘導基準

併用法に

よるもの 

300平方メートル未満のもの 31,500円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

51,600円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

88,300円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

128,200円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

244,500円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

424,800円 
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    50,000平方メートル以上のもの 767,300円 

その他の

もの 

300平方メートル未満のもの 41,900円 

300平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

68,600円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

115,400円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

164,500円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

321,800円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

567,800円 

50,000平方メートル以上のもの 1,041,900円 

４ 複合建築物 住宅以外の用

途に供する部

分を１の項の

非住宅建築物

とみなして中

欄に掲げる区

分に応じそれ

ぞれ右欄に定

める金額に、

住宅の用途に

供する部分を

２の項の一戸

建ての住宅又

は３の項の共

同住宅等とみ

なして中欄に
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第３条第７項中「場合」の次に「に係るもの」を加え、「次表」を「次の

表」に改め、同項の表を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  掲げる区分に

応じそれぞれ

右欄に定める

金額を加算し

た額 

項 区分 金額 

書面の交

付に係る

建築物 

書面の交付に

係る評価手法 

書面の交付の申請に係る建築物

の床面積の合計 

１ 非住宅建

築物 

登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

等が軽微な変

更に該当する

と認めたもの 

300平方メートル未満のもの 6,400円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

10,400円 

1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

16,400円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

47,400円 

5,000平方メートル以上10,000平

方メートル未満のもの 

74,400円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

93,800円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

117,000円 

50,000平方メートル以上のもの 163,400円 

そ

の

他

モデル建

物法によ

るもの 

300平方メートル未満のもの 52,400円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

66,100円 
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 の

も

の 

 1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

86,400円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

138,600円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

180,400円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

216,300円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

253,500円 

50,000平方メートル以上のもの 327,700円 

その他の

もの 

300平方メートル未満のもの 133,600円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

166,800円 

1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

214,800円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

305,700円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

376,000円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

444,100円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

506,300円 

50,000平方メートル以上のもの 630,800円 

２ 一戸建て

の住宅 

登録建築物エ

ネルギー消費

― 3,700円 
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  性能判定機関

等が軽微な変

更に該当する

と認めたもの 

  

そ

の

他

の

も

の 

誘導仕様

基準によ

るもの 

200平方メートル未満のもの 12,200円 

200平方メートル以上のもの 12,900円 

誘導基準

併用法に

よるもの 

200平方メートル未満のもの 16,800円 

200平方メートル以上のもの 18,400円 

その他の

もの 

200平方メートル未満のもの 21,800円 

200平方メートル以上のもの 24,200円 

３ 共同住宅

等 

登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

等が軽微な変

更に該当する

と認めたもの 

 

 

300平方メートル未満のもの 6,400円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

12,600円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

26,900円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

47,400円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

75,500円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

113,900円 

50,000平方メートル以上のもの 172,200円 

そ

の

他

誘導仕様

基準によ

るもの 

300平方メートル未満のもの 21,100円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

35,000円 
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  の

も

の 

 2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

61,700円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

92,200円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

167,500円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

282,100円 

50,000平方メートル以上のもの 493,200円 

誘導基準

併用法に

よるもの 

300平方メートル未満のもの 31,500円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

51,600円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

88,300円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

128,200円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

244,500円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

424,800円 

50,000平方メートル以上のもの 767,300円 

その他の

もの 

300平方メートル未満のもの 41,900円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

68,600円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

115,400円 

5,000平方メートル以上10,000 164,500円 
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第３条第８項中「場合」の次に「に係るもの」を加え、「次表」を「次の

表」に改め、同項の表を次のように改める。 

    平方メートル未満のもの  

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

321,800円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

567,800円 

50,000平方メートル以上のもの 1,041,900円 

４ 複合建築物 住宅以外の用

途に供する部

分を１の項の

非住宅建築物

とみなして中

欄に掲げる区

分に応じそれ

ぞれ右欄に定

める金額に、

住宅の用途に

供する部分を

２の項の一戸

建ての住宅又

は３の項の共

同住宅等とみ

なして中欄に

掲げる区分に

応じそれぞれ

右欄に定める

金額を加算し

た額 
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項 区分 金額 

書面の交

付に係る

建築物 

書面の交付に

係る評価手法 

書面の交付の申請に係る建築物

の床面積の合計 

１ 非住宅建

築物 

登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

等が軽微な変

更に該当する

と認めたもの 

300平方メートル未満のもの 11,300円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

19,400円 

1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

31,400円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

93,300円 

5,000平方メートル以上10,000平

方メートル未満のもの 

147,400円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

186,100円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

232,500円 

50,000平方メートル以上のもの 325,300円 

そ

の

他

の

も

の 

モデル建

物法によ

るもの 

300平方メートル未満のもの 103,400円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

130,800円 

1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

171,400円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

275,800円 

5,000平方メートル以上10,000平

方メートル未満のもの 

359,300円 
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   10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

431,300円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

505,500円 

50,000平方メートル以上のもの 654,000円 

その他の

もの 

300平方メートル未満のもの 265,800円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

332,300円 

1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

428,200円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

609,900円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

750,600円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

886,700円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

1,011,300円 

50,000平方メートル以上のもの 1,260,300円 

２ 一戸建て

の住宅 

登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

等が軽微な変

更に該当する

と認めたもの 

― 5,900円 

そ

の

誘導仕様

基準によ

200平方メートル未満のもの 22,900円 

200平方メートル以上のもの 24,500円 
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  他

の

も

の 

るもの   

誘導基準

併用法に

よるもの 

200平方メートル未満のもの 32,200円 

200平方メートル以上のもの 35,300円 

その他の

もの 

200平方メートル未満のもの 42,300円 

200平方メートル以上のもの 46,900円 

３ 共同住宅

等 

登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

等が軽微な変

更に該当する

と認めたもの 

 

 

300平方メートル未満のもの 11,300円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

23,700円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

52,300円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

93,300円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

149,800円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

226,300円 

50,000平方メートル以上のもの 343,100円 

そ

の

他

の

も

の 

誘導仕様

基準によ

るもの 

300平方メートル未満のもの 40,700円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

68,500円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

121,900円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

183,000円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

333,800円 
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    25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

562,700円 

50,000平方メートル以上のもの 985,000円 

誘導基準

併用法に

よるもの 

300平方メートル未満のもの 61,600円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

101,800円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

175,300円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

254,900円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

487,700円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

848,100円 

50,000平方メートル以上のもの 1,533,200円 

その他の

もの 

300平方メートル未満のもの 82,500円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

135,800円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

229,400円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

327,600円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

642,400円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

1,134,200円 

50,000平方メートル以上のもの 2,082,300円 

- 261 -



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

４ 複合建築物 住宅以外の用

途に供する部

分を１の項の

非住宅建築物

とみなして中

欄に掲げる区

分に応じそれ

ぞれ右欄に定

める金額に、

住宅の用途に

供する部分を

２の項の一戸

建ての住宅又

は３の項の共

同住宅等とみ

なして中欄に

掲げる区分に

応じそれぞれ

右欄に定める

金額を加算し

た額 

- 262 -



議案第１６号  説  明 

 

池田市都市の低炭素化の促進に関する法律 

に係る手数料条例の一部改正について   

 

１ 定義規定の整備を行うものであること。 

（第２条関係） 

２ 低炭素建築物新築等計画の認定及びその変更の認定（以下「認定等」とい

う。）に関係する手数料について次の整備を行うほか、文言の整備その他所

要の規定の整備を行うものであること。 

(1) 認定等の申請に係る手数料について、建築物のエネルギー消費性能の向

上等に関する法律（平成２７年法律第５３号）の一部改正により建築物エ

ネルギー消費性能基準への適合に係る建築物の評価手法が新たに創設され

たことに伴う当該評価手法に係る手数料の金額の設定その他見直しを行う

ものであること。 

(2) 低炭素建築物新築等計画が建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）等

の関係法令の規定に適合するかどうかの審査を受けるため当該低炭素建築

物新築等計画の認定等の申請の際に行われる申出に係る手数料について、

同法の一部改正により当該審査の項目が増えたことに伴う金額の改定その

他見直しを行うものであること。 

(3) 認定を不要とする低炭素建築物新築等計画の軽微な変更による建築物エ

ネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない建築物の建築に係る

完了検査等の検査済証の交付を受けるために必要なその計画が軽微な変更

に該当していることを証する書面の交付に係る手数料について、建築物の

エネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部改正により建築物エネル

ギー消費性能基準に適合しなければならない建築物の対象が追加されたこ
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とに伴う当該建築物に係る手数料の金額の設定その他見直しを行うもので

あること。 

（第３条関係） 

３ この条例は、令和７年４月１日から施行するものであること。 

（改正条例附則関係） 
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議案第１６号  参  考 

池田市都市の低炭素化の促進に関する法律に係る手数料条例の一部を改正する条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

第１条 （略） 

（定義） 

第２条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１条 （略） 

（定義） 

第２条 （略） 

２ 前項に定めるもののほか、この条例において、次の各号に掲げる用語の意

義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 認定等 法第５３条第１項の規定による認定（次条第１項において「認

定」という。）又は法第５５条第１項の規定による変更の認定（以下「変

更認定」という。）をいう。 

(2) 評価手法 低炭素建築物新築等計画又は認定低炭素建築物新築等計画が

技術的基準に適合するかどうかの評価の方法をいう。 

(3) 技術的基準 法第５４条第１項各号に掲げる基準をいう。 

(4) 床面積 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第２条第１項

第３号に定めるところにより算定した床面積をいう。 

(5) 住宅 人の居住の用のみに供する建築物（共用部を含む。）をいう。 

(6) 非住宅建築物 住宅以外の用途のみに供する建築物をいう。 

(7) 共同住宅等 共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をい

う。 

-
 
2
6
5
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) 複合建築物 住宅以外の用途に供する部分及び住宅の用途に供する部分

から成る建築物をいう。 

(9) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関等 認定等に係る建築物につい

て建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う登録建築物エネルギー消費

性能判定機関（当該建築物が住宅の場合にあっては、登録建築物エネルギ

ー消費性能判定機関又は住宅性能評価を行う登録住宅性能評価機関）をい

う。 

(10)モデル建物法 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成２

８年経済産業省、国土交通省令第１号。以下「基準省令」という。）第１

０条第１号イ(2)及びロ(2)に定める基準による評価の方法をいう。 

(11)誘導仕様基準 住宅の用途に供する部分を基準省令第１０条第２号イ

(2)及びロ(2)に定める基準により評価する方法をいう。 

(12)誘導基準併用法 基準省令第１０条第２号イ(1)及びロ(2)又は同号イ

(2)及びロ(1)に定める基準による評価の方法をいう。 

(13)構造計算適合性判定 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条

の３第１項の規定による構造計算適合性判定をいう。 

(14)適合判定通知書 建築基準法第６条の３第７項の規定による適合判定通

知書をいう。 

(15)構造計算適合性審査 建築主事が行う建築基準法第６条の３第１項各号

-
 
2
6
6
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（手数料の徴収） 

第３条 法第５３条第１項の規定による認定の申請又は法第５５条第１項の変

更の認定（以下この条において「変更認定」という。）の申請（当該変更認

定の申請をしようとする低炭素建築物新築等計画（法第５３条第１項に規定

する低炭素建築物新築等計画をいう。以下この条において同じ。）の評価手

法（低炭素建築物新築等計画又は認定低炭素建築物新築等計画（法第５６条

に規定する認定低炭素建築物新築等計画をいう。以下この条において同

に掲げる確認審査（同項に規定する確認審査をいう。）又は同法第１８条

第５項各号に掲げる審査をいう。 

(16)建築 建築基準法第２条第１３号に規定する建築をいう。 

(17)大規模修繕等 建築基準法第２条第１４号に規定する大規模の修繕又は

同条第１５号に規定する大規模の模様替をいう。 

(18)確認済証の交付 建築基準法第６条第１項の確認済証の交付又は同法第

１８条第３項の規定による確認済証の交付をいう。 

(19)構造計算 建築基準法第６条の３第１項に規定する構造計算をいう。 

(20)大臣認定プログラム 建築基準法第２０条第１項第２号イ又は第３号イ

に規定するプログラムをいう。 

(21)小荷物専用昇降機 建築基準法施行令第１２９条の３第１項第３号に規

定する小荷物専用昇降機をいう。 

（手数料の徴収） 

第３条 認定の申請又は変更認定の申請（当該変更認定の申請をしようとする

低炭素建築物新築等計画の評価手法が当該低炭素建築物新築等計画の直近の

認定等に係る評価手法と同一でない場合又は変更認定の申請に係る建築物の

部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものに限る。）にあっては、次

の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額の手数料

を申請の際に申請者から徴収する。 

-
 
2
6
7
 
-



        改        正        前         改        正        後 

じ。）が法第５４条第１項各号に掲げる基準（以下この条において「技術的

基準」という。）に適合するかどうかの評価の方法をいう。以下この条にお

いて同じ。）が当該低炭素建築物新築等計画の直近の法第５３条第１項の認

定若しくは変更認定（以下この条において「認定等」という。）に係る評価

手法と同一でない場合又は変更認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合

計（次表備考第１項に規定する床面積の合計をいう。）の増加を含む場合に

限る。）にあっては、同表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄

に掲げる金額の手数料を申請の際に申請者から徴収する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 区分 金額 

認定等の申請

に係る建築物 

認定等に係る

評価手法 

床面積の合計 

１ 非住宅建築物 登録住宅性能

評価機関等が

技術的基準に

適合すると認

めたもの 

300平方メートル未満のもの 11,000円 

300平方メートル以上1,000平

方メートル未満のもの 

19,000円 

1,000平方メートル以上2,000

平方メートル未満のもの 

30,700円 

2,000平方メートル以上5,000

平方メートル未満のもの 

91,600円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

144,900円 

10,000平方メートル以上25,000 182,900円 

項 区分 金額 

認定等の申請

に係る建築物 

認定等に係る

評価手法 

床面積の合計 

１ 非住宅建築物 登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

等が技術的基

準に適合する

と認めたもの 

300平方メートル未満のもの 11,300円 

300平方メートル以上1,000平

方メートル未満のもの 

19,400円 

1,000平方メートル以上2,000

平方メートル未満のもの 

31,400円 

2,000平方メートル以上5,000

平方メートル未満のもの 

93,300円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

147,400円 

10,000平方メートル以上25,000 186,100円 

-
 
2
6
8
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   平方メートル未満のもの  

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

228,600円 

50,000平方メートル以上のもの 319,900円 

そ

の

他

の

も

の 

モデル建

物法によ

るもの 

300平方メートル未満のもの 101,500円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

128,600円 

1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

168,500円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

271,200円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

353,400円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

424,200円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

497,300円 

50,000平方メートル以上のもの 643,400円 

その他の

もの 

300平方メートル未満のもの 261,300円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

326,800円 

1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

421,200円 

   平方メートル未満のもの  

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

232,500円 

50,000平方メートル以上のもの 325,300円 

そ

の

他

の

も

の 

モデル建

物法によ

るもの 

300平方メートル未満のもの 103,400円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

130,800円 

1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

171,400円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

275,800円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

359,300円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

431,300円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

505,500円 

50,000平方メートル以上のもの 654,000円 

その他の

もの 

300平方メートル未満のもの 265,800円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

332,300円 

1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

428,200円 

-
 
2
6
9
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

600,000円 

5,000平方メートル以上10,000平

方メートル未満のもの 

738,500円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

872,400円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

994,900円 

50,000平方メートル以上のもの 1,240,000円 

２ 一戸建ての

住宅 

登録住宅性能

評価機関等が

技術的基準に

適合すると認

めたもの 

― 5,600円 

そ

の

他

の

も

の 

誘導仕様

基準によ

るもの 

200平方メートル未満のもの 22,400円 

200平方メートル以上のもの 23,900円 

その他の

もの 

 

200平方メートル未満のもの 41,400円 

200平方メートル以上のもの 46,000円 

３ 共同住宅等 登録住宅性能

評価機関等が

技術的基準に

適合すると認 

300平方メートル未満のもの 11,000円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

23,200円 

    2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

609,900円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

750,600円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

886,700円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

1,011,300円 

50,000平方メートル以上のもの 1,260,300円 

２ 一戸建ての住

宅 

登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

等が技術的基

準に適合する

と認めたもの 

― 5,900円 

そ

の

他

の

も

の 

誘導仕様

基準によ

るもの 

200平方メートル未満のもの 22,900円 

200平方メートル以上のもの 24,500円 

誘導基準

併用法に

よるもの 

200平方メートル未満のもの 32,200円 

200平方メートル以上のもの 35,300円 

その他の

もの 

200平方メートル未満のもの 42,300円 

200平方メートル以上のもの 46,900円 
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        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  めたもの 2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

51,400円 

5,000平方メートル以上10,000平

方メートル未満のもの 

91,800円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

147,700円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

223,500円 

50,000平方メートル以上のもの 339,400円 

そ

の

他

の

も

の 

誘導仕様

基準によ

るもの 

300平方メートル未満のもの 39,900円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

67,300円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

119,900円 

5,000平方メートル以上10,000平

方メートル未満のもの 

180,100円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

328,800円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

554,600円 

50,000平方メートル以上のもの 971,100円 

その他の 300平方メートル未満のもの 81,000円 

３ 共同住宅等 登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

等が技術的基

準に適合する

と認めたもの 

300平方メートル未満のもの 11,300円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

23,700円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

52,300円 

5,000平方メートル以上10,000平

方メートル未満のもの 

93,300円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

149,800円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

226,300円 

50,000平方メートル以上のもの 343,100円 

そ

の

他

の

も

の 

誘導仕様

基準によ

るもの 

300平方メートル未満のもの 40,700円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

68,500円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

121,900円 

5,000平方メートル以上10,000平

方メートル未満のもの 

183,000円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

333,800円 

25,000平方メートル以上50,000 562,700円 
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        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

１ 「床面積の合計」とは、認定等の申請に係る建築物の部分の床面積の

合計をいう。ただし、変更認定の申請（当該変更認定の申請に係る建築

物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に限る。）をする場合にあっ

ては、当該増加に係る部分の床面積の合計に、当該増加に係る部分以外

の部分の床面積の合計に０．５を乗じて得た面積を加えた面積とする。 

２ 「非住宅建築物」とは、人の居住の用のみに供する建築物（共用部を

含む。）（以下この条において「住宅」という。）以外の用途のみに供

する建築物をいう。以下この備考において同じ。 

３ 「共同住宅等」とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   もの 300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

133,500円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

225,600円 

5,000平方メートル以上10,000平

方メートル未満のもの 

322,400円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

632,400円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

1,116,900円 

50,000平方メートル以上のもの 2,050,900円 

    平方メートル未満のもの  

50,000平方メートル以上のもの 985,000円 

誘導基準

併用法に

よるもの 

300平方メートル未満のもの 61,600円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

101,800円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

175,300円 

5,000平方メートル以上10,000平

方メートル未満のもの 

254,900円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

487,700円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

848,100円 

50,000平方メートル以上のもの 1,533,200円 

その他の

もの 

300平方メートル未満のもの 82,500円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

135,800円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

229,400円 

5,000平方メートル以上10,000平

方メートル未満のもの 

327,600円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

642,400円 
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        改        正        前         改        正        後 

住宅をいう。 

４ 「登録住宅性能評価機関等」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応

じ、当該各号に定めるものをいう。 

(1) 非住宅建築物に係る認定等の場合 登録建築物エネルギー消費性能

判定機関 

(2) 住宅に係る認定等の場合 登録住宅性能評価機関 

(3) 複合建築物に係る認定等の場合 登録建築物エネルギー消費性能判

定機関であって、登録住宅性能評価機関であるもの 

５ 「モデル建物法によるもの」とは、建築物エネルギー消費性能基準等

を定める省令（平成２８年経済産業省、国土交通省令第１号。以下「基

準省令」という。）第１０条第１号イ(2)及びロ(2)に定める基準により

評価したものをいう。 

６ 「誘導仕様基準によるもの」とは、住宅部分を基準省令第１０条第２

号イ(2)及びロ(2)に定める基準により評価したものをいう。 

７ 床面積の算定方法は、建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８

号）第２条第１項第３号に定めるところによる。 

８ 認定等の申請に係る建築物が複合建築物の場合の手数料は、この表第

１項の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額に、

同表第２項又は第３項の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 床面積の合計は、認定等の申請に係る建築物の部分の床面積を合計し

    25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

1,134,200円 

50,000平方メートル以上のもの 2,082,300円 

４ 複合建築物 住宅以外の用

途に供する部

分を１の項の

非住宅建築物

とみなして中

欄に掲げる区

分に応じそれ

ぞれ右欄に定

める金額に、

住宅の用途に

供する部分を

２の項の一戸

建ての住宅又

は３の項の共

同住宅等とみ

なして中欄に

掲げる区分に

応じそれぞれ

右欄に定める

金額を加算し

た額 
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        改        正        前         改        正        後 

に定める金額を加算するものとする。この場合において、同表中「非住

宅建築物」とあるのは「複合建築物の非住宅建築物の部分」と、「一戸

建ての住宅」とあるのは「複合建築物の一戸建ての住宅の部分」と、

「共同住宅等」とあるのは「複合建築物の共同住宅等の部分」と読み替

えるものとする。 

２ 法第５４条第２項（法第５５条第２項において準用する場合を含む。）の

規定による申出にあっては、前項の手数料（法第５５条第２項において準用

する法第５４条第２項の規定による申出（申出をしようとする低炭素建築物

新築等計画の評価手法が当該低炭素建築物新築等計画の直近の認定等に係る

評価手法と同一でない場合及び変更認定の申請に係る建築物の部分の床面積

の合計の増加を含む場合を除く。）にあっては、第６項の手数料）のほか、

次表の左欄に掲げる床面積の合計に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額

の手数料を申請の際に申請者から徴収する（建築基準法（昭和２５年法律第

２０１号）第６条の３第１項の規定による構造計算適合性判定（以下「構造

計算適合性判定」という。）を要するものの手数料の徴収は、建築基準法第

６条の３第７項の規定による適合判定通知書（以下「適合判定通知書」とい

う。）の提出がない場合及び建築基準法第６条の３第１項ただし書又は第１

８条第５項ただし書の規定による建築主事の審査（以下「構造計算適合性審

査」という。）を行わない場合に限る。）。 

て算定する。ただし、変更認定の申請（当該変更認定の申請に係る建築物

の部分の床面積の合計の増加を含む場合に限る。）をする場合にあって

は、当該増加に係る部分の床面積の合計に、当該増加に係る部分以外の部

分の床面積の合計に０．５を乗じて得た面積を加えた面積とする。 

 

２ 法第５４条第２項（法第５５条第２項において準用する場合を含む。）の

規定による申出にあっては、前項の手数料（法第５５条第２項において準用

する法第５４条第２項の規定による申出（申出をしようとする低炭素建築物

新築等計画の評価手法が当該低炭素建築物新築等計画の直近の認定等に係る

評価手法と同一でない場合及び変更認定の申請に係る建築物の部分の床面積

の合計の増加を含む場合に係るものを除く。）にあっては、第６項の手数

料）のほか、次の表の左欄に掲げる床面積の合計に応じ、それぞれ同表の右

欄に掲げる金額の手数料を申出の際に申出者から徴収する。 
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        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

１ 「床面積の合計」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各

号に定める面積（建築基準法第８６条の８第１項及び第３項の規定によ

る認定に係る建築物にあっては、当該各号に定める面積に０．５を乗じ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定

めるところにより算定する。ただし、建築基準法第８６条の８第１項及び

第３項の規定による認定に係る建築物にあっては、その算定した面積に

０．５を乗じて得た面積とする。 

(1) 建築物の建築をする場合（次号に掲げる場合を除く。） 当該建築に

係る部分の床面積の合計 

(2) 建築物の増築をする場合（増築後に既存の建築物と当該増築に係る部

床面積の合計 金額 

１００平方メートル以下のもの ３３，０００円（構造計算適合性判定を要す

るものにあっては、３６，３００円） 

１００平方メートルを超え２０

０平方メートル以下のもの 

４４，０００円（構造計算適合性判定を要す

るものにあっては、４７，３００円） 

２００平方メートルを超え５０

０平方メートル以下のもの 

６０，０００円（構造計算適合性判定を要す

るものにあっては、６３，３００円） 

５００平方メートルを超え１，

０００平方メートル以下のもの 

８７，０００円（構造計算適合性判定を要す

るものにあっては、９０，３００円） 

１，０００平方メートルを超え

２，０００平方メートル以下の

もの 

１１６，０００円（構造計算適合性判定を要

するものにあっては、１１９，３００円） 

２，０００平方メートルを超え

１０，０００平方メートル以下

のもの 

２７５，０００円（構造計算適合性判定を要

するものにあっては、２７８，３００円） 

１０，０００平方メートルを超

え５０，０００平方メートル以

下のもの 

４７０，０００円（構造計算適合性判定を要

するものにあっては、４７３，３００円） 

５０，０００平方メートルを超

えるもの 

７３０，０００円（構造計算適合性判定を要

するものにあっては、７３３，３００円） 

床面積の合計 金額 

１００平方メートル以下のもの ３８，０００円 

１００平方メートルを超え２００平方メートル

以下のもの 

５０，０００円 

２００平方メートルを超え３００平方メートル

以下のもの 

７２，０００円 

３００平方メートルを超え１，０００平方メー

トル以下のもの 

９７，０００円 

１，０００平方メートルを超え２，０００平方

メートル以下のもの 

１３０，０００円 

２，０００平方メートルを超え１０，０００平

方メートル以下のもの 

３０７，０００円 

１０，０００平方メートルを超え５０，０００

平方メートル以下のもの 

５２４，０００円 

５０，０００平方メートルを超えるもの ８１４，０００円 
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        改        正        前         改        正        後 

て得た面積）とする。 

(1) 建築物の建築（建築基準法第２条第１３号に規定する建築をいう。

以下同じ。）をする場合（次号に掲げる場合を除く。） 当該建築に

係る部分の床面積の合計 

(2) 建築物の増築をする場合（増築後に既存の建築物と当該増築に係る

部分が一の建築物となる場合に限る。） 当該増築に係る部分の床面

積の合計に、当該増築に係る部分以外の部分の床面積の合計に０．１

を乗じて得た面積を加えた面積。ただし、次のいずれかに該当する場

合は、当該増築に係る部分の床面積の合計 

ア 既存の建築物が、平成１２年６月１日以後に、建築基準法第６条

第１項の確認済証の交付又は同法第１８条第３項の規定による確認

済証の交付（以下「確認済証の交付」という。）があった場合（法

第５４条第５項（法第５５条第２項において準用する場合を含む。

以下同じ。）により確認済証の交付があったものとみなされる場合

を含む。） 

イ 住宅（長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿を含む。）のエレベータ

ーの設置を目的とした増築のうち、当該増築に係る部分の床面積の

合計が、当該増築に係る部分以外の部分の床面積の合計の２０分の

１以下であり、かつ、５０平方メートル以下であるもので、当該増

分が１の建築物となる場合に限る。） 当該増築に係る部分の床面積の

合計に、当該増築に係る部分以外の部分の床面積の合計に０．１を乗じ

て得た面積を加えた面積 

(3) 大規模修繕等又は建築物の用途の変更（以下「用途変更」という。）

をする場合 当該大規模修繕等又は用途変更に係る部分の床面積の合計

に０．５を乗じて得た面積に、当該大規模修繕等又は用途変更に係る部

分以外の部分の床面積の合計に０．１を乗じて得た面積を加えた面積 

(4) 確認済証の交付を受けた建築物の計画を変更して建築物の建築、大規

模修繕等又は用途変更をする場合 当該計画を変更する部分について池

田市建築基準法施行条例（平成１３年池田市条例第２２号）別表付表１

備考第１項第４号の規定の例により算定した床面積の合計に０．５を乗

じて得た面積 
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        改        正        前         改        正        後 

築に係る部分以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないもので

ある場合（アに掲げる場合を除く。） 

(3) 大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又は建築物の用途を変

更する場合 当該修繕、模様替又は用途の変更（以下「当該修繕等」

という。）に係る部分の床面積の合計に０．５を乗じて得た面積に、

当該修繕等に係る部分以外の部分の床面積の合計に０．１を乗じて得

た面積を加えた面積。ただし、既存の建築物について、平成１２年６

月１日以後に確認済証の交付があった場合は、当該修繕等に係る部分

の床面積の合計に０．５を乗じて得た面積 

(4) 確認済証の交付を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築し、

大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する

場合 当該計画を変更する部分の床面積の合計（池田市建築基準法施

行細則（平成１４年規則第１１号）第５１条の規定により算定したも

のに限る。）に０．５を乗じて得た面積 

２ この表は、書類又は図書のみにより申出を行う場合に適用するものと

し、磁気ディスク等により申出を行う場合においては、それぞれこの表

に定める金額から２，０００円を減じた額とする。 

３ 構造計算適合性審査を要する法第５４条第２項（法第５５条第２項におい

て準用する場合を含む。）の規定による申出にあっては、前２項の手数料

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 構造計算適合性審査を要する法第５４条第２項（法第５５条第２項におい

て準用する場合を含む。）の規定による申出にあっては、前２項の手数料

-
 
2
7
7
 
-



        改        正        前         改        正        後 

（法第５５条第２項において準用する法第５４条第２項の規定による申出

（申出をしようとする低炭素建築物新築等計画の評価手法が当該低炭素建築

物新築等計画の直近の認定等に係る評価手法と同一でない場合及び変更認定

の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合を除く。）にあ

っては、前項及び第６項の手数料）のほか、構造計算適合性審査を要する一

の建築物ごと（建築物の２以上の部分がエキスパンションジョイントその他

の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合は、それぞれ別の建

築物とみなす。）に次表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に

掲げる金額の手数料を合算して申請の際に申請者から徴収する。 

 

備考 「床面積の合計」とは、構造計算適合性審査に係る建築物の床面積の

合計をいう。ただし、確認済証の交付があった構造計算適合性審査を要す

る建築物の計画又は法第５４条第５項の規定により確認済証の交付があっ

たものとみなされる構造計算適合性審査を行う低炭素建築物新築等計画を

変更して建築物を建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をす

る場合については、構造計算適合性審査に係る建築物の床面積の合計（床

面積の合計の増加する部分がある場合にあっては、当該増加に係る部分の

床面積の合計に２を乗じて得た面積に、当該増加に係る部分以外の部分の

床面積の合計を加えた面積）に０．５を乗じて得た面積とする。 

（法第５５条第２項において準用する法第５４条第２項の規定による申出

（申出をしようとする低炭素建築物新築等計画の評価手法が当該低炭素建築

物新築等計画の直近の認定等に係る評価手法と同一でない場合及び変更認定

の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものを除

く。）にあっては、前項及び第６項の手数料）のほか、構造計算適合性審査

を要する１の建築物ごと（建築基準法第２０条第２項に規定する建築物の部

分にあっては、当該建築物の部分ごと）に次の表の左欄に掲げる区分に応

じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額の手数料を申出の際に申出者から徴収

する。 

 

備考 床面積の合計は、構造計算適合性審査に係る建築物の床面積を合計し

て算定する。ただし、確認済証の交付があった構造計算適合性審査を要す

る建築物の計画又は法第５４条第５項の規定により確認済証の交付があっ

たものとみなされる構造計算適合性審査を行う低炭素建築物新築等計画を

変更して建築物の建築又は大規模修繕等をする場合については、構造計算

適合性審査に係る建築物の床面積の合計（床面積の合計の増加する部分が

ある場合にあっては、当該増加に係る部分の床面積の合計に２を乗じて得

た面積に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積の合計を加えた面積）

に０．５を乗じて得た面積とする。 

（略） 

 

（略） 

 

-
 
2
7
8
 
-



        改        正        前         改        正        後 

４ 構造計算適合性判定を要する法第５４条第２項（法第５５条第２項におい

て準用する場合を含む。）の規定による申出にあっては、第１項及び第２項

の手数料（法第５５条第２項において準用する法第５４条第２項の規定によ

る申出（申出をしようとする低炭素建築物新築等計画の評価手法が当該低炭

素建築物新築等計画の直近の認定等に係る評価手法と同一でない場合及び変

更認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合を除

く。）にあっては、第２項及び第６項の手数料）のほか、構造計算適合性判

定を要する一の建築物ごと（建築物の２以上の部分がエキスパンションジョ

イントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合は、そ

れぞれ別の建築物とみなす。）に次表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ

同表の右欄に掲げる金額の手数料を合算して申請の際に申請者から徴収する

（適合判定通知書の提出がない場合に限る。）。 

 

備考 

１ 「床面積の合計」とは、構造計算適合性判定に係る建築物の床面積の

合計をいう。ただし、確認済証の交付があった構造計算適合性判定を要

する建築物の計画又は法第５４条第５項の規定により確認済証の交付が

あったものとみなされる構造計算適合性判定を行う低炭素建築物新築等

計画を変更して建築物を建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模

４ 構造計算適合性判定を要する法第５４条第２項（法第５５条第２項におい

て準用する場合を含む。）の規定による申出（申出の際に適合判定通知書の

提出がない場合に限る。）にあっては、第１項及び第２項の手数料（法第５

５条第２項において準用する法第５４条第２項の規定による申出（申出をし

ようとする低炭素建築物新築等計画の評価手法が当該低炭素建築物新築等計

画の直近の認定等に係る評価手法と同一でない場合及び変更認定の申請に係

る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものを除く。）にあ

っては、第２項及び第６項の手数料）のほか、構造計算適合性判定を要する

１の建築物ごと（建築基準法第２０条第２項に規定する建築物の部分にあっ

ては、当該建築物の部分ごと）に次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞ

れ同表の右欄に掲げる金額に３，３００円を加えた金額の手数料を申出の際

に申出者から徴収する。 

 

備考 床面積の合計は、構造計算適合性判定に係る建築物の床面積を合計し

て算定する。ただし、確認済証の交付があった構造計算適合性判定を要す

る建築物の計画又は法第５４条第５項の規定により確認済証の交付があっ

たものとみなされる構造計算適合性判定を行う低炭素建築物新築等計画を

変更して建築物の建築又は大規模修繕等をする場合については、構造計算

適合性判定に係る建築物の床面積の合計（床面積の合計の増加する部分が

（略） 

 

（略） 

-
 
2
7
9
 
-



        改        正        前         改        正        後 

様替をする場合については、構造計算適合性判定に係る建築物の床面積

の合計（床面積の合計の増加する部分がある場合にあっては、当該増加

に係る部分の床面積の合計に２を乗じて得た面積に、当該増加に係る部

分以外の部分の床面積の合計を加えた面積）に０．５を乗じて得た面積

とする。 

２ 「大臣認定プログラム」とは、建築基準法第２０条第１項第２号イ又

は第３号イに規定するプログラムをいう。 

５ 建築基準法第８７条の４に規定する昇降機に係る部分を含む法第５４条第

２項（法第５５条第２項において準用する場合を含む。）の規定による申出

にあっては、前４項の手数料（法第５５条第２項において準用する法第５４

条第２項の規定による申出（申出をしようとする低炭素建築物新築等計画の

評価手法が当該低炭素建築物新築等計画の直近の認定等に係る評価手法と同

一でない場合及び変更認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の増加

を含む場合を除く。）にあっては、前３項及び次項の手数料）のほか、一の

昇降機ごとに次表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる

金額の手数料を申請の際に申請者から徴収する。 

 

 

 

ある場合にあっては、当該増加に係る部分の床面積の合計に２を乗じて得

た面積に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積の合計を加えた面積）

に０．５を乗じて得た面積とする。 

 

 

 

 

５ 昇降機（建築基準法施行令第１４６条第１項第１号に掲げるものに限る。

以下同じ。）又は小荷物専用昇降機（同項第２号に掲げるものに限る。以下

同じ。）に係る部分を含む法第５４条第２項（法第５５条第２項において準

用する場合を含む。）の規定による申出にあっては、前各項の手数料（法第

５５条第２項において準用する法第５４条第２項の規定による申出（申出を

しようとする低炭素建築物新築等計画の評価手法が当該低炭素建築物新築等

計画の直近の認定等に係る評価手法と同一でない場合及び変更認定の申請に

係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものを除く。）に

あっては、前３項及び次項の手数料）のほか、１の昇降機ごとに次の表の左

欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額の手数料を申出の

際に申出者から徴収する。 

 区分 金額 区分 金額 

-
 
2
8
0
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 第２項の表備考第２項の規定は、この表についても適用する。 

 

６ 変更認定の申請にあっては、次表（変更認定の申請をしようとする低炭素

建築物新築等計画の評価手法が当該低炭素建築物新築等計画の直近の認定等

に係る評価手法と同一でない場合及び変更認定の申請に係る建築物の部分の

床面積の合計（同表備考第１項に規定する変更認定の申請に係る建築物の部

分の床面積の合計をいう。）の増加を含む場合を除く。）の中欄に掲げる区

分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額の手数料を申請の際に申請者か

ら徴収する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 この表に定める金額は、１の昇降機又は小荷物専用昇降機ごとの額と

する。 

６ 変更認定の申請（変更認定の申請をしようとする低炭素建築物新築等計画

の評価手法が当該低炭素建築物新築等計画の直近の認定等に係る評価手法と

同一でない場合及び変更認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の増

加を含む場合に係るものを除く。）にあっては、次の表の中欄に掲げる区分

に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額の手数料を申請の際に申請者から

徴収する。 

 

 

昇降機（小荷物専用昇降機を除く。以下同じ。）を設置

する場合（次の項に規定する場合を除く。） 

２１，０００円 

確認済証の交付があった昇降機の計画（法第５４条第５

項の規定により確認済証の交付があったものとみなされ

るものを含む。）を変更して昇降機を設置する場合 

１３，０００円 

小荷物専用昇降機を設置する場合（次の項に規定する場

合を除く。） 

１１，０００円 

確認済証の交付があった小荷物専用昇降機の計画（法第

５４条第５項の規定により確認済証の交付があったもの

とみなされるものを含む。）を変更して小荷物専用昇降

機を設置する場合 

９，０００円 

昇降機を設置する場合（次の項に規定する場合を除

く。） 

２４，０００円 

確認済証の交付があった昇降機の計画（法第５４条第５

項の規定により確認済証の交付があったものとみなされ

るものを含む。）を変更して昇降機を設置する場合 

１５，０００円 

小荷物専用昇降機を設置する場合（次の項に規定する場

合を除く。） 

１３，０００円 

確認済証の交付があった小荷物専用昇降機の計画（法第

５４条第５項の規定により確認済証の交付があったもの

とみなされるものを含む。）を変更して小荷物専用昇降

機を設置する場合 

１０，０００円 

項 区分 金額 項 区分 金額 

-
 
2
8
1
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 変更認定の申

請に係る建築

物 

変更認定に係

る評価手法 

変更認定の申請に係る建築物

の部分の床面積の合計 

 

１ 非住宅建築物 登録住宅性能

評価機関等が

技術的基準に

適合すると認

めたもの 

300平方メートル未満のもの 6,100円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

10,100円 

1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

16,000円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

46,400円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

73,100円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

92,100円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

114,900円 

50,000平方メートル以上のもの 160,600円 

そ

の

他

の

も 

モデル建

物法によ

るもの 

300平方メートル未満のもの 51,400円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

64,900円 

1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

84,900円 

 変更認定の申

請に係る建築

物 

変更認定に係

る評価手法 

変更認定の申請に係る建築物

の部分の床面積の合計 

 

１ 非住宅建築物 登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

等が技術的基

準に適合する

と認めたもの 

300平方メートル未満のもの 6,400円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

10,400円 

1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

16,400円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

47,400円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

74,400円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

93,800円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

117,000円 

50,000平方メートル以上のもの 163,400円 

そ

の

他

の

も 

モデル建

物法によ

るもの 

300平方メートル未満のもの 52,400円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

66,100円 

1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

86,400円 

-
 
2
8
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-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  の  2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

136,200円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

177,300円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

212,700円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

249,200円 

50,000平方メートル以上のもの 322,300円 

その他の

もの 

300平方メートル未満のもの 131,300円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

164,000円 

1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

211,200円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

300,600円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

369,800円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

436,800円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

498,100円 

  の  2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

138,600円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

180,400円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

216,300円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

253,500円 

50,000平方メートル以上のもの 327,700円 

その他の

もの 

300平方メートル未満のもの 133,600円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

166,800円 

1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

214,800円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

305,700円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

376,000円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

444,100円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

506,300円 

-
 
2
8
3
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    50,000平方メートル以上のもの 620,600円 

２ 一戸建ての住

宅 

登録住宅性能

評価機関等が

技術的基準に

適合すると認

めたもの 

― 3,400円 

そ

の

他

の

も

の 

誘導仕様

基準によ

るもの 

200平方メートル未満のもの 11,800円 

200平方メートル以上のもの 12,600円 

その他の

もの 

200平方メートル未満のもの 21,300円 

200平方メートル以上のもの 23,600円 

３ 共同住宅等 登録住宅性能

評価機関等が

技術的基準に

適合すると認

めたもの 

300平方メートル未満のもの 6,100円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

12,200円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

26,300円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

46,600円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

74,600円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

112,900円 

    50,000平方メートル以上のもの 630,800円 

２ 一戸建ての住

宅 

登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

等が技術的基

準に適合する

と認めたもの 

― 3,700円 

そ

の

他

の

も

の 

誘導仕様

基準によ

るもの 

200平方メートル未満のもの 12,200円 

200平方メートル以上のもの 12,900円 

誘導基準

併用法に

よるもの 

200平方メートル未満のもの 16,800円 

200平方メートル以上のもの 18,400円 

その他の

もの 

200平方メートル未満のもの 21,800円 

200平方メートル以上のもの 24,200円 

３ 共同住宅等 登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

等が技術的基

準に適合する

と認めたもの 

300平方メートル未満のもの 6,400円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

12,600円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

26,900円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

47,400円 

-
 
2
8
4
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   50,000平方メートル以上のもの 171,300円 

そ

の

他

の

も

の 

誘導仕様

基準によ

るもの 

300平方メートル未満のもの 20,600円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

34,300円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

60,600円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

90,800円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

165,100円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

278,400円 

50,000平方メートル以上のもの 487,100円 

その他の

もの 

300平方メートル未満のもの 41,100円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

67,400円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

113,500円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

161,900円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

317,000円 

   10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

75,500円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

113,900円 

50,000平方メートル以上のもの 172,200円 

そ

の

他

の

も

の 

誘導仕様

基準によ

るもの 

300平方メートル未満のもの 21,100円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

35,000円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

61,700円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

92,200円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

167,500円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

282,100円 

50,000平方メートル以上のもの 493,200円 

誘導基準

併用法に

よるもの 

300平方メートル未満のもの 31,500円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

51,600円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

88,300円 

-
 
2
8
5
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

備考 

１ 「変更認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計」とは、変更認

定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計をいう。 

２ 第１項の表備考第２項から第８項までの規定は、この表についても適

用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

559,600円 

50,000平方メートル以上のもの 1,027,100円 

    5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

128,200円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

244,500円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

424,800円 

50,000平方メートル以上のもの 767,300円 

その他の

もの 

300平方メートル未満のもの 41,900円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

68,600円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

115,400円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

164,500円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

321,800円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

567,800円 

50,000平方メートル以上のもの 1,041,900円 

４ 複合建築物 住宅以外の用

途に供する部

-
 
2
8
6
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 省令第４６条の２に規定する書面（省令第４４条に規定する軽微な変更に

該当していることを証する書面をいう。以下この項及び次項において同

じ。）の交付の申請（当該書面の交付に係る低炭素建築物新築等計画の評価

手法が直近の認定低炭素建築物新築等計画の認定等に係る評価手法と同一で

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 省令第４６条の２に規定する書面（省令第４４条に規定する軽微な変更に

該当していることを証する書面をいう。以下この項及び次項において同

じ。）の交付の申請（当該書面の交付に係る低炭素建築物新築等計画の評価

手法が直近の認定低炭素建築物新築等計画の認定等に係る評価手法と同一で

  分を１の項の

非住宅建築物

とみなして中

欄に掲げる区

分に応じそれ

ぞれ右欄に定

める金額に、

住宅の用途に

供する部分を

２の項の一戸

建ての住宅又

は３の項の共

同住宅等とみ

なして中欄に

掲げる区分に

応じそれぞれ

右欄に定める

金額を加算し

た額 

-
 
2
8
7
 
-



        改        正        前         改        正        後 

ある場合に限る。）にあっては、次表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ

同表の右欄に掲げる金額の手数料を申請の際に申請者から徴収する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ある場合に係るものに限る。）にあっては、次の表の中欄に掲げる区分に応

じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額の手数料を申請の際に申請者から徴収す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 区分 金額 

書面の交付に

係る建築物 

書面の交付に

係る評価手法 

書面の交付の申請に係る建築

物の床面積の合計 

１ 非住宅建築物 登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

等が軽微な変

更に該当する

と認めたもの 

300平方メートル未満のもの 6,400円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

10,400円 

1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

16,400円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

47,400円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

74,400円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

93,800円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

117,000円 

50,000平方メートル以上のもの 163,400円 

そ

の

モデル建

物法によ

300平方メートル未満のもの 52,400円 

300平方メートル以上1,000平方 66,100円 

項 区分 金額 

書面の交付に係る評価手法 書面の交付の申請に係る建築物の

住宅以外の用途に供する部分の床

面積の合計 

１ 登録住宅性能評価機関等が

軽微な変更に該当すると認

めたもの 

1,000平方メートル未満のもの 10,100円 

1,000平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

16,000円 

2,000平方メートル以上5,000平方

メートル未満のもの 

46,400円 

5,000平方メートル以上10,000平

方メートル未満のもの 

73,100円 

10,000平方メートル以上25,000平

方メートル未満のもの 

92,100円 

25,000平方メートル以上50,000平

方メートル未満のもの 

114,900円 

50,000平方メートル以上のもの 160,600円 

２ その他のもの モデル建物法

によるもの 

1,000平方メートル未満のもの 64,900円 

1,000平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

84,900円 

-
 
2
8
8
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 第１項の表備考第４項、第５項及び第７項の規定は、この表について

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  他

の

も

の 

るもの メートル未満のもの  

1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

86,400円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

138,600円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

180,400円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

216,300円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

253,500円 

50,000平方メートル以上のもの 327,700円 

その他の

もの 

300平方メートル未満のもの 133,600円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

166,800円 

1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

214,800円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

305,700円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

376,000円 

10,000平方メートル以上25,000 444,100円 

   2,000平方メートル以上5,000平方

メートル未満のもの 

136,200円 

5,000平方メートル以上10,000平

方メートル未満のもの 

177,300円 

10,000平方メートル以上25,000平

方メートル未満のもの 

212,700円 

25,000平方メートル以上50,000平

方メートル未満のもの 

249,200円 

50,000平方メートル以上のもの 322,300円 

その他のもの 1,000平方メートル未満のもの 164,000円 

1,000平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

211,200円 

2,000平方メートル以上5,000平方

メートル未満のもの 

300,600円 

5,000平方メートル以上10,000平

方メートル未満のもの 

369,800円 

10,000平方メートル以上25,000平

方メートル未満のもの 

436,800円 

25,000平方メートル以上50,000平

方メートル未満のもの 

498,100円 

50,000平方メートル以上のもの 620,600円 

-
 
2
8
9
 
-



        改        正        前         改        正        後 

も適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    平方メートル未満のもの  

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

506,300円 

50,000平方メートル以上のもの 630,800円 

２ 一戸建ての住

宅 

登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

等が軽微な変

更に該当する

と認めたもの 

― 3,700円 

そ

の

他

の

も

の 

誘導仕様

基準によ

るもの 

200平方メートル未満のもの 12,200円 

200平方メートル以上のもの 12,900円 

誘導基準

併用法に

よるもの 

200平方メートル未満のもの 16,800円 

200平方メートル以上のもの 18,400円 

その他の

もの 

200平方メートル未満のもの 21,800円 

200平方メートル以上のもの 24,200円 

３ 共同住宅等 登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

等が軽微な変

更に該当する

300平方メートル未満のもの 6,400円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

12,600円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

26,900円 

-
 
2
9
0
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  と認めたもの 5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

47,400円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

75,500円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

113,900円 

50,000平方メートル以上のもの 172,200円 

そ

の

他

の

も

の 

誘導仕様

基準によ

るもの 

300平方メートル未満のもの 21,100円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

35,000円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

61,700円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

92,200円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

167,500円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

282,100円 

50,000平方メートル以上のもの 493,200円 

誘導基準

併用法に

よるもの 

300平方メートル未満のもの 31,500円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

51,600円 

-
 
2
9
1
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

88,300円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

128,200円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

244,500円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

424,800円 

50,000平方メートル以上のもの 767,300円 

その他の

もの 

300平方メートル未満のもの 41,900円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

68,600円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

115,400円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

164,500円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

321,800円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

567,800円 

50,000平方メートル以上のもの 1,041,900円 

４ 複合建築物 住宅以外の用

途に供する部

-
 
2
9
2
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 省令第４６条の２に規定する書面の交付の申請（当該書面の交付に係る低

炭素建築物新築等計画の評価手法が直近の認定低炭素建築物新築等計画の認

定等に係る評価手法と同一である場合を除く。）にあっては、次表の中欄に

掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額の手数料を申請の際に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 省令第４６条の２に規定する書面の交付の申請（当該書面の交付に係る低

炭素建築物新築等計画の評価手法が直近の認定低炭素建築物新築等計画の認

定等に係る評価手法と同一である場合に係るものを除く。）にあっては、次

の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額の手数料

  分を１の項の

非住宅建築物

とみなして中

欄に掲げる区

分に応じそれ

ぞれ右欄に定

める金額に、

住宅の用途に

供する部分を

２の項の一戸

建ての住宅又

は３の項の共

同住宅等とみ

なして中欄に

掲げる区分に

応じそれぞれ

右欄に定める

金額を加算し

た額 

-
 
2
9
3
 
-



        改        正        前         改        正        後 

申請者から徴収する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を申請の際に申請者から徴収する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 区分 金額 

書面の交付に係る評価手法 書面の交付の申請に係る建築物の

住宅以外の用途に供する部分の床

面積の合計 

１ 登録住宅性能評価機関等が

軽微な変更に該当すると認

めたもの 

1,000平方メートル未満のもの 19,000円 

1,000平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

30,700円 

2,000平方メートル以上5,000平方

メートル未満のもの 

91,600円 

5,000平方メートル以上10,000平

方メートル未満のもの 

144,900円 

10,000平方メートル以上25,000平

方メートル未満のもの 

182,900円 

25,000平方メートル以上50,000平

方メートル未満のもの 

228,600円 

50,000平方メートル以上のもの 319,900円 

２ その他のもの モデル建物法

によるもの 

1,000平方メートル未満のもの 128,600円 

1,000平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

168,500円 

2,000平方メートル以上5,000平方

メートル未満のもの 

271,200円 

項 区分 金額 

書面の交付に

係る建築物 

書面の交付に

係る評価手法 

書面の交付の申請に係る建築

物の床面積の合計 

１ 非住宅建築物 登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

等が軽微な変

更に該当する

と認めたもの 

300平方メートル未満のもの 11,300円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

19,400円 

1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

31,400円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

93,300円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

147,400円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

186,100円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

232,500円 

50,000平方メートル以上のもの 325,300円 

そ

の

他 

モデル建

物法によ

るもの 

300平方メートル未満のもの 103,400円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

130,800円 

 

-
 
2
9
4
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 第１項の表備考第４項、第５項及び第７項の規定は、この表について

も適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   5,000平方メートル以上10,000平

方メートル未満のもの 

353,400円 

10,000平方メートル以上25,000平

方メートル未満のもの 

424,200円 

25,000平方メートル以上50,000平

方メートル未満のもの 

497,300円 

50,000平方メートル以上のもの 643,400円 

その他のもの 1,000平方メートル未満のもの 326,800円 

1,000平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

421,200円 

2,000平方メートル以上5,000平方

メートル未満のもの 

600,000円 

5,000平方メートル以上10,000平

方メートル未満のもの 

738,500円 

10,000平方メートル以上25,000平

方メートル未満のもの 

872,400円 

25,000平方メートル以上50,000平

方メートル未満のもの 

994,900円 

50,000平方メートル以上のもの 1,240,000円 

 

  の

も

の 

 1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

171,400円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

275,800円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

359,300円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

431,300円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

505,500円 

50,000平方メートル以上のもの 654,000円 

その他の

もの 

300平方メートル未満のもの 265,800円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

332,300円 

1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

428,200円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

609,900円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

750,600円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

886,700円 

-
 
2
9
5
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

1,011,300円 

50,000平方メートル以上のもの 1,260,300円 

２ 一戸建ての住

宅 

登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

等が軽微な変

更に該当する

と認めたもの 

― 5,900円 

そ

の

他

の

も

の 

誘導仕様

基準によ

るもの 

200平方メートル未満のもの 22,900円 

200平方メートル以上のもの 24,500円 

誘導基準

併用法に

よるもの 

200平方メートル未満のもの 32,200円 

200平方メートル以上のもの 35,300円 

その他の

もの 

200平方メートル未満のもの 42,300円 

200平方メートル以上のもの 46,900円 

３ 共同住宅等 登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

等が軽微な変

更に該当する

と認めたもの 

300平方メートル未満のもの 11,300円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

23,700円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

52,300円 

5,000平方メートル以上10,000 93,300円 

-
 
2
9
6
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   平方メートル未満のもの  

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

149,800円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

226,300円 

50,000平方メートル以上のもの 343,100円 

そ

の

他

の

も

の 

誘導仕様

基準によ

るもの 

300平方メートル未満のもの 40,700円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

68,500円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

121,900円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

183,000円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

333,800円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

562,700円 

50,000平方メートル以上のもの 985,000円 

誘導基準

併用法に

よるもの 

300平方メートル未満のもの 61,600円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

101,800円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

175,300円 

-
 
2
9
7
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

254,900円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

487,700円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

848,100円 

50,000平方メートル以上のもの 1,533,200円 

その他の

もの 

300平方メートル未満のもの 82,500円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

135,800円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

229,400円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

327,600円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

642,400円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

1,134,200円 

50,000平方メートル以上のもの 2,082,300円 

４ 複合建築物 住宅以外の用

途に供する部

分を１の項の

非住宅建築物

-
 
2
9
8
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４条～第６条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４条～第６条 （略） 

 

  とみなして中

欄に掲げる区

分に応じそれ

ぞれ右欄に定

める金額に、

住宅の用途に

供する部分を

２の項の一戸

建ての住宅又

は３の項の共

同住宅等とみ

なして中欄に

掲げる区分に

応じそれぞれ

右欄に定める

金額を加算し

た額 

-
 
2
9
9
 
-



議案第１７号 

 

 

池田市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する 

法律に係る手数料条例の一部改正についてあああああ 

           ああ 

 

 池田市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に係る手数料条例

の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

 

  令和７年２月２６日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

理  由 

  脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律等の一部を改正する法律による建築物のエネルギー消費性能の向上

等に関する法律及び建築基準法の一部改正等に伴い、本条例の一部を改正す

るものである。 
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池田市条例第  号 

 

   池田市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に係る手数料

条例の一部を改正する条例（案） 

 

池田市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に係る手数料条例

（平成２８年池田市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

第２条に次の１項を加える。 

２ 前項に定めるもののほか、この条例において、次の各号に掲げる用語の意

義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 判定等 法第１１条第１項若しくは第１２条第２項の規定による建築物

エネルギー消費性能適合性判定（以下「判定」という。）又は法第１１条

第２項又は第１２条第３項の規定による変更の建築物エネルギー消費性能

適合性判定（以下「変更判定」という。）をいう。 

(2) 認定等 法第２９条第１項の認定（以下「認定」という。）又は法第３

１条第１項の変更の認定（以下「変更認定」という。）をいう。 

(3) 消費性能基準 法第２条第１項第３号に規定する建築物エネルギー消費

性能基準をいう。 

(4) 性能向上基準 法第３０条第１項各号に掲げる基準をいう。 

(5) 床面積 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第２条第１項

第３号に定めるところにより算定した床面積をいう。 

(6) 建築物の用途 消費性能基準に適合させなければならない建築物の部分

の用途をいう。 

(7) 工場等 工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物の増殖場又

は養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場そ

の他これらに類するものをいう。 
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(8) 住宅 人の居住の用のみに供する建築物（共用部を含む。）をいう。 

(9) 非住宅建築物 住宅以外の用途のみに供する建築物をいう。 

(10)共同住宅等 共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をい

う。 

(11)複合建築物 住宅以外の用途に供する部分及び住宅の用途に供する部分

から成る建築物をいう。 

(12)登録建築物エネルギー消費性能判定機関等 認定等に係る建築物につい

て建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う登録建築物エネルギー消費

性能判定機関（当該建築物が住宅の場合にあっては、登録建築物エネルギ

ー消費性能判定機関又は住宅性能評価を行う登録住宅性能評価機関）をい

う。 

(13)モデル建物法 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成２

８年経済産業省、国土交通省令第１号。以下「基準省令」という。）第１

条第１項第１号ロに定める基準による評価の方法をいう。 

(14)仕様基準 基準省令第１条第２号イ(2)及びロ(2)に定める基準により評

価する方法をいう。 

(15)併用法 基準省令第１条第２号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)

に定める基準による評価の方法をいう。 

(16)誘導仕様基準 住宅の用途に供する部分を基準省令第１０条第２号イ

(2)及びロ(2)に定める基準により評価する方法をいう。 

(17)誘導基準併用法 基準省令第１０条第２号イ(1)及びロ(2)又は同号イ

(2)及びロ(1)に定める基準による評価の方法をいう。 

(18)構造計算適合性判定 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条

の３第１項の規定による構造計算適合性判定をいう。 

(19)適合判定通知書 建築基準法第６条の３第７項の規定による適合判定通

知書をいう。 
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(20)構造計算適合性審査 建築主事が行う建築基準法第６条の３第１項各号

に掲げる確認審査（同項に規定する確認審査をいう。）又は同法第１８条

第５項各号に掲げる審査をいう。 

(21)大規模修繕等 建築基準法第２条第１４号に規定する大規模の修繕又は

同条第１５号に規定する大規模の模様替をいう。 

(22)確認済証の交付 建築基準法第６条第１項の確認済証の交付又は同法第

１８条第３項の規定による確認済証の交付をいう。 

(23)構造計算 建築基準法第６条の３第１項に規定する構造計算をいう。 

(24)大臣認定プログラム 建築基準法第２０条第１項第２号イ又は第３号イ

に規定するプログラムをいう。 

(25)小荷物専用昇降機 建築基準法施行令第１２９条の３第１項第３号に規

定する小荷物専用昇降機をいう。 

第３条第１項中「法第１２条第１項若しくは第１３条第２項の建築物エネル

ギー消費性能適合性判定（以下この条において「判定」という。）又は法第１

２条第２項若しくは第１３条第３項の非住宅部分に係る部分の変更を含む変更

の判定（以下この条において「変更判定」という。）」を「判定又は変更判

定」に改め、「（法第１２条第１項に規定する建築物エネルギー消費性能確保

計画をいう。以下この条において同じ。）」を削り、「法第２条第１項第３号

に規定する建築物エネルギー消費性能基準（以下この条において「消費性能基

準」という。）」を「消費性能基準」に、「判定若しくは変更判定（以下この

条において「判定等」という。）」を「判定等」に改め、同項第１号中「（消

費性能基準に適合させなければならない建築物の部分の用途をいう。以下この

条において同じ。）」及び「（工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水

産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ご

み焼却場その他これらに類するものをいう。以下この条において同じ。）」を

削り、同号の表を次のように改める。 
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区分 金額 

判定等に

係る建築

物の評価

手法 

床面積の合計 

モデル建

物法によ

るもの 

３００平方メートル未満のもの ２２，１００円 

３００平方メートル以上１，０００平

方メートル未満のもの 

３１，０００円 

１，０００平方メートル以上２，００

０平方メートル未満のもの 

４３，８００円 

２，０００平方メートル以上５，００

０平方メートル未満のもの 

１１０，３００円 

５，０００平方メートル以上１０，０

００平方メートル未満のもの 

１６６，０００円 

１０，０００平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満のもの 

２０６，２００円 

２５，０００平方メートル以上５０，

０００平方メートル未満のもの 

２５５，７００円 

５０，０００平方メートル以上のもの ３５５，５００円 

その他の

もの 

３００平方メートル未満のもの ２６，８００円 

３００平方メートル以上１，０００平

方メートル未満のもの 

３６，１００円 

１，０００平方メートル以上２，００

０平方メートル未満のもの 

５０，０００円 

２，０００平方メートル以上５，００

０平方メートル未満のもの 

１１８，０００円 

５，０００平方メートル以上１０，０

００平方メートル未満のもの 

１７４，５００円 
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備考 床面積の合計は、判定等に係る建築物の部分の床面積を合計して算

定する。ただし、変更判定の申請（変更判定に係る建築物の部分の床面

積の合計の増加を含む場合に限る。）をする場合にあっては、当該増加

に係る部分の床面積の合計に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積

の合計に０．５を乗じて得た面積を加えた面積とする。 

 第３条第１項第２号中「工場等のみの場合以外の場合」を「非住宅建築物の

場合（工場等のみの場合を除く。）」に改め、同号の表（備考を除く。）を次

のように改める。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０，０００平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満のもの 

２１５，５００円 

２５，０００平方メートル以上５０，

０００平方メートル未満のもの 

２６６，５００円 

５０，０００平方メートル以上のもの ３６８，６００円 

 

区分 金額 

判定等に

係る建築

物の評価

手法 

床面積の合計 

モデル建

物法によ

るもの 

３００平方メートル未満のもの １０１，０００円 

３００平方メートル以上１，０００平

方メートル未満のもの 

１２８，５００円 

１，０００平方メートル以上２，００

０平方メートル未満のもの 

１６９，１００円 

２，０００平方メートル以上５，００

０平方メートル未満のもの 

２７３，５００円 

５，０００平方メートル以上１０，０

００平方メートル未満のもの 

３５７，０００円 
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 第３条第１項に次の３号を加える。 

(3) 建築物の用途が一戸建ての住宅の場合 次の表の左欄に掲げる区分に応

じ、それぞれ同表の右欄に定める金額 

  

 

 

 

 

１０，０００平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満のもの 

４２８，９００円 

２５，０００平方メートル以上５０，

０００平方メートル未満のもの 

５０３，２００円 

５０，０００平方メートル以上のもの ６５１，６００円 

その他の

もの 

３００平方メートル未満のもの ２６３，４００円 

３００平方メートル以上１，０００平

方メートル未満のもの 

３２９，９００円 

１，０００平方メートル以上２，００

０平方メートル未満のもの 

４２５，８００円 

２，０００平方メートル以上５，００

０平方メートル未満のもの 

６０７，６００円 

５，０００平方メートル以上１０，０

００平方メートル未満のもの 

７４８，３００円 

１０，０００平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満のもの 

８８４，４００円 

２５，０００平方メートル以上５０，

０００平方メートル未満のもの 

１，００８，９００円 

５０，０００平方メートル以上のもの １，２５７，９００円 

 

区分 金額 

判定等に

係る建築

物の評価

床面積の合計 
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備考 第１号の表備考の規定は、この表についても適用する。 

(4) 建築物の用途が共同住宅等の場合 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、

それぞれ同表の右欄に定める金額 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手法   

仕様基準

によるも

の 

２００平方メートル未満のもの ２０，６００円 

２００平方メートル以上のもの ２２，１００円 

併用法に

よるもの 

２００平方メートル未満のもの ２９，９００円 

２００平方メートル以上のもの ３３，０００円 

その他の

もの 

２００平方メートル未満のもの ３９，９００円 

２００平方メートル以上のもの ４４，６００円 

 

区分 金額 

判定等に

係る建築

物の評価

手法 

床面積の合計 

仕様基準

によるも

の 

３００平方メートル未満のもの ３８，４００円 

３００平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のもの 

６６，２００円 

２，０００平方メートル以上５，００

０平方メートル未満のもの 

１１９，６００円 

５，０００平方メートル以上１０，０

００平方メートル未満のもの 

１８０，７００円 

１０，０００平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満のもの 

３３１，５００円 

２５，０００平方メートル以上５０， ５６０，４００円 
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備考 第１号の表備考の規定は、この表についても適用する。 

 ０００平方メートル未満のもの  

５０，０００平方メートル以上のもの ９８２，６００円 

併用法に

よるもの 

３００平方メートル未満のもの ５９，３００円 

３００平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のもの 

９９，５００円 

２，０００平方メートル以上５，００

０平方メートル未満のもの 

１７３，０００円 

５，０００平方メートル以上１０，０

００平方メートル未満のもの 

２５２，６００円 

１０，０００平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満のもの 

４８５，４００円 

２５，０００平方メートル以上５０，

０００平方メートル未満のもの 

８４５，８００円 

５０，０００平方メートル以上のもの １，５３０，９００円 

その他の

もの 

３００平方メートル未満のもの ８０，２００円 

３００平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のもの 

１３３，５００円 

２，０００平方メートル以上５，００

０平方メートル未満のもの 

２２７，１００円 

５，０００平方メートル以上１０，０

００平方メートル未満のもの 

３２５，３００円 

１０，０００平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満のもの 

６４０，１００円 

２５，０００平方メートル以上５０，

０００平方メートル未満のもの 

１，１３１，９００円 

５０，０００平方メートル以上のもの ２，０８０，０００円 
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(5) 判定等の申請に係る建築物が複合建築物の場合 非住宅建築物の用途に

供する部分を工場等のみ又は工場等のみ以外の非住宅建築物の用途に供す

る建築物とみなして第１号又は第２号の規定により算定した金額に、住宅

の用途に供する部分を一戸建ての住宅又は共同住宅等の用途に供する建築

物とみなして前２号の規定により算定した金額を加算した額 

第３条第２項中「第１１条に規定する書面」を「第１３条に規定する書面

（省令第５条（省令第９条第２項において準用する場合を含む。）に規定する

軽微な変更に該当していることを証する書面をいう。以下この項において同

じ。）」に改め、同項第１号の表を次のように改める。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 金額 

変更判定

に係る建

築物又は

書面の交

付の申請

に係る建

築物の評

価手法 

変更判定に係る建築物の部分又は書面

の交付の申請に係る建築物の住宅以外

の用途に供する部分の床面積の合計 

モデル建

物法によ

るもの 

３００平方メートル未満のもの １１，８００円 

３００平方メートル以上１，０００平

方メートル未満のもの 

１６，２００円 

１，０００平方メートル以上２，００

０平方メートル未満のもの 

２２，６００円 

２，０００平方メートル以上５，００

０平方メートル未満のもの 

５５，９００円 

５，０００平方メートル以上１０，０

００平方メートル未満のもの 

８３，７００円 

１０，０００平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満のもの 

１０３，８００円 
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備考 前項第１号の表備考の規定は、この表についても適用する。 

第３条第２項第２号中「工場等のみの場合以外の場合」を「非住宅建築物の

場合（工場等のみの場合を除く。）」に改め、同号の表を次のように改める。 

  

 

 

 

 

 

 

２５，０００平方メートル以上５０，

０００平方メートル未満のもの 

１２８，６００円 

５０，０００平方メートル以上のもの １７８，４００円 

その他の

もの 

３００平方メートル未満のもの １４，１００円 

３００平方メートル以上１，０００平

方メートル未満のもの 

１８，７００円 

１，０００平方メートル以上２，００

０平方メートル未満のもの 

２５，７００円 

２，０００平方メートル以上５，００

０平方メートル未満のもの 

５９，７００円 

５，０００平方メートル以上１０，０

００平方メートル未満のもの 

８８，０００円 

１０，０００平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満のもの 

１０８，５００円 

２５，０００平方メートル以上５０，

０００平方メートル未満のもの 

１３４，０００円 

５０，０００平方メートル以上のもの １８５，０００円 

 

区分 金額 

変更判定

に係る建

築物又は

書面の交

付の申請

に係る建

変更判定に係る建築物の部分又は書面

の交付の申請に係る建築物の住宅以外

の用途に供する部分の床面積の合計 
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築物の評

価手法 

 
 

モデル建

物法によ

るもの 

３００平方メートル未満のもの ５１，２００円 

３００平方メートル以上１，０００平

方メートル未満のもの 

６４，９００円 

１，０００平方メートル以上２，００

０平方メートル未満のもの 

８５，３００円 

２，０００平方メートル以上５，００

０平方メートル未満のもの 

１３７，５００円 

５，０００平方メートル以上１０，０

００平方メートル未満のもの 

１７９，２００円 

１０，０００平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満のもの 

２１５，２００円 

２５，０００平方メートル以上５０，

０００平方メートル未満のもの 

２５２，３００円 

５０，０００平方メートル以上のもの ３２６，５００円 

その他の

もの 

３００平方メートル未満のもの １３２，４００円 

３００平方メートル以上１，０００

平方メートル未満のもの 

１６５，７００円 

１，０００平方メートル以上２，０

００平方メートル未満のもの 

２１３，６００円 

２，０００平方メートル以上５，０

００平方メートル未満のもの 

３０４，５００円 

５，０００平方メートル以上１０，

０００平方メートル未満のもの 

３７４，９００円 

１０，０００平方メートル以上２５， ４４２，９００円 
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備考 前項第１号の表備考の規定は、この表についても適用する。 

 第３条第２項に次の３号を加える。 

(3) 建築物の用途が一戸建ての住宅の場合 次の表の左欄に掲げる区分に応

じ、それぞれ同表の右欄に定める金額 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 前項第１号の表備考の規定は、この表についても適用する。 

(4) 建築物の用途が共同住宅等の場合 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、

それぞれ同表の右欄に定める金額 

 

０００平方メートル未満のもの  

２５，０００平方メートル以上５

０，０００平方メートル未満のもの 

５０５，２００円 

５０，０００平方メートル以上のもの ６２９，７００円 

区分 金額 

変更判定

に係る建

築物又は

書面の交

付の申請

に係る建

築物の評

価手法 

変更判定に係る建築物の部分又は書面

の交付の申請に係る建築物の住宅以外

の用途に供する部分の床面積の合計 

仕様基準

によるも

の 

２００平方メートル未満のもの １１，０００円 

２００平方メートル以上のもの １１，８００円 

併用法に

よるもの 

２００平方メートル未満のもの １５，７００円 

２００平方メートル以上のもの １７，２００円 

その他の

もの 

２００平方メートル未満のもの ２０，７００円 

２００平方メートル以上のもの ２３，０００円 
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区分 金額 

変更判定

に係る建

築物又は

書面の交

付の申請

に係る建

築物の評

価手法 

変更判定に係る建築物の部分又は書面

の交付の申請に係る建築物の住宅以外

の用途に供する部分の床面積の合計 

仕様基準

によるも

の 

３００平方メートル未満のもの １９，９００円 

３００平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のもの 

３３，８００円 

２，０００平方メートル以上５，００

０平方メートル未満のもの 

６０，５００円 

５，０００平方メートル以上１０，０

００平方メートル未満のもの 

９１，１００円 

１０，０００平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満のもの 

１６６，４００円 

２５，０００平方メートル以上５０，

０００平方メートル未満のもの 

２８０，９００円 

５０，０００平方メートル以上のもの ４９２，０００円 

併用法に

よるもの 

 

３００平方メートル未満のもの ３０，４００円 

３００平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のもの 

５０，５００円 

２，０００平方メートル以上５，００

０平方メートル未満のもの 

８７，２００円 

５，０００平方メートル以上１０，０ １２７，０００円 
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備考 前項第１号の表備考の規定は、この表についても適用する。 

(5) 変更判定又は書面の交付の申請に係る建築物が複合建築物の場合 非住

宅建築物の用途に供する部分を工場等のみ又は工場等のみ以外の非住宅建

築物の用途に供する建築物とみなして第１号又は第２号の規定により算定

した金額に、住宅の用途に供する部分を一戸建ての住宅又は共同住宅等の

用途に供する建築物とみなして前２号の規定により算定した金額を加算し

た額 

第３条第３項中「法第３４条第１項の規定による」を削り、「法第３６条第１項

の変更の認定（以下この条において「変更認定」という。）」を「変更認定」に改

 ００平方メートル未満のもの  

１０，０００平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満のもの 

２４３，３００円 

２５，０００平方メートル以上５０，

０００平方メートル未満のもの 

４２３，６００円 

５０，０００平方メートル以上のもの ７６６，２００円 

その他の

もの 

３００平方メートル未満のもの ４０，８００円 

３００平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のもの 

６７，５００円 

２，０００平方メートル以上５，００

０平方メートル未満のもの 

１１４，３００円 

５，０００平方メートル以上１０，０

００平方メートル未満のもの 

１６３，４００円 

１０，０００平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満のもの 

３２０，７００円 

２５，０００平方メートル以上５０，

０００平方メートル未満のもの 

５６６，６００円 

５０，０００平方メートル以上のもの １，０４０，７００円 
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め、「（法第３４条第１項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画をいう。

以下この条において同じ。）」及び「（法第３７条に規定する認定建築物エネルギ

ー消費性能向上計画をいう。以下この条において同じ。）」を削り、「法第３５条

第１項各号に掲げる基準（以下この条において「性能向上基準」という。）」を

「性能向上基準」に、「法第３４条第１項の認定若しくは変更認定（以下この条に

おいて「認定等」という。）」を「認定等」に改め、「（次表備考第１項に規定す

る床面積の合計をいう。）」を削り、「限る。）にあっては、同表」を「係るもの

に限る。）にあっては、次の表」に改め、同項の表を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 区分 金額 

認定等の

申請に係

る建築物 

認定等に係る

評価手法 

床面積の合計 

１ 非住宅建

築物 

登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

等が性能向上

基準に適合す

ると認めたも

の 

300平方メートル未満のもの 11,300円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

19,400円 

1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

31,400円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

93,300円 

5,000平方メートル以上10,000平

方メートル未満のもの 

147,400円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

186,100円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

232,500円 

50,000平方メートル以上のもの 325,300円 

そ

の

他

モデル建

物法によ

るもの 

300平方メートル未満のもの 101,000円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

128,500円 
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 の

も

の 

 1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

169,100円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

273,500円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

357,000円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

428,900円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

503,200円 

50,000平方メートル以上のもの 651,600円 

その他の

もの 

300平方メートル未満のもの 263,400円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

329,900円 

1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

425,800円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

607,600円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

748,300円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

884,400円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

1,008,900円 

50,000平方メートル以上のもの 1,257,900円 

２ 一戸建て

の住宅 

登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

― 5,900円 
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  等が性能向上

基準に適合す

ると認めたも

の 

  

そ

の

他

の

も

の 

誘導仕様

基準によ

るもの 

200平方メートル未満のもの 20,600円 

200平方メートル以上のもの 22,100円 

誘導基準

併用法に

よるもの 

200平方メートル未満のもの 29,900円 

200平方メートル以上のもの 33,000円 

その他の

もの 

200平方メートル未満のもの 39,900円 

200平方メートル以上のもの 44,600円 

３ 共同住宅

等 

登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

等が性能向上

基準に適合す

ると認めたも

の 

 

300平方メートル未満のもの 11,300円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

23,700円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

52,300円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

93,300円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

149,800円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

226,300円 

50,000平方メートル以上のもの 343,100円 

そ

の

他

の

も

誘導仕様

基準によ

るもの 

300平方メートル未満のもの 38,400円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

66,200円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

119,600円 
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  の  5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

180,700円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

331,500円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

560,400円 

50,000平方メートル以上のもの 982,600円 

誘導基準

併用法に

よるもの 

300平方メートル未満のもの 59,300円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

99,500円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

173,000円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

252,600円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

485,400円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

845,800円 

50,000平方メートル以上のもの 1,530,900円 

その他の

もの 

300平方メートル未満のもの 80,200円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

133,500円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

227,100円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

325,300円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

640,100円 
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備考 床面積の合計は、認定等の申請に係る建築物の部分の床面積を合計し

て算定する。ただし、変更認定の申請（当該変更認定の申請に係る建築物

の部分の床面積の合計の増加を含む場合に限る。）をする場合にあって

は、当該増加に係る部分の床面積の合計に、当該増加に係る部分以外の部

分の床面積の合計に０．５を乗じて得た面積を加えた面積とする。 

    25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

1,131,900円 

50,000平方メートル以上のもの 2,080,000円 

４ 複合建築物 住宅以外の用

途に供する部

分を１の項の

非住宅建築物

とみなして中

欄に掲げる区

分に応じそれ

ぞれ右欄に定

める金額に、

住宅の用途に

供する部分を

２の項の一戸

建ての住宅又

は３の項の共

同住宅等とみ

なして中欄に

掲げる区分に

応じそれぞれ

右欄に定める

金額を加算し

た額 
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 第３条第４項の表以外の部分中「第３５条第２項」を「第３０条第２項」に、

「第３６条第２項」を「第３１条第２項」に改め、「含む場合」の次に「に係る

もの」を加え、「次表」を「次の表」に、「申請の際に申請者」を「申出の際に

申出者」に改め、「（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条の３第１

項の規定による構造計算適合性判定（以下「構造計算適合性判定」という。）を

要するものの手数料の徴収は、建築基準法第６条の３第７項の規定による適合判

定通知書（以下この条において「適合判定通知書」という。）の提出がない場合

及び建築基準法第６条の３第１項ただし書又は第１８条第５項ただし書の規定に

よる建築主事の審査（以下この条において「構造計算適合性審査」という。）を

行わない場合に限る。）」を削り、同項の表を次のように改める。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定

めるところにより算定する。ただし、建築基準法第８６条の８第１項及び

第３項の規定による認定に係る建築物にあっては、その算定した面積に

床面積の合計 金額 

１００平方メートル以下のもの ３８，０００円 

１００平方メートルを超え２００平方メートル

以下のもの 

５０，０００円 

２００平方メートルを超え３００平方メートル

以下のもの 

７２，０００円 

３００平方メートルを超え１，０００平方メー

トル以下のもの 

９７，０００円 

１，０００平方メートルを超え２，０００平方

メートル以下のもの 

１３０，０００円 

２，０００平方メートルを超え１０，０００平

方メートル以下のもの 

３０７，０００円 

１０，０００平方メートルを超え５０，０００

平方メートル以下のもの 

５２４，０００円 

５０，０００平方メートルを超えるもの ８１４，０００円 
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０．５を乗じて得た面積とする。 

(1) 建築物の建築（移転を含む。以下この備考において同じ。）をする場

合（この備考第２号に掲げる場合を除く。） 当該建築に係る部分の床

面積の合計 

(2) 建築物の増築をする場合（増築後に既存の建築物と当該増築に係る部

分が１の建築物となる場合に限る。） 当該増築に係る部分の床面積の

合計に、当該増築に係る部分以外の部分の床面積の合計に０．１を乗じ

て得た面積を加えた面積 

(3) 大規模修繕等又は建築物の用途の変更（以下「用途変更」という。）

をする場合 当該大規模修繕等又は用途変更に係る部分の床面積の合計

に０．５を乗じて得た面積に、当該大規模修繕等又は用途変更に係る部

分以外の部分の床面積の合計に０．１を乗じて得た面積を加えた面積 

(4) 確認済証の交付を受けた建築物の計画を変更して建築物の建築、大規

模修繕等又は用途変更をする場合 当該計画を変更する部分について池

田市建築基準法施行条例（平成１３年池田市条例第２２号）別表付表１

備考第１項第４号の規定の例により算定した床面積の合計に０．５を乗

じて得た面積 

 第３条第５項の表以外の部分中「第３５条第２項」を「第３０条第２項」に、

「第３６条第２項」を「第３１条第２項」に改め、「含む場合」の次に「に係る

もの」を加え、「一の」を「１の」に、「建築物の２以上の部分がエキスパンシ

ョンジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合

は、それぞれ別の建築物とみなす。）に次表」を「建築基準法第２０条第２項に

規定する建築物の部分にあっては、当該建築物の部分ごと）に次の表」に、「合

算して申請の際に申請者」を「申出の際に申出者」に改め、同項の表備考中

「「床面積の合計」とは」を「床面積の合計は」に、「の合計をいう」を「を合

計して算定する」に改め、同表備考ただし書中「第３５条第５項」を「第３０条
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第５項」に、「第３６条第２項」を「第３１条第２項」に、「を建築し、又は大

規模の修繕若しくは大規模の模様替」を「の建築又は大規模修繕等」に改め、同

条第６項の表以外の部分中「第３５条第２項」を「第３０条第２項」に、「第３

６条第２項」を「第３１条第２項」に改め、「）の規定による申出」の次に

「（申出の際に適合判定通知書の提出がない場合に限る。）」を、「含む場合」

の次に「に係るもの」を加え、「一の」を「１の」に、「建築物の２以上の部分

がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接

している場合は、それぞれ別の建築物とみなす。）に次表」を「建築基準法第２

０条第２項に規定する建築物の部分にあっては、当該建築物の部分ごと）に次の

表」に改め、「掲げる金額」の次に「に３，３００円を加えた金額」を加え、

「合算して申請の際に申請者」を「申出の際に申出者」に改め、「（適合判定通

知書の提出がない場合に限る。）」を削り、同項の表備考を次のように改める。 

備考 床面積の合計は、構造計算適合性判定に係る建築物の床面積を合計し

て算定する。ただし、確認済証の交付があった構造計算適合性判定を要す

る建築物の計画又は法第３０条第５項（法第３１条第２項において準用す

る場合を含む。）の規定により確認済証の交付があったものとみなされる

構造計算適合性判定を行う建築物エネルギー消費性能向上計画を変更して

建築物の建築又は大規模修繕等をする場合については、構造計算適合性判

定に係る建築物の床面積の合計（床面積の合計の増加する部分がある場合

にあっては、当該増加に係る部分の床面積の合計に２を乗じて得た面積

に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積の合計を加えた面積）に０．

５を乗じて得た面積とする。 

第３条第７項中「建築基準法第８７条の４に規定する昇降機」を「昇降機（建

築基準法施行令第１４６条第１項第１号に掲げるものに限る。以下同じ。）又は

小荷物専用昇降機（同項第２号に掲げるものに限る。以下同じ。）」に、「第３

５条第２項」を「第３０条第２項」に、「第３６条第２項」を「第３１条第２
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項」に、「前４項」を「第３項から前項まで」に改め、「含む場合」の次に「に

係るもの」を加え、「一の」を「１の」に、「次表」を「次の表」に、「申請の

際に申請者」を「申出の際に申出者」に改め、同項の表を次のように改める。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 この表に定める金額は、１の昇降機又は小荷物専用昇降機ごとの額と

する。 

第３条第８項中「申請にあっては、次表」を「申請」に改め、「（同表備考

第１項に規定する変更認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計をい

う。）」を削り、「を除く。）」を「に係るものを除く。）にあっては、次の

表」に改め、同項の表を次のように改める。 

 

 

 

 

 

区分 金額 

昇降機を設置する場合（次の項に規定する場合を除

く。） 

２４，０００円 

確認済証の交付があった昇降機の計画（法第３０条第５

項（法第３１条第２項において準用する場合を含む。）

の規定により確認済証の交付があったものとみなされる

ものを含む。）を変更して昇降機を設置する場合 

１５，０００円 

小荷物専用昇降機を設置する場合（次の項に規定する場

合を除く。） 

１３，０００円 

確認済証の交付があった小荷物専用昇降機の計画（法第

３０条第５項（法第３１条第２項において準用する場合

を含む。）の規定により確認済証の交付があったものと

みなされるものを含む。）を変更して小荷物専用昇降機

を設置する場合 

１０，０００円 

項 区分 金額 

変更認定

の申請に

係る建築

物 

変更認定に係

る評価手法 

変更認定の申請に係る建築物の

部分の床面積の合計 

１ 非住宅建 登録建築物エ 300平方メートル未満のもの 6,400円 
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 築物 ネルギー消費

性能判定機関

等が性能向上

基準に適合す

ると認めたも

の 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

10,400円 

1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

16,400円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

47,400円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

74,400円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

93,800円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

117,000円 

50,000平方メートル以上のもの 163,400円 

そ

の

他

の

も

の 

モデル建

物法によ

るもの 

300平方メートル未満のもの 51,200円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

64,900円 

1,000平方メートル以上2,000

平方メートル未満のもの 

85,300円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

137,500円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

179,200円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

215,200円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

252,300円 

50,000平方メートル以上のもの 326,500円 
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   その他の

もの 

300平方メートル未満のもの 132,400円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

165,700円 

1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

213,600円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

304,500円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

374,900円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

442,900円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

505,200円 

50,000平方メートル以上のもの 629,700円 

２ 一戸建て

の住宅 

登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

等が性能向上

基準に適合す

ると認めたも

の 

― 3,700円 

そ

の

他

の

も

の 

誘導仕様

基準によ

るもの 

200平方メートル未満のもの 11,000円 

200平方メートル以上のもの 11,800円 

誘導基準

併用法に

よるもの 

200平方メートル未満のもの 15,700円 

200平方メートル以上のもの 17,200円 

その他の 200平方メートル未満のもの 20,700円 
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   もの 200平方メートル以上のもの 23,000円 

３ 共同住宅

等 

登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

等が性能向上

基準に適合す

ると認めたも

の 

300平方メートル未満のもの 6,400円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

12,600円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

26,900円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

47,400円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

75,500円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

113,900円 

50,000平方メートル以上のもの 172,200円 

そ

の

他

の

も

の 

誘導仕様

基準によ

るもの 

300平方メートル未満のもの 19,900円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

33,800円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

60,500円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

91,100円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

166,400円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

280,900円 

50,000平方メートル以上のもの 492,000円 

誘導基準

併用法に

300平方メートル未満のもの 30,400円 

300平方メートル以上2,000平方 50,500円 
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   よるもの メートル未満のもの  

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

87,200円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

127,000円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

243,300円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

423,600円 

50,000平方メートル以上のもの 766,200円 

その他の

もの 

300平方メートル未満のもの 40,800円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

67,500円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

114,300円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

163,400円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

320,700円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

566,600円 

50,000平方メートル以上のもの 1,040,700円 

４ 複合建築物 住宅以外の用

途に供する部

分を１の項の

非住宅建築物

とみなして中

欄に掲げる区
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第３条第９項中「第２９条」を「第２８条」に、「第２６条」を「第２５

条」に改め、「場合」の次に「に係るもの」を加え、「次表」を「次の表」に

改め、同項の表を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  分に応じそれ

ぞれ右欄に定

める金額に、

住宅の用途に

供する部分を

２の項の一戸

建ての住宅又

は３の項の共

同住宅等とみ

なして中欄に

掲げる区分に

応じそれぞれ

右欄に定める

金額を加算し

た額 

 

項 区分 金額 

書面の交

付に係る

建築物 

書面の交付に

係る評価手法 

書面の交付の申請に係る建築物の

床面積の合計 

１ 非住宅建

築物 

登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

等が軽微な変

更に該当する

と認めたもの 

300平方メートル未満のもの 6,400円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

10,400円 

1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

16,400円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

47,400円 
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  5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

74,400円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

93,800円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

117,000円 

50,000平方メートル以上のもの 163,400円 

そ

の

他

の

も

の 

モデル建

物法によ

るもの 

300平方メートル未満のもの 51,200円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

64,900円 

1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

85,300円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

137,500円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

179,200円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

215,200円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

252,300円 

50,000平方メートル以上のもの 326,500円 

その他の

もの 

300平方メートル未満のもの 132,400円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

165,700円 

1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

213,600円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

304,500円 
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    5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

374,900円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

442,900円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

505,200円 

50,000平方メートル以上のもの 629,700円 

２ 一戸建て

の住宅 

登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

等が軽微な変

更に該当する

と認めたもの 

― 3,700円 

そ

の

他

の

も

の 

誘導仕様

基準によ

るもの 

200平方メートル未満のもの 11,000円 

200平方メートル以上のもの 11,800円 

誘導基準

併用法に

よるもの 

200平方メートル未満のもの 15,700円 

200平方メートル以上のもの 17,200円 

その他の

もの 

200平方メートル未満のもの 20,700円 

200平方メートル以上のもの 23,000円 

３ 共同住宅

等 

登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

等が軽微な変

更に該当する

と認めたもの 

300平方メートル未満のもの 6,400円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

12,600円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

26,900円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

47,400円 
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  10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

75,500円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

113,900円 

50,000平方メートル以上のもの 172,200円 

そ

の

他

の

も

の 

誘導仕様

基準によ

るもの 

300平方メートル未満のもの 19,900円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

33,800円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

60,500円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

91,100円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

166,400円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

280,900円 

50,000平方メートル以上のもの 492,000円 

誘導基準

併用法に

よるもの 

300平方メートル未満のもの 30,400円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

50,500円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

87,200円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

127,000円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

243,300円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

423,600円 
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    50,000平方メートル以上のもの 766,200円 

その他の

もの 

300平方メートル未満のもの 40,800円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

67,500円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

114,300円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

163,400円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

320,700円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

566,600円 

50,000平方メートル以上のもの 1,040,700円 

４ 複合建築物 住宅以外の用

途に供する部

分を１の項の

非住宅建築物

とみなして中

欄に掲げる区

分に応じそれ

ぞれ右欄に定

める金額に、

住宅の用途に

供する部分を

２の項の一戸

建ての住宅又

は３の項の共

同住宅等とみ

なして中欄に
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第３条第１０項中「第２９条」を「第２８条」に改め、「場合」の次に「に係

るもの」を加え、「次表」を「次の表」に改め、同項の表を次のように改める。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  掲げる区分に

応じそれぞれ

右欄に定める

金額を加算し

た額 

 

項 区分 金額 

書面の交

付に係る

建築物 

書面の交付に

係る評価手法 

書面の交付の申請に係る建築物の

床面積の合計 

１ 非住宅建

築物 

登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

等が軽微な変

更に該当する

と認めたもの 

300平方メートル未満のもの 11,300円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

19,400円 

1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

31,400円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

93,300円 

5,000平方メートル以上10,000平

方メートル未満のもの 

147,400円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

186,100円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

232,500円 

50,000平方メートル以上のもの 325,300円 

そ

の

他

モデル建

物法によ

るもの 

300平方メートル未満のもの 101,000円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

128,500円 
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 の

も

の 

 1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

169,100円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

273,500円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

357,000円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

428,900円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

503,200円 

50,000平方メートル以上のもの 651,600円 

その他の

もの 

300平方メートル未満のもの 263,400円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

329,900円 

1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

425,800円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

607,600円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

748,300円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

884,400円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

1,008,900円 

50,000平方メートル以上のもの 1,257,900円 

２ 一戸建て

の住宅 

登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

― 5,900円 

- 334 -



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  等が軽微な変

更に該当する

と認めたもの 

  

そ

の

他

の

も

の 

誘導仕様

基準によ

るもの 

200平方メートル未満のもの 20,600円 

200平方メートル以上のもの 22,100円 

誘導基準

併用法に

よるもの 

200平方メートル未満のもの 29,900円 

200平方メートル以上のもの 33,000円 

その他の

もの 

200平方メートル未満のもの 39,900円 

200平方メートル以上のもの 44,600円 

３ 共同住宅

等 

登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

等が軽微な変

更に該当する

と認めたもの 

300平方メートル未満のもの 11,300円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

23,700円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

52,300円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

93,300円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

149,800円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

226,300円 

50,000平方メートル以上のもの 343,100円 

そ

の

他

の

も

の 

誘導仕様

基準によ

るもの 

300平方メートル未満のもの 38,400円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

66,200円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

119,600円 
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    5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

180,700円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

331,500円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

560,400円 

50,000平方メートル以上のもの 982,600円 

誘導基準

併用法に

よるもの 

300平方メートル未満のもの 59,300円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

99,500円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

173,000円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

252,600円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

485,400円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

845,800円 

50,000平方メートル以上のもの 1,530,900円 

その他の

もの 

300平方メートル未満のもの 80,200円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

133,500円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

227,100円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

325,300円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

640,100円 
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第３条第１１項を削る。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

    25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

1,131,900円 

50,000平方メートル以上のもの 2,080,000円 

４ 複合建築物 住宅以外の用

途に供する部

分を１の項の

非住宅建築物

とみなして中

欄に掲げる区

分に応じそれ

ぞれ右欄に定

める金額に、

住宅の用途に

供する部分を

２の項の一戸

建ての住宅又

は３の項の共

同住宅等とみ

なして中欄に

掲げる区分に

応じそれぞれ

右欄に定める

金額を加算し

た額 
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議案第１７号  説  明 

 

池田市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する 

法律に係る手数料条例の一部改正について      

 

１ 定義規定の整備を行うものであること。 

（第２条関係） 

２ 各種手数料について次の整備を行うほか、文言の整備その他所要の規定の

整備を行うものであること。 

(1) 次の手数料について、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法

律（平成２７年法律第５３号）の一部改正により建築物エネルギー消費性

能基準に適合しなければならない建築物の対象が追加されたことに伴う当

該建築物に係る手数料の金額の設定その他見直しを行うものであること。 

ア 建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る手数料 

イ 完了検査等の検査済証の交付を受けるために必要な建築物エネルギー

消費性能確保計画が軽微な変更に該当していることを証する書面の交付

に係る手数料 

ウ 認定を不要とする建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更に

よる建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない建築

物の建築に係る完了検査等の検査済証の交付を受けるために必要なその

計画が軽微な変更に該当していることを証する書面の交付に係る手数料 

(2) 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定又はその変更の申請に係る手

数料について、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部

改正により建築物エネルギー消費性能基準への適合に係る建築物の評価手

法が新たに創設されたことに伴う当該評価手法に係る手数料の金額の設定

その他見直しを行うものであること。 
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(3) 建築物エネルギー消費性能向上計画が建築基準法（昭和２５年法律第２

０１号）等の関係法令の規定に適合するかどうかの審査を受けるため当該

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等の申請の際に行われる申出に

係る手数料について、同法の一部改正により当該審査の項目が増えたこと

に伴う当該手数料の額の改定その他見直しを行うものであること。 

(4) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部改正により建

築物のエネルギー消費性能に係る認定制度が廃止されたことに伴い、当該

認定の申請に係る手数料を廃止するものであること。 

（第３条関係） 

３ この条例は、令和７年４月１日から施行するものであること。 

（改正条例附則関係） 
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議案第１７号  参  考 

池田市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に係る手数料条例の一部を改正する条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

第１条 （略） 

（定義） 

第２条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１条 （略） 

（定義） 

第２条 （略） 

２ 前項に定めるもののほか、この条例において、次の各号に掲げる用語の意

義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 判定等 法第１１条第１項若しくは第１２条第２項の規定による建築物

エネルギー消費性能適合性判定（以下「判定」という。）又は法第１１条

第２項又は第１２条第３項の規定による変更の建築物エネルギー消費性能

適合性判定（以下「変更判定」という。）をいう。 

(2) 認定等 法第２９条第１項の認定（以下「認定」という。）又は法第３

１条第１項の変更の認定（以下「変更認定」という。）をいう。 

(3) 消費性能基準 法第２条第１項第３号に規定する建築物エネルギー消費

性能基準をいう。 

(4) 性能向上基準 法第３０条第１項各号に掲げる基準をいう。 

(5) 床面積 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第２条第１項

第３号に定めるところにより算定した床面積をいう。 

(6) 建築物の用途 消費性能基準に適合させなければならない建築物の部分

-
 
3
4
0
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の用途をいう。 

(7) 工場等 工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物の増殖場又

は養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場そ

の他これらに類するものをいう。 

(8) 住宅 人の居住の用のみに供する建築物（共用部を含む。）をいう。 

(9) 非住宅建築物 住宅以外の用途のみに供する建築物をいう。 

(10)共同住宅等 共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をい

う。 

(11)複合建築物 住宅以外の用途に供する部分及び住宅の用途に供する部分

から成る建築物をいう。 

(12)登録建築物エネルギー消費性能判定機関等 認定等に係る建築物につい

て建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う登録建築物エネルギー消費

性能判定機関（当該建築物が住宅の場合にあっては、登録建築物エネルギ

ー消費性能判定機関又は住宅性能評価を行う登録住宅性能評価機関）をい

う。 

(13)モデル建物法 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成２

８年経済産業省、国土交通省令第１号。以下「基準省令」という。）第１

条第１項第１号ロに定める基準による評価の方法をいう。 

(14)仕様基準 基準省令第１条第２号イ(2)及びロ(2)に定める基準により評

-
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1
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

価する方法をいう。 

(15)併用法 基準省令第１条第２号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)

に定める基準による評価の方法をいう。 

(16)誘導仕様基準 住宅の用途に供する部分を基準省令第１０条第２号イ

(2)及びロ(2)に定める基準により評価する方法をいう。 

(17)誘導基準併用法 基準省令第１０条第２号イ(1)及びロ(2)又は同号イ

(2)及びロ(1)に定める基準による評価の方法をいう。 

(18)構造計算適合性判定 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条

の３第１項の規定による構造計算適合性判定をいう。 

(19)適合判定通知書 建築基準法第６条の３第７項の規定による適合判定通

知書をいう。 

(20)構造計算適合性審査 建築主事が行う建築基準法第６条の３第１項各号

に掲げる確認審査（同項に規定する確認審査をいう。）又は同法第１８条

第５項各号に掲げる審査をいう。 

(21)大規模修繕等 建築基準法第２条第１４号に規定する大規模の修繕又は

同条第１５号に規定する大規模の模様替をいう。 

(22)確認済証の交付 建築基準法第６条第１項の確認済証の交付又は同法第

１８条第３項の規定による確認済証の交付をいう。 

(23)構造計算 建築基準法第６条の３第１項に規定する構造計算をいう。 

-
 
3
4
2
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

（手数料の徴収） 

第３条 法第１２条第１項若しくは第１３条第２項の建築物エネルギー消費性

能適合性判定（以下この条において「判定」という。）又は法第１２条第２

項若しくは第１３条第３項の非住宅部分に係る部分の変更を含む変更の判定

（以下この条において「変更判定」という。）（変更判定を受けようとする

建築物エネルギー消費性能確保計画（法第１２条第１項に規定する建築物エ

ネルギー消費性能確保計画をいう。以下この条において同じ。）に係る建築

物の評価手法（建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物が法第２条

第１項第３号に規定する建築物エネルギー消費性能基準（以下この条におい

て「消費性能基準」という。）に適合するかどうかの評価の方法をいう。以

下この項及び次項において同じ。）が当該建築物エネルギー消費性能確保計

画の直近の判定若しくは変更判定（以下この条において「判定等」とい

う。）に係る建築物の評価手法と同一でない場合又は変更判定に係る建築物

の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものに限る。）を受けようと 

(24)大臣認定プログラム 建築基準法第２０条第１項第２号イ又は第３号イ

に規定するプログラムをいう。 

(25)小荷物専用昇降機 建築基準法施行令第１２９条の３第１項第３号に規

定する小荷物専用昇降機をいう。 

（手数料の徴収） 

第３条 判定又は変更判定（変更判定を受けようとする建築物エネルギー消費

性能確保計画に係る建築物の評価手法（建築物エネルギー消費性能確保計画

に係る建築物が消費性能基準に適合するかどうかの評価の方法をいう。以下

この項及び次項において同じ。）が当該建築物エネルギー消費性能確保計画

の直近の判定等に係る建築物の評価手法と同一でない場合又は変更判定に係

る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものに限る。）を受

けようとする者から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各

号に定める金額の手数料を徴収する。 

 

 

 

 

 

-
 
3
4
3
 
-



        改        正        前         改        正        後 

する者から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る金額の手数料を徴収する。 

(1) 建築物の用途（消費性能基準に適合させなければならない建築物の部分

の用途をいう。以下この条において同じ。）が工場等（工場、危険物の貯

蔵又は処理に供するもの、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場、

火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類するものをい

う。以下この条において同じ。）のみの場合 次の表の左欄に掲げる区分

に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 建築物の用途が工場等のみの場合 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、

それぞれ同表の右欄に定める金額 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 金額 

判定等に係る建

築物の評価手法 

床面積の合計 

モデル建物法に

よるもの 

３００平方メートル未満のもの ２１，６００円 

３００平方メートル以上１，０００平

方メートル未満のもの 

３０，４００円 

１，０００平方メートル以上２，００

０平方メートル未満のもの 

４３，０００円 

２，０００平方メートル以上５，００

０平方メートル未満のもの 

１０８，４００円 

５，０００平方メートル以上１０，０

００平方メートル未満のもの 

１６３，２００円 

１０，０００平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満のもの 

２０２，８００円 

区分 金額 

判定等に係る建

築物の評価手法 

床面積の合計 

モデル建物法に

よるもの 

３００平方メートル未満のもの ２２，１００円 

３００平方メートル以上１，０００平

方メートル未満のもの 

３１，０００円 

１，０００平方メートル以上２，００

０平方メートル未満のもの 

４３，８００円 

２，０００平方メートル以上５，００

０平方メートル未満のもの 

１１０，３００円 

５，０００平方メートル以上１０，０

００平方メートル未満のもの 

１６６，０００円 

１０，０００平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満のもの 

２０６，２００円 
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-



        改        正        前         改        正        後 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

１ 「床面積の合計」とは、判定等に係る建築物の部分の床面積（増築又

は改築（以下「増築等」という。）の判定等であって、当該増築等に係

る建築物について建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成

２８年経済産業省、国土交通省令第１号。以下「基準省令」という。）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  備考 床面積の合計は、判定等に係る建築物の部分の床面積を合計して算

定する。ただし、変更判定の申請（変更判定に係る建築物の部分の床面

積の合計の増加を含む場合に限る。）をする場合にあっては、当該増加

に係る部分の床面積の合計に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積

の合計に０．５を乗じて得た面積を加えた面積とする。 

 ２５，０００平方メートル以上５０，

０００平方メートル未満のもの 

２５１，５００円 

５０，０００平方メートル以上のもの ３４９，７００円 

その他のもの ３００平方メートル未満のもの ２６，２００円 

３００平方メートル以上１，０００平

方メートル未満のもの 

３５，４００円 

１，０００平方メートル以上２，００

０平方メートル未満のもの 

４９，１００円 

２，０００平方メートル以上５，００

０平方メートル未満のもの 

１１６，０００円 

５，０００平方メートル以上１０，０

００平方メートル未満のもの 

１７１，６００円 

１０，０００平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満のもの 

２１１，９００円 

２５，０００平方メートル以上５０，

０００平方メートル未満のもの 

２６２，１００円 

５０，０００平方メートル以上のもの ３６２，６００円 

 ２５，０００平方メートル以上５０，

０００平方メートル未満のもの 

２５５，７００円 

５０，０００平方メートル以上のもの ３５５，５００円 

その他のもの ３００平方メートル未満のもの ２６，８００円 

３００平方メートル以上１，０００平

方メートル未満のもの 

３６，１００円 

１，０００平方メートル以上２，００

０平方メートル未満のもの 

５０，０００円 

２，０００平方メートル以上５，００

０平方メートル未満のもの 

１１８，０００円 

５，０００平方メートル以上１０，０

００平方メートル未満のもの 

１７４，５００円 

１０，０００平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満のもの 

２１５，５００円 

２５，０００平方メートル以上５０，

０００平方メートル未満のもの 

２６６，５００円 

５０，０００平方メートル以上のもの ３６８，６００円 
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-



        改        正        前         改        正        後 

第１条第１項第１号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費

性能を適切に評価できる方法と認める方法により一次エネルギー消費量

（基準省令第１条第１項第１号イの一次エネルギー消費量をいう。）に

係る計算を要しない既存部分があるときは、当該既存部分の床面積を除

いた床面積）の合計をいう。ただし、変更判定の申請（変更判定に係る

建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に限る。）をする場合に

あっては、当該増加に係る部分の床面積の合計に、当該増加に係る部分

以外の部分の床面積の合計に０．５を乗じて得た面積を加えた面積とす

る。 

２ 「モデル建物法によるもの」とは、基準省令第１条第１項第１号ロに

定める基準により評価したものをいう。 

３ 床面積の算定方法は、建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８

号）第２条第１項第３号に定めるところによる。 

(2) 建築物の用途が工場等のみの場合以外の場合 次の表の左欄に掲げる区

分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 建築物の用途が非住宅建築物の場合（工場等のみの場合を除く。） 次

の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額 

 

 

 

 

区分 金額 

判定等に係る建

築物の評価手法 

床面積の合計 

モデル建物法に

よるもの 

３００平方メートル未満のもの ９９，２００円 

３００平方メートル以上１，０００ １２６，３００円 

区分 金額 

判定等に係る建

築物の評価手法 

床面積の合計 

モデル建物法に

よるもの 

３００平方メートル未満のもの １０１，０００円 

３００平方メートル以上１，０００ １２８，５００円 

-
 
3
4
6
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平方メートル未満のもの  

１，０００平方メートル以上２，０

００平方メートル未満のもの 

１６６，２００円 

２，０００平方メートル以上５，０

００平方メートル未満のもの 

２６９，０００円 

５，０００平方メートル以上１０，

０００平方メートル未満のもの 

３５１，１００円 

１０，０００平方メートル以上２

５，０００平方メートル未満のもの 

４２１，９００円 

２５，０００平方メートル以上５

０，０００平方メートル未満のもの 

４９５，０００円 

５０，０００平方メートル以上のもの ６４１，１００円 

その他のもの ３００平方メートル未満のもの ２５９，０００円 

３００平方メートル以上１，０００

平方メートル未満のもの 

３２４，５００円 

１，０００平方メートル以上２，０

００平方メートル未満のもの 

４１８，９００円 

２，０００平方メートル以上５，０

００平方メートル未満のもの 

５９７，７００円 

５，０００平方メートル以上１０，

０００平方メートル未満のもの 

７３６，２００円 

１０，０００平方メートル以上２

５，０００平方メートル未満のもの 

８７０，１００円 

２５，０００平方メートル以上５ ９９２，６００円 

 平方メートル未満のもの  

１，０００平方メートル以上２，０

００平方メートル未満のもの 

１６９，１００円 

２，０００平方メートル以上５，０

００平方メートル未満のもの 

２７３，５００円 

５，０００平方メートル以上１０，

０００平方メートル未満のもの 

３５７，０００円 

１０，０００平方メートル以上２

５，０００平方メートル未満のもの 

４２８，９００円 

２５，０００平方メートル以上５

０，０００平方メートル未満のもの 

５０３，２００円 

５０，０００平方メートル以上のもの ６５１，６００円 

その他のもの ３００平方メートル未満のもの ２６３，４００円 

３００平方メートル以上１，０００

平方メートル未満のもの 

３２９，９００円 

１，０００平方メートル以上２，０

００平方メートル未満のもの 

４２５，８００円 

２，０００平方メートル以上５，０

００平方メートル未満のもの 

６０７，６００円 

５，０００平方メートル以上１０，

０００平方メートル未満のもの 

７４８，３００円 

１０，０００平方メートル以上２

５，０００平方メートル未満のもの 

８８４，４００円 

２５，０００平方メートル以上５ １，００８，９００円 

-
 
3
4
7
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

  備考 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  備考 （略） 

(3) 建築物の用途が一戸建ての住宅の場合 次の表の左欄に掲げる区分に応

じ、それぞれ同表の右欄に定める金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 第１号の表備考の規定は、この表についても適用する。 

(4) 建築物の用途が共同住宅等の場合 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、

それぞれ同表の右欄に定める金額 

 

 

 

区分 金額 

判定等に係る建

築物の評価手法 

床面積の合計 

仕様基準による

もの 

２００平方メートル未満のもの ２０，６００円 

２００平方メートル以上のもの ２２，１００円 

併用法によるも

の 

２００平方メートル未満のもの ２９，９００円 

２００平方メートル以上のもの ３３，０００円 

その他のもの ２００平方メートル未満のもの ３９，９００円 

２００平方メートル以上のもの ４４，６００円 

区分 金額 

判定等に係る建

築物の評価手法 

床面積の合計 

 ０，０００平方メートル未満のもの  

５０，０００平方メートル以上のもの １，２３７，７００円 

 

 ０，０００平方メートル未満のもの  

５０，０００平方メートル以上のもの １，２５７，９００円 

 

-
 
3
4
8
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕様基準による

もの 

３００平方メートル未満のもの ３８，４００円 

３００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のもの 

６６，２００円 

２，０００平方メートル以上５，０

００平方メートル未満のもの 

１１９，６００円 

５，０００平方メートル以上１０，

０００平方メートル未満のもの 

１８０，７００円 

１０，０００平方メートル以上２

５，０００平方メートル未満のもの 

３３１，５００円 

２５，０００平方メートル以上５

０，０００平方メートル未満のもの 

５６０，４００円 

５０，０００平方メートル以上のもの ９８２，６００円 

併用法によるも

の 

３００平方メートル未満のもの ５９，３００円 

３００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のもの 

９９，５００円 

２，０００平方メートル以上５，０

００平方メートル未満のもの 

１７３，０００円 

５，０００平方メートル以上１０，

０００平方メートル未満のもの 

２５２，６００円 

１０，０００平方メートル以上２

５，０００平方メートル未満のもの 

４８５，４００円 

２５，０００平方メートル以上５

０，０００平方メートル未満のもの 

８４５，８００円 

５０，０００平方メートル以上のもの １，５３０，９００円 

-
 
3
4
9
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 変更判定（変更判定を受けようとする建築物エネルギー消費性能確保計画

に係る建築物の評価手法が当該建築物エネルギー消費性能確保計画の直近の

判定等に係る建築物の評価手法と同一でない場合及び変更判定に係る建築物 

の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものを除く。）を受けようと

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 第１号の表備考の規定は、この表についても適用する。 

 (5) 判定等の申請に係る建築物が複合建築物の場合 非住宅建築物の用途に

供する部分を工場等のみ又は工場等のみ以外の非住宅建築物の用途に供す

る建築物とみなして第１号又は第２号の規定により算定した金額に、住宅

の用途に供する部分を一戸建ての住宅又は共同住宅等の用途に供する建築

物とみなして前２号の規定により算定した金額を加算した額 

２ 変更判定（変更判定を受けようとする建築物エネルギー消費性能確保計画

に係る建築物の評価手法が当該建築物エネルギー消費性能確保計画の直近の

判定等に係る建築物の評価手法と同一でない場合及び変更判定に係る建築物

の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものを除く。）を受けようと 

その他のもの ３００平方メートル未満のもの ８０，２００円 

３００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のもの 

１３３，５００円 

２，０００平方メートル以上５，０

００平方メートル未満のもの 

２２７，１００円 

５，０００平方メートル以上１０，

０００平方メートル未満のもの 

３２５，３００円 

１０，０００平方メートル以上２

５，０００平方メートル未満のもの 

６４０，１００円 

２５，０００平方メートル以上５

０，０００平方メートル未満のもの 

１，１３１，９００円 

５０，０００平方メートル以上のもの ２，０８０，０００円 

-
 
3
5
0
 
-



        改        正        前         改        正        後 

する者又は省令第１１条に規定する書面の交付を受けようとする者から、次

の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額の手数料

を徴収する。 

 

 

  (1) 建築物の用途が工場等のみの場合 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、

それぞれ同表の右欄に定める金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する者又は省令第１３条に規定する書面（省令第５条（省令第９条第２項に

おいて準用する場合を含む。）に規定する軽微な変更に該当していることを

証する書面をいう。以下この項において同じ。）の交付を受けようとする者

から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額

の手数料を徴収する。 

(1) 建築物の用途が工場等のみの場合 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、

それぞれ同表の右欄に定める金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 金額 

変更判定に係る

建築物又は書面

の交付の申請に

係る建築物の評

価手法 

変更判定に係る建築物の部分又は書面

の交付の申請に係る建築物の住宅以外

の用途に供する部分の床面積の合計 

モデル建物法に

よるもの 

１，０００平方メートル未満のもの １５，８００円 

１，０００平方メートル以上２，００

０平方メートル未満のもの 

２２，１００円 

２，０００平方メートル以上５，００

０平方メートル未満のもの 

５４，８００円 

５，０００平方メートル以上１０，０

００平方メートル未満のもの 

８２，２００円 

１０，０００平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満のもの 

１０２，０００円 

２５，０００平方メートル以上５０，

０００平方メートル未満のもの 

１２６，４００円 

区分 金額 

変更判定に係る

建築物又は書面

の交付の申請に

係る建築物の評

価手法 

変更判定に係る建築物の部分又は書面

の交付の申請に係る建築物の住宅以外

の用途に供する部分の床面積の合計 

モデル建物法に

よるもの 

３００平方メートル未満のもの １１，８００円 

３００平方メートル以上１，０００平

方メートル未満のもの 

１６，２００円 

１，０００平方メートル以上２，００

０平方メートル未満のもの 

２２，６００円 

２，０００平方メートル以上５，００

０平方メートル未満のもの 

５５，９００円 

５，０００平方メートル以上１０，０

００平方メートル未満のもの 

８３，７００円 

１０，０００平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満のもの 

１０３，８００円 

-
 
3
5
1
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 前項第１号の表備考第２項及び第３項の規定は、この表についても

適用する。 

 

 

(2) 建築物の用途が工場等のみの場合以外の場合 次の表の左欄に掲げる区

分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 前項第１号の表備考の規定は、この表についても適用する。 

(2) 建築物の用途が非住宅建築物の場合（工場等のみの場合を除く。） 次

の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額 

 

 

 ５０，０００平方メートル以上のもの １７５，４００円 

その他のもの １，０００平方メートル未満のもの １８，３００円 

１，０００平方メートル以上２，００

０平方メートル未満のもの 

２５，１００円 

２，０００平方メートル以上５，００

０平方メートル未満のもの 

５８，７００円 

５，０００平方メートル以上１０，０

００平方メートル未満のもの 

８６，４００円 

１０，０００平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満のもの 

１０６，６００円 

２５，０００平方メートル以上５０，

０００平方メートル未満のもの 

１３１，７００円 

５０，０００平方メートル以上のもの １８１，９００円 

 

 ２５，０００平方メートル以上５０，

０００平方メートル未満のもの 

１２８，６００円 

５０，０００平方メートル以上のもの １７８，４００円 

その他のもの ３００平方メートル未満のもの １４，１００円 

３００平方メートル以上１，０００平

方メートル未満のもの 

１８，７００円 

１，０００平方メートル以上２，００

０平方メートル未満のもの 

２５，７００円 

２，０００平方メートル以上５，００

０平方メートル未満のもの 

５９，７００円 

５，０００平方メートル以上１０，０

００平方メートル未満のもの 

８８，０００円 

１０，０００平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満のもの 

１０８，５００円 

２５，０００平方メートル以上５０，

０００平方メートル未満のもの 

１３４，０００円 

５０，０００平方メートル以上のもの １８５，０００円 

区分 金額 

変更判定に係る 変更判定に係る建築物の部分又は書面

区分 金額 

変更判定に係る 変更判定に係る建築物の部分又は書面

-
 
3
5
2
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築物又は書面

の交付の申請に

係る建築物の評

価手法 

の交付の申請に係る建築物の住宅以外

の用途に供する部分の床面積の合計 

 

モデル建物法に

よるもの 

１，０００平方メートル未満のもの ６３，７００円 

１，０００平方メートル以上２，００

０平方メートル未満のもの 

８３，７００円 

２，０００平方メートル以上５，００

０平方メートル未満のもの 

１３５，１００円 

５，０００平方メートル以上１０，０

００平方メートル未満のもの 

１７６，２００円 

１０，０００平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満のもの 

２１１，６００円 

２５，０００平方メートル以上５０，

０００平方メートル未満のもの 

２４８，１００円 

５０，０００平方メートル以上のもの ３２１，１００円 

その他のもの １，０００平方メートル未満のもの １６２，９００円 

１，０００平方メートル以上２，００

０平方メートル未満のもの 

２１０，０００円 

２，０００平方メートル以上５，００

０平方メートル未満のもの 

２９９，５００円 

５，０００平方メートル以上１０，０

００平方メートル未満のもの 

３６８，７００円 

１０，０００平方メートル以上２５， ４３５，７００円 

建築物又は書面

の交付の申請に

係る建築物の評

価手法 

の交付の申請に係る建築物の住宅以外

の用途に供する部分の床面積の合計 

 

モデル建物法に

よるもの 

３００平方メートル未満のもの ５１，２００円 

３００平方メートル以上１，０００平

方メートル未満のもの 

６４，９００円 

１，０００平方メートル以上２，００

０平方メートル未満のもの 

８５，３００円 

２，０００平方メートル以上５，００

０平方メートル未満のもの 

１３７，５００円 

５，０００平方メートル以上１０，０

００平方メートル未満のもの 

１７９，２００円 

１０，０００平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満のもの 

２１５，２００円 

２５，０００平方メートル以上５０，

０００平方メートル未満のもの 

２５２，３００円 

５０，０００平方メートル以上のもの ３２６，５００円 

その他のもの ３００平方メートル未満のもの １３２，４００円 

３００平方メートル以上１，０００平

方メートル未満のもの 

１６５，７００円 

１，０００平方メートル以上２，００

０平方メートル未満のもの 

２１３，６００円 

２，０００平方メートル以上５，００ ３０４，５００円 

-
 
3
5
3
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

備考 前項第１号の表備考第２項及び第３項の規定は、この表についても

適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 前項第１号の表備考の規定は、この表についても適用する。 

(3) 建築物の用途が一戸建ての住宅の場合 次の表の左欄に掲げる区分に応

じ、それぞれ同表の右欄に定める金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ０００平方メートル未満のもの  

２５，０００平方メートル以上５０，

０００平方メートル未満のもの 

４９６，９００円 

５０，０００平方メートル以上のもの ６１９，５００円 

 

 ０平方メートル未満のもの  

５，０００平方メートル以上１０，０

００平方メートル未満のもの 

３７４，９００円 

１０，０００平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満のもの 

４４２，９００円 

２５，０００平方メートル以上５０，

０００平方メートル未満のもの 

５０５，２００円 

５０，０００平方メートル以上のもの ６２９，７００円 

 

区分 金額 

変更判定に係る

建築物又は書面

の交付の申請に

係る建築物の評

価手法 

変更判定に係る建築物の部分又は書面

の交付の申請に係る建築物の住宅以外

の用途に供する部分の床面積の合計 

仕様基準による

もの 

２００平方メートル未満のもの １１，０００円 

２００平方メートル以上のもの １１，８００円 

併用法によるも

の 

２００平方メートル未満のもの １５，７００円 

２００平方メートル以上のもの １７，２００円 

-
 
3
5
4
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 前項第１号の表備考の規定は、この表についても適用する。 

(4) 建築物の用途が共同住宅等の場合 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、

それぞれ同表の右欄に定める金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 金額 

変更判定に係る

建築物又は書面

の交付の申請に

係る建築物の評

価手法 

変更判定に係る建築物の部分又は書

面の交付の申請に係る建築物の住宅

以外の用途に供する部分の床面積の

合計 

仕様基準による

もの 

３００平方メートル未満のもの １９，９００円 

３００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のもの 

３３，８００円 

２，０００平方メートル以上５，０

００平方メートル未満のもの 

６０，５００円 

５，０００平方メートル以上１０，

０００平方メートル未満のもの 

９１，１００円 

１０，０００平方メートル以上２

５，０００平方メートル未満のもの 

１６６，４００円 

２５，０００平方メートル以上５

０，０００平方メートル未満のもの 

２８０，９００円 

５０，０００平方メートル以上のもの ４９２，０００円 

その他のもの ２００平方メートル未満のもの ２０，７００円 

２００平方メートル以上のもの ２３，０００円 

-
 
3
5
5
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

併用法によるも

の 

３００平方メートル未満のもの ３０，４００円 

３００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のもの 

５０，５００円 

２，０００平方メートル以上５，０

００平方メートル未満のもの 

８７，２００円 

５，０００平方メートル以上１０，

０００平方メートル未満のもの 

１２７，０００円 

１０，０００平方メートル以上２

５，０００平方メートル未満のもの 

２４３，３００円 

２５，０００平方メートル以上５

０，０００平方メートル未満のもの 

４２３，６００円 

５０，０００平方メートル以上のもの ７６６，２００円 

その他のもの ３００平方メートル未満のもの ４０，８００円 

３００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のもの 

６７，５００円 

２，０００平方メートル以上５，０

００平方メートル未満のもの 

１１４，３００円 

５，０００平方メートル以上１０，

０００平方メートル未満のもの 

１６３，４００円 

１０，０００平方メートル以上２

５，０００平方メートル未満のもの 

３２０，７００円 

２５，０００平方メートル以上５

０，０００平方メートル未満のもの 

５６６，６００円 

５０，０００平方メートル以上のもの １，０４０，７００円 

-
 
3
5
6
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

３ 法第３４条第１項の規定による認定の申請又は法第３６条第１項の変更の

認定（以下この条において「変更認定」という。）の申請（変更認定の申請

をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画（法第３４条第１項に規

定する建築物エネルギー消費性能向上計画をいう。以下この条において同

じ。）の評価手法（建築物エネルギー消費性能向上計画又は認定建築物エネ

ルギー消費性能向上計画（法第３７条に規定する認定建築物エネルギー消費

性能向上計画をいう。以下この条において同じ。）が法第３５条第１項各号

に掲げる基準（以下この条において「性能向上基準」という。）に適合する

かどうかの評価の方法をいう。以下この項から第１０項までにおいて同

じ。）が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の法第３４条第１項

の認定若しくは変更認定（以下この条において「認定等」という。）に係る

評価手法と同一でない場合又は変更認定の申請に係る建築物の部分の床面積

備考 前項第１号の表備考の規定は、この表についても適用する。 

 (5) 変更判定又は書面の交付の申請に係る建築物が複合建築物の場合 非住

宅建築物の用途に供する部分を工場等のみ又は工場等のみ以外の非住宅建

築物の用途に供する建築物とみなして第１号又は第２号の規定により算定

した金額に、住宅の用途に供する部分を一戸建ての住宅又は共同住宅等の

用途に供する建築物とみなして前２号の規定により算定した金額を加算し

た額 

３ 認定の申請又は変更認定の申請（変更認定の申請をしようとする建築物エ

ネルギー消費性能向上計画の評価手法（建築物エネルギー消費性能向上計画

又は認定建築物エネルギー消費性能向上計画が性能向上基準に適合するかど

うかの評価の方法をいう。以下この項から第１０項までにおいて同じ。）が

当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る評価手法と同

一でない場合又は変更認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の増加

を含む場合に係るものに限る。）にあっては、次の表の中欄に掲げる区分に

応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額の手数料を申請の際に申請者から徴

収する。 

 

 

 

-
 
3
5
7
 
-



        改        正        前         改        正        後 

の合計（次表備考第１項に規定する床面積の合計をいう。）の増加を含む場

合に限る。）にあっては、同表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の

右欄に掲げる金額の手数料を申請の際に申請者から徴収する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 区分 金額 

認定等の申請

に係る建築物 

認定等に係る

評価手法 

床面積の合計 

１ 非住宅建築物 登録住宅性能

評価機関等が

性能向上基準

に適合すると

認めたもの 

300平方メートル未満のもの 11,000円 

300平方メートル以上1,000平

方メートル未満のもの 

19,000円 

1,000平方メートル以上2,000

平方メートル未満のもの 

30,700円 

2,000平方メートル以上5,000

平方メートル未満のもの 

91,600円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

144,900円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

182,900円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

228,600円 

50,000平方メートル以上のもの 319,900円 

そ

の

他

モデル建

物法によ

るもの 

300平方メートル未満のもの 99,200円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

126,300円 

項 区分 金額 

認定等の申請

に係る建築物 

認定等に係る

評価手法 

床面積の合計 

１ 非住宅建築物 登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

等が性能向上

基準に適合す

ると認めたも

の 

300平方メートル未満のもの 11,300円 

300平方メートル以上1,000平

方メートル未満のもの 

19,400円 

1,000平方メートル以上2,000

平方メートル未満のもの 

31,400円 

2,000平方メートル以上5,000

平方メートル未満のもの 

93,300円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

147,400円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

186,100円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

232,500円 

50,000平方メートル以上のもの 325,300円 

そ

の

他

モデル建

物法によ

るもの 

300平方メートル未満のもの 101,000円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

128,500円 

-
 
3
5
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-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  の

も

の 

 1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

166,200円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

269,000円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

351,100円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

421,900円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

495,000円 

50,000平方メートル以上のもの 641,100円 

その他の

もの 

300平方メートル未満のもの 259,000円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

324,500円 

1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

418,900円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

597,700円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

736,200円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

870,100円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

992,600円 

  の

も

の 

 1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

169,100円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

273,500円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

357,000円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

428,900円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

503,200円 

50,000平方メートル以上のもの 651,600円 

その他の

もの 

300平方メートル未満のもの 263,400円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

329,900円 

1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

425,800円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

607,600円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

748,300円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

884,400円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

1,008,900円 

-
 
3
5
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-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    50,000平方メートル以上のもの 1,237,700円 

２ 一戸建ての

住宅 

登録住宅性能

評価機関等が

性能向上基準

に適合すると

認めたもの 

― 5,600円 

そ

の

他

の

も

の 

誘導仕様

基準によ

るもの 

200平方メートル未満のもの 20,100円 

200平方メートル以上のもの 21,600円 

その他の

もの 

 

200平方メートル未満のもの 39,100円 

200平方メートル以上のもの 43,700円 

３ 共同住宅等 登録住宅性能

評価機関等が

性能向上基準

に適合すると

認めたもの 

300平方メートル未満のもの 11,000円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

23,200円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

51,400円 

5,000平方メートル以上10,000平

方メートル未満のもの 

91,800円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

147,700円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

223,500円 

50,000平方メートル以上のもの 339,400円 

    50,000平方メートル以上のもの 1,257,900円 

２ 一戸建ての

住宅 

登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

等が性能向上

基準に適合す

ると認めたも

の 

― 5,900円 

そ

の

他

の

も

の 

誘導仕様

基準によ

るもの 

200平方メートル未満のもの 20,600円 

200平方メートル以上のもの 22,100円 

誘導基準

併用法に

よるもの 

200平方メートル未満のもの 29,900円 

200平方メートル以上のもの 33,000円 

その他の

もの 

 

200平方メートル未満のもの 39,900円 

200平方メートル以上のもの 44,600円 

３ 共同住宅等 登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

等が性能向上

基準に適合す

ると認めたも

の 

300平方メートル未満のもの 11,300円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

23,700円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

52,300円 

5,000平方メートル以上10,000平

方メートル未満のもの 

93,300円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

149,800円 

-
 
3
6
0
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  そ

の

他

の

も

の 

誘導仕様

基準によ

るもの 

300平方メートル未満のもの 37,600円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

65,000円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

117,600円 

5,000平方メートル以上10,000平

方メートル未満のもの 

177,800円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

326,500円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

552,300円 

50,000平方メートル以上のもの 968,800円 

その他の

もの 

 

300平方メートル未満のもの 78,700円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

131,200円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

223,400円 

5,000平方メートル以上10,000平

方メートル未満のもの 

320,100円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

630,100円 

25,000平方メートル以上50,000 1,114,700円 

   25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

226,300円 

50,000平方メートル以上のもの 343,100円 

そ

の

他

の

も

の 

誘導仕様

基準によ

るもの 

300平方メートル未満のもの 38,400円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

66,200円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

119,600円 

5,000平方メートル以上10,000平

方メートル未満のもの 

180,700円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

331,500円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

560,400円 

50,000平方メートル以上のもの 982,600円 

誘導基準

併用法に

よるもの 

300平方メートル未満のもの 59,300円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

99,500円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

173,000円 

5,000平方メートル以上10,000平

方メートル未満のもの 

252,600円 
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        改        正        前         改        正        後 

 

 

備考  

  １ 「床面積の合計」とは、認定等の申請に係る建築物の部分の床面積

（共同住宅等又は複合建築物（住宅の部分及び非住宅建築物の部分を有

する建築物をいう。以下この条において同じ。）（共同住宅等とみなす

部分を有するものに限る。）の建築物全体が認定等の対象とする範囲で

あって基準省令第４条第３項に規定する設計一次エネルギー消費量が同

項第２号の数値によるもの又は共用部分を評価しないで住宅部分を基準

省令第１０条第２号イ(2)及びロ(2)に定める基準により評価したもの

（以下この条において「共用部分を評価しないもの」という。）につい

ては、当該認定等の申請に係る部分の床面積から当該住宅部分の共用部

分の床面積（以下この条において「共用部床面積」という。）を除いた

床面積）の合計をいう。ただし、変更認定の申請（当該変更認定の申請

に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に限る。）をする

場合にあっては、当該増加に係る建築物の部分の床面積（共用部分を評

価しないものについては、当該増加に係る部分の床面積から当該部分の

共用部床面積を除いた床面積）の合計に、当該増加に係る部分以外の部

分の床面積（共用部分を評価しないものについては、当該増加に係る部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    平方メートル未満のもの  

50,000平方メートル以上のもの 2,048,600円 

    10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

485,400円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

845,800円 

50,000平方メートル以上のもの 1,530,900円 

その他の

もの 

300平方メートル未満のもの 80,200円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

133,500円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

227,100円 

5,000平方メートル以上10,000平

方メートル未満のもの 

325,300円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

640,100円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

1,131,900円 

50,000平方メートル以上のもの 2,080,000円 

４ 複合建築物 住宅以外の用

途に供する部

分を１の項の

非住宅建築物

とみなして中

-
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        改        正        前         改        正        後 

分以外の部分の床面積から当該部分の共用部床面積を除いた床面積）の

合計に０．５を乗じて得た面積を加えた面積とする。 

２ 「非住宅建築物」とは、人の居住の用のみに供する建築物（共用部を

含む。）（以下この条において「住宅」という。）以外の用途のみに

供する建築物をいう。以下この備考において同じ。 

３ 「共同住宅等」とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の

住宅をいう。 

４ 「登録住宅性能評価機関等」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応

じ、当該各号に定めるものをいう。 

(1) 非住宅建築物に係る認定等の場合 登録建築物エネルギー消費性

能判定機関 

(2) 住宅に係る認定等の場合 登録住宅性能評価機関 

(3) 複合建築物に係る認定等の場合 登録建築物エネルギー消費性能

判定機関であって、登録住宅性能評価機関であるもの 

５ 「モデル建物法によるもの」とは、基準省令第１０条第１号イ(2)及

びロ(2)に定める基準により評価したものをいう。 

６ 「誘導仕様基準によるもの」とは、住宅部分を基準省令第１０条第２

号イ(2)及びロ(2)に定める基準により評価したものをいう。 

７ 第１項第１号の表備考第３項の規定は、この表についても適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考 床面積の合計は、認定等の申請に係る建築物の部分の床面積を合計し

て算定する。ただし、変更認定の申請（当該変更認定の申請に係る建築物

の部分の床面積の合計の増加を含む場合に限る。）をする場合にあって

は、当該増加に係る部分の床面積の合計に、当該増加に係る部分以外の部

分の床面積の合計に０．５を乗じて得た面積を加えた面積とする。 

 

  欄に掲げる区

分に応じそれ

ぞれ右欄に定

める金額に、

住宅の用途に

供する部分を

２の項の一戸

建ての住宅又

は３の項の共

同住宅等とみ

なして中欄に

掲げる区分に

応じそれぞれ

右欄に定める

金額を加算し

た額 
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        改        正        前         改        正        後 

８ 認定等の申請に係る建築物が複合建築物の場合の手数料は、この表第

１項の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額に、

同表第２項又は第３項の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄

に定める金額を加算するものとする。この場合において、同表中「非住

宅建築物」とあるのは「複合建築物の非住宅建築物の部分」と、「一戸

建ての住宅」とあるのは「複合建築物の一戸建ての住宅の部分」と、

「共同住宅等」とあるのは「複合建築物の共同住宅等の部分」と読み替

えるものとする。 

４ 法第３５条第２項（法第３６条第２項において準用する場合を含む。）の

規定による申出にあっては、前項の手数料（法第３６条第２項において準用

する法第３５条第２項の規定による申出（申出をしようとする建築物エネル

ギー消費性能向上計画の評価手法が当該建築物エネルギー消費性能向上計画

の直近の認定等に係る評価手法と同一でない場合及び変更認定の申請に係る

建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合を除く。）にあっては、第８

項の手数料）のほか、次表の左欄に掲げる床面積の合計に応じ、それぞれ同

表の右欄に掲げる金額の手数料を申請の際に申請者から徴収する（建築基準

法（昭和２５年法律第２０１号）第６条の３第１項の規定による構造計算適

合性判定（以下「構造計算適合性判定」という。）を要するものの手数料の

徴収は、建築基準法第６条の３第７項の規定による適合判定通知書（以下こ

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 法第３０条第２項（法第３１条第２項において準用する場合を含む。）の

規定による申出にあっては、前項の手数料（法第３１条第２項において準用

する法第３０条第２項の規定による申出（申出をしようとする建築物エネル

ギー消費性能向上計画の評価手法が当該建築物エネルギー消費性能向上計画

の直近の認定等に係る評価手法と同一でない場合及び変更認定の申請に係る

建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものを除く。）にあっ

ては、第８項の手数料）のほか、次の表の左欄に掲げる床面積の合計に応

じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額の手数料を申出の際に申出者から徴収

する。 
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        改        正        前         改        正        後 

の条において「適合判定通知書」という。）の提出がない場合及び建築基準

法第６条の３第１項ただし書又は第１８条第５項ただし書の規定による建築

主事の審査（以下この条において「構造計算適合性審査」という。）を行わ

ない場合に限る。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定

めるところにより算定する。ただし、建築基準法第８６条の８第１項及び

第３項の規定による認定に係る建築物にあっては、その算定した面積に

床面積の合計 金額 

１００平方メートル以下のもの ３３，０００円（構造計算適合性判定を要す

るものにあっては、３６，３００円） 

１００平方メートルを超え２０

０平方メートル以下のもの 

４４，０００円（構造計算適合性判定を要す

るものにあっては、４７，３００円） 

２００平方メートルを超え５０

０平方メートル以下のもの 

６０，０００円（構造計算適合性判定を要す

るものにあっては、６３，３００円） 

５００平方メートルを超え１，

０００平方メートル以下のもの 

８７，０００円（構造計算適合性判定を要す

るものにあっては、９０，３００円） 

１，０００平方メートルを超え

２，０００平方メートル以下の

もの 

１１６，０００円（構造計算適合性判定を要

するものにあっては、１１９，３００円） 

２，０００平方メートルを超え

１０，０００平方メートル以下

のもの 

２７５，０００円（構造計算適合性判定を要

するものにあっては、２７８，３００円） 

１０，０００平方メートルを超

え５０，０００平方メートル以

下のもの 

４７０，０００円（構造計算適合性判定を要

するものにあっては、４７３，３００円） 

５０，０００平方メートルを超 ７３０，０００円（構造計算適合性判定を要

床面積の合計 金額 

１００平方メートル以下のもの ３８，０００円 

１００平方メートルを超え２００平方メートル

以下のもの 

５０，０００円 

２００平方メートルを超え３００平方メートル

以下のもの 

７２，０００円 

３００平方メートルを超え１，０００平方メー

トル以下のもの 

９７，０００円 

１，０００平方メートルを超え２，０００平方

メートル以下のもの 

１３０，０００円 

２，０００平方メートルを超え１０，０００平

方メートル以下のもの 

３０７，０００円 

１０，０００平方メートルを超え５０，０００

平方メートル以下のもの 

５２４，０００円 

５０，０００平方メートルを超えるもの ８１４，０００円 
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        改        正        前         改        正        後 

 

備考 

  １ 「床面積の合計」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各

号に定める面積（建築基準法第８６条の８第１項及び第３項の規定によ

る認定に係る建築物にあっては、当該各号に定める面積に０．５を乗じ

て得た面積）とする。 

 (1) 建築物の建築（建築基準法第２条第１３号に規定する建築をいう。

以下この備考において同じ。）をする場合（この備考第１項第２号に

掲げる場合を除く。） 当該建築に係る部分の床面積の合計 

  (2) 建築物の増築をする場合（増築後に既存の建築物と当該増築に係る

部分が一の建築物となる場合に限る。） 当該増築に係る部分の床面

積の合計に、当該増築に係る部分以外の部分の床面積の合計に０．１

を乗じて得た面積を加えた面積。ただし、次のいずれかに該当する場

合は、当該増築に係る部分の床面積の合計 

ア 既存の建築物が、平成１２年６月１日以後に、建築基準法第６条

第１項の確認済証の交付又は同法第１８条第３項の規定による確認

済証の交付（以下この条において「確認済証の交付」という。）が

あった場合（法第３５条第５項（法第３６条第２項において準用す

る場合を含む。）により確認済証の交付があったものとみなされる

０．５を乗じて得た面積とする。 

(1) 建築物の建築（移転を含む。以下この備考において同じ。）をする場

合（この備考第２号に掲げる場合を除く。） 当該建築に係る部分の床

面積の合計 

(2) 建築物の増築をする場合（増築後に既存の建築物と当該増築に係る部

分が１の建築物となる場合に限る。） 当該増築に係る部分の床面積の

合計に、当該増築に係る部分以外の部分の床面積の合計に０．１を乗じ

て得た面積を加えた面積 

(3) 大規模修繕等又は建築物の用途の変更（以下「用途変更」という。）

をする場合 当該大規模修繕等又は用途変更に係る部分の床面積の合計

に０．５を乗じて得た面積に、当該大規模修繕等又は用途変更に係る部

分以外の部分の床面積の合計に０．１を乗じて得た面積を加えた面積 

(4) 確認済証の交付を受けた建築物の計画を変更して建築物の建築、大規

模修繕等又は用途変更をする場合 当該計画を変更する部分について池

田市建築基準法施行条例（平成１３年池田市条例第２２号）別表付表１

備考第１項第４号の規定の例により算定した床面積の合計に０．５を乗

じて得た面積 

 

 

えるもの するものにあっては、７３３，３００円） 

-
 
3
6
6
 
-



        改        正        前         改        正        後 

場合を含む。） 

   イ 住宅（長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿を含む。）のエレベータ

ーの設置を目的とした増築のうち、当該増築に係る部分の床面積の

合計が、当該増築に係る部分以外の部分の床面積の合計の２０分の

１以下であり、かつ、５０平方メートル以下であるもので、当該増

築に係る部分以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないもので

ある場合（この備考第１項第２号アに掲げる場合を除く。） 

(3) 大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合 当該修繕又は模様替

（以下この条において「当該修繕等」という。）に係る部分の床面積

の合計に０．５を乗じて得た面積に、当該修繕等に係る部分以外の部

分の床面積の合計に０．１を乗じて得た面積を加えた面積。ただし、

既存の建築物について、平成１２年６月１日以後に確認済証の交付が

あった場合は、当該修繕等に係る部分の床面積の合計に０．５を乗じ

て得た面積 

(4) 確認済証の交付を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築し、

大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合 当該計画を変更する部

分の床面積の合計（池田市建築基準法施行細則（平成１４年池田市規

則第１１号）第５１条の規定により算定したものに限る。）に０．５

を乗じて得た面積 
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        改        正        前         改        正        後 

２ この表は、書類又は図書のみにより申出を行う場合に適用するものと

し、磁気ディスク等により申出を行う場合においては、それぞれこの表

に定める金額から２，０００円を減じた額とする。 

５ 構造計算適合性審査を要する法第３５条第２項（法第３６条第２項におい

て準用する場合を含む。）の規定による申出にあっては、前２項の手数料

（法第３６条第２項において準用する法第３５条第２項の規定による申出

（申出をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価手法が当該

建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る評価手法と同一で

ない場合及び変更認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含

む場合を除く。）にあっては、前項及び第８項の手数料）のほか、構造計算

適合性審査を要する一の建築物ごと（建築物の２以上の部分がエキスパンシ

ョンジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場

合は、それぞれ別の建築物とみなす。）に次表の左欄に掲げる区分に応じ、

それぞれ同表の右欄に掲げる金額の手数料を合算して申請の際に申請者から

徴収する。 

 

備考 「床面積の合計」とは、構造計算適合性審査に係る建築物の床面積の

合計をいう。ただし、確認済証の交付があった構造計算適合性審査を要す

る建築物の計画又は法第３５条第５項（法第３６条第２項において準用す

 

 

 

５ 構造計算適合性審査を要する法第３０条第２項（法第３１条第２項におい

て準用する場合を含む。）の規定による申出にあっては、前２項の手数料

（法第３１条第２項において準用する法第３０条第２項の規定による申出

（申出をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価手法が当該

建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る評価手法と同一で

ない場合及び変更認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含

む場合に係るものを除く。）にあっては、前項及び第８項の手数料）のほ

か、構造計算適合性審査を要する１の建築物ごと（建築基準法第２０条第２

項に規定する建築物の部分にあっては、当該建築物の部分ごと）に次の表の

左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額の手数料を申出

の際に申出者から徴収する。 

 

 

備考 床面積の合計は、構造計算適合性審査に係る建築物の床面積を合計し

て算定する。ただし、確認済証の交付があった構造計算適合性審査を要す

る建築物の計画又は法第３０条第５項（法第３１条第２項において準用す

（略） （略） 
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        改        正        前         改        正        後 

る場合を含む。）の規定により確認済証の交付があったものとみなされる

構造計算適合性審査を行う建築物エネルギー消費性能向上計画を変更して

建築物を建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合に

ついては、構造計算適合性審査に係る建築物の床面積の合計（床面積の合

計の増加する部分がある場合にあっては、当該増加に係る部分の床面積の

合計に２を乗じて得た面積に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積の

合計を加えた面積）に０．５を乗じて得た面積とする。 

６ 構造計算適合性判定を要する法第３５条第２項（法第３６条第２項におい

て準用する場合を含む。）の規定による申出にあっては、第３項及び第４項

の手数料（法第３６条第２項において準用する法第３５条第２項の規定によ

る申出（申出をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価手法

が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る評価手法と

同一でない場合及び変更認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の増

加を含む場合を除く。）にあっては、第４項及び第８項の手数料）のほか、

構造計算適合性判定を要する一の建築物ごと（建築物の２以上の部分がエキ

スパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接し

ている場合は、それぞれ別の建築物とみなす。）に次表の左欄に掲げる区分

に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額の手数料を合算して申請の際に申

請者から徴収する（適合判定通知書の提出がない場合に限る。）。 

る場合を含む。）の規定により確認済証の交付があったものとみなされる

構造計算適合性審査を行う建築物エネルギー消費性能向上計画を変更して

建築物の建築又は大規模修繕等をする場合については、構造計算適合性審

査に係る建築物の床面積の合計（床面積の合計の増加する部分がある場合

にあっては、当該増加に係る部分の床面積の合計に２を乗じて得た面積

に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積の合計を加えた面積）に０．

５を乗じて得た面積とする。 

６ 構造計算適合性判定を要する法第３０条第２項（法第３１条第２項におい

て準用する場合を含む。）の規定による申出（申出の際に適合判定通知書の

提出がない場合に限る。）にあっては、第３項及び第４項の手数料（法第３

１条第２項において準用する法第３０条第２項の規定による申出（申出をし

ようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価手法が当該建築物エネ

ルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る評価手法と同一でない場合及

び変更認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係

るものを除く。）にあっては、第４項及び第８項の手数料）のほか、構造計

算適合性判定を要する１の建築物ごと（建築基準法第２０条第２項に規定す

る建築物の部分にあっては、当該建築物の部分ごと）に次の表の左欄に掲げ

る区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額に３，３００円を加えた金

額の手数料を申出の際に申出者から徴収する。 

-
 
3
6
9
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

備考 

  １ 「床面積の合計」とは、構造計算適合性判定に係る建築物の床面積の

合計をいう。ただし、確認済証の交付があった構造計算適合性判定を要

する建築物の計画又は法第３５条第５項（法第３６条第２項において準

用する場合を含む。）の規定により確認済証の交付があったものとみな

される構造計算適合性判定を行う建築物エネルギー消費性能向上計画を

変更して建築物を建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替を

する場合については、構造計算適合性判定に係る建築物の床面積の合計

（床面積の合計の増加する部分がある場合にあっては、当該増加に係る

部分の床面積の合計に２を乗じて得た面積に、当該増加に係る部分以外

の部分の床面積の合計を加えた面積）に０．５を乗じて得た面積とす

る。 

  ２ 「大臣認定プログラム」とは、建築基準法第２０条第１項第２号イ又

は第３号イに規定するプログラムをいう。 

７ 建築基準法第８７条の４に規定する昇降機に係る部分を含む法第３５条第

２項（法第３６条第２項において準用する場合を含む。）の規定による申出

にあっては、前４項の手数料（法第３６条第２項において準用する法第３５

条第２項の規定による申出（申出をしようとする建築物エネルギー消費性能

 

備考 床面積の合計は、構造計算適合性判定に係る建築物の床面積を合計し

て算定する。ただし、確認済証の交付があった構造計算適合性判定を要す

る建築物の計画又は法第３０条第５項（法第３１条第２項において準用す

る場合を含む。）の規定により確認済証の交付があったものとみなされる

構造計算適合性判定を行う建築物エネルギー消費性能向上計画を変更して

建築物の建築又は大規模修繕等をする場合については、構造計算適合性判

定に係る建築物の床面積の合計（床面積の合計の増加する部分がある場合

にあっては、当該増加に係る部分の床面積の合計に２を乗じて得た面積

に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積の合計を加えた面積）に０．

５を乗じて得た面積とする。 

 

 

 

 

７ 昇降機（建築基準法施行令第１４６条第１項第１号に掲げるものに限る。

以下同じ。）又は小荷物専用昇降機（同項第２号に掲げるものに限る。以下

同じ。）に係る部分を含む法第３０条第２項（法第３１条第２項において準

用する場合を含む。）の規定による申出にあっては、第３項から前項までの

（略） （略） 

-
 
3
7
0
 
-



        改        正        前         改        正        後 

向上計画の評価手法が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定

等に係る評価手法と同一でない場合及び変更認定の申請に係る建築物の部分

の床面積の合計の増加を含む場合を除く。）にあっては、前３項及び次項の

手数料）のほか、一の昇降機ごとに次表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞ

れ同表の右欄に掲げる金額の手数料を申請の際に申請者から徴収する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手数料（法第３１条第２項において準用する法第３０条第２項の規定による

申出（申出をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価手法が

当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る評価手法と同

一でない場合及び変更認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の増加

を含む場合に係るものを除く。）にあっては、前３項及び次項の手数料）の

ほか、１の昇降機ごとに次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の

右欄に掲げる金額の手数料を申出の際に申出者から徴収する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 この表に定める金額は、１の昇降機又は小荷物専用昇降機ごとの額と

区分 金額 

昇降機（小荷物専用昇降機を除く。以下この表において

同じ。）を設置する場合（次の項に規定する場合を除

く。） 

２１，０００円 

確認済証の交付があった昇降機の計画（法第３５条第５

項（法第３６条第２項において準用する場合を含む。）

の規定により確認済証の交付があったものとみなされる

ものを含む。）を変更して昇降機を設置する場合 

１３，０００円 

小荷物専用昇降機を設置する場合（次の項に規定する場

合を除く。） 

１１，０００円 

確認済証の交付があった小荷物専用昇降機の計画（法第

３５条第５項（法第３６条第２項において準用する場合

を含む。）の規定により確認済証の交付があったものと

みなされるものを含む。）を変更して小荷物専用昇降機

を設置する場合 

９，０００円 

 

区分 金額 

昇降機を設置する場合（次の項に規定する場合を除

く。） 

２４，０００円 

確認済証の交付があった昇降機の計画（法第３０条第５

項（法第３１条第２項において準用する場合を含む。）

の規定により確認済証の交付があったものとみなされる

ものを含む。）を変更して昇降機を設置する場合 

１５，０００円 

小荷物専用昇降機を設置する場合（次の項に規定する場

合を除く。） 

１３，０００円 

確認済証の交付があった小荷物専用昇降機の計画（法第

３０条第５項（法第３１条第２項において準用する場合

を含む。）の規定により確認済証の交付があったものと

みなされるものを含む。）を変更して小荷物専用昇降機

を設置する場合 

１０，０００円 

-
 
3
7
1
 
-



        改        正        前         改        正        後 

備考 第４項の表備考第２項の規定は、この表についても適用する。 

８ 変更認定の申請にあっては、次表（変更認定の申請をしようとする建築物

エネルギー消費性能向上計画の評価手法が当該建築物エネルギー消費性能向

上計画の直近の認定等に係る評価手法と同一でない場合及び変更認定の申請

に係る建築物の部分の床面積の合計（同表備考第１項に規定する変更認定の

申請に係る建築物の部分の床面積の合計をいう。）の増加を含む場合を除

く。）の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額の手数

料を申請の際に申請者から徴収する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する。 

８ 変更認定の申請（変更認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性

能向上計画の評価手法が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認

定等に係る評価手法と同一でない場合及び変更認定の申請に係る建築物の部

分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものを除く。）にあっては、次の

表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額の手数料を

申請の際に申請者から徴収する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 区分 金額 

変更認定の申

請に係る建築

物 

変更認定に係

る評価手法 

変更認定の申請に係る建築物

の部分の床面積の合計 

１ 非住宅建築物 登録住宅性能

評価機関等が

性能向上基準

に適合すると

認めたもの 

300平方メートル未満のもの 6,100円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

10,100円 

1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

16,000円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

46,400円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

73,100円 

項 区分 金額 

変更認定の申

請に係る建築

物 

変更認定に係

る評価手法 

変更認定の申請に係る建築物

の部分の床面積の合計 

１ 非住宅建築物 登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

等が性能向上

基準に適合す

ると認めたも

の 

300平方メートル未満のもの 6,400円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

10,400円 

1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

16,400円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

47,400円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

74,400円 
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3
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-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

92,100円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

114,900円 

50,000平方メートル以上のもの 160,600円 

そ

の

他

の

も

の 

モデル建

物法によ

るもの 

300平方メートル未満のもの 50,200円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

63,700円 

1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

83,700円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

135,100円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

176,200円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

211,600円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

248,100円 

50,000平方メートル以上のもの 321,100円 

その他の

もの 

300平方メートル未満のもの 130,100円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

162,900円 

 

   10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

93,800円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

117,000円 

50,000平方メートル以上のもの 163,400円 

そ

の

他

の

も

の 

モデル建

物法によ

るもの 

300平方メートル未満のもの 51,200円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

64,900円 

1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

85,300円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

137,500円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

179,200円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

215,200円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

252,300円 

50,000平方メートル以上のもの 326,500円 

その他の

もの 

300平方メートル未満のもの 132,400円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

165,700円 
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-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

210,000円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

299,500円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

368,700円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

435,700円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

496,900円 

50,000平方メートル以上のもの 619,500円 

２ 一戸建ての住

宅 

登録住宅性能

評価機関等が

性能向上基準

に適合すると

認めたもの 

― 3,400円 

そ

の

他

の

も

の 

誘導仕様

基準によ

るもの 

200平方メートル未満のもの 10,700円 

200平方メートル以上のもの 11,400円 

その他の

もの 

 

200平方メートル未満のもの 20,200円 

200平方メートル以上のもの 22,500円 

３ 共同住宅等 登録住宅性能 300平方メートル未満のもの 6,100円 

    1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

213,600円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

304,500円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

374,900円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

442,900円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

505,200円 

50,000平方メートル以上のもの 629,700円 

２ 一戸建ての住

宅 

登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

等が性能向上

基準に適合す

ると認めたも

の 

― 3,700円 

そ

の

他

の

も

の 

誘導仕様

基準によ

るもの 

200平方メートル未満のもの 11,000円 

200平方メートル以上のもの 11,800円 

誘導基準

併用法に

よるもの 

200平方メートル未満のもの 15,700円 

200平方メートル以上のもの 17,200円 

-
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-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  評価機関等が

性能向上基準

に適合すると

認めたもの 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

12,200円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

26,300円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

46,600円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

74,600円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

112,900円 

50,000平方メートル以上のもの 171,300円 

そ

の

他

の

も

の 

誘導仕様

基準によ

るもの 

300平方メートル未満のもの 19,400円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

33,100円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

59,400円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

89,600円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

164,000円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

277,300円 

50,000平方メートル以上のもの 486,000円 

   その他の

もの 

 

200平方メートル未満のもの 20,700円 

200平方メートル以上のもの 23,000円 

３ 共同住宅等 登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

等が性能向上

基準に適合す

ると認めたも

の 

300平方メートル未満のもの 6,400円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

12,600円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

26,900円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

47,400円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

75,500円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

113,900円 

50,000平方メートル以上のもの 172,200円 

そ

の

他

の

も

の 

誘導仕様

基準によ

るもの 

300平方メートル未満のもの 19,900円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

33,800円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

60,500円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

91,100円 

10,000平方メートル以上25,000 166,400円 
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        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

１ 「変更認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計」とは、変更認

定の申請に係る建築物の部分の床面積（共用部分を評価しないものにつ

いては、当該変更認定の申請に係る部分の床面積から当該部分の共用部

床面積を除いた床面積）の合計をいう。 

２ 第１項第１号の表備考第３項並びに第３項の表備考第２項から第６項

まで及び第８項の規定は、この表についても適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   その他の

もの 

300平方メートル未満のもの 40,000円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

66,200円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

112,300円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

160,800円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

315,800円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

558,400円 

50,000平方メートル以上のもの 1,025,900円 

 

    平方メートル未満のもの  

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

280,900円 

50,000平方メートル以上のもの 492,000円 

誘導基準

併用法に

よるもの 

300平方メートル未満のもの 30,400円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

50,500円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

87,200円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

127,000円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

243,300円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

423,600円 

50,000平方メートル以上のもの 766,200円 

その他の

もの 

 

300平方メートル未満のもの 40,800円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

67,500円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

114,300円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

163,400円 

-
 
3
7
6
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

320,700円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

566,600円 

50,000平方メートル以上のもの 1,040,700円 

４ 複合建築物 住宅以外の

用途に供す

る部分を１

の項の非住

宅建築物と

みなして中

欄に掲げる

区分に応じ

それぞれ右

欄に定める

金額に、住

宅の用途に

供する部分

を２の項の

一戸建ての

住宅又は３

の項の共同

住宅等とみ

なして中欄

に掲げる区

-
 
3
7
7
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

９ 省令第２９条に規定する書面（省令第２６条に規定する軽微な変更に該当

していることを証する書面をいう。以下この項及び次項において同じ。）の

交付の申請（当該書面の交付に係る建築物エネルギー消費性能向上計画の評

価手法が直近の認定建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に係る評価

手法と同一である場合に限る。）にあっては、次表の中欄に掲げる区分に応

じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額の手数料を申請の際に申請者から徴収

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 省令第２８条に規定する書面（省令第２５条に規定する軽微な変更に該当

していることを証する書面をいう。以下この項及び次項において同じ。）の

交付の申請（当該書面の交付に係る建築物エネルギー消費性能向上計画の評

価手法が直近の認定建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に係る評価

手法と同一である場合に係るものに限る。）にあっては、次の表の中欄に掲

げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額の手数料を申請の際に申

請者から徴収する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  分に応じそ

れぞれ右欄

に定める金

額を加算し

た額 

項 区分 金額 

書面の交付に係る評価手法 書面の交付の申請に係る建築物の

住宅以外の用途に供する部分の床

面積の合計 

１ 登録住宅性能評価機関等が

軽微な変更に該当すると認

めたもの 

1,000平方メートル未満のもの 10,100円 

1,000平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

16,000円 

2,000平方メートル以上5,000平方

メートル未満のもの 

46,400円 

項 区分 金額 

書面の交付に

係る建築物 

書面の交付に

係る評価手法 

書面の交付の申請に係る建築

物の床面積の合計 

１ 非住宅建築物 登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

等が軽微な変

更に該当する

と認めたもの 

300平方メートル未満のもの 6,400円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

10,400円 

1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

16,400円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

47,400円 

-
 
3
7
8
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5,000平方メートル以上10,000平

方メートル未満のもの 

73,100円 

10,000平方メートル以上25,000平

方メートル未満のもの 

92,100円 

25,000平方メートル以上50,000平

方メートル未満のもの 

114,900円 

50,000平方メートル以上のもの 160,600円 

２ その他のもの モデル建物法

によるもの 

1,000平方メートル未満のもの 63,700円 

1,000平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

83,700円 

2,000平方メートル以上5,000平方

メートル未満のもの 

135,100円 

5,000平方メートル以上10,000平

方メートル未満のもの 

176,200円 

10,000平方メートル以上25,000平

方メートル未満のもの 

211,600円 

25,000平方メートル以上50,000平

方メートル未満のもの 

248,100円 

50,000平方メートル以上のもの 321,100円 

その他のもの 1,000平方メートル未満のもの 162,900円 

1,000平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

210,000円 

   方メートル未満のもの  

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

74,400円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

93,800円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

117,000円 

50,000平方メートル以上のもの 163,400円 

そ

の

他

の

も

の 

モデル建

物法によ

るもの 

300平方メートル未満のもの 51,200円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

64,900円 

1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

85,300円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

137,500円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

179,200円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

215,200円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

252,300円 

50,000平方メートル以上のもの 326,500円 

その他の 300平方メートル未満のもの 132,400円 

-
 
3
7
9
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 第１項第１号の表備考第３項並びに第３項の表備考第４項及び第５項

の規定は、この表についても適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2,000平方メートル以上5,000平方

メートル未満のもの 

299,500円 

5,000平方メートル以上10,000平

方メートル未満のもの 

368,700円 

10,000平方メートル以上25,000平

方メートル未満のもの 

435,700円 

25,000平方メートル以上50,000平

方メートル未満のもの 

496,900円 

50,000平方メートル以上のもの 619,500円 

   もの 300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

165,700円 

1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

213,600円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

304,500円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

374,900円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

442,900円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

505,200円 

50,000平方メートル以上のもの 629,700円 

２ 一戸建ての住

宅 

登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

等が軽微な変

更に該当する

と認めたもの 

― 3,700円 

そ

の

他

の

も

の 

誘導仕様

基準によ

るもの 

200平方メートル未満のもの 11,000円 

200平方メートル以上のもの 11,800円 

誘導基準

併用法に

よるもの 

200平方メートル未満のもの 15,700円 

200平方メートル以上のもの 17,200円 

-
 
3
8
0
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   その他の

もの 

 

200平方メートル未満のもの 20,700円 

200平方メートル以上のもの 23,000円 

３ 共同住宅等 登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

等が軽微な変

更に該当する

と認めたもの 

300平方メートル未満のもの 6,400円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

12,600円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

26,900円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

47,400円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

75,500円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

113,900円 

50,000平方メートル以上のもの 172,200円 

そ

の

他

の

も

の 

誘導仕様

基準によ

るもの 

300平方メートル未満のもの 19,900円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

33,800円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

60,500円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

91,100円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

166,400円 

-
 
3
8
1
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    平方メートル未満のもの  

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

280,900円 

50,000平方メートル以上のもの 492,000円 

誘導基準

併用法に

よるもの 

300平方メートル未満のもの 30,400円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

50,500円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

87,200円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

127,000円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

243,300円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

423,600円 

50,000平方メートル以上のもの 766,200円 

その他の

もの 

 

300平方メートル未満のもの 40,800円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

67,500円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

114,300円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

163,400円 

-
 
3
8
2
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

320,700円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

566,600円 

50,000平方メートル以上のもの 1,040,700円 

４ 複合建築物 住宅以外の

用途に供す

る部分を１

の項の非住

宅建築物と

みなして中

欄に掲げる

区分に応じ

それぞれ右

欄に定める

金額に、住

宅の用途に

供する部分

を２の項の

一戸建ての

住宅又は３

の項の共同

住宅等とみ

なして中欄

に掲げる区

-
 
3
8
3
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

１０ 省令第２９条に規定する書面の交付の申請（当該書面の交付に係る建築

物エネルギー消費性能向上計画の評価手法が直近の認定建築物エネルギー消

費性能向上計画の認定等に係る評価手法と同一である場合を除く。）にあっ

ては、次表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額の

手数料を申請の際に申請者から徴収する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 省令第２８条に規定する書面の交付の申請（当該書面の交付に係る建築

物エネルギー消費性能向上計画の評価手法が直近の認定建築物エネルギー消

費性能向上計画の認定等に係る評価手法と同一である場合に係るものを除

く。）にあっては、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄

に掲げる金額の手数料を申請の際に申請者から徴収する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  分に応じそ

れぞれ右欄

に定める金

額を加算し

た額 

 

項 区分 金額 

書面の交付に係る評価手法 書面の交付の申請に係る建築物の

住宅以外の用途に供する部分の床

面積の合計 

１ 登録住宅性能評価機関等が

軽微な変更に該当すると認

めたもの 

1,000平方メートル未満のもの 19,000円 

1,000平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

30,700円 

2,000平方メートル以上5,000平方

メートル未満のもの 

91,600円 

5,000平方メートル以上10,000平

方メートル未満のもの 

144,900円 

10,000平方メートル以上25,000平 182,900円 

項 区分 金額 

書面の交付に

係る建築物 

書面の交付に

係る評価手法 

書面の交付の申請に係る建築

物の床面積の合計 

１ 非住宅建築物 登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

等が軽微な変

更に該当する

と認めたもの 

300平方メートル未満のもの 11,300円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

19,400円 

1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

31,400円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

93,300円 

5,000平方メートル以上10,000 147,400円 

-
 
3
8
4
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  方メートル未満のもの  

25,000平方メートル以上50,000平

方メートル未満のもの 

228,600円 

50,000平方メートル以上のもの 319,900円 

２ その他のもの モデル建物法

によるもの 

1,000平方メートル未満のもの 126,300円 

1,000平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

166,200円 

2,000平方メートル以上5,000平方

メートル未満のもの 

269,000円 

5,000平方メートル以上10,000平

方メートル未満のもの 

351,100円 

10,000平方メートル以上25,000平

方メートル未満のもの 

421,900円 

25,000平方メートル以上50,000平

方メートル未満のもの 

495,000円 

50,000平方メートル以上のもの 641,100円 

その他のもの 1,000平方メートル未満のもの 324,500円 

1,000平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

418,900円 

2,000平方メートル以上5,000平方

メートル未満のもの 

597,700円 

5,000平方メートル以上10,000平 736,200円 

   平方メートル未満のもの  

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

186,100円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

232,500円 

50,000平方メートル以上のもの 325,300円 

そ

の

他

の

も

の 

モデル建

物法によ

るもの 

300平方メートル未満のもの 101,000円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

128,500円 

1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

169,100円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

273,500円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

357,000円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

428,900円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

503,200円 

50,000平方メートル以上のもの 651,600円 

その他の 300平方メートル未満のもの 263,400円 

-
 
3
8
5
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

備考 第１項第１号の表備考第３項並びに第３項の表備考第４項及び第５項

の規定は、この表についても適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   方メートル未満のもの  

10,000平方メートル以上25,000平

方メートル未満のもの 

870,100円 

25,000平方メートル以上50,000平

方メートル未満のもの 

992,600円 

50,000平方メートル以上のもの 1,237,700円 

   もの 300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

329,900円 

1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

425,800円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

607,600円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

748,300円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

884,400円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

1,008,900円 

50,000平方メートル以上のもの 1,257,900円 

２ 一戸建ての住

宅 

登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

等が軽微な変

更に該当する

と認めたもの 

― 5,900円 

そ

の

他 

誘導仕様

基準によ

るもの 

200平方メートル未満のもの 20,600円 

200平方メートル以上のもの 22,100円 

-
 
3
8
6
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  の

も

の 

誘導基準

併用法に

よるもの 

200平方メートル未満のもの 29,900円 

200平方メートル以上のもの 33,000円 

その他の

もの 

 

200平方メートル未満のもの 39,900円 

200平方メートル以上のもの 44,600円 

３ 共同住宅等 登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

等が軽微な変

更に該当する

と認めたもの 

300平方メートル未満のもの 11,300円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

23,700円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

52,300円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

93,300円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

149,800円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

226,300円 

50,000平方メートル以上のもの 343,100円 

そ

の

他 

誘導仕様

基準によ

るもの 

300平方メートル未満のもの 38,400円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

66,200円 

-
 
3
8
7
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  の

も

の 

 2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

119,600円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

180,700円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

331,500円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

560,400円 

50,000平方メートル以上のもの 982,600円 

誘導基準

併用法に

よるもの 

300平方メートル未満のもの 59,300円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

99,500円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

173,000円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

252,600円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

485,400円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

845,800円 

50,000平方メートル以上のもの 1,530,900円 

その他の 300平方メートル未満のもの 80,200円 

-
 
3
8
8
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   もの 300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

133,500円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

227,100円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

325,300円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

640,100円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

1,131,900円 

50,000平方メートル以上のもの 2,080,000円 

４ 複合建築物 住宅以外の

用途に供す

る部分を１

の項の非住

宅建築物と

みなして中

欄に掲げる

区分に応じ

それぞれ右

欄に定める

金額に、住

宅の用途に

-
 
3
8
9
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１ 法第４１条第１項の規定による認定の申請にあっては、次表の中欄に掲

げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額の手数料を申請の際に申

請者から徴収する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  供する部分

を２の項の

一戸建ての

住宅又は３

の項の共同

住宅等とみ

なして中欄

に掲げる区

分に応じそ

れぞれ右欄

に定める金

額を加算し

た額 

項 区分 金額 

認定等の申請

に係る建築物 

認定等に係る

評価手法 

床面積の合計 

１ 非住宅建築物 登録住宅性能

評価機関等が

消費性能基準

300平方メートル未満のもの 11,000円 

300平方メートル以上1,000平

方メートル未満のもの 

19,000円 

-
 
3
9
0
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  に適合すると

認めたもの又

は省エネ基準

適合判定通知

書等により消

費性能基準に

適合すること

が確認できる

もの 

1,000平方メートル以上2,000

平方メートル未満のもの 

30,700円 

2,000平方メートル以上5,000

平方メートル未満のもの 

91,600円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

144,900円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

182,900円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

228,600円 

50,000平方メートル以上のもの 319,900円 

そ

の

他

の

も

の 

モデル建

物法によ

るもの 

300平方メートル未満のもの 99,200円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

126,300円 

1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

166,200円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

269,000円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

351,100円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

421,900円 

25,000平方メートル以上50,000 495,000円 

-
 
3
9
1
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    平方メートル未満のもの  

50,000平方メートル以上のもの 641,100円 

その他の

もの 

300平方メートル未満のもの 259,000円 

300平方メートル以上1,000平方

メートル未満のもの 

324,500円 

1,000平方メートル以上2,000平

方メートル未満のもの 

418,900円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

597,700円 

5,000平方メートル以上10,000

平方メートル未満のもの 

736,200円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

870,100円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

992,600円 

50,000平方メートル以上のもの 1,237,700円 

２ 一戸建ての住

宅 

登録住宅性能

評価機関等が

消費性能基準

に適合すると

認めたもの又

は建設住宅性

能評価書によ

― 5,600円 

-
 
3
9
2
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  り消費性能基

準に適合する

ことが確認で

きるもの 

  

そ

の

他

の

も

の 

仕様基準

によるも

の 

200平方メートル未満のもの 20,100円 

200平方メートル以上のもの 21,600円 

その他の

もの 

 

200平方メートル未満のもの 39,100円 

200平方メートル以上のもの 43,700円 

３ 共同住宅等 登録住宅性能

評価機関等が

消費性能基準

に適合すると

認めたもの又

は建設住宅性

能評価書によ

り消費性能基

準に適合する

ことが確認で

きるもの 

300平方メートル未満のもの 11,000円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

23,100円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

51,300円 

5,000平方メートル以上10,000平

方メートル未満のもの 

91,600円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

147,200円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

222,500円 

50,000平方メートル以上のもの 337,400円 

-
 
3
9
3
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  そ

の

他

の

も

の 

仕様基準

によるも

の 

300平方メートル未満のもの 37,600円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

65,000円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

117,500円 

5,000平方メートル以上10,000平

方メートル未満のもの 

177,600円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

326,000円 

25,000平方メートル以上50,000

平方メートル未満のもの 

551,300円 

50,000平方メートル以上のもの 966,800円 

その他の

もの 

 

300平方メートル未満のもの 78,700円 

300平方メートル以上2,000平方

メートル未満のもの 

131,200円 

2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満のもの 

223,300円 

5,000平方メートル以上10,000平

方メートル未満のもの 

319,900円 

10,000平方メートル以上25,000

平方メートル未満のもの 

629,700円 

25,000平方メートル以上50,000 1,113,700円 

-
 
3
9
4
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

備考 

１ 第１項第１号の表備考第２項及び第３項並びに第３項の表備考第２項

から第４項まで及び第８項の規定は、この表についても適用する。 

２ 「認定に係る評価手法」とは、認定の申請をしようとする建築物が消

費性能基準に適合するかどうかの評価の方法をいう。 

３ 「床面積の合計」とは、認定の申請に係る部分の床面積（認定の申請

に係る建築物が共同住宅等又は複合建築物（共同住宅等とみなす部分を

有するものに限る。）であって基準省令第４条第３項に規定する設計一

次エネルギー消費量が同項第２号の数値によるもの又は仕様基準（住宅

部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネ

ルギー消費量に関する基準（平成２８年国土交通省告示第２６６号）に

住宅の全ての住戸が適合することを確認することをいう。以下この備考

において同じ。）については、当該認定の申請に係る部分の床面積から

当該部分の共用部床面積を除いた床面積）の合計をいう。 

４ 「省エネ基準適合判定通知書等」とは、次に掲げるものとする。 

(1) 法第１２条第６項に規定する適合判定通知書及び建築基準法第７条

第５項、第７条の２第５項又は第１８条第２２項に規定する検査済証

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    平方メートル未満のもの  

50,000平方メートル以上のもの 2,046,600円 

 

-
 
3
9
5
 
-



        改        正        前         改        正        後 

（以下この備考において「検査済証」という。） 

(2) 省令第２５条第１項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計

画の認定の通知に係る書面及び検査済証 

(3) 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則（平成２４年国土交通

省令第８６号）第４３条第１項の規定による低炭素建築物新築等計画

の認定の通知に係る書面及び検査済証 

５ 「建設住宅性能評価書」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律

第６条第３項に規定する建設住宅性能評価書をいう。 

６ 「仕様基準等によるもの」とは、次に掲げるものをいう。 

(1) 仕様基準により評価したもの 

(2) 基準省令第１条第１項第２号イ(2)及びロ(2)に定める基準により評

価したもの 

第４条～第６条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４条～第６条 （略） 

 

 

 

 

 

 
 

-
 
3
9
6
 
-



議案第１８号 

 

 

池田市水道事業給水条例等の一部を改正する条例 

の一部改正について              

 

 

池田市水道事業給水条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例を次

のように定める。 

 

 

令和７年２月２６日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

理  由 

建設業法施行令の一部改正に伴い、本条例の一部を改正するものである。 

- 397 -



池田市条例第  号 

 

池田市水道事業給水条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例

（案） 

 

池田市水道事業給水条例等の一部を改正する条例（令和６年池田市条例第２

５号）の一部を次のように改正する。 

第１条のうち池田市水道事業給水条例（平成９年池田市条例第３８号）第４

２条に１号を加える改正規定及び同条例第４３条に２号を加える改正規定中

「第３４条第１項」を「第３７条第１項」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

- 398 -



議案第１８号  説  明 

 

池田市水道事業給水条例等の一部を改正する条例 

の一部改正について              

 

１ 引用条項の整理を行うものであること。 

（第１条のうち、第４２条に１号を加える改正規定及び 

第４３条に２号を加える改正規定関係） 

２ この条例は、公布の日から施行するものであること。 

（改正条例附則関係） 

- 399 -



議案第１８号  参  考 

池田市水道事業給水条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

（池田市水道事業給水条例の一部改正） 

第１条 池田市水道事業給水条例（平成９年池田市条例第３８号）の一部を次

のように改正する。 

（中略） 

第４２条に次の１号を加える。 

(11)建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第３４条第１項及び第

２項の規定による土木施工管理に係る１級の技術検定に合格した者であ

って、３年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するも

の（１年６か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する

者に限る。） 

（中略） 

第４３条第２号中「及び第４号」を「又は第５号」に改め、「土木工学以

外の」を削り、「に関する学科目」を「の課程」に、「学科目を」を「課程

（土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。）を」に、

「後（専門職大学前期課程にあっては、修了した後）」を「後、」に、「の

卒業者について」を「を卒業した者について」に、「の卒業者（専門職大学

前期課程の修了者を含む。第４号において同じ。）」を「を卒業した者」

（池田市水道事業給水条例の一部改正） 

第１条 池田市水道事業給水条例（平成９年池田市条例第３８号）の一部を次

のように改正する。 

（中略） 

第４２条に次の１号を加える。 

(11)建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第３７条第１項及び第

２項の規定による土木施工管理に係る１級の技術検定に合格した者であ

って、３年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するも

の（１年６か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する

者に限る。） 

（中略） 

第４３条第２号中「及び第４号」を「又は第５号」に改め、「土木工学以

外の」を削り、「に関する学科目」を「の課程」に、「学科目を」を「課程

（土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。）を」に、

「後（専門職大学前期課程にあっては、修了した後）」を「後、」に、「の

卒業者について」を「を卒業した者について」に、「の卒業者（専門職大学

前期課程の修了者を含む。第４号において同じ。）」を「を卒業した者」

-
 
4
0
0
 
-



        改        正        前         改        正        後 

に、「同条第４号」を「同条第５号」に改め、同条第４号中「及び第４号」

を「又は第５号」に、「、工学」を「工学」に、「学科目並びに」を「課程

並びに」に、「学科目以外の学科目」を「課程以外の課程」に、「（当該学

科目を修めて専門職大学前期課程を修了した場合を含む。）後」を「後、」

に、「の卒業者」を「を卒業した者」に、「同条第４号」を「同条第５号」

に改め、同条第５号中「の学校において、」の次に「第１号若しくは」を加

え、「学科目」を「課程」に、「後」を「後、」に、「卒業者」を「規定に

よる卒業をした者（専門職大学前期課程にあっては、修了をした者）」に改

め、同条第６号中「厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関す

る講習」を「水道法施行規則（昭和３２年厚生省令第４５号）第１４条第３

号に規定する登録講習」に改め、同条に次の２号を加える。 

(7) 技術士法第４条第１項の規定による第２次試験のうち上下水道部門に

係るものに合格した者（選択科目として上水道及び工業用水道を選択し

た者に限る。）であって、１年以上水道に関する技術上の実務に従事し

た経験を有するもの 

(8) 建設業法施行令第３４条第１項及び第２項の規定による土木施工管理

に係る１級の技術検定に合格した者であって、３年以上水道に関する技

術上の実務に従事した経験を有するもの 

第２条 （略） 

に、「同条第４号」を「同条第５号」に改め、同条第４号中「及び第４号」

を「又は第５号」に、「、工学」を「工学」に、「学科目並びに」を「課程

並びに」に、「学科目以外の学科目」を「課程以外の課程」に、「（当該学

科目を修めて専門職大学前期課程を修了した場合を含む。）後」を「後、」

に、「の卒業者」を「を卒業した者」に、「同条第４号」を「同条第５号」

に改め、同条第５号中「の学校において、」の次に「第１号若しくは」を加

え、「学科目」を「課程」に、「後」を「後、」に、「卒業者」を「規定に

よる卒業をした者（専門職大学前期課程にあっては、修了をした者）」に改

め、同条第６号中「厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関す

る講習」を「水道法施行規則（昭和３２年厚生省令第４５号）第１４条第３

号に規定する登録講習」に改め、同条に次の２号を加える。 

(7) 技術士法第４条第１項の規定による第２次試験のうち上下水道部門に

係るものに合格した者（選択科目として上水道及び工業用水道を選択し

た者に限る。）であって、１年以上水道に関する技術上の実務に従事し

た経験を有するもの 

(8) 建設業法施行令第３７条第１項及び第２項の規定による土木施工管理

に係る１級の技術検定に合格した者であって、３年以上水道に関する技

術上の実務に従事した経験を有するもの 

第２条 （略） 
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議案第１９号 

 

 

池田市下水道条例の一部改正について 

 

 

池田市下水道条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

 

令和７年２月２６日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

 

 

理  由 

国土交通省による通知に基づき指定工事店の指定要件を緩和するほか、大

阪府生活環境の保全等に関する条例等に定められた公共下水道からの放流水

に関する排水基準に基づき公共下水道に排除する下水に関する排水基準の整

備を行うため、本条例の一部を改正するものである。 
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池田市条例第  号 

 

池田市下水道条例の一部を改正する条例（案） 

 

池田市下水道条例（昭和４２年池田市条例第１４号）の一部を次のように改

正する。 

第９条第１項第２号中「専属の」を「前号の営業所ごとに」に、「有する」

を「選任している」に改め、同号に次のただし書を加える。 

ただし、大阪府内における他の営業所については、兼任することを妨げな

い。 

第１０条の２第２項中「の各号」を削り、同項第１０号中「又は臭気」を削

り、「こと」を「こと。」に改める。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第１０条の２第２項

の改正規定は、公布の日から施行する。 
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議案第１９号  説  明 

 

池田市下水道条例の一部改正について 

 

１ 指定工事店（上下水道事業管理者が指定した排水設備工事業者をいう。）

の指定要件について、営業所ごとに専属の下水道排水設備工事責任技術者を

有することとしていたところ、大阪府内の他の営業所における兼任を認める

こととするものであること。 

（第９条関係） 

２ 公共下水道に排除する下水に関する排水基準について、臭気に係る項目を

削除するものであること。 

（第１０条の２関係） 

３ この条例は、令和７年４月１日から施行するものであること。ただし、２

については、公布の日から施行するものであること。 

（改正条例附則関係） 
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議案第１９号  参  考 

池田市下水道条例の一部を改正する条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

第１条～第８条 （略） 

（指定工事店） 

第９条 指定工事店は、次に掲げる条件を備えた者のうちから、その者の申請

に基づき管理者が指定する。 

(1) （略） 

(2) 専属の責任技術者を有すること。 

 

(3) （略） 

２～４ （略） 

第１０条 （略） 

（除害施設の設置等） 

第１０条の２ （略） 

２ 法第１２条の１１の規定に基づき、使用者は、次の各号に掲げる基準に適

合しない下水（水洗便所から排除される汚水及び法第１２条の２第１項又は

第５項の規定により公共下水道に排除してはならないものを除く。次項にお

いて同じ。）を公共下水道に排除しようとするときは、除害施設の設置その

他必要な措置をし、当該基準に適合する水質の下水にして排除しなければな

第１条～第８条 （略） 

（指定工事店） 

第９条 指定工事店は、次に掲げる条件を備えた者のうちから、その者の申請

に基づき管理者が指定する。 

(1) （略） 

(2) 前号の営業所ごとに責任技術者を選任していること。ただし、大阪府内

における他の営業所については、兼任することを妨げない。 

(3) （略） 

２～４ （略） 

第１０条 （略） 

（除害施設の設置等） 

第１０条の２ （略） 

２ 法第１２条の１１の規定に基づき、使用者は、次に掲げる基準に適合しな

い下水（水洗便所から排除される汚水及び法第１２条の２第１項又は第５項

の規定により公共下水道に排除してはならないものを除く。次項において同

じ。）を公共下水道に排除しようとするときは、除害施設の設置その他必要

な措置をし、当該基準に適合する水質の下水にして排除しなければならな

-
 
4
0
5
 
-



        改        正        前         改        正        後 

らない。 

(1)～(9) （略） 

(10)色又は臭気 放流先で支障をきたすような色又は臭気を帯びていないこ

と 

３・４ （略） 

第１０条の３～第３０条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

い。 

(1)～(9) （略） 

(10)色 放流先で支障をきたすような色を帯びていないこと。 

 

３・４ （略） 

第１０条の３～第３０条 （略） 
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議案第２０号 

 

 

池田市立歴史民俗資料館条例の一部改正について 

 

 

池田市立歴史民俗資料館条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

 

令和７年２月２６日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

 

 

理  由 

市史の編纂
さん

に関する事務について、教育部内において社会教育課から歴史

民俗資料館に移管するため、本条例の一部を改正するものである。 
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池田市条例第  号 

 

池田市立歴史民俗資料館条例の一部を改正する条例（案） 

 

池田市立歴史民俗資料館条例（昭和５５年池田市条例第８号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条中第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を加える。 

(4) 市史の編纂
さん

に関すること。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

- 408 -



議案第２０号  説  明 

 

池田市立歴史民俗資料館条例の一部改正について 

 

１ 池田市立歴史民俗資料館が行う事業に市史の編纂に関する事業を加えるも

のであること。 

         （第２条関係） 

２ この条例は、令和７年４月１日から施行するものであること。 

（改正条例附則関係） 
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議案第２０号  参  考 

池田市立歴史民俗資料館条例の一部を改正する条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

第１条 （略） 

（事業） 

第２条 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第３条の趣旨に基づき、

池田市立歴史民俗資料館（以下「資料館」という。）は、次の事業を行う。 

(1)～(3) （略） 

 

(4) （略） 

第３条～第９条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１条 （略） 

（事業） 

第２条 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第３条の趣旨に基づき、

池田市立歴史民俗資料館（以下「資料館」という。）は、次の事業を行う。 

(1)～(3) （略） 

(4) 市史の編纂
さん

に関すること。 

 (5) （略） 

第３条～第９条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-
 
4
1
0
 
-



議案第２１号 

 

 

池田市ラブホテル建築規制条例の一部改正について 

 

 

 池田市ラブホテル建築規制条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

 

  令和７年２月２６日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

 

 

理  由 

  教育環境その他の生活環境の保全の観点から、ラブホテルの建築を禁止す

る区域の見直しを行うため、本条例の一部を改正するものである。 
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池田市条例第  号 

 

   池田市ラブホテル建築規制条例の一部を改正する条例（案） 

 

池田市ラブホテル建築規制条例（昭和５８年池田市条例第２０号）の一部を

次のように改正する。 

第２条第１号中「、第３項及び第４項」を「に規定する旅館・ホテル営業及

び同条第３項」に、「もの」を「簡易宿所営業」に改める。 

第５条中「の各号」を削り、同条第１号中「第８条第１項」を「第８条第１

項第１号」に、「及び準工業地域」を「、近隣商業地域、準工業地域及び工業

地域」に改め、同条第２号中「第４３条第１項第６号イ及びロ」を「第７条第

１項」に、「土地」を「市街化調整区域」に改め、同条第３号中「その他」を

削り、「地域又は区域に該当するものは」を「区域を」に改める。 

第６条中「前条の建築禁止区域」を「禁止区域」に、「地域」を「区域」に

改める。 

第１４条中「法人のその」を「法人又は人の」に、「対しても前条」を「対

しても、同条」に改める。 

附則第２項中「第５条に規定する禁止区域内において」を「現に」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第２１号  説  明 

 

池田市ラブホテル建築規制条例の一部改正について 

 

１ 文言の整備を行うものであること。 

（第２条、第６条及び第１４条並びに附則第２項関係） 

２ ラブホテルの建築を禁止する区域について、近隣商業地域及び工業地域並

びに市街化調整区域を追加するものであること。 

（第５条関係） 

３ この条例は、公布の日から施行するものであること。 

（改正条例附則関係） 
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議案第２１号  参  考 

池田市ラブホテル建築規制条例の一部を改正する条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

第１条 （略） 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

 (1) 旅館業 旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第２条第２項、第３項

及び第４項に規定するものをいう。 

 (2) （略） 

第３条・第４条 （略） 

 （建築禁止） 

第５条 市内の次の各号に掲げる区域（以下「禁止区域」という。）において

は、ラブホテルを建築してはならない。 

 (1) 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第８条第１項に規定する用途

地域のうち、第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二

種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準工業地域 

 

 (2) 都市計画法第４３条第１項第６号イ及びロに規定する土地 

 (3) その他教育・文化施設、児童福祉施設、公園等で市長が指定するものの

第１条 （略） 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

(1) 旅館業 旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第２条第２項に規定す

る旅館・ホテル営業及び同条第３項に規定する簡易宿所営業をいう。 

(2) （略） 

第３条・第４条 （略） 

 （建築禁止） 

第５条 市内の次に掲げる区域（以下「禁止区域」という。）においては、ラ

ブホテルを建築してはならない。 

 (1) 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第８条第１項第１号に規定す

る用途地域のうち、第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地

域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、近隣

商業地域、準工業地域及び工業地域 

 (2) 都市計画法第７条第１項に規定する市街化調整区域 

 (3) 教育・文化施設、児童福祉施設、公園等で市長が指定するものの敷地の
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        改        正        前         改        正        後 

敷地の周囲１００メートル以内の区域（前２号に掲げる地域又は区域に該

当するものは除く。） 

 （同意） 

第６条 前条の建築禁止区域以外の地域にラブホテルを建築しようとする者

は、あらかじめ市長の同意を得なければならない。 

第７条～第１３条 （略） 

 （両罰規定） 

第１４条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員

が、その法人のその業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰

するほか、その法人又は人に対しても前条の罰金刑を科する。 

   附 則 

１ （略） 

２ この条例の施行の際、第５条に規定する禁止区域内において営業し、又は

池田市環境基本条例（平成２８年池田市条例第４０号）附則第２項による改

正前の池田市環境保全条例第２５条の事前協議が完了している旅館等につい

ては、当分の間第５条の規定を適用しない。 

３ （略） 

 

 

周囲１００メートル以内の区域（前２号に掲げる区域を除く。） 

 

 （同意） 

第６条 禁止区域以外の区域にラブホテルを建築しようとする者は、あらかじ

め市長の同意を得なければならない。 

第７条～第１３条 （略） 

 （両罰規定） 

第１４条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員

が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を

罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。 

   附 則 

１ （略） 

２ この条例の施行の際、現に営業し、又は池田市環境基本条例（平成２８年

池田市条例第４０号）附則第２項による改正前の池田市環境保全条例第２５

条の事前協議が完了している旅館等については、当分の間第５条の規定を適

用しない。 

３ （略） 
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議案第２２号 

 

 

財産区管理委員の選任について 

 

 

下記の者を財産区管理委員に選任したいので、財産区管理会条例（昭和３８

年池田市条例第１９号）第３条の規定により議会の同意を求める。 

 

記 

大字古江財産区 

住  所 氏  名 生年月日 

              橋本 敏美            

            南  義春            

            小山三千男             

             橋本 讓治           

           神田 忠廣           

            山川 隆嗣            

              岩坪 秀次            

 

令和７年２月２６日 提出 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

理  由 

大字古江財産区の財産区管理会の財産区管理委員は、来る令和７年４月３

０日をもって任期満了となるので、その後任を選任するものである。 

 

- 416 -


